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包括外部監査の結果報告書

第１ 外部監査の概要

１ 外部監査の種類

地方自治法第２５２条の３７第１項に基づく包括外部監査

２ 選定した特定の事件（テーマ）

（１）監査テーマ

県の保有する金融資産の管理及びそれに関連する過去の包括外部監査結果に係る措置状況に

ついて

（２）監査対象期間

原則として平成２１年度とし、必要と認めた場合、平成２２年度及び平成２０年度以前の過

年度分についても監査対象とした。

３ 特定の事件（テーマ）として選定した理由

県の歳入確保のためには、その保有する金融資産の管理を効率的・効果的に行うことが重要で

ある。金融資産の管理を効率的・効果的に行うためには、地方公会計改革により整備される公会

計の情報を活用することが必要となる。

（１）歳入確保対策と金融資産の管理

県の財政は、近年、県税収入をはじめとする歳入の伸び悩みと県債残高の累増を背景に、今

後一段と財政の硬直化が懸念される状況にある。そのため、「平成２２年度当初予算の概要」

において、歳入確保対策として、「未収金の回収と発生防止」及び「保有金融資産の効率的な

活用」に向けた取組が計画されている。具体的内容は次のとおりである。

① 滞留債権の管理

まず、「未収金の回収と発生防止」として、県税徴収対策の強化及び税外未収金対策の強

化を図り、回収目標額として５０３百万円が挙げられている。県税徴収対策では、特に個人

県民税対策を進めることとし、関係市町との連携の下、直接徴収の実施や一括併任等による

徴収の強化を図り、又、自動車税について、コンビニ収納サービスを開始し、納税者の利便

性の向上等を図る内容となっている。

後者の税外未収金対策では、新たに策定した共通的な債権管理ガイドライン、債権ごとの

個別管理マニュアルに沿って、取組を強化し、又、法的措置の実施を検討する内容となって

いる。

② 保有金融資産の効率的な活用

次に、「保有金融資産の効率的な活用」として、基金の効果的活用、外郭団体出資金の活

用又は償還及び関係団体からの貸付金の償還を図ることが挙げられている。基金については、

基金の廃止及び基金取崩による必要事業量の確保によって、１，２０９百万円の効果額を、

出資金については、外郭団体出資金の活用及び償還により３，８０２百万円の効果額を見込

んでいる。そして、貸付金については、関係団体からの償還により１３４百万円の効果額を

見込んでいる。
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（２）地方公会計改革と金融資産の管理

地方公会計改革による統一的な公会計基準の設定が望まれ、それにより地方公共団体が保有

する資産の明瞭開示が期待される。

① 債権の評価

未収金である収入未済額について、原則として将来の徴収不能を表す「不納欠損見込額」

を計上する。そのためには、回収率、不納欠損率、回収可能額などの情報が必要となり、シ

ステム整備や組織体制の見直しが課題となる。

又、貸付金について、この貸借対照表を作成することにより、はじめて地方公共団体の有

する貸付金残高を確認することができる。現状は、滞納（延滞）が生じている相手先につい

ても、調定されたもので未回収のものが未収金として認識されているが、本来、このような

貸付先については、将来調定分の回収にも疑念がある可能性が高い。貸借対照表では、将来

分も含めて貸付金残高として計上するので、貸付金評価の観点から、回収に疑念のある部分

全体を把握することが可能となる。

公会計の整備を進め、債権の管理を適切に行う観点からは、債権分類及び当該分類に応じ

た貸倒引当金の見積計上をルール化（指針化）等していくべきである。又、このような取扱

いによって、公債権に関する不納欠損処理を安易に行う風潮から脱却し、パブリックアカウ

ンタビリティ（公的説明責任）として業績説明責任を果たすことが住民の「公の知る権利」

に適うものであると考える。

② 出資金の評価

出資金といった投資については、貸借対照表価額の妥当性に十分留意する必要があり、加

えて地方公共団体として投資（出資）すること自体の経済性や合理性等にも注意を払うこと

が説明責任の上では必要となると考える。

以上より、歳入確保対策及び地方公会計改革において重要となる金融資産については、県政

及び県民の関心が高いと考えられるため、これまでの取組み（金融資産に係る過去の包括外部

監査の措置状況を含む）が妥当であったかどうか、今後の計画が適切かどうか検証する必要が

ある。

４ 監査対象

（１）監査対象機関の選定基準

県の管理する金融資産に関する財務事務の執行等に係る合規性、経済性、効率性、有効性等

について、第１の６の（１）に示した監査の着眼点を基に監査手続を実施するため、監査対象

機関として選定した基準は、次のとおりである。

ア 本庁

本庁については、平成２１年度決算額で１億円以上の貸付金を所管している機関及び概ね１

千万円以上の未収金があった機関を対象とした。

イ 出先機関

出先機関については、未収金対策を主眼に、県税未収金にかかる各県税事務所、並びに母子

寡婦福祉資金貸付金及び生活保護費返還金にかかる各健康福祉センターを対象とした。
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（２）監査対象機関

監 査 対 象 機 関

本 庁 出 先 機 関

税務課 山口県岩国県税事務所

地域政策課 同 柳井県税事務所

観光交流課（交通運輸対策室） 同 周南県税事務所

廃棄物・リサイクル対策課 同 山口県税事務所

厚政課 同 宇部県税事務所

医務保険課（地域医療推進室） 同 下関県税事務所

健康増進課 同 萩県税事務所

長寿社会課 山口県岩国健康福祉センター

こども未来課 同 柳井健康福祉センター

障害者支援課 同 周南健康福祉センター

経営金融課 同 山口健康福祉センター

労働政策課 同 宇部健康福祉センター

農林水産政策課 同 長門健康福祉センター

農業経営課 同 萩健康福祉センター

畜産振興課

森林企画課

水産振興課

漁港漁場整備課

道路整備課

住宅課

教育庁人権教育課

警察本部交通指導課

５ 外部監査の実施者

外部監査人 小田 正幸 （公認会計士）

補 助 者 天羽 満則 （ 同 ）

同 水谷 芳昭 （ 同 ）

同 田中 博之 （ 同 ）

同 古林 照己 （ 同 ）

同 森永 晃仁 （ 同 ）

同 品川 充洋 （ 同 ）

同 兼氏 憲明 （ 同 ）

同 寺田 寛 （行政経験者）
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６ 外部監査の方法

（１）監査の着眼点

ア 県の保有する金融資産の管理に関する財務事務の執行等

① 県の管理する金融資産に関する管理に係る財務事務が法令等に則り適正に行われている

か。又、経済的効率的に行われているか。

② 低利用となった貸付制度及び基金制度について、有効活用に向けた対策が講じられてい

るか。

③ 出資金について、その目的に沿って出資先法人の事業活動に効率的に利用されているか。

④ 金融資産の評価は、適正にされるように整備されているか。

イ 過去の包括外部監査結果に係る措置状況（金融資産の管理に関連するものに限る。）

① 金融資産の管理に係る過去の指摘・意見に対する措置内容は十分かどうか。

② 措置を講じたことによる十分な効果が出ているかどうか。

（２）実施した基本的な監査手続

監査の着眼点を基に、監査対象機関から状況の聴取、書類の閲覧及び質問等を行う。なお、

実施した主な監査手続は、該当箇所に記載している。

７ 外部監査の実施期間

平成２２年８月２４日から平成２３年１月２８日まで

８ 利害関係

私は、包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第２５２条の２９の規定により記載

すべき利害関係はない。
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第２ 金融資産の概要

１ 金融資産の範囲

地方公会計改革により金融資産として貸借対照表に計上することが予定されている資産は、純

粋な資金を除き、債権（税等未収金、未収金、貸付金、その他債権）及び有価証券、並びに投資

等（出資金、基金・積立金、その他）に分類される。

２ 最近５年間の金融資産の残高推移

このうち、監査対象とした金融資産の、最近５年間の残高推移は下表のとおりである。

（単位：百万円）

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

未収金 ８，９５２ ９，０６５ ９，５４３ １０，０４３ １０，３２７

県税未収金 ３，３２９ ３，４６２ ３，９６４ ４，３３８ ４，６１２

税外未収金 ５，６２３ ５，６０３ ５，５７９ ５，７０５ ５，７１５

貸付金 ４４，４８０ ４３，４８０ ４３，７９５ ４２，１４３ ４１，８０２

基金 ５７，４８０ ５２，９２８ ４９，１３９ ５４，６９４ ８８，２０４

出資金 ３６，２７５ ４１，９７４ ４１，８９１ ４１，９９８ ４８，００８

主な増減分析は、以下に示すとおりである。

（未収金）

県税未収金について、平成２０年度から増加しているのは、税源移譲により個人県民税の調定

額が大幅に増加したからである。

（基金）

平成１８年度は新たに山口県離島地域漁業等再生支援基金、山口県障害者自立支援対策臨時特

例基金が設置され２０基金となった。

基金の平成１９年度末現在高は４９，１３９，４５９千円で、平成１８年度末現在高５２，９

２７，７４２千円に比べ、３，７８８，２８２千円（７．２％）減少している。その要因は、一

般会計からの積立てとして、減債基金が２２，３００，０００千円積み立てられた反面、減債基

金が２５，０００，０００千円、土地取得基金が２，０００，０００千円と、それぞれ取り崩さ

れたこと等によるものである。

基金の平成２０年度現在高は５４，６９４，１４４千円で、平成１９年度末現在高４９，１３

９，４５９千円に比べ、５，５５４，６８５千円（１１．３％）増加している。その要因は、山

口県地域活性化・生活対策基金他６基金が創立されたことによるものである。

基金の平成２１年度末現在高は８８，２０４，０８６千円で、平成２０年度末現在高５４，６

９４，１４４千円に比べ、３３，５０９，９４２千円（６１．３％）増加している。その主な要

因は、減債基金が３，６００，０００千円、市町振興基金が３，０００，０００千円と、それぞ

れ取り崩されたものの、山口県地域活性化・施設整備基金他８基金の創設により２９，８０１，
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１７４千円が新たに積み立てられたこと、既存基金のうち主に山口県緊急雇用創出事業臨時特例

基金が７，４２５，２７５千円、山口県安心こども基金が２，２５６，３８２千円、山口県障害

者自立支援対策臨時特例基金が２，０７６，１９２千円と、それぞれ積み立てられたことによる

ものである。

（出資金）

平成１８年度に増加したものは、新たに出資した公立大学法人山口県立大学（５，８１０，４

９３千円）であり、減少したものは、清算となった（財）山口県国民年金福祉協会（５００千円）、

（財）山口県勤労者福祉事業団（１０，０００千円）及び（財）山口県下水道公社（６，０００

千円）のほか、出資が減少した（財）やまぐち森林担い手財団（５０，０００千円）及び（財）

やまぐち農林振興公社（４５，０００千円）である。

平成１９年度に増加したものは、（財）山口県ひとづくり財団の事業拡充（５，５００千円）で

あり、減少したものは、解散となった総合研究開発機構（８９，０００千円）などである。

平成２０年度に増加したものは、地方公営企業等金融機構への出資である。

平成２１年度に増加したものは、新たに出資した地方独立行政法人山口県産業技術センター

６，３７５，０４６千円）、（財）都道府県会館（８５９，９９３千円）であり、減少した

ものは、山口県道路公社（１，２２５，０００千円）である。
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第３ 包括外部監査の結果及びこれに添えて提出する意見

１ 総括的事項

（１）県税未収金

ア 滞納整理の進行管理

（ア）概要

県における滞納者の個別事案管理は、滞納整理票と言う紙面帳票により実施されている。滞納整

理票は、督促が発付された調定額ごとに作成され、滞納整理の経過、対応内容、各種調査内容とい

った滞納整理の事績及び収入年月日、収入額等の収納情報を時系列で記載することとなっており、

徴収事務の基本となるものである。

滞納整理票の記載と整理を行う際の要領は、「徴収事務の手引き」に規定されているが、その

記載にあっては次のことに留意することとなっている。

① 処理した事績は簡潔に重点的事項を記載すること。

② 滞納者の状況については、客観的な事実に基づいて記載すること。

③ 「不在」等簡易な事績についても省略することなく、必ず記載すること。

④ 処理した事績に基づくその後の処理方針については「処理方針」として必ず記載するこ

と。

⑤ 滞納整理票記載後は、できる限り速やかに決裁を受けること。

進行管理については、「徴収対策実施要領」に、担当者と管理監督者それぞれの役割について

次のとおり規定されている。

まず、担当者の役割としては、「担当事案の総量（滞納者数、税額等）、整理内容等を把握し

た上で、自主的・自立的に自らの滞納整理計画（催告、臨戸、財産調査、滞納処分等）定め、

進行管理に努める」と位置付けられている。

次に、管理監督者の役割としては、「納税課長及び各班班長は、常に、各課員・班員の滞納整

理票を点検するなどして、各課・班の進捗状況の把握や問題点の発見に努め、「何を、いつまで

に、どうするか」の観点から適切な進行管理に努める。特に、納税課長は、全ての事案の担当

者であると言う自覚をもって、課員の進行管理に専念し、個別事案を担当する場合は、進行管

理に支障が出ないよう担当事案を絞る。」としている。

又、進行管理の重要性についても言及しており、滞納整理方針を組織として決定することと

し、全県において統一的な運用をしていくこととしている。

（イ）滞納整理票等管理資料の保管（事実）

各県税事務所において、担当ごと、地区ごとに分けてファイリングされ、キャビネット等に

保管するなどして適切に保管されていると認められた。

（ウ）処理した事績の記録（事実）

滞納整理票には、その時々の対応内容が詳細に記録されており、徴収の努力が窺われた。

（エ）管理監督者による事案の進行管理（指摘）

管理監督者の承認に係る記載等が漏れているものが見受けられた。又、担当者としての今後

の対応方針とその理由について、ほとんど記載されていない事案が見受けられた。
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（オ）滞納整理票の役割（指摘）

（現状の問題点）

ａ 滞納整理票の自己管理機能

担当者の自己管理として、自主的・自立的に自らの滞納整理計画（催告、臨戸、財産調査、

滞納処分等）を定め、進行管理に努めることとなっているが、担当者としての今後の対応方針

とその理由が明確となっていないため、滞納整理票が進行管理の道具として活用されていない

可能性がある。

整理方針、計画が明確でないと、その時々の担当者の考えのみで滞納整理の業務がなされ、

同じ対応を繰り返してしまうことにもなり、滞納解消の目処はたたず、効率的な滞納整理が期

待できないと考えられる。

ｂ 滞納整理票の組織的管理機能

又、滞納整理票は、担当者自身の進行管理の道具として機能するだけでなく、滞納整理方針

を組織的に決めるためにも機能している。滞納整理票の様式が、管理監督者が記載内容を閲覧

し承認する様式になっているのは、そのためである。

管理監督者（※１）は、滞納整理票でその時々の対応内容を確認していく中で、その担当者

の行動が、全体の方針に沿ったものか、組織で決定した滞納整理方針に沿ったものかを常に確

認していかなければならないと考える。

（※１）管理監督者の役割は、県の税務運営方針、事務所の運営方針、徴収計画に沿った課、班、

担当者の目標、計画を職員に認識させ、それを実現していくための取組みが日々確実に行われてい

るかどうかを点検することであると考える。

この度の監査範囲では、大口滞納事案として特命事項的に税務課の県税事務所駐在の職員に

より担当されていた事案について、県税事務所の管理監督者の承認の記載が不明なものが見受

けられた。これは、徴収困難事案として、県税事務所の通常滞納案件とは別に特命事項的に単

独で処理されていたことから、合議処理が希薄となっていたものと考えられる。事案の性質か

らある程度はやむを得ないとしても、事後的にも合議処理がなされるべきであったと考える。

（改善案）

担当者は、滞納整理上の課題とその解決の方向性(方針)が時間を追って把握できるように、

滞納整理記録に明記しておく必要があると考える。

又、管理監督者においては、滞納整理票の承認が形式化しないようにするため、その方針に

向けて、現在の進捗状況の確認を常時行い、「何を、いつまでに、どうするのか」の観点からの

適切な指示を担当者にしていくことが求められる。これにより、組織的対応が図られ滞納整理

における効率性と公平性が確保できるものと考える。

なお、進行管理については、滞納事案の管理、分析に当たって、税務電算システムを活用す

るなどして、滞納管理業務を補助する方法について検討していくことも有益ではないかと考え

る。
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イ 県税徴収体制の整備

（ア）大口滞納対策（意見）

（現状の問題点）

大口の滞納整理については、平成１２年に徴収対策班が設置され、各県税事務所に徴収対策

班員が駐在すると言う形で、大口滞納事案の整理に専念する職務ポストが作られた。しかし、

ベテランの徴税職員が大口滞納について専属で担当していたことから、以下の点で問題があっ

た。

① 滞納整理の大まかな処理方針について所内協議はされていたが、特命事項的に単独で整理

事務を行っていたため、県税事務所に対する事案処理の合議が希薄となった。

② ベテラン職員と言うことで単独で決断処理することが多くなり、初期対応でうまくいかな

かった場合、そのまま長期の滞納となってしまうことがあった。

（改善の方向）

このため、今後は、こうした事例を反省点として、ベテラン職員であっても組織的な対応を

伴った事案の整理が望まれるところである。なお、平成２２年度から、こうした反省に基づき、

組織的な対応を強化する意味で、徴収対策班員を１ヶ所に集約する取組みがされており、その

成果に期待したい。

（イ）徴収専門職員の育成確保（意見）

（徴税専門職員の育成確保の重要性）

徴税職員は、土日夜間の催告業務に限らず、滞納者から罵声を浴びせられながらも、税の公平性

及び地方財政の根幹をなす税収の確保のため鋭意業務に当たっている。そして、納税の交渉現場で

は、法的な知識や徴収技術もさることながら、納税者に対する対応次第でその後の滞納整理が

大きく左右される場合がある。

このため、徴収現場における実践力・対応力の養成が極めて重要であるが、このようなスキ

ルは単なる机上の知識だけでなく、経験の積み重ねにより得られものと考えられる。

そして、経験あるモチベーションの高い職員の存在により、厳しい徴収の現場であっても効

果的に徴収事務が進められることがあり、こうした徴収専門に係る人材の育成は未収金の回収

対策を考える上で極めて重要であると考える。

又、経済情勢が悪化し徴収環境が厳しい中では、いかにモチベーションの高い徴収組織を作り上

げるかが重要であるが、これも、徴税職員の質的、量的確保に大きく依存していると考えられる。

（現状の問題点）

しかしながら、職員の異動（配置転換）は、ほぼ３年周期で実施されているため、徴収職員

として育成された者が異動でいなくなると、徴収知識やノウハウを一から形成しなければなら

ない。これでは、徴収知識やノウハウが継承されず、特に経験者が一度に異動でいなくなる場

合には、しばらくの間、思うように滞納整理が進められず、徴収率が低下するといった事態に

直面することも考えられる。

（改善案）

こうした点から、徴収専門職員の育成とその継続的確保は、徴収の動向を大きく左右するも

のである。

このため、県では、実践的な研修を行うほか、平成２１年度からは、税務関係等、特定の分
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野に長期的に従事させることにより、専門職員の育成を図ることを目的とした庁内公募にも取

り組んでおり、今後とも、こうした取り組みを更に拡大していくことが求められる。

ウ 個人県民税の徴収対策

県税の滞納繰越額の約７５％を個人県民税が占めていることから、県税滞納繰越額の圧縮を図

るためには、個人県民税の徴収対策をいかに実施するかにかかっていると言える。

（ア）市町への徴収支援（意見）

このため、県としては、直接徴収、併任徴収、研修などを通じて、市町への徴収支援を実施

しており、今後とも効果が期待できるものと考えるが、市町の方では、他の税目等の未収金が

相当程度あり、個人住民税だけ徴収というわけにはいかない。

従って、県としては、市町において個人県民税の徴収確保をどのように図るか、又、本来市

町の行政事務であるものについて、県がいつまで支援を継続するか、といったことが課題とな

る。

しかし、厳しい納税環境にあって、まずは、各市町の徴収レベルが組織的に上がってこない

限り個人県民税の徴収率の向上は望めないことから、市町の状況に応じた段階的な支援を含め、

当面、市町に対する継続的な徴収支援は必要と考える。

（イ）個人住民税の特別徴収の実施促進（意見）

個人県民税の未収金対策として、現年分の未収を出さない方策の検討が必要であり、特別徴

収の実施促進は有効な取組みであると考えられる。

特に、特別徴収は法的に義務付けがされているにもかかわらず、未実施の事業者が多いのは、

制度の仕組みが十分周知されていないこともあるが、そもそも、徴収方法を選択制にしている

など、市町の課税事務の手続き等に問題があると考えられる。

本来、法に則り、適正に実施されていれば問題はないが、これまで長い間実施の取組みがな

されなかったことから、一時に実施するには相当の抵抗もあり、又、全ての市町に共通する事

項であり、各市町で取扱いが異なることは問題でもあることから、全市町協同して取り組む必

要があると考える。

このため、県としては、こうした実情を十分踏まえ、市町と連携した積極的な取組みが望ま

れる。
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（２）税外未収金

ア 税外未収金の全庁的管理体制（事実）

（県の方針）

県は、平成２１年３月に策定された「新・県政集中改革プラン」において、具体的取組方針

の一つとして税外未収金対策を掲げている。現在、総務部税務課内に財源確保推進グループが

設置され、財源確保対策本部（本部長：副知事）による総合的な進行管理の下、全庁的な取組

みが具体的に進められている（※１）。

（※１）主な取組内容

（平成２１年度）

① 債権管理の基本的な手順の全庁共有化

② 電話、訪問、文書等による再三の督促

平成２２年３月議会において、税外未収金の回収に係る訴え提起及び和解について、

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく知事専決処分事項に指定するとの議決が

得られている。

（平成２２年度）

① 債権管理回収のスキルアップ（担当者研修、巡回指導等）

② 債務者の実情把握の徹底強化（納付交渉）

③ 「滞納撲滅月間」の設定（１１月・１２月）

④ 初期対応の迅速化、時効管理の強化

⑤ 悪質な滞納事案の法的措置や強制徴収への移行

そこで、研修資料等の閲覧及び職員への質問等を通じて、未収金回収対策の全庁的な取組み

が総合的な進行管理のもとで実施されるような体制になっているかどうか検討した。

その結果、現在構築されている税外未収金の全庁的管理体制には、既存未収金の回収促進及

び新たな未収金発生防止の観点から、様々な工夫が織り込まれている。総務部税務課に設置さ

れた財源確保推進グループが実施した種々の取組みにより、債権管理回収に関する理論・実務・

実践のバランスのとれた、豊富なメニューが用意されている。

具体的には、各部局における支援体制の整備（※２）及び滞納初期事案や回収困難事案への

具体的取組内容等である（※３）。従って、税外未収金の管理体制は、実効性が期待できる内容

に整備されていると判断する。

（※２）各部局に対する支援体制の整備

特に、次の①から⑤までの流れを１つの管理サイクルとして行う取組みは、各部局におけ

る債権管理回収のスキルアップを図るために大変重要であり、引き続き、各部局に対するよ

り具体的・実践的な支援体制の構築を図る観点から、その充実を図っていく必要がある。

① 担当者研修の開催による、各部局へのノウハウの提供（理論）

② 巡回指導による担当職員の理解の徹底、実務の改善（実務）

③ 納付交渉の実地指導において、実際にやってみせて、理解を深める（実践）

④ 回収困難事案を引継ぎ、法的措置等への移行等を検討（実践）

⑤ 回収困難事案を通じて培ったノウハウの提供

（※３）滞納初期事案及び回収困難事案への具体的取組内容

滞納初期の事案については、各部局において対応を強化し、未収金の新たな発生防止、滞
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納長期化の防止及び時効中断措置の徹底等に努める。一方、回収困難事案については、事務

を効率化しつつ、回収の実効性を高める観点から、原則として、専門組織において一元的に

対応することも重要であり、当面は、総務部税務課に設置された財源確保推進グループが、

この役割を担うこととなる。

イ 事実上の分納（指摘）

（現状）

分納には、法令に基づく分納と事実上の分納があるが、実務的には、徴収上有利であること

から、事実上の分納を認めている場合がほとんどである（※４）。

（※４）債務者から生活困窮等を理由に一括納付できないとの申し出があった場合には、地方自治

法に基づく履行延期の特約又は処分といった法令の規定に則して分納を認める場合のほか、

法令に基づく分納ではないが、債務者の分納申し出を認め、以後の履行状況を監視する事実

上の分納がある。後者については、分納期間が長期化しておらず、きちんと履行される場合

には、徴収上有利であると認められることから、それ自体は問題とは言えない。

（問題点）

しかしながら、事実上の分納を認めるに当たって、完納までに１０年以上を要する計画であ

っても、債務者の収入状況等の客観的資料の裏付けを得ないまま、債務者からの申し出のみに

基づいて事実上の分納を認めている場合がある。又、分納誓約の内容を書面にして債務者から

提出させず、償還指導台帳等に分納内容を記録しているだけの事案が見受けられる。

そのため、事実上の分納の内容が債務者の申し出や担当職員の主観に左右され、県として統

一された考えにより行われていない状況にある。

（改善案）

従って、事実上の分納を認める場合の手順を具体的に定める必要があり、留意すべき点とし

て、次の３点が重要であると考える。

① 納付交渉時の初期対応

納付交渉においては、納期限までにきちんと納付している多くの県民との公平を確保す

るため、まずは、滞納額の全額を速やかに納付するよう求める必要がある。一括納付が困

難である場合でも、納付が可能な額は即刻納付させる必要がある。

又、県が分納を認めるとしても、完納に至るまでの期間に応じた延滞金・違約金を納付

しなければならないことを、最初にきちんと伝える必要がある。

② 支払能力の見極め

分納額が債務者の支払能力に見合うものとなっていることを確認するため、債務者の収

支の状況、扶養家族の状況、財産状況等を確認する必要がある。特に、滞納額が大きい場

合や完納までに長期間（原則として１年以上）を要する場合は、源泉徴収票、預金通帳と

いった客観資料による裏付けを求める必要がある。

この結果、分納が真にやむを得ないと判断された場合には、納付誓約書を取得して時効

を中断すると共に、進行管理を適切に行い、違約の場合は速やかに履行を求める必要があ

る。病気、失業、高齢、障害等により収入が減少し、分納額が少額かつ長期にならざるを

得ない者については、定期的に状況の確認を行うなどして、きめ細かな対応に努める必要

がある。

なお、支払能力の見極めは、担当者個人のみに任せるのではなく、適切な進行管理によ
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り組織として行う必要がある。

③ 進行管理の徹底

事実上の分納を認めた者を一覧的に抽出し、誓約の履行状況についての進行管理を徹底

することが望まれる。

ウ 連帯保証人に対する履行請求（指摘）

（現状の問題点）

貸付金債権について、主たる債務者が十分な支払能力を有していないものと認められる場合、

本来は、直ちに連帯保証人に対しても履行を求めるべきところである。しかし、滞納が長期に

及んでいるにもかかわらず、県側からの一方的な連絡（催告書の郵送）のみに終始しており、

接触が不十分と認められる事案があった。

（改善案）

回収の実効性を高めるためには、連帯保証人に対して債務の履行を求めることも必要である。

滞納発生後は、できるだけ早期に連帯保証人に対する十分な接触を図ることとし、その時期に

ついては、債務者間の公平を確保するため、例えば滞納期間が３か月に達した時とするなど、

具体的なルール作りの検討が必要である。

エ 回収困難事案への対応（意見）

（現状）

債務者が納付交渉に応じないなど徴収困難と認められる事案は、法的措置への移行も視野に

おいた強力な納付交渉に着手するため、順次、税務課に引き継がれている状況にある。回収困

難事案について全庁的に一元的管理する体制が整備されていると言える。税務課は、引継ぎを

受けた回収困難事案について、納付交渉や財産調査等を通じて債務者の収入状況・生活状況等

の掌握に努め、それに応じた措置を講じている。

（意見）

今後、全庁的に未収金回収の実効性を一層高めていくためには、税務課と各部局との相互支

援体制を構築していくことがより重要となる。具体的には、税務課においては、所在調査・納

付交渉等の成功事例について全庁的に情報を共有化することにより、債権管理回収の全庁的な

スキルアップに結び付けることを主眼に、事案を厳選して引継ぎを受ける。

一方、各部局においては、全庁的に共有化された情報を十分活用して適切な債権管理に取り

組むと共に、それらの情報では対処し切れない事案を厳選して、税務課に引き継ぐべきものと

考える。

オ 議会の議決を得て行う債権放棄(意見)

県民負担の公平性を確保しつつ、健全な財政運営を持続させる観点から、未収金が発生した

場合には、その回収に向けて種々の取組みを進めることが基本であるが、同時に、債権管理の

ために要するコスト面についても考慮に入れる必要がある。

監査の結果、私債権で既に消滅時効期間を経過しており、かつ、債務者と接触できない状態

が続いている事案を、長期にわたり債権管理の対象としているケースが見受けられた。

先方の所在が把握できず、納付意思（時効の援用又は時効利益の放棄）を確認できない状態

が続くなどの理由から、このような事案が生じること自体にやむを得ない面があることは一定

の理解を示さざるを得ない。しかし、回収することを前提として膨大な人的・金銭的コストを

割いたとしても、実際に回収に結び付くケースが極端に少ないと見込まれるような事案につい
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ては、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定に基づき、議会の議決を得て債権を放棄する

ことも検討に値するものと考える。

この際、債権放棄により軽減された事務コストを、未収金の回収と新たな発生の防止のため

に活用し、全体として県民負担の公平を確保していくこととしなければ、議会の理解は到底得

られないものと心得るべきである。

カ 延滞金・違約金等の取扱い（意見）

（延滞金等の徴収の原則的取扱い）

県が有する債権の発生理由は、実に様々である。例えば、生活困窮者の福祉の増進を目的と

する貸付金、農林水産業の振興・担い手の育成・確保を目的とする貸付金、生活保護受給者の

所得把握漏れにより生じる返還金、県有施設の占用・使用等に伴い生じる占用料・使用料等、

法令違反行為により生じる違反金・返還金等が挙げられる。

こうした各種の債権について、債務者が納付の履行を遅延した場合には、延滞金の徴収に関

する条例（昭和３９年３月２６日山口県条例第７号）や各種法令・貸付規則等の規定に基づき、

延滞金、違約金等（制度によって名称が異なる。）を徴収することとされている。

延滞金等の徴収は、新たな滞納発生防止のためだけでなく、納期内に納付する者との公平性

を確保するためにも、債権の種類に関係なく、画一的に徴収することが原則である。

（事実上の取扱い）

しかしながら、監査の結果、このように画一的に延滞金等を徴収する取扱いがなじまないと

いった判断等から、延滞金等を徴収していない事案が見受けられた。

一般に、履行遅延となった債務者は生活困窮の状態にある場合が多い。又、福祉など一定の

政策目的のため生じた債権については、履行を遅延したからといって直ちに返済を求めるより

も、むしろ生活指導・経営指導を続けながら、完納に向けた計画を債務者と共に考える取組み

が重要と考える。従って、延滞金等を画一的に徴収していない事実上の取扱いについては、一

定の理解を示さざるを得ない。

（今後の対応）

延滞金の取扱いについては、債務者の置おかれた状況を適切に把握しつつ、債権の発生理由

についても十分考慮しながら検討を加える必要がある。

キ 文書催告の効果的実施（意見）

債務者が納期限までに債務を履行しない時は、地方自治法及び同法施行令の規定に基づき、

期限を指定してこれを督促（※５）しなければならない。

（※５）督促は、次のとおり重要な意義を有している。

（強制徴収公債権の場合）

滞納処分の前提要件となっており、督促を行わない限り、滞納処分することができない。

（非強制徴収公債権及び私債権の場合）

時効中断の効力を有する。（ただし、最初に行った督促についてのみ）

一方、催告（※６）は、督促状を送付してもなお債務が履行されない場合に、できる限り自

発的納付を促すために発するものである。そのため、「同じ文書催告の繰返し」など、催告効果

が期待できないものは、滞納整理を遅らせるばかりか、事務コストが嵩む結果となる。
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（※６）催告は、法律上規定されているものではなく、その回数、間隔には決まったものはないが、

自発的な納付を促し、滞納整理を効率的・効果的に進めるために行っている。

そこで、文書催告を数回行っても納付に応じない債務者については、直接面談して自発的な

納付を求めるなど、必ず次の段階に進み、接触を強めていく必要がある。文書催告の回数につ

いては、債務者間の公平を確保するため、例えば文書催告を２回行っても反応がない時には、

次の段階に進む等の、具体的なルール作りの検討が必要である。

ク 徴収停止（滞納処分の執行停止）（意見）

債務者が行方不明であるなど一定の要件に該当する場合には、徴収停止（強制徴収すること

ができる公債権の場合は、滞納処分の執行停止）を検討する必要がある。

ただし、取立費用に満たないような少額の債権である場合を除き、行方不明の債務者につい

ては所在調査を行うなど、債権保全のための取組みを行った上で検討されることが基本である。

ケ 履行延期の特約（処分）の活用（意見）

生活保護を受給している者に対して債務の履行を請求する場合には、その生活事情に十分配

慮する必要がある。この場合、債務者は履行延期の特約（処分）の適用要件である「債務者が

無資力であること」に該当することが明らかであるため、履行延期の特約（処分）を適用する

ことを念頭に置いて対処する必要がある。

適用の際は、債務者との関係が途絶えることのないよう、個人住民税の賦課決定時（６月）

に合わせて所得状況を報告すること等を条件にする必要がある。

コ 償還指導台帳等への記録・組織的な進行管理（指摘）

債務者との交渉経過等を償還指導台帳等（制度によって呼称は異なる。）に記録することは徴

収事務の基本である。又、組織的な進行管理を図るためにも、台帳等への記録の都度、管理監

督者の閲覧・承認を求める必要がある。

債務者と電話で行った納付交渉により、口頭での納付約束を取得すると共に、新たな住所地

が判明したことについて、台帳等への記載がされていない事案があった。「業務連絡」と題して

詳細なやり取りが回覧されている場合であっても、その概要を台帳等に適切に記載する必要が

ある。

サ 地方公会計制度への対応(意見)

県が平成２０年度決算分から作成・公表している「総務省方式改定モデル」による財務４表

（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書）において、資産（債

権）の実態を適正に評価する仕組みとして、回収不能見込額が計上されている。

税外未収金に係る回収不能見込額は、総務省の示した基準に基づき、一定額以上の債権につ

いては個別に回収可能性を判断すると共に、その他の債権については、過去５年間の不納欠損

率に基づき回収不能見込額が算定されている。

地方自治体は、財務書類の作成・公表を通じ、住民に対する説明責任を果たすと共に、財政

運営・政策形成の基礎となる情報として活用することが可能となる。こうした新地方公会計の

有する意義の重要性を踏まえ、県は、一定金額以上の未収債権のうち、一般に回収可能性が低

いと考えられるもの、具体的には、既に消滅時効期間を経過しているため、債務者が時効を援

用した場合には消滅させざるを得ないと見込まれる債権、債務者が行方不明であるなどの理由
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から徴収停止又は滞納処分の執行停止とされた債権については、回収不能見込額に計上する必

要がある。

なお、回収不能見込額に計上された債権についても、資産として存在している以上、その回

収に向けた取組みが求められることは言うまでもない。

（３）貸付金の管理

ア 貸付実態に整合する開示（意見）

監査対象とした貸付金の中に、契約上は、貸付金を４月１日に貸し付け、翌年３月３１日に

償還を受ける短期貸付金であるため、年度末には残高はゼロになるが、過去の運用実態からみ

て、実質的には長期貸付金であると推認されるものがある。

改善案としては、県の決算書に、貸付実態に整合するよう長期貸付金として開示を検討する

必要がある。

イ 貸付金の評価(意見)

現状、延滞が生じている貸付金であっても、未収金として計上されるのは、回収期限が到来

したもののうち未回収のものだけである。しかし、延滞が生じている場合、期限未到来の貸付

金についても回収できない可能性が高い。

県の財産に含まれている貸付金の価値を正しく示すためには、期限未到来額（将来の調定額）

のうち回収に疑念のあるものの金額を把握できるようにする必要がある。
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２ 未収金の管理

（１）概要

ア 未収債権の概要

（ア）監査対象の選定基準

平成２１年度末の未収金残高のうち、監査対象として選定したのは、県税未収金（約４６億

円）、及び、残高ほぼ１千万円以上の税外未収金（約５０億円）のうち、当該債権の性質又は特

徴を代表すると判断したものである（※１）。

なお、監査対象とした税外未収金合計（約５０億円）の税外未収金残高（約５７億円）に占

める割合は約８８％である。選定した未収金は、次のとおりである。

（※１）ここでは、未収債権を、強制徴収権を有する公債権、強制徴収権を有しない公債権、

私債権で中小企業振興目的の貸付制度を代表するもの、私債権で農林水産業改善目的の

貸付制度を代表するもの、私債権で学生貸与的性格を有する貸付制度を代表するもの、

及び私債権で福祉目的の貸付制度を代表するもの、の６つに区分している。

（単位：千円）

監査対象として選定した未収金 機関名 金額

強制徴収権を有する公債権

１ 県税未収金 税務課 ４，６１２，４９５

２ 措置児童負担金 こども未来課 ２２，６１５

３ 措置児童負担金 障害者支援課 １１，０８４

４ 下関漁港利用料等 漁港漁場整備課 ９，８２３

５ 放置違反金 警察本部交通指導課 １２，５７４

強制徴収権を有しない公債権

６ 生活保護費返還金 厚政課 ３０，５７６

７ 補助金等返還金 健康増進課 ５８，０２２

８ 児童扶養手当返納金 こども未来課 １３，４４２

私債権で中小企業振興目的の貸付制度を代表するもの

９ 中小企業高度化資金貸付金 経営金融課 ３，７３０，４６８

１０ 中小企業従業員住宅資金貸付金 経営金融課 ３３，６５３

私債権で農林水産業改善目的の貸付制度を代表するもの

１１ 農業改良資金貸付金 農業経営課 ６１，１３２

１２ 林業、木材産業改善資金貸付金 森林企画課 ５４，８６６

１３ 沿岸漁業改善資金貸付金貸付金 水産振興課 ９，７０８

私債権で学生貸与的性格を有する貸付制度を代表するもの

１４ 看護師等修学資金返還金 医務保険課（地域医療推進室） ７，７７４

１５ 高等学校等進学奨励費 教育庁人権教育課 １９６，６１６

私債権で福祉目的の貸付制度を代表するもの

１６ 母子寡婦福祉資金貸付金 こども未来課 ５３６，５５３

１７ 高齢者住宅整備資金貸付金 長寿社会課 １７１，２０５

１８ 障害者住宅整備資金貸付金 障害者支援課 ４９，９２８

１９ 心身障害者扶養共済制度 障害者支援課 ３８，９４４

合 計 ９，６６１，４７８
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（イ）債権の区分

県の有する債権（金銭債権）は、公法上の原因に基づき発生する債権（公債権）と、私法上

の原因に基づき発生する債権（私債権）に区分される（※２）。更に、公債権は、県が強制徴収

（※３）できるものと、できないものに区分される。

債権がどの区分に属するかによって、督促・延滞金等の徴収の法的根拠、財産調査の位置付

け、滞納処分・訴えの提起等の法的措置、消滅時効期間、時効の援用等の取扱いが異なる。こ

のため、債権管理に当たっては、まずはその債権がどの区分に属するかを整理する必要がある。

（※２）実務的に行われている債権の区分

公債権と私債権の区分は法令に個別具体的に規定されているものではないため、実務的に

は、債権の発生原因など実態を十分考慮しつつ、判例等の積重ねによって判断する必要があ

る。例えば、県営住宅家賃及び県立病院診療費については地方自治法第２２５条の規定に基

づく公の施設の使用料と位置付けられるものの、過去の判例を踏まえ、債権の本質が私法関

係にあることから私債権と区分している。

（※３）強制徴収とは、県が、地方税の滞納処分の例により、裁判所の手を借りることなく債務者

の財産を差し押さえ、これを換価し、滞納となっている徴収金に充てることを言う。

（ウ）債権区分と監査対象債権との関係

上記説明の債権区分と監査対象債権との関係を示すと、次のようになる。なお、私債権につ

いては、更に貸付目的等により区分している。

（債権の区分）

債 権 公債権

私債権

強制徴収公債権 県税未収金

措置児童負担金

下関漁港利用料等（一部を除く）

放置違反金

生活保護費返還金

補助金等返還金

児童扶養手当返納金

下関漁港利用料等（一部）

非強制徴収公債権

（中小企業振興目的の制度）

中小企業高度化資金貸付金

中小企業従業員住宅貸付制度
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イ 県税未収金

（ア）県税の概要

山口県の平成１２年度から平成２１年度までの１０年間における調定額、収入額、不納欠損

額、滞納繰越額及び徴収率の推移は、以下のとおりである。

（単位：百万円、％）

年 度 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

調定額 176,653 173,479 147,517 142,155 155,589 169,022 181,256 205,550 195,057 158,246

収入額 172,191 169,074 143,193 138,027 151,663 165,321 177,498 201,291 190,452 153,357

前年度対比 111.5 98.2 84.7 96.4 109.9 109.0 107.4 113.4 94.6 80.5

不納欠損額 436 325 447 420 368 371 295 296 267 277

滞納繰越額 4,026 4,080 3,876 3,707 3,558 3,329 3,462 3,964 4,338 4,612

徴収率 97.5 97.5 97.1 97.1 97.5 97.8 97.9 97.9 97.6 96.9

ａ 県税調定収入の状況

調定額（※４）は、長引く景気の低迷と政策減税の影響により、平成１５年度まで下降傾向

にあり、その後緩やかな回復傾向にあった。平成１９年度には税源移譲の影響で２０百億円を

超えたが、リーマンショック後の企業収益の低下による法人２税の減収等により、平成２１年

度には１５百億円台まで一気に落ち込む状況となった。

（農林水産業改善目的の制度）

農業改良資金貸付金

林業・木材産業改善資金貸付金

沿岸漁業改善資金貸付金

（学生貸与的性格を有する制度）

看護師等修学資金

高等学校等進学奨励費

（福祉目的の制度）

母子寡婦福祉資金貸付金

高齢者住宅整備資金貸付金

障害者住宅整備資金貸付金

心身障害者扶養共済制度
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税目別の収入状況の推移を見ると、平成２０年度決算では、法人事業税が２６．８％と最も

高く、次いで個人県民税が２４．７％と２番目に高い税目となっていたが、税源移譲、法人事業

税の改正等により、平成２１年度の決算では、法人事業税の１７．８％に対し、個人県民税が３

０．１％と税目中最も高くなっており、県税収入における基幹税目となった。
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ｂ 滞納繰越額

滞納繰越額の推移を見ると、県税全体の滞納繰越額（軽油引取税を除く）は、平成１８年度ま

では、年々圧縮され、平成１３年度に約４１億円あったものが、平成１８年度には約３３億円ま

でに減少している。又、平成１９年度には約３７億円に急増し、その後毎年増加し続けている。

その原因となっているのが、個人県民税である。税源移譲により平成１９年度から個人県民税

の調定額が大幅に増加し、これに伴い、個人県民税の滞納繰越額が、平成１９年度に約６億円の

増となり、その後も数億円単位で増加し続け、県税全体の未収額増加の最大要因となっている。

平成２１年度決算では、県税全体の滞納繰越額（軽油引取税を除く）は４４億３８百万円で、

そのうち個人県民税は３３億３８百万円で、県税滞納繰越額の約７５％を占め、個人県民税以外

の県税の滞納繰越額の圧縮が進んでいることもあり、その占める割合は増加する傾向を示してい

る。

なお、個人県民税を除く税目については、平成１１年度に２０億円近くあったものが、平成１

９年度以降、その約半分の１１億円程度までに圧縮が図られている。

百万円 滞納繰越額の推移（軽油引取税を除く）
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ｃ 徴収率

徴収率については、平成２１年度決算において、県税全体が９６．９％であるが、個人県民

税の９３．０％を除くと９８．７％であり、全国順位は１３位となっている。

県が直接賦課徴収する税目のうち、まず、法人事業税については、過去から高い徴収率を維

持しているが、リーマンショック後の企業収益の悪化から、平成２１年度から徴収率は低下し

ている。

自動車税についても、過去から高い徴収率を維持しており、平成２１年度の全国順位も１６

位と高い位置を占めている。

不動産取得税については、随時課税と言う税目の特性もあり、その時々の賦課徴収状況によ

り変動しているが、近年、経済情勢の影響を受けて、徴収率は低下している。

個人事業税については、平成１５年度から徴収率は回復してきているが、経済情勢の悪化に

よる影響で、平成２１年度から低下している。
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個人県民税については、税源移譲により、調定額が増大する中、経済情勢の悪化等により、

徴収率は低下しており、全国順位についても平成２１年度で２３位となっている。

県税全体の徴収率は、前述のとおり、税収に占める個人県民税の割合が高いことから、個人

県民税の徴収率の動向に大きく左右されており、平成２０年度から低下している。

こうしたことから、県税の徴収率を向上させ、繰越額の圧縮を図るためには、個人県民税の

徴収対策をいかに効果的に実施するかにかかっていると言える。

ｄ 滞納の状況

山口県で平成２１年度に発生した滞納の状況は、次のとおりである。

納期限までに納付されない場合を「滞納」と言うが、督促状発付前の納付又は制度上の徴収

猶予により、滞納整理の対象とならないものも多くある。山口県では督促状が発付された時点

で滞納者毎に「滞納整理票」を起票し、滞納整理の対象として催告等の手続きを開始している。

平成２１年度に滞納整理の対象となったものは、税額ベースで４．８％、件数ベースで１５．

８％となっている。

次の表は、平成２１年度の督促状の発付状況を税目別に見たものである。

平成２１年度督促状発付状況
（単位：千円、件、円）

税額(千円) 構成比 件数 構成比
1件当たり

の滞納額(円)

法人県民税 100,750 1.9% 2,424 2.0% 41,564

個人事業税 190,714 3.7% 3,382 2.8% 56,391

法人事業税 298,003 5.8% 769 0.6% 387,520

不動産取得税 353,959 6.8% 1,907 1.6% 185,610

自動車税 4,234,512 81.7% 110,791 92.9% 38,221

その他 3,917 0.1% 13 0.0% 301,278

合計 5,181,855 100.0% 119,286 100% －

現年課税分滞納発生状況(除 個人県民税均等割・所得割) （単位：百万円、件）
滞納整理

対象発生率

督促状
発付前
収入

督促外
発生滞納

督促状
発付状況

D

(督促状
発付率
D/A)

税 額 107,996 93,830 14,166 13.1% 1,902 7,082 5,182 4.8%

件 数 757,030 593,289 163,741 21.6% 44,255 200 119,286 15.8%

調定額

A

納期内
収入額

B

滞納額

C

滞納
発生率

C/A

滞納額の内訳

H21
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滞納整理の対象となった約１２万件のうち、９０％を超える約１１万件が自動車税で、１件

当たりの滞納額は少額であるものの、その件数は膨大であり、滞納整理事務における自動車税

の比重はかなり高いことが窺える。

次に、１件当たりの滞納額で見てみると、法人事業税と不動産取得税が高額滞納となるケー

スが多く見られることが窺える。

先に示したように、滞納発生時から督促を経て滞納整理事務が始まることとなるが、その一

連の過程において当該年度中に完納とならなかったものが、翌年度に繰り越されることとなる。

又、前年度から繰り越された滞納額も含め、滞納整理の対象となったもののうち、平成２１

年度中の徴収内訳は下表のとおりである。

注）現年の翌年度繰越額のうち、軽油引取税（６件、１７４百万円）は徴収猶予によるものであり、

滞納整理の対象とならない。

なお、翌年度への繰越額のうち、処分状況は次のとおりである。

滞納額の徴収内訳(除 個人県民税均等割・所得割) （単位：百万円、件）

任意納
付(入)

滞納処分
収入

計

税額 14,166 13,468 1 20 25 5 13,518 18 630

件数 163,741 155,888 19 257 649 134 156,947 28 6,766

税額 1,233 414 3 24 34 3 478 110 645

件数 19,285 4,311 77 366 769 18 5,541 1,891 11,853

税額 15,399 13,882 3 43 60 7 13,996 128 1,275

件数 183,026 160,199 96 623 1,418 152 162,488 1,919 18,619

繰
越

計

現
年

任意納付
(入)

交付要求
・

参加差押

差押収入 その他
による
収入

不納
欠損

処分額

翌年度
への繰
越額

滞納額

法人県民税

1.9%

個人事業税

3.7% 法人事業税

5.8%

不動産取得

税
6.8%

自動車税

81.7%

その他

0.1%

構成比(税額)
法人県民税

2.0%

個人事業税

2.8% 法人事業税

0.6%

不動産取得

税

1.6%

自動車税

92.9%

その他

0.0%

構成比(件数)
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ｅ 大口滞納の状況

翌年度繰越額（個人県民税及び軽油引取税を除く）のうち、滞納総額５０万円以上の大口滞

納者は、平成２１年度決算時点で、現年課税分及び滞納繰越分合計で１６４人(法人)あり、そ

の滞納額は４１３百万円あった。

これは、滞納繰越額合計（個人県民税及び軽油引取税を除く）１，１０１百万円（現繰計）

の３７．６％を占めており、自動車税の他にこうした大口滞納者に対する対策が県税徴収対策

の大きな柱となっている。

近年この大口滞納の推移を見てみると、平成１４年度には６億円近くあった滞納額も平成２

０年度には約半減の３億４千万円まで圧縮してきている。

平成２１年度には、国税の修更正による法人二税の大口案件（１法人）が発生し、滞納繰越

額は前年度より増加したが、滞納件数では全体的に圧縮傾向にある。

翌年度への繰越額の処分状況(除 個人県民税均等割・所得割)

(単位:百万円、件)

財産差押 執行停止 徴収猶予
その他

(回収中)

税額 630 98 5 179 348

件数 6,766 156 145 30 6,435

税額 645 81 178 1 385

件数 11,853 776 3,078 2 7,997

税額 1,275 178 183 180 733

件数 18,619 932 3,223 32 14,432
計

区 分
翌年度
への

繰越額

左の内訳

現
年

繰
越

平成２１年度滞納発生状況及び大口滞納の状況(除 個人県民税均等割・所得割)

（単位：百万円、件）

税額 14,166 456 199 43.6% 1.4%

件数 163,741 6,760

税額 1,233 645 215 33.3% 17.4%

件数 19,285 11,853

税額 15,399 1,101 413 37.6% 2.7%

件数 183,026 18,613

翌年度
への繰
越額
(軽油除
く)

うち大
口(50
万円以
上)分

繰越に
占める
大口の
割合

滞納に
占める

大口繰越
の割合

現
年

滞納額

繰
越

計
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（イ）県税の徴収対策
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ａ 個人県民税の徴収対策

（ａ）市町への徴収支援

個人県民税は、県税ではあるが市町が賦課徴収しており、県が直接徴収することができない

ことから、個人県民税の徴収率を上げるためには、市町にその徴収努力が求められる。ただ、

市町によっては、徴収ノウハウや人材不足、地元での滞納処分に消極的な面もあり、滞納整理

がなかなか進まないのが実情である。こうしたことから、県としては、市町の要望もあり、市

町に対する徴収支援を実施してきている。

そのうち、間接支援として、市町との共同催告や共同訪問、個人住民税徴収対策協議会（県、

市町合同の協議会）の開催、研修などの側面的な支援を実施してきたが、平成１７年度からは、

直接支援として、徴収困難案件を市町から引き継ぎ、県が直接滞納整理を行う、直接徴収を実

施している。

更に、税源移譲により個人県民税の割合及びその滞納額自体が大幅に増加したことにより、

市町の徴収能力の向上が不可欠との判断から、平成１９年度から県職員を市町に派遣し、市町

職員と共に滞納整理を行い、基本的な徴収のノウハウを伝授する併任徴収を実施している。

平成２１年度は、併任徴収について、これまでの徴収技術のレベルアップに主眼を置き、基

本的ノウハウの伝授を目的とした「巡回型」のものに加え、極めて困難な滞納事案に的を絞り

捜索を中心とした「特定案件処理型」を実施し、巡回型については、５市２町で、特定案件処

理型については、４市で実施した。

平成２１年度までに、併任徴収は、１９市町中１４市町で、直接徴収については、１８市町

で実施し、ほとんどの市町と連携し徴収対策を実施するに至った。

平成２２年度においては、市町と連携した徴収対策を更に進めるため、県税事務所に駐在す

る徴収職員を税務課内に集約し、「地方税徴収支援グループ」を新たに設置した。グループ員を

東部及び西部の市町を担当するチームに分け、それぞれのチームの全職員を、実施全市町（１

８市町）に対して１年間「一括併任」することにより、市町への徴収支援体制を強化している。

これにより、市町の徴収レベルに応じて段階的かつ柔軟に支援できるようになると共に、倒

産事案や捜索等でマンパワーが必要な場合の人的サポートが可能となり、徴収事案に対する組

織的な対応がより強化されている。
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（ｂ）個人住民税の特別徴収の実施

個人県民税の滞納繰越額が大幅に増加した要因を見るため、税源移譲前と後の現年課税分の

未収額を比較すると、平成１８年度は現年課税分の未収額の占める割合が２５％であったのが、

平成１９年度には４４％に急増している。この現年課税分の未収額がそのまま翌年の滞納繰越

額となって加算されるため、滞納繰越額をいかに圧縮するかは、結局、現年課税分の未収をい

かに出さないか、現年課税分の徴収率をいかに上げるかに、大きくかかっていると言える。

個人住民税の徴収方法には、普通徴収と特別徴収の２通りがあり、特別徴収であれば、市町

が給与支払者（事業主）を特別徴収義務者に指定し、この指定された特別徴収義務者が納税義

務者である給与所得者から住民税を給与天引きし、その徴収金を県へ納めることになることか

ら、特別徴収の場合はほぼ１００％の納付が期待できる。

平成２１年度の現年課税分では、普通徴収の徴収率が９１．９％であるのに対して、特別徴

収による徴収率は９９．８％と、その差は７．９ポイントもの差となっている。

又、個人住民税の全納税義務者の内、約７５％が給与所得者であるが、実際に特別徴収され

ているのは、更にこのうちの約７５％であり、特別徴収の実施率を上げることで、現年課税分

の徴収率の向上、ひいては収入未済額の減少につながると考えられる。

このため、納税者の利便性を高めると共に、滞納を未然に防止し、ひいては税負担の公平性

を確保するため、県と県内全市町が連携し、給与所得者に係る特別徴収の一層の実施を促進す

る取組みを行っている。

平成２２年度では、県と県内市町での統一したチラシを作成し、このチラシを事業者に配布

し、県内の全事業者に対して制度を周知する取組みがなされている。
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ｂ 個人県民税以外の県税の徴収対策

県の緊急課題である財源確保対策の一環として県税徴収対策の強化を図るため、徴収の実施

体制を定め、徴収目標に基づく徴収計画により、政策的かつ計画的に県税収入の確保を図るこ

ととしている。

具体的には、決算状況等の分析により徴収目標を設定し、各県税事務所の徴収目標となるガ

イドラインを設け、これによって各県税事務所で策定された徴収計画により計画的に実施する。

そのほか、「滞納整理特別強化月間」における休日一斉催告や一斉財産調査の実施、「滞納整理

検討会議」の活用等における進行管理の徹底など、重点的かつ効率的な取組みを行うと共に、

高額の徴収案件に集中的に取り組む「徴収対策班」と各県税事務所との密接な連携を図り、双

方の特性を生かした滞納整理を実施している。

又、納税に対して誠意が見られない滞納者に対する捜索の実施、自動車の差押えに係るタイ

ヤロックの活用や、「自動車の差押え強化月間」を設け、集中的に自動車の差押えを実施するな

ど、滞納処分の強化に取り組むと共に、インターネット公売により差押財産の換価を実施して

いる。

なお、平成２２年度から、納税の利便性向上と収納率の向上等を図るため、自動車税のコン

ビニ収納サービスを実施している。

ｃ 大口滞納対策

平成１１年度までは各県税事務所に、大口案件などの滞納整理を中心として担当する徴収監

又は主幹を置いていたが、平成１２年度からは、本庁税務課に徴収対策班を設置し、徴収対策

班の職員（主幹・主査）が県税事務所に駐在し、大口かつ徴収困難な事案や広域の滞納事案に

ついて専属して集中的に取り組む体制を整備した。

平成２０年度には、個人県民税の徴収対策並びに大口滞納事案及び徴収困難案件の更なる整

理強化を行うため、駐在員を増員し、組織的に滞納処分を実施する体制を強化した。

更に、平成２２年度には、県税の駐在員を税務課に集約し、組織的かつ機動的な滞納整理を

進めることとした。

ウ 税外未収金

（ア）税外未収金の状況

ａ 調定収納状況（平成２１年度）

平成２１年度末の税外未収金（収入未済額）は５，７１５百万円であり（※１）、前年度末に

比べて１０百万円の増となっている。これは、平成２１年度において、２４５百万円を回収す

ると共に２８百万を不納欠損処理することにより、前年度から繰り越された税外未収金のうち、

２７３百万円が圧縮された一方で、新たに２８３百万円の未収金が発生したことによるもので

ある。

なお、平成２１年度の回収額（２４５百万円）は前年度に比べて２８百万円の増、新規発生

額（２７３百万円）は、前年度に比べて８２百万円の減となっている。

（※１）税外未収金の範囲

県の有する全ての債権（金銭債権）のうち、県税（県税加算金を含む。）以外の貸付金、使用料等

に係るもので、納期限を経過したにもかかわらず、債務者が納付を履行していないものを言う。た

だし、年度末において一時的に未収金として計上されているもの（病院会計における医業未収金（保

険者に対する請求分）等）を除く。
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ｂ 税外未収金（収入未済額）の推移（過去５年間）

税外未収金（収入未済額）の過去５年間の推移は、下表のとおりである。平成１７年度から

平成１９年度までの間はほぼ横ばいで推移し、平成２０年度になってやや増加した後、再び横

ばいとなっている。回収額及び新規発生額の増減によって多少の増減が生じているものの、概

ね５６億円前後で推移している。

税外未収金（収入未済額）の推移

（単位：百万円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

年度末における収入未済額 5,623 5,603 5,578 5,705 5,715

（イ）新・県政集中改革プラン（平成２１年３月）への位置付け

平成２１年３月、県は、厳しい財政状況を踏まえ、まずは財源確保などの緊急課題に重点的

に取り組むと共に、県民誰もが住み良さを実感でき、活力ある「住み良さ日本一の元気県」の

実現に向けて、県政全般にわたる徹底的な改革を進め、自己決定・自己責任の原則に対応でき

る持続可能な行財政基盤づくりを進めていくため、「新・県政集中改革プラン」を策定した。

税外未収金対策は、「新・県政集中改革プラン」における「財政改革」の柱の一つである「中

期的な財源確保対策」の中で、「取組方針５ 未収金の回収と発生防止」として位置付けられた

ものである。県の有する税外未収金が約５６億円（平成１９年度末現在）となっており、近年、

ほぼ横ばいで推移しているとの現状認識の下、歳入の確保や県民負担の公平性を確保していく

観点から、適正かつ効率的な債権の管理・回収をこれまで以上に強力に進める必要があること

を課題に掲げ、組織的な取組みを強化し、実効性ある取組みを集中的に実施することとされて

いる。具体的には、滞納発生時の初期対応の強化、債権管理手順の明確化、未収債権総額の縮

減の加速化、長期未収債権への対策強化、回収困難債権の整理の推進に取り組むこととされて

いる。

（ウ）税外未収金の回収と新たな発生の防止に向けた取組み

「新・県政集中改革プラン」の策定後、全庁統一的に未収金の回収と新たな発生の防止に向け

た取組みを加速化するため、様々な取組みが進められている。

ａ 平成２１年度の取組み

平成２１年度において、県は、債権管理の基本的な手順の共有化を進めるため、全庁共通的

な債権管理ガイドラインを作成した。又、納期内に納付しない者に対して、電話・訪問・書面

等による督促（催告）を徹底した。更に、平成２２年度における財源確保対策の取組みの一環

として、支払能力を有するにもかかわらず支払いに応じないなど悪質な事案を対象として、滞

納処分・支払督促等の法的措置を実施することについても検討を行うこととされた。

こうした動きに呼応して、県議会においても、納付交渉を重ねても支払いの意思が示されな

い悪質な事案等に対する迅速かつ機動的な対応が可能となり、本来は支払いに充当されるべき

相手方資産の散逸を阻止することとなるなど、未収債権の回収に資するものであるとして、税

外未収金の回収に係る訴えの提起及び和解について、地方自治法第１８０条第１項の規定に基

づく知事専決処分事項に指定するとの議会の議決がなされた（平成２２年３月議会）。

なお、これらの取組みは、財源確保対策本部（本部長：副知事）による総合的な進行管理の

下、総務部税務課内に設置された財源確保推進グループが進めることとされた。
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ｂ 平成２２年度の取組み

平成２２年度においても、債権管理回収のスキルアップや債務者の実情把握の徹底強化など、

様々な観点から取組みが進められた。

債権管理回収のスキルアップを図る観点から、担当者研修を開催し、時効管理を主要テーマ

とする弁護士による基調講演、回収困難事案への対応により培われた様々な実践的ノウハウに

ついての情報提供等が行われた。この研修には、出先機関を含め、１０８名の債権管理担当者

が出席した。更に、総務部税務課職員が出先機関を含む個々の債権管理担当部局に直接出向い

て行う巡回指導、弁護士による債権管理事務に関するヒアリング及び個別法務相談が実施され

た。

又、債務者の実情把握を強化する観点から、納付交渉が徹底された。具体的には、納付交渉

を重ねて債務者の収入状況等の掌握に努め、債務者の資力に見合ったものであるなど、県とし

ても納得のできる内容での分納誓約を取得した。これらのうち、一定の支払能力を有するにも

かかわらず、長期にわたり滞納を続けてきたものと認められる事案については、滞納再発の抑

止及び債権の保全から、相手方の負担で執行受諾文言付公正証書を作成した。こうした取組み

により培われた様々なノウハウについては、その都度、総務部税務課から各部局あて書面で情

報提供されており、全庁的な共有化が図られている。

以上に加えて、滞納の新規発生や長期化を徹底防止する観点から、１１月・１２月を「滞納

撲滅月間」に設定し、全庁的に滞納期間の比較的短い事案を対象として、組織的・集中的な納

付催告等が実施されたほか、新たな未収金の発生防止の観点から、滞納発生時の初期対応の迅

速化、適正な債権管理を進める観点から、時効管理の強化が行われた。

こうした取組みにあわせ、支払能力を有するにもかかわらず支払いに応じないなど、任意の

交渉では回収困難と見込まれる悪質な事案については、公債権・私債権等の区分に応じ、訴え

の提起や滞納処分等の法的措置の実施により、最終的な解決を図る取組みが進められている。

平成２２年度における法的措置等の実施状況（平成２３年２月末現在）

区 分
税外未収金対策 その他

件数 金額 件数 金額

訴えの提起 １件 ３，８７９千円 ３１件 ７，０２７千円

不動産仮差押 １件 ３，８７９千円 － －

支払督促の申立 １件 ２，０５２千円 ９件 ３，４５１

公正証書作成 ２件 ７，５００千円 － －

強制徴収（滞納処分）の実施 ６件 ７９千円 ９０件 １，５６１千円

（注）「その他」欄の数値は、「新・県政集中改革プラン」の策定以前から各部局における取組みが重ね

られてきたものである。具体的には、県営住宅の明け渡しと共に滞納家賃の支払いを求める訴えの

提起、県立病院診療費に係る支払督促の申立て、放置違反金に係る強制徴収である。
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納入義務者に対して納入の通知をしなければならない（地方自治法２３１）

納付の方法（納入通知書/証紙/口座振替/証券）（地方自治法２３１、２３１の２）
納入通知

督促

納期限までに納付しない者がある時は、期限を指定

して督促しなければならない（地方自治法２３１の

３①）

地方公共団体がする納入の通知及び督促は時効中断

の効力を有する（地方自治法２３６④）（※）

期限を指定して督促しなけれ

ばならない（地方自治法施行令

１７１）

時効中断の効力あり（地方自治

法２３６④）（※）

納期限を過ぎてから納付すると、延滞した額及び期

間に応じて延滞金が加算される（地方自治法２３１

の３②、延滞金の徴収に関する条例、個別法の規定

に基づき制定された条例）

延滞した額及び期間に応じて

遅延損害金又は違約金が加算

される（個別法、民放、金銭消

費貸借契約）

延滞金等

債務者の納付資力を把握する

ための財産調査を行う（法務

局、金融機関等への調査）

徴収職員には質問・検査の権限

が付与されている（国税徴収法

１４１）

債務者の納付資力を把握するための財産調査を行う

（債務者に対する質問・収入等の裏付けとなる資料

等の提出要求、法務局調査などの任意調査等）
財産調査

地方税の滞納処分の例により、

財産調査により把握した財産

を差し押さえ、これを換価し、

滞納となっている徴収金に充

てることができる（地方自治法

２３１の３③、個別法）

原則として、債権の種類に応じて、担保の処分、保

証人への履行の請求、強制執行手続、訴訟手続の措

置をとらなければならない（地方自治法施行令１７

１の２）

山口県では税外未収金に係る訴えの提起及び和解は

知事専決処分事項に指定されていることから、議会

の議決を要しない。（地方自治法９６①、１８０①）

滞納処分

法的措置

滞納処分を執行すると滞納者

の生活を著しく窮迫させる恐

れがある場合等において、滞納

処分の執行停止を行うことが

できる。（地方税法１５の７①）

法人である債務者がその事業を休止するなどの要件

に該当する場合又は債務者が行方不明であるなどの

要件に該当する場合で、債務を履行させることが著

しく不適当であると認める時は、徴収停止すること

ができる。（地方自治法施行令１７１の５）

執行停止

徴収停止

議会の議決を得て行う債権放棄

徴収権の消滅（法人の解散、自己破産等）

免除（履行延期の特約又は処分（無資力を理由とす

るもの）が１０年間継続した場合、各種修学資金貸

付金等の返還について条例で定める要件に該当する

場合）

時効の援用のない私債権につ

いて権利放棄をするには、議会

の議決を要する（地方自治法９

６①Ⅹ）
欠損処理

公債権

（強制徴収可）

公債権

（強制徴収不可）

私 債 権

エ 債権管理事務の概要

公債権

（強制徴収可）

公債権

（強制徴収不可）
私 債 権
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オ 債権の時効関係（時効期間・時効中断事由等）

えん

（注１）相手方にとって県からの借入れ等が商行為となる時は、県の債権は商事債権となり、消滅

時効期間は５年である（商法５２２）。

（注２）確定判決、裁判上の和解、調停等によって確定した権利については、１０年より短い期間

の定めがあるものであっても、その消滅時効期間は、１０年である（民法１７４の２）。

（注３）不法行為による損害賠償の請求権は、損害及び加害者を知った時から３年間行使しない時

は、時効により消滅する。不法行為の時から２０年を経過した時も、同様である。（民法７

２４）

措置児童負担金

下関漁港利用料等（一部を

除く）

放置違反金

公債権

（強制徴収不可）

私 債 権

生活保護費返還金

補助金等返還金

児童扶養手当返納金

下関漁港利用料等（一部）

看護師等修学資金

高齢者住宅整備資金貸付金

母子寡婦福祉資金貸付金

心身障害者扶養共済制度

障害者住宅整備資金貸付金

農業改良資金貸付金

林業・木材産業改善資金貸

付金

中小企業高度化資金貸付金

中小企業従業員住宅貸付制

度

沿岸漁業改善資金貸付金

高等学校等進学奨励費

５年

( 地 方 自

治法２３

６①)

５年

( 地 方 自

治法２３

６①)

１０年

( 民 法 １

６７①)

納入通知、督

促、交付要求

（地方税法１

８の２）

差押え、承認

（ 民 法 １ ４

７）

債権の時効

による消滅

に つ い て

は、時効の

援用を要し

ない。又、

時効の利益

の放棄がで

きない。

(地方自治

法 ２ ３ ６

②)

公債権

（強制徴収可）

時効の効果

を発生させ

る（債権の

消滅）には、

債務者によ

る時効の援

用が必要。

債務者は、

この権利を

放棄するこ

とも可能。

(民法１４

５ほか)

納入通知、督

促（地方自治

法２３６④）

請求（裁判上

の請求、支払

督促等）

（民法１４７

Ⅰ）

差押え、仮差

押え（民法１

４７Ⅱ）

承認（民法１

４７Ⅲ）

制度（債権）の名称 時効期間 時効中断事由 援用・放棄
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（２）強制徴収権のある公債権

監査対象として選定した未収金のうち、強制徴収権のある公債権に属するのは、県税未収金、

措置児童負担金（こども未来課）、措置児童負担金（障害者支援課）、放置違反金及び下関漁港

利用料である。

ア 県税未収金（税務課）

（ア）実施した監査手続

県税未収金に関する滞納整理事務及び管理が適正になされているか、又、未収金に対する対

策等が適切になされているかについて確認するため、平成２１年度末における金額５０万円以

上の大口滞納者を抽出し、滞納整理票等の閲覧及び職員への質問等により、次の事項を検討し

た。

① 督促状の発付が適切に実施されているか。

② 文書による催告が、適時適切に実施されているか。

③ 訪問による催告が適時適切に実施されているか。

④ 財産調査が滞納者等の状況に応じて適時適切に実施されているか、又、その結果が滞納

処分等に適切に反映されているか。

⑤ 分納についてその理由、期間及び金額が適切であるか、その承認が組織として適正に判断

されているか、分納に際して納税誓約書が徴されているか、及び分納の履行が行われない場合

に適切な対応を行っているか。

⑥ 差押えが適時にかつ法令等に基づいた手続きにより実施されているか、及び租税債権確

保の目的に適合した差押えが実施されているか。

⑦ 滞納整理の進行管理に関して、滞納者別の管理資料の保管は適切か、処理した事実を漏れな

く正確に記載されているか、管理監督者に回付され承認がされているか、及び滞納整理票が事

案の進行管理として機能しているか。

⑧ 滞納処分の執行停止についてそれが適時に行われているか、その要件の判断が適切に行わ

れているか、及びその決裁を行うための財産調査等が十分に行われているか。

⑨ 延滞金の管理及び請求は適正になされているか。

⑩ 個人県民税の徴収対策は適切になされているか。

⑪ 県税徴収体制の整備は適切になされているか。

（イ）滞納整理の概要

ａ 滞納整理の目的

県税の徴収事務において、徴税吏員には自力執行権、質問・検査権等の強制徴収を担保する

ための権限が与えられている。地方税法及び国税徴収法等の法令及び各種規定に基づき、これ

らの事務手続が行われることとなる。

これら滞納を解消するための一連の事務手続を滞納整理といい、徴収面からの税負担の公平

を確保することを目的とする。滞納整理は、概ね、次の図の流れに従って実施される。
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（滞納整理事務の流れ）

ｂ 督促状

（ａ）期限後の督促状の送付（事実）

地方税法では、納期限後２０日以内に督促状を送付しなければならないとされているが（※

１）、実務上、督促状の送付については、煩雑さを避けるため、納期限月の翌月２０日にまとめ

て送付されており、納期限の２０日以後の督促状送付が生じている。

ただ、期限後の督促であっても納税者の利益を損なうことがないため、その効力は有効とさ

れている。煩雑な督促状の送付については事務効率を優先するだけの合理的理由があり、期限

後の督促が生じても合規性上の問題はないと考えられている。

（※１）納期限までに納付されない県税については、地方税法の規定に基づき納期限後２０日以内

に督促状を送付し、納付の督促をしなければならない。督促は書面によることとされている。

平成２１年度における税目別（現年課税分）の督促状発送件数及び督促税額、並びに督促状

発送から年度末までの収納件数及び収納額の状況は、前述のとおりである。

納 付 （ 入 ） 義 務 の 確 定

納 期 限

督 促

催告：文書・電話・呼出・臨戸

財 産 等 の 調 査

納付（納入）

納付（納入）

交

付

要

求

差

押

徴

収

嘱

託

執

行

停

止

参

加

差

押

徴

収

猶

予

換

価

・

公

売

不

納

欠

損

換

価

猶

予

滞 納 整 理 票

完 納 ・ 完 結

納付（納入）

配 当

滞

納

処

分

滞

納

整

理
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ｃ 文書による催告

（ａ）文書催告の効果的実施（事実）

文書による催告（※２）は、滞納の段階、期間に応じて、より強く滞納者の自主納付を促せ

るよう、「県税の納付について」、「差押予告書」、「不在につき納付のお知らせ」、「不在につき差押

えの予告」と言うように、数種類の書式を設けて段階的に実施されている。

そして、更に催告の効果が上がるよう、封筒には色つき封筒を全県統一して使用するなどの

工夫が見られる。文書による催告業務は、「徴収事務の手引き」等に則り、効果が上がるよう工

夫して実施されている。

（※２）文書による催告は、法律に規定はないが、督促状を送付してもなお完納されない場合に、

できる限り自主納付を促すために発するものである。法律上は、「督促状を送付した日から起

算して１０日を経過した日までに完納しない時」と言う要件に当てはまれば、財産を差し押

えなければならないとされているが、租税は自主納付が基本であることから、滞納者に今一

度、自主的に納税する機会を与えることにより、自主納税体制の基盤を確立させることを目

的として行われるものである。

又、早期の催告で自主的に納税されれば滞納件数をそれだけ圧縮でき、この文書による催

告をうまく活用していけば、滞納整理事務を効率的に進めていくことが可能となる。

文書による催告は、年間計画及び個別の滞納整理の進展状況を見ながら、原則全ての滞納者

を対象として実施している。

（ｂ）同じ文書催告の繰り返し（意見）

文書による催告（※３）は、自主納付を促し、滞納整理を効率的、効果的に進めるために行

っていることから、「同じ文書催告の繰返し」など、催告効果が期待できないものは、滞納整理

を遅らせるだけである。

数回の文書催告にも応じない滞納者については、自主的に納税する意思に疑問があることか

ら、直接面談するなどして必ず次の段階に進み、接触を強めていく必要がある。

（※３）文書による催告は、法律上規定されているものではなく、催告の回数、間隔に決まったも

のはない。

ｄ 訪問による催告

（ａ）訪問催告の効果的実施への取組内容（事実）

訪問による催告（※４）は、直接滞納者に面会することで、間合いを詰めた折衝が可能とな

ることから、電話などによる催告よりも、詳細に滞納者の状況が把握でき、かつ、滞納整理の

進展に大きく寄与するものである。

しかしながら、平日、勤務時間中の訪問だけでは、不在の場合も多いと言う実情もある。そ

のため、県では、訪問する際に不在用の催告書をあらかじめ準備するなどして、不在の場合で

も次回の接触につなげるべく対応を図っている。そのほかにも、年間計画に基づいて「休日の

納税催告」を県下一斉に実施し、又、県税事務所において独自に夜間を利用した訪問を実施する

などして、実効性が上がるよう取組みを行っている。なお、訪問による催告をした際には、滞

納整理票にその内容が記載され報告されることになっている。

以上より、訪問による催告業務は、「徴収事務の手引き」等に則り、効果が上がるよう工夫し

て実施されていると判断する。
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（※４）文書あるいは電話による催告に応じない滞納者については、滞納者の自宅等に訪問して納

税催告を行うことになる。訪問による催告も文書による催告と同様、法律に規定はない。

（ｂ）訪問催告の効果的実施（意見）

訪問による催告は、出張を伴うことから、時間と費用を要し、その効果的な実施が求められ

る。このため、訪問時には、単なる納税催告のみに終始することなく、滞納の解消に向けた効

果的な実施が望まれる。

例えば、訪問時には、納税催告だけでなく、納税に当たっての具体的な納付方法の確認から、

納税誓約及び違約の場合にとられるべき措置の説明や、今後納期限が到来するものは納期内納

税するよう納税の勧奨をするなど、今後新たな滞納を発生させないように導いていくことが重

要であると考える。

ｅ 財産調査

（ａ）概要

地方税の徴収に関しては、租税納付の強制的実現を図るための滞納処分の一連の手続、徴収

猶予、換価猶予等の納税緩和の制度等が法律上定められているが、滞納処分はその対象となる

財産が発見できなければ進展しないし、納税緩和の措置等についても、その要件に該当するか

どうかを確認できなければ適用できないこととなる。

従って、滞納者の財産の有無を把握するための調査は必要不可欠であり、租税債権の確保に

とっても、極めて重要なことである。

財産調査は、実務上「徴収事務の手引き」及び「徴収対策実施要領」に基づき、以下の点に

ついて総合的に調査確認を行うこととしている。

① 滞納者が差押可能な財産を有しているかどうか。

② 滞納者が現に有している財産が、法律で定められた差押禁止財産でないか。又、差押禁

止でないとしても、価額、換価性等から判断して差押えに適するものであるかどうか。

具体的な調査としては、市町等他の行政機関への調査照会、税務署への申告内容の照会、金

融機関等への預貯金調査、勤務先への給与照会及び法務局への登記簿謄本等の請求等により資

料収集するほか、滞納者宅へ出向いての捜索の実施など直接の調査も可能である。

（ｂ）財産調査の適時性（指摘）

適切な滞納処分を可能とするためには、適時に財産調査を実施すべきであるが、早期に財産

調査に着手すべきであったと考えられる事案が見受けられた。それらのうち、典型的な事案と

して次の３例を挙げる。

① 平成７年度から滞納が発生しているにもかかわらず、最初に財産調査をした旨の記録が平

成１２年度となっている。特に、法務局での不動産登記簿の調査が平成１４年度となってお

り、滞納者が不動産業者であることを勘案すれば、平成７年度の滞納発生当初から見て調査

時期がかなり遅いと考えられる。

② 平成１６年度に滞納が発生したが、それから２年以上経って、分納誓約書を徴しているも

のの、客観的な財産調査による納付能力の判断がなされないまま分納額が決められているの

ではないかと考えられる。

その後、財産調査、捜索の実施により差押えがされてはいるが、高額滞納であり、本来で

あれば滞納発生後、すぐに財産調査をすべき事案であり、財産調査の時期が遅いのではない
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かと考える。

③ 平成１７年度に滞納が発生し、５年後の平成２１年度に捜索を実施しているが、平成１８

年には分納が違約となり、誠意ある対応がされていないことから、その時点で捜索を実施す

べきであったのではないかと考えられる。

（ｃ）財産調査の対象範囲の十分性（指摘）

調査の対象及びその範囲を決定するに当たっては、安易に執行停止や不納欠損とならないよ

う、滞納者の属性を考慮して、財産調査の範囲を適切に定め、漏れなく実施するのが原則であ

るが、調査の対象となる範囲が十分でないと考えられる事案が見受けられた。それらのうち、

典型的な事案として次の３例を挙げる。

① 滞納者から営業シミュレーションの提出を受け、２年を超える長期分納を認めた事案があ

るが、分納開始時に、滞納者から提供された資料のみでなく、職員自らが客観的な裏付調査

と確認を併せて行うことも必要であったのではないかと考える。

又、当該営業シミュレーションの期間は分納期間より短期であり、分納開始後にも定期的

な納付能力調査を行い、当初シミュレーションとの比較を行うなどの措置も必要であったの

ではないかと考える。

② 住所地の市に対する実態調査及び住所地に近い金融機関の特定の支店調査を行っている事

案について、県内金融機関については、預金債権発見の実効性を高めるためにも特定の支店

のみでなく、本店に対しても広域照会をかけるべきであったのではないかと考える。更に、

金融機関の口座の残高のみでなく、その収支も含めて調査する必要があったのではないかと

考える。

③ 平成１７年度に発生した不動産取得税の滞納について、平成２０年度に本社のある市（県

外）に対し、不動産の把握のための調査をしているが、他市町に存する土地の把握漏れがあ

った。結果的には他の調査により補完されているものの、税務署で申告書の閲覧をすること

により、最初から確認できたのではないかと考える。

（ｄ）計画的・効率的な財産調査の実施（指摘）

財産調査は、滞納整理の中心をなすものであるから、早期に取りかかり、滞納整理方針の決

定に向けて、計画的に実施する必要があるが、事務負担も相当なものであることから、滞納の

内容を勘案し、優先順位を付して、効率的に実施されるべきであると考える。

しかしながら、効率的で計画的な実施がされているとは考えられないような事案が見受けら

れた。それらのうち、典型的な事案として次の２例を挙げる。

① 平成１７年度に差押予告をした後、預金調査等と自宅臨戸を繰り返しているものの、分

納の約束が守られず、平成２１年度に差押えを実施するまで、滞納額の一部の回収もでき

ていない事案があった。納付能力の把握と滞納処分実施の可否を検討するためにも、必要

な時期に十分調査を行う必要があったと考えられる。

② 保険会社だけで２８社に照会をかけている事案があり、どのような基準で照会先を定め

たのか不明であるが、取引の可能性等から見ると、効率的な財産調査とはなっていないの

ではないかと考えられる。

（ｅ）財産調査の方針明確化及び客観的・効率的実施（意見）

（現状の問題点）

滞納金が完納されない場合は、滞納処分を行うのが原則であるので、財産調査を適時適切に



39

実施することが極めて重要であると考える。

特に、大口案件については、滞納後に、分納の適否を判断する場合は、財産調査を十分に行

うべきであるのに、必ずしも、調査が十分でないと思われる事案が見受けられた。

又、財産調査の範囲も、滞納処分を行うことを前提に、適切に実施されるべきであり、かつ、

計画的効率的に実施されるべきであるが、必ずしもそうなっていない事案が見受けられた。

（改善案）

① 財産調査方針の明確化

滞納者に対する財産調査をどの時期にどの程度行うべきかについては、本来、個別の事案ご

とに適時適切に判断して、担当職員が行うものである。そのため、調査に関する画一的なマニ

ュアルの作成は難しいかもしれないが、後述する事案の進行管理において、管理監督者は、別

途、適時適切な指導を行うべきであり、具体的には、滞納整理票の記録及び決裁の事務手順の

中で、その方針等を明確に指示する必要があると考える。

② 財産調査の客観的・効率的実施

職員の経験値や主観のみに依存せず、客観的に財産調査が進められるよう、標準化された調

査様式の作成や、財産調査の結果については、一覧で記録する等、滞納整理票への記録のあり

方を工夫することにより、効率的な運用が期待できるのではないかと考える。

ｆ 分納（事実上の分納）

（ａ）概要

分割納付（以下「分納」と言う。）には、地方税法の徴収猶予や換価猶予に規定する分納と、

これら要件に該当しない事実上の分納がある。

事実上の分納は法に基づかないものであり、一時に納付できない滞納者からの申し出に基づ

いて納税の誓約がなされ、その約束が履行される間は滞納処分の執行を保留すると言う事実上

の取扱いであるが、それによって完結に至る例も多数あるため、徴収上有効であるとして実施

されている。

しかしながら、分納を認めるに当たって、滞納者の申し出どおりに認める場合と、一定の方

針もって認める場合とでは、滞納整理の進展に大きく影響するものと考えられる。従って、そ

の運用に当たっては、安易に分納を認めるものではなく、滞納者の納付能力について客観的な

裏付調査・確認を行い、適正な金額及び期間（原則として１年以内、最長でも２年以内に完結

する内容）で行うこととし、分納開始後においても、定期的に納付能力の確認を行うことが重

要となっている。

なお、こうした基本的な考え方は、「徴収対策実施要領」にも示されているが、個別具体的な

取扱いは定められていない。

（ｂ）分納理由、期間及び金額（指摘）

事実上の分納を認めるに至ったやむを得ない理由があることは窺い知ることができるが、滞納者

からの申し出のみで分納額を決定している事例が見受けられた。

又、長期滞納にもかかわらず、納税資力について調査、確認がされていないため、適切な分納額

か否か不明なまま分納が継続され、完納に向けた道筋が見えないと思われる事例があった。
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（ｃ）分納の承認（指摘）

分納は担当者のみの判断で認められるべきものではなく、その理由、納税に対する誠意、納税資

力、誓約書の有無、違約の際にとるべき対応等を総合的に勘案して、組織として適正に判断される

べき事項であると考える。

従って、納税折衝の結果は、その都度滞納整理票にて責任者に復命され、承認を得るべきである

が、その経過の記載が漏れている事例があった。

（ｄ）納税誓約書（指摘）

口頭のみの誓約にとどまり、納税誓約書を徴していない事例があった。事実上の分納には、滞納

者の納税資力に応じた分納とそうでない分納とがあるが、前者において、納税誓約書を徴しておく

ことは、違約の場合の次の段階に進んでいくための有効な手段であると考える。

一方、滞納者の納税資力が確認できない段階で分納誓約書を徴することは、資力を反映していな

い少額分納となってしまうおそれがあり、その場合は、滞納処分への切替えも難しくなり、滞納が

長期化するおそれがあると考えられる。

（ｅ）分納不履行への対応（指摘）

約束が守られなかったため、不動産の差押え及び家賃の差押えを執行したことにより完納と

なった事例があった。この事例にあっては、滞納後の対応として財産調査が徹底して行われて

おり、納税資力の客観的な把握がなされ、かつ１年以内の完納の約束と納税誓約書を徴してお

り、適切な対応が図られていた。

一方、分納の履行が途切れたにもかかわらず、滞納処分の時期を失したため、その後倒産し、

徴収が不可能となった事例があった。

（ｆ）納税資力に応じた納付の見極め（意見）

法律上の分納には徴収猶予、換価猶予の制度があり、一時に納税が困難な者に対しては、原

則としてこの制度により対応すべきであると考える。

しかしながら、そこに至らずとも、事実上の分納で完納に至る例も多数あることから、徴収

上有効であるとして分納を受ける場合には、理由のみならず、収支の状況、扶養家族の状況、

財産状況を聴き取りにより納付能力の確認をすることとし、滞納金額が大きい場合等は、裏付

けとなる資料の提出を求める等の財産調査を行う必要があると考える。

（ｇ）分納の適正な運用と進行管理（意見）

事実上の分納については、担当者が滞納者の申し出どおりに認め、その判断に至った根拠が

不明であったり、根拠についても滞納者の分納理由、期間、金額について、その内容が十分に

検討されないまま分納が認められたり、又、時効の中断、約束履行の担保として納税誓約書を

徴すべきと考えられる場合に、口頭での約束のみで済まされていたりする事例があり、徴収上

有効に機能していないと考えられる事例が散見される。

このため、担当者の主観にのみ左右されないためにも、分納の適否の判断から管理監督者に

よる進行管理がなされることはもとより、統一された考えに従って取り扱われる必要があると

考える。

なお、「徴収対策実施要領」においては、その基本的な考え方は示されているが、さらに、分

納を認める場合の手順を具体的に定めるなど、統一された運用手順等により実施される必要が

あると考える。
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又、分納計画・誓約は、履行されて初めて税収となることから、履行確認は分納の管理をし

ていく上で最も重要なことであるが、滞納整理票を見るに、分納誓約した段階から管理監督者

による確認の記載等が漏れており、進行管理が不十分と思われる事例があった。

履行確認を担当者任せにせず、違約の場合、速やかな対応がとられているかなど、進行管理

を実施する立場にある者により、組織的に常時点検管理がされていく必要があると考える。

（ｈ）納税誓約書（意見）

納付能力の確認等により、分納が真にやむを得ないと判断された場合は、原則として、納税

誓約書を徴し、時効中断を行うとともに、進行管理を適切に行い、違約の場合は速やかに滞納

処分に移行する必要があると考える。

（Ｉ）納税折衝時の対応（意見）

税金の納付は納期限までに全額を一括で納付することが原則であることから、滞納者との最

初の折衝、相談時に、まずは、滞納分の一括納付を求める必要があり、一括納付が困難である

場合でも、納付が可能な額は即刻納付させる必要があると考える。

又、分納の申し出の際には、完納に至るまでの期間に応じた延滞金を納付しなければならな

いことを、最初にきちんと伝える必要があると考える。

なお、新たな滞納の発生を防止し、既に発生した滞納を解消していくためには、既に滞納分

となっているものを、事実上の分納期間（原則１年）で解消させていく一方で、今後納期限が

到来するものは期限内に納税させ、滞納者を納期内納税者へと導いていくと言う視点に立って

滞納整理を進めていくことが必要であると考える。

そのためには、納税誓約時に、今後納期限が到来するものは納期内に納税することを条件と

した上で分納を認めることとし、口座振替の勧奨を行うなどして、新たな滞納の発生を防止す

る具体的な方策を講じる必要もあると考える。

ｇ 差押え

（ａ）概要

差押えは、滞納者の財産について法律上又は事実上の処分を禁止し、換価できる状態にする

ことを目的として強制的に行う行政処分であり、典型的な滞納処分である。滞納者が督促を受

け、その督促状を送付した日から起算して１０日を経過してもなお完納しない場合等に、処分

されるのが原則である。

各種財産の差押手続は国税徴収法に定められており、県における取扱いでは「徴収事務の手

引き」第５において、概要及び各種財産の差押えについての留意事項が示されている。

又、一定の事由が生じた場合に実施する差押えの解除についても国税徴収法に定められてい

るほか、「徴収事務の手引き」第５にも記載されている。

差押えは、差押財産の換価により滞納税額の徴収を図る一連の手続きの第一段階の措置であ

り、滞納者の状況に応じて適時適切に実施するものとされている。

しかし、強制処分であり、財産権を失うこととなる滞納者及び利害関係者への影響は大きい

ため、目的を逸脱した差押えや無益な差押えを実施することは認められない。

（ｂ）差押えの適時性（指摘）

滞納となった徴収金が完納されない場合は、法律の規定により、原則として、滞納処分を実
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施しなければならないが、納付能力等から分納を認めざるを得ない状況にあったものが大半で

あった。

それら以外で、下記の２例のように、差押えの時期を逸し、その後の滞納整理が進展せず、

滞納が長期化するおそれがあると思われる事案が見受けられた。

① 平成１７年度に発生した事案について、平成２０年度に預金調査を繰り返しているのみで、

差押えを執行していない事案があった。この間、税務署と市は預金差押を実施しており、県

税のみが乗り遅れている。

② 平成１８年度に生じた不動産取得税の滞納について、平成１９年度に不動産の調査をして

いるが、不動産の差押えを実施したのは、平成２１年度末である。

（ｃ）納税誓約が守られない場合における差押え（指摘）

納税誓約に対する違約が発生した場合は、滞納者に差押可能な財産があって、かつ、完納に

至るための担保の提供がない場合は、直ちに滞納処分を執行すべきであると考える。

今回の監査により確認した範囲では、納税誓約書が徴されていないことや分納開始時の財産

調査が不十分なため、分納違約にも関わらず直ちに滞納処分が執行されなかったものがあった

が、口頭の誓約違反であっても明らかな違約と判断されるようであれば、速やかに、滞納者に

警告するとともに滞納処分に向けた対応を行うなど積極的な姿勢が望まれる。

（ｄ）大口案件の差押え（意見）

差押えに関しては、前述した財産調査とも関連するところが大きいが、滞納金が完納されな

い場合は、差押え等の滞納処分を行うことを前提として、適時適切に財産調査を行い、租税債

権確保のためにも、早期に差押えを行うことが重要であると考える。

今回の監査では、滞納処分に関する法令順守違反は見られなかった。滞納者の事情に配慮し

て滞納処分に関しては慎重に取り扱っている印象があるが、大口案件に関しては、適切な進行

管理の下、より一層早期着手に努めるべきであると考える。

ｈ 滞納整理の進行管理

総括的事項として記載している。

ｉ 滞納処分の執行停止

（ａ）概要

滞納者について財産調査や実態調査を行った結果、無財産である等、一定の事実が認められる場

合は、滞納処分の手続きを停止することができる。

この場合、その執行の停止が３年間継続したときは、納税義務が法律上当然に消滅してしまうこ

とから、安易に行われると租税負担の公平性を害するおそれがある。そのため、滞納処分の執行停

止を行うことができる要件が以下のように定められているところである。

① 滞納処分をすることができる財産がないとき

② 滞納処分をすることによって、滞納者の生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき

③ 滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき

となっている。

なお、滞納処分の執行停止後３年以内に、当該要件のいずれにも該当する事実がないと認められ

る時は、その執行の停止を取り消さなければならないとされている。
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（ｂ）財産調査等と執行停止（事実）

① 個人のケース

滞納者は個人で、平成１９年に滞納が発生し、当初から納税意識が希薄であり、督促後すぐに

財産調査を実施している。財産調査は、預貯金、所得、不動産について財産の有無を、書面によ

り照会する方法によっている。

ただ、財産の調査方法（※５）を書面だけで安易に済ますのではなく、場合によっては関係機

関に出向いて調査に臨み、資金の流れをもっと詳しく調べ、又、自宅の捜索を実施するなど徹底

した調査が必要な場合もある。

この事例では、その後に再度、財産調査がなされ、国税においても執行停止がなされたことも

あり、無財産により執行停止がされているが、安易に執行停止をすることがないよう、書面によ

る照会だけでなく、早い段階からあらゆる角度からの徹底した調査を実施する必要があると考え

る。

（※５）財産の調査方法には、書面により照会調査する方法と、実際に関係機関に出向いて照会調査す

る方法がある

② 法人のケース

滞納者は法人で、平成１７年に滞納が発生し、徹底した財産調査がなされ、滞納者の納付能力

について、客観的な裏付調査・確認を行っている。

担当職員は、できる限りの徴収努力をしていることがこの処理記録から窺え、財産調査の結果、

いつ倒産、廃業しても不思議でない状況下にあることを確認しており、回収の可能性がなかった

ことから執行停止を行ったものであり、財産調査を徹底して実施した上で適正に執行停止された

ものと考えられる。

なお、最終的には、不納欠損処理に該当するものと判断されるが、少なくとも、毎年の資力回

復調査は実施すべきものと考える。

（ｃ）財産調査等と執行停止（意見）

① 財産調査等の計画的実施

滞納が発生した段階で、財産調査等は早期に取り掛かるなど、その時機を逸することのないよ

う、滞納整理に向けた資料収集を早期かつ計画的に実施する必要があると考える。

② 捜索等の実施

安易に執行停止や不納欠損を行うことのないよう、関係機関への書面による調査だけでなく、

場合によっては捜索を実施するなど、十分な調査を実施する必要があると考える。

③ 調査範囲の柔軟的対応

行方不明者については、ネット銀行など別の金融機関に開設している可能性があると判断され

るのであれば、既存の調査先にとどまらず、柔軟に調査する必要があると考える。

④ 思い切った滞納処分の執行停止

経済情勢が厳しくなると、滞納処分する財産もなく、税の徴収がほとんど見込めない、所

謂不良債権が多くなると考えられる。

しかしながら、未収金は毎年発生し、限られたマンパワーで効果的に滞納整理を実施して

いくためには、財産調査等により徴収可能かどうかを早期かつ適正に見極め、徴収の見込め

ないものについては、法に則り適正な処理をすることが必要であると考える。

「徴収対策実施要領」においても、「真に徴収が見込めない滞納事案について、これを放置
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することは、いたずらに滞納繰越額を増加させ、徴収率の向上を阻害する要因となっており、

ひいては円滑な滞納整理に支障をきたすことにもなりかねない。検討会議等の有効活用や進

行管理の徹底など、組織的対応を図ることにより、徴収可能事案か否か早期に見極め適切か

つ適正に整理する必要がある。」としているところであり、真に執行停止に該当するものであ

れば、思い切って処理をする必要があると考える。

ｊ 延滞金

（ａ）延滞金の管理（意見）

（現状の問題点）

延滞金の本人通知は定期的にされているものの、地方税法の規定による本税優先の原則から

延滞金の回収は本税が回収され延滞金が確定してからである。そのため、本税の回収が長期に

及ぶ滞納者については、延滞金額が本税を大きく超える場合があり、延滞金の回収も長期化す

る可能性が高いと考えられる。

延滞金については、本税督促状の発付と同時に督促があったものとされており、本税完納後、

延滞金が確定した時点で「未納延滞金のお知らせ」により滞納者に対し引続き催告されること

となっている。本税と同様、延滞金についても厳格な時効管理が求められるが、システム上の

進行管理は行われているものの、一部の事案について、本税完納後の未納延滞金に対する請求

において催告の頻度が少ないものも散見される。

（改善案）

滞納した県税徴収について、本税を優先すると言う効率性の観点は理解できるものの、「徴収

対策実施要領」には、「本税完結後は、延滞金の通知を出すだけではなく、滞納処分の実施を前

提として、延滞金の完全徴収に向けて取り組む。」とあることから、公平性確保の観点から、延

滞金についても時効管理の徹底と効果的な催告等により、未納延滞金の圧縮に向けた取組みを

図る必要があると考える。

（ｂ）延滞金の請求（意見）

一部回収した本税についてその時点での延滞金は適正に計算されるようになっているが、こ

の時点での滞納者への文書による一律の通知はされていない。理由は途中で通知すると、これ

が確定した延滞金と勘違いされることが多いとのことであるが、しかし、本税のみならず未収

の延滞金についても、相手に対してきちんと知らしめておくことは重要であると考える。

ｋ 個人県民税の徴収対策

総括的事項として記載している。

ｌ 県税徴収体制の整備

総括的事項として記載している。
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イ 措置児童負担金（こども未来課）

（ア）制度の概要

ａ 制度の目的

児童福祉法の規定に基づき、県が措置決定した児童にかかる費用（措置費※１）について、

児童福祉法第５６条第１項の規定に基づき、本人の負担能力に応じてその費用の全部又は一部

を徴するものである。基本的には、負担能力に応じた負担金の支払いであるが、負担能力につ

いて変化があった場合は未収金が発生する。

（※１）措置費とは、児童福祉法第２７条第１項第３号に基づく措置に伴う経費であり、児童

福祉施設に入所措置をとった場合又は里親への委託の措置をとった場合に、児童福祉施

設又は里親への支弁に要する経費を言う。

ｂ 制度の特徴

① 公債権であるため時効の援用を要せず、時効完成により自動的に消滅する（時効期間：５

年）。

② 滞納者の財産を差し押さえ、強制的に徴収することができる。ただし、児童と扶養義務者

の家族再統合と言う政策目的に配慮する観点から、これまで強制徴収を実施した事例はない。

③ 平成２１年度末の未収金残高は、２５，２５８千円（滞納者数２，７８５人）である。

④ 規程は、本庁において全児童相談所共通に整備している。

⑤ 個別措置費徴収金の管理は、各児童相談所において実施している。児童相談所からの徴収

金データが本庁で集約されている。本庁は未収金の残高情報を各児童相談所から吸い上げて

金額推移情報を管理し、全県的な収納促進を行い、個別ケースにおける監査指導を実施して

いる。

⑥ 延滞金については、国が定めた要綱に徴収できる旨の記載がないことから、徴収していな

い。

⑦ 債権管理マニュアルとして「児童相談所における徴収事務の手引き」が作成されている。

ｃ 過去３年間の措置児童負担金の未収金残高の推移

（単位：千円）

Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

件数 未収金 件数 未収金 件数 未収金

岩国児童相談所 現年度 120 1,034 111 1,132 143 1,575

過年度 161 1,145 258 1,922 307 2,209

周南児童相談所 現年度 84 810 104 1,182 130 1,343

過年度 571 3,297 465 2,835 364 2,618

山口児童相談所 現年度 154 1,286 239 1,735 179 1,640

過年度 783 6,738 697 5,415 578 4,543

下関児童相談所 現年度 49 355 113 1,998 140 714

過年度 894 10,511 743 8,524 667 7,826

萩児童相談所 現年度 51 439 32 310 52 902

過年度 309 2,731 281 2,536 225 1,888

合 計
現年度 458 3,924 599 6,357 644 6,174

過年度 2,718 24,422 2,444 21,232 2,141 19,084
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ｄ 実施した監査手続

債権管理が適正に実施されているかを確かめるため、平成２１年度末の大口滞納者について、

管理台帳等の閲覧及び職員への質問等により、次の事項を検討した。

① こども未来課と各児童相談所の連携は適切になされているか。

② 徴収猶予及び履行延期等は適切になされているか。

（イ）監査の結果及び意見等

ａ こども未来課と各児童相談所の連携（意見）

（現状）

こども未来課が残高管理として最終的な集約データを保有しているものの、実際の実務にお

ける管理は出先機関である児童相談所が実施している。

基本的に措置費の徴収事務は、各児童相談所に任されている。これ自体は、徴収に関する要

綱においても児童相談所長が行うと言う規定となっていることから、合規性上の問題はない。

（問題点）

ただ、徴収手続は要綱に従ったものとはいっても、徴収事務の効果・効率性の観点からは、

本庁の関与度合を高めることが必要で、出先機関と本庁とが一体として連携協力関係にあるべ

きである。しかし、徴収金の各個別回収状況や回収計画、回収対策などの情報共有化が図られ

ているとは必ずしも言えない状況であり、本庁としての関与度合が低い。

（改善案）

本庁としての関与が低く、児童相談所任せとなっている割合が多いため、情報共有の観点か

らも、未収金回収の方針として本庁による関与を高めることが望ましい。本庁の内部監査の結

果共有や定期的な出先児童相談所等との情報共有（現場での徴収状況など）を図ることで、デ

ータ授受に留まらない本庁の関与度合増加を考慮する必要がある。

ｂ 徴収停止・履行延期の特約等（意見）

要綱第８条において、徴収の猶予等が規定されている。ただし、具体的な要件が定められて

いるわけではなく、納入義務者にやむを得ない事情がある場合に、徴収の猶予や徴収の停止が

行われている。この場合、徴収猶予申請書を児童相談所長に対して提出の上で、必要事項を調

査し猶予・停止を決定することとしている。

徴収停止及び履行延期等についてはその適用にバラつきがでないように、その要件（理由）

を具体的に明記しておく必要がある。
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ウ 措置児童負担金（障害者支援課）

（ア）概要

ａ 制度の目的

児童福祉法第２７条第１項第３号に基づき、県が措置決定した児童にかかる費用について、

児童福祉法第５６条第２項の規定に基づき、本人の負担能力に応じてその費用の全部又は一部

を徴するものである。基本的には、負担能力に応じた負担金の支払いであるが、負担能力につ

いて変化があった場合は未収入金が発生する。

ｂ 制度の特徴

① 公債権であるため時効の援用を要せず、時効完成により自動的に消滅する（時効期間：５

年）。

② 滞納者の財産を差し押さえ、強制的に徴収することができる。ただし、児童と扶養義務者

の家族再統合と言う政策目的に配慮する観点から、これまで強制徴収を実施した事例はない。

③ 平成２１年度末時点の未収金残高は、１０，４４０千円（滞納者数３１人）である。滞納

者１人当たりの平均滞納額は３３７千円である。

④ 個別の措置児童負担金の管理は、各児童相談所において実施しており、児童相談所からの

徴収金データが県庁障害者支援課で集約されている。

⑤ 延滞金については、国が定めた要綱に徴収できる旨の記載がないことから、徴収していな

い。

⑥ 債権管理マニュアルとして、「児童相談所における徴収事務の手引き」が作成されている。

ｃ 過去５年間の措置児童負担金の未収金残高（件数）の推移

（単位：千円）

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

現年度（人数） 6,989 （41） 5,087（37） 539 （3） 413 （2） 411 （2）

過年度（人数） 17,618 （87） 16,582（70） 17,209（76） 14,285（62） 10,029（30）

合計（人数） 24,607 （128） 21,669（107） 17,748（79） 14,698（64） 10,440（32）

（注）人数については、現年度と過年度に分けて記載しているため、一部重複している。平成 21 年度末の実人数

は３１人である（１名重複）。

（イ）監査の結果及び意見等

ａ 回収可能性の評価（意見）

（現状）

平成２１年度末の未収金残高の回収状況別内訳、及び県が示した回収見込は、下表のとおり

である。県の説明では、滞納者３１人のうち、分納履行中又は納付誓約を取得済のものが８人

であり、更に２人が追加されて１０人となる見込みである。残りについても、順次、納付交渉

に着手しているとのことである。

回収状況 人数 金額（千円） 回収見込

少しずつでも入金されているもの ５人 １，８９８ 有り

納付を約束しているもの ３人 １，６９５ 有り

回収見込ありと判断しているもの ２人 ２７５ 有り

回収見込なしと判断しているもの ４人 ２，２９０ 不可能

経済困窮と判断されているもの ６人 ２，６６９ 困難



48

不誠実と判断しているもの ２人 １，１０３ 困難

その他 ９人 ５１０ 困難

合 計 ３１人 １０，４４０

未収金残高１０，４４０千円を回収可能性の観点から分類すると、時間がかかっても回収で

きる可能性があるものが、３，８６８千円（１０人）であり、残りの６，５７２千円（２１人）

については回収可能が困難ないし不可能と評価するのが妥当である。なぜなら、滞納の理由と

して生活困窮を挙げるケースが多く、一部には、納付する意思を有していないなど対応が不誠

実とされている者も見受けられるからである。

ｂ 負担金額の算出事務（指摘）

（現状の問題点）

県が扶養義務者等に対して支払いを求める負担金の額は、児童福祉法上、その能力に応じて

算出することとされている。このため、県は、負担金額の算出に当たり、扶養義務者等に対し

て所得証明書等の提出を求め、その負担能力を調査・確認しているところであるが、関係資料

を閲覧したところ、扶養義務者が所得証明書等の提出を怠っていたこと等から、長期にわたり

負担能力の確認ができず、結果として、５年分の負担金を一度に請求した事案があった。

（改善案）

請求金額の多寡や扶養義務者等の支払能力にもよるが、こうした取扱いは、未収金の発生リ

スクを高めるものであり、又、きちんと負担金を納め続けている他の扶養義務者との公平性の

観点、金融資産の適切な評価といった観点からも、できるだけ回避する必要がある。

扶養義務者等の協力が得られない場合には、その住所所在市町村に対して所得証明書の提出

を求めると言う方法もある。この際、市町村に対する調査は強制力のないものとなるが、必要

に応じ、県にとって債権管理に役立つこととなる点や、扶養義務者にとっても無用の負担感を

抱かずに済むといった点を説明するなどして、調査への協力が得られるよう努めるべきである。

ｃ 未収金管理簿の記載（指摘）

「未収金整理簿」を閲覧した結果、Ｂ債務者について時効が成立し、既に不納欠損処理をし

ていたが、その経緯が記載されていなかった。又、Ｃ債務者については、「業務連絡」の文書

で細かい経緯や電話のやりとりも記載がされているものの、平成２２年８月に口頭での入金約

束をしたこと、不明の住所が判明したことなどが、未収金管理簿には記載されていなかった。

「未収金管理簿」は回収への取組みを計画に従って管理していくものであり、今後の取組内

容を「督促の状況」欄に適宜記載する必要がある。
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エ 下関漁港利用料等 （漁港漁場整備課）

（ア）概要

ａ 制度の目的

「下関漁港管理条例」「下関漁港管理条例施行規則」（水面占用料以外）「山口県漁港土砂採取

料等徴収条例」（水面占用料）に基づき、各種漁港施設の敷地使用料、岸壁使用料、泊地使用料、

各種漁港施設の敷地占用料及び水面占用料等を徴収している。

ｂ 制度の特徴

① 公債権であるため時効の援用を要せず、時効完成により自動的に消滅する（時効期間：５

年）。

② 滞納者の財産を差し押さえ、強制的に徴収することができる。

③ 山口県下関水産振興局収納未済金回収業務実施要領により、回収業務を行っている。

④ 利用料等の徴収の条件は、下関漁港管理条例第２４条において「前納しなければならない。

ただし、知事が特別の理由があると認める時は、この限りでない。」とされている。

ｃ 最近５年間の未収金残高の推移

（単位：千円）

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

現年分 ５，４６５ ６，０１０ ４，８５６ ４，４６９ ３，６３６

繰越分 ８，９０９ ７，７５４ ８，６５１ ７，４０７ ６，１８７

合計 １４，３７４ １３，７６４ １３，５０７ １１，８７６ ９，８２３

平成２１年度末の下関漁港利用料の未収金残高は９，８２３千円である。そのうち、Ａ社の

未収金残高は８，２０６千円であり、未収金全体の８３．５％を占める。そこで、大口滞納者

であるＡ社について状況分析を実施することとした。

ｄ 実施した監査手続

下関漁港利用料の未収金管理が適正に実施されているかを確かめるため、平成２１年度末に

おける滞納者について、滞納整理票等の閲覧及び職員への質問等により、次の事項を主に検討

した。

① 滞納整理票等の記載は、必要十分な内容になっているか。

② 滞納関連資料の保管は適切にされているか。

③ 滞納解消に向けての取組みが適切にされているか。

④ 延滞金の徴収は適切にされているか。

（イ）監査の結果及び意見等

ａ 大口滞納者（Ａ社）

（ａ）Ａ社に対する未収金の発生・回収状況及び県の対応等は、下表のとおりである。

未収金の発生と回収状況 発生年度 調定金額（千円） 回収額（千円） 未収金（千円）

Ｈ１９年度 ５，０４５ ３，８６４ １，１８１

Ｈ２０年度 ５，０４５ １，１００ ３，９４５

Ｈ２１年度 ４，１８０ １，１００ ３，０８０

合計 １４，２７０ ６，０６４ ８，２０６

未収金の発生事由 Ａ社は、海運不況により新造船の建造がなく、又、公共事業の減少
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等により船の修繕なども減少し、売上減少により資金繰りが悪化し

たものと見られる。

回収方法 未収金の納入計画を作成し分割により納入する。

未収金発生後の県の対応 督促状の発送後、納入の電話、文書、訪問を適宜行い、継続して催

告を行っている。現在、毎月４００千円から６００千円（年額６，

３００千円）の分納を履行している。

（ｂ）大口滞納解消に向けての現状の取組内容（指摘）

（現状の取組内容）

Ａ社の経営状況の把握については、毎年、分納計画書を提出させるとともに、決算書の提出

を求めているとのことである。又、Ａ社の債務支払能力の調査（財産調査）については、法務

局で不動産の所有及び抵当権の状況、市役所で固定資産の状況を把握しているとのことである。

時効の中断を図るため、未収金の繰越分・現年分のバランスを見ながら、回収金を充当してい

るとのことである。

（問題点）

しかし、大口滞納者のＡ社については、最新の決算状況が把握されていなかった。その後最

新の決算書を入手するなどして経営状況を把握しているものの、決算書は債務者の経営状況を

把握する重要な資料であり、タイムリーに入手する必要がある。

（ｃ）未収金の回収可能性（事実）

現在、Ａ社については、新たな未収金の発生はあるものの、親会社からの支援もあり、今年

度も、計画通りに毎月４００千円から６００千円（年額６，３００千円）の分納を履行してい

る。計画通りに分割納入が履行されれば、年間２７０万円程度の納入が見込まれ、数年以内に

未収金は全額解消される予定である。従って、回収可能性については問題ないと判断する。

ｂ その他の滞納者

（ａ）台帳記載状況及び関連資料の保管状況（事実）

債務者別に未収金台帳が作成されている。未収金台帳には、過去からの経緯、調定・収納状

況、交渉内容等が記載されており、未収状況が容易に把握できるよう整備されている。

又、支払予定表、履歴事項全部証明書及び催告等の記録なども、債務者別のファイルに綴ら

れており、適切に保管管理されている。

（ｂ）利用料等前納の徹底（指摘）

（現状の問題点）

利用料等は、前納が原則となっている。即ち、「下関漁港管理条例」第２４条において、「利

用料等は、前納しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認める時は、この限

りでない。」と規定されている。

しかし、Ｂ社に対する未収金は、工事の資機材及び現場撤去物等の仮置場として、１４５日

利用させたものであるが、前納が原則であるにもかかわらず、利用料等の納付を確認せずに利

用させていた。結果的に、利用期間中にＢ社が倒産し、利用料等が未収となったものである。

（改善案）

利用許可に際しては、許可日から利用開始日までの間に一定の納付状況確認のための期間を

設定し、納付確認して初めて利用開始できるようにするなど、未収金の発生を極力防ぐような
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手続を整備する必要がある。

（ｃ）延滞金の徴収ルール（意見）

現在、分納による回収額は、未収金元金の返済に優先的に充当しており、延滞金の徴収はし

ていない。

しかし、延滞金については、延滞金の徴収に関する条例（昭和３９年３月２６日山口県条例

第７号）に基づき徴収することとされていることから、その取扱いを検討する必要がある。

オ 放置違反金（警察本部交通指導課）

（ア）概要

ａ 制度の目的

放置駐車違反の取締りは、従来、運転者に対する責任追及により実施してきたところである

が、道路交通法の一部改正により、都道府県公安委員会は、運転者による反則金の納付など一

定の責任追及がなされた場合を除き、車両の使用者に対し、運行管理責任を怠ったことに対す

る責任として、放置違反金の納付を命じることができることとなった。

この放置違反金制度は、平成１８年６月１日からスタートしている。

ｂ 制度の特徴

① 強制徴収することが可能な公債権である（時効期間：５年）。

② 放置違反金等の徴収の適正かつ効果的な運用を図るため、「放置違反金事務手続及び督促、

滞納処分執行要領」が定められている。

③ 平成２１年度末の未収金残高は、１１，２２１千円（未納件数７２７件）である。１件当

たりの未収金は１５，４３５円であり、未収件数は多いが、１件当たりの金額は小さい。

④ 山口県では、平成１８年６月の法施行後から平成２１年度末までに、３３３件の財産差押

えによる滞納処分を行っている。

ｃ 年度別の未収金発生状況

（単位：千円）

Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

平成１８年度発生分 ４，３７４ ２，２３３ １，６６３ ９１５

平成１９年度発生分 － ８，４６１ ３，８８１ ２，１０４

平成２０年度発生分 － － ７，５７９ ３，０６９

平成２１年度発生分 － － － ５，１３３

合 計
４，３７４

（２８５件）

１０，６９４

（６９７件）

１３，１２３

（８５０件）

１１，２２１

（７２７件）

ｄ 実施した監査手続

放置違反金の管理が適正に実施されているかを確かめるため、平成２１年度末における滞納

者について、滞納処分指揮簿等の閲覧及び職員への質問等により、次の事項を主に検討した。

① 滞納処分指揮簿及び滞納処分対象調査状況表の記載は、必要十分な内容になっているか。

② 公平かつ効率的な債権管理がされているか。

③ 時効中断の方針が適切に定められているか。
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（イ）監査の結果及び意見等

ａ 滞納処分指揮簿（指摘）

平成１８年度（制度初年度）発生の放置違反金について滞納処分指揮簿を見たところ、長い

もので平成１９年度途中までの記載がされていないものがあった。滞納処分指揮簿へは、対応

した状況等を必ず記載する必要がある。

又、滞納処分対象調査状況表については、作成されている滞納者と作成されていない滞納者

がある。全滞納者について作成することが管理上は望ましいが、時間的・コスト的に困難であ

れば、必要となる作成対象者の基準を設けて、管理効果を最大にすることを検討すべきである。

ｂ 公平かつ効率的な債権管理の必要性（意見）

放置違反金の未収債権は、１件あたり数万円と小さく、滞納処分はコスト的に損失を生じる

場合もあり得る。しかし、本債権は道路交通法違反によって発生したものであり、放置駐車違

反の抑止を目的にした行政処分である。未収債権徴収の公平性を確保するため、債権管理は画

一的に処理される必要があり、再三の催告に応じず、放置違反金を納付しない悪質な滞納者に

ついては、今までどおり、積極的な滞納処分を行う必要がある。

又、費用対効果を考慮して、督促や法的手続の実行による迅速かつ的確な債権回収が求めら

れる。滞納発生初期における督促・催告を強化して早期に回収に結び付けると共に、順次、滞

納処分のための財産等調査を実施し、財産が発見されれば、直ちに強制徴収を行うことが必要

である。

ｃ 時効中断と法的手続（意見）

年度別の未収金発生状況を見ると、平成１９年度の８，４６１千円をピークに、平成２０年

度は７，５７９千円、平成２１年度は５，１３３千円と、年々減少傾向にある。とはいっても、

平成２２年３月末における放置違反金滞納額は１１，２２１千円（滞納件数は７２７件）もあ

る。

本債権は公債権であり、５年経過により自動的に消滅するため、早いものでは、平成２３年

８月から消滅時効の完成が生じる（平成１８年度発生分）。従って、時効中断の方法として自宅

訪問等による債務承認の手続きを行う方針とのことであるが、回収担当者が限られており（現

状２名）、自宅訪問等を繰り返すのは困難である。

そのため、納付交渉に応じない債務者に対しては、粛々と法的手続をすすめる必要がある。

その場合、回収担当者２名でも対応できる現実的な手続きをとる必要がある。
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（３）強制徴収権のない公債権

監査対象として選定した未収金のうち、強制徴収権のない公債権に属するのは、生活保護費

返還金、児童扶養手当返納金及び補助金等返還金である。

ア 生活保護費返還金（厚政課）

（ア）概要

ａ 制度の概要

生活保護費返還金とは、被保護者が急迫の場合等において、資力があるにもかかわらず、保

護を受けた場合や、不実の申請その他不正な手段により保護を受けた場合、県は支弁した保護

費の範囲内において被保護者から返還を求めるものである。（根拠：生活保護法第６３条及び第

７８条）

市町村合併に伴い、県の福祉事務所が廃止されたことにより、各福祉事務所の債権は、各健

康福祉センターへ引き継がれたが、豊浦社会福祉事務所の債権は、当該地域において健康福祉

センターが設置されていないことから、健康福祉部厚政課が引き継いでいる。

ｂ 制度の特徴

① 生活保護法第６３条に基づく返還金が不当利得返還義務的な要素を有しているのに対し、

同法第７８条に基づく徴収金は、不法行為に基づく損害賠償義務的な要素を有するものであ

る。

② 公債権であるため時効の援用を要せず、時効完成により自動的に消滅する（時効期間：５

年）。

③ 滞納者の財産を差し押さえ、強制的に徴収することはできない。

④ 生活保護費返還金は原則として一括調定を行う。生活困窮者である債務者については、履

行延期申請に基づき、分割による返還が適当と判断すれば、生活に支障のない程度の返還額

を決定している。

ｃ 最近５年間の生活保護費返還金の未収金残高の推移

（単位：千円）

Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度 Ｈ20 年度 Ｈ21 年度

健康福祉部厚政課
現年度 1,372 1,394 1,192 621 141

過年度 4,657 5,449 6,517 7,378 5,218

岩国健康福祉ｾﾝﾀｰ
現年度 5,150 1,377 603 256 240

過年度 8,326 12,436 11,667 11,189 10,640

柳井健康福祉ｾﾝﾀｰ
現年度 853 1,048 1,158 2,192 2,380

過年度 2,961 3,349 3,024 3,693 4,675

周南健康福祉ｾﾝﾀｰ
現年度 － － － － －

過年度 1,294 1,279 1,261 1,243 913

山口健康福祉ｾﾝﾀｰ
現年度 1,863 1,271 750 565 392

過年度 4,095 5,711 5,872 6,161 4,374

宇部健康福祉ｾﾝﾀｰ
現年度 36 12 0 0 0

過年度 4,869 3,714 3,726 2,696 1,462

萩健康福祉ｾﾝﾀｰ
現年度 － 97 1 20 141

過年度 － － － － －
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ｄ 実施した監査手続

生活保護費返還金の管理が適正に実施されているかを確かめるため、平成２１年度末におけ

る金額５０万円以上の大口滞納者を抽出し、滞納整理票等の閲覧及び職員への質問等により、

次の事項を検討した。

① 不正受給の発生防止及び早期発見のための管理体制が整備されているか。

② 分納額は不当利得等の性質を有する債権として妥当なものであるか。

③ 分納額の決定は適切に行われているか。

④ 時効中断の手続は適切にされているか。

⑤ 徴収停止は適切にされているか。

⑥ 債権価値の評価は適切にされているか。

（イ）不正受給の発生防止及び早期発見（意見）

一般に、不正受給等の発見時には当外収入等が既に費消されていることが多く、返還金が発

生しても納付に結び付きにくいため、不正受給の発生防止及び早期発見に努める必要がある。

これが可能となるためには、発見が遅れた原因を分析し今後の解消策に活かす必要がある。

現状、県においては、大口滞納案件について、以下に示す「生活保護費返還金の発生原因と

その防止策等の状況一覧表」が作成されている。滞納案件ごとに、発見が遅れた原因等及びそ

の防止策が具体的に把握されており、今後の不正受給の発生防止及び早期発見に向けて管理で

きる体制が整備されていると言える。

ただ、現在実施している防止策は全て不正発見等に有効であるとの考えであるが、中には、

有効策として決定的なものがない案件もある。例えば、案件Ｈは、外見的に障害の事実が見え

ず、戸別訪問でも捕捉できない。このような案件については、管理上特に留意を要するものと

して、識別把握し、回収担当者に周知させる必要があると考える。

案件 返還金の発生原因
不正受給等防止策

発見が遅れた原因等 防止策

Ａ
居住地や世帯構成

等の虚偽報告

生活実態については、定期的な訪問調査活動によ

り、その把握に努めているところである。本事案に

ついては、訪問の度に不在である状態が長期間続い

たこと、その理由に関する本人の申立てが不自然な

こと等から調査等を行って不正を発見したもので

あるが、事案の性格上、早期の発見は困難であった。

訪問調査活動

Ｂ

①前年度漁業収入

の未申告

②前年度就労収入

の過少申告

③過年度の就労収

入の未申告及び

過少申告

就労収入の確認のため課税調査を行っている。初回

の把握が遅れることはやむを得ない。②、③につい

ては事業所に調査を行い早期に把握する必要があ

った。
課税調査・就労

事業所調査

Ｃ
障害年金額の認定

誤り

年金の収入認定に当たり、挙証資料を徴取せず、本

人の申し出だけで認定したため。

収入認定時、挙証資料で確認する。

訪問調査活動
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Ｄ

①就労収入未申告

②収入申告の遅れ

③就労収入未申告

④保険の解約返戻

金の未申告

①～③の就労収入の確認のため課税調査を行って

いる。生活実態に変化がないか確認することにより

早期の発見につながることもある。

④本人から虚偽の申告があった場合は、把握が遅れ

ることはやむを得ない。

①～③課税調

査・訪問調査活

動

④関係先照会・

訪問調査活動

Ｅ 就労収入の未申告

就労収入の確認のため課税調査を行っている。生活

実態に変化がないか確認することにより早期の発

見につながることもある。

課税調査・訪問

調査活動

Ｆ
老齢厚生年金の未

申告

債務者は、収入申告義務については理解していた

が、故意に申告せず、遡及受給したことが判明した

時点で、既に費消済みであった。

課税調査・訪問

調査活動

Ｇ
年金担保による借

入金の未申告

債務者は、年金再担保禁止指導及び借入禁止指導に

従わず、借金及び年金全額担保融資を受け、借金返

済に充てた。負債を調査し、債務整理を援助するこ

とにより、防ぐことが可能である。

関係先照会

Ｈ
労災障害補償年金

の未申告

申請者が障害を持っていれば、生活歴、職歴等を勘

案して労災障害補償年金受給の可能性を検討し、可

能性があれば労働基準監督署に照会して、受給の有

無等を確認するところであるが、本事案の場合、外

見からは、障害の事実を把握できなかった。

生活歴、職歴、

傷病歴、障害状

況の把握

Ｉ 就労収入の未申告

【原因及び解消策】

債務者が長期にわたって不就労の状態であったた

め、就労の事実に気付くのが遅れた。

生活実態については、定期的な訪問調査活動によ

り、その把握に努めている。不審な点をそのままに

しないことや役場との連携により早期の発見は可

能である。

課税調査・訪問

調査活動

Ｊ
妻と子の就労収入

の未申告

就労収入の確認のため課税調査を行っている。生活

実態に変化がないか確認することにより早期の発

見につながることもある。

課税調査・訪問

調査活動

（ウ）生活困窮者（生活保護受給者ではない）から返還金の分納を行っているケース

このケースの代表的事例として、１つの案件を挙げる。

ａ 大口滞納案件１

（ａ）生活困窮者の分納額（意見）

現在、厚生年金の支給日（年６回）に５,０００円ずつ納付している。不当利得的な性格を有

する返還金（生活保護法第６３条）であるから、本来は一括返済が原則である。とはいっても、

債務者が生活困窮者であることから、収入等を慎重に確認しながら、生活に支障のない範囲で

分納額を決定する必要があり、県の対応はやむを得ない。

ただ、粘り強く時間をかけて回収するといっても、今の分納状況が変わらなければ、完全納

付までに約４０年かかる。債権が不当利得的性格を有することを考えると、少額でも分納額の

増額を要請する必要がある。
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（ｂ）生活困窮者からの分納額決定のルール化（指摘）

生活困窮者からの分納額については、担当者又は健康福祉センターによって取扱いに差が出

る可能性があるため、県として一定の基準額を設ける必要がある。特に、生活保護受給者では

ない本案件の場合、他の生活保護受給者からの分納額の方が多いケースもあり、一定基準額以

下の分納の場合、その理由を明らかにして責任者の承認を受けるようにする必要がある。

（エ）生活保護受給者から返還金の分納を行っているケース

このケースに共通する問題事項等は、次のとおりである。

ａ 生活保護受給者の分納額（事実）

生活保護法第６３条に基づく返還金は、不当利得返還義務的な要素を有しており、又、同法

第７８条の徴収金は、不法行為に基づく損害賠償義務的な要素を有していることから、いずれ

の債権も原則、全額一括返済させるべきである。しかし、生活保護受給者については、生活に

支障のない範囲で返還額を慎重に決定せざるを得ず、長期間に及ぶ返済となる場合がほとんど

であり、現実的な完納期間・分納額でなくてもやむを得ない。

ｂ 生活保護受給者からの分納額決定のルール化（意見）

生活保護受給者からの分納額については、現実的な完納期間・分納額でなくてもやむを得な

いとしても、担当者又は健康福祉センターによって取扱いに差が出る可能性がある。そのため、

県として一定の基準額を設ける必要がある。そして、一定基準額以下の分納の場合、その理由

を明らかにして責任者の承認を受けるようにする必要がある。

ｃ 生活保護受給者の状況把握と時効中断（事実）

現状、資産状況調査承諾書の提出を受け、定期的に資力状況を確認し、又は市に状況確認を

行い、納付能力を確認している。債務者の収入状況・生活状況を確認の上、納付額を決定し、

生活に支障のない範囲で納付指導が継続されている。

又、時効中断への今後の対応としては、生活状況を確認の上、履行延期の特約を検討すると

共に、債務の承認等により時効の中断を図るとのことである。具体的な取組内容が計画されて

おり、実際に、履行延期申請兼債務承認書により時効の中断が実行されている。

不当利得等の性格を有する債権に対して、生活保護受給者とはいえ、時間をかけてでも、資

力状況によっては少額でも返還を求めようと言う粘り強い対応がされており、現状の県の対応

は適切と考える。

（オ）個人である大口滞納者に徴収停止を行っているケース

個人に係る徴収停止の条件（※）は、次のとおりである。

① 長期滞納の債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強

制執行の費用を超えないと認められる時

② 債務者が死亡した場合で、相続人がいることが明らかでない時

③ その他これに類する時
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（※）個人に係る徴収停止については、自治令第１７１条の５において次のように規定されている。

「履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されない債権について、・・・債務者の所

在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認

められる時その他これに類する時・・・は、地方公共団体の長は、以後当該債権の保全及び取立

てをしないことができる。」

ここに「その他これに類する時」とは、債務者が死亡した場合で、相続人がいることが明らか

でない時等を言う。

このケースの代表的事例として、２つの案件を挙げる。

ａ 大口滞納案件１（指摘）

（徴収停止に至るまでの県の対応状況）

平成１２年１１月に、履行延期申請。平成１３年の返還金発生後に、分納を認めている。そ

の後、督促状の発送、文書による催告及び自宅訪問による納付指導等を実施した。

平成１９年３月に、生活保護受給中で無資力であり、将来的にも債務の履行が困難と判断し、

徴収停止にしている。

（問題点）

当案件は、生活困窮者であり、徴収停止の要件には該当しない。県の方針としても、生活困

窮者に対しては、収入等を慎重に確認しながら、生活に支障のない範囲で分納額を決定し、粘

り強く時間をかけて回収する方針が示されている。生活保護受給者と同様の生活状況であって

も、現に少額分納している滞納者が存在することと整合しない。

（改善案）

徴収停止の判断については、担当者又は健康福祉センターによって取扱いに差が出る可能性

がある。

従って、徴収停止を行う場合には、債務者間の公平性を確保するため、債務者の所在が不明、

又は、債務者が死亡した場合で、相続人のいないことが明らかである時のように、明らかに徴

収停止の要件に該当する場合を除き、その理由を示し、責任者の承認を受けるようにする必要

がある。又、債務承認の受領等による時効の中断を行う必要がある。

ｂ 大口滞納案件２（指摘）

（徴収停止に至るまでの県の対応状況）

平成１４年３月に、履行延期申請がなされたことにより分納を承認している。又、平成１７

年８月に債務者が死亡したことを確認したことにより、平成１９年３月に徴収停止としている。

（問題点）

当案件は、徴収停止の要件には該当しないと考える。なぜなら、債務者が死亡しているもの

の、相続人のいないことが明らかでないからである。現に県は、今後、相続人を調査し、相続

人に対し、返還を求める方針である。徴収停止に必要な調査がされないまま徴収停止がされて

いる。

（改善案）

当案件は、明らかに徴収停止の要件に該当しないケースであり、徴収停止の判断に関しては、

生活保護費返還金の管理に不備があると言わざるを得ない。債務者間の公平性を確保するため、

責任者の承認等管理体制を強化する必要がある。



58

（カ）不正受給の発見が困難なケース

このケースの代表的事例として、１つの案件を挙げる。

ａ 大口滞納案件１（意見）

（現状の問題点）

本件の返還金の発生原因は、債務者の労災障害補償年金の受給未申告による生活保護費の不

正受給である。県による不正受給の発見が遅れたことが、返還金額を多額化させている。不正

受給の発見が遅れた原因は、課税調査では発見できない労災障害補償年金を受給していること、

及び訪問調査では容易に発見できない障害状況であり、本人の申立て以外にその事実を把握す

る方法がないことにある。

（改善策）

生活保護費の不正受給を防止するために、労災障害補償年金の受給者情報の提供を定期的に

受けることは、個人情報の目的外使用となるため、関係機関からの協力を得られない。従って、

現在実施している訪問調査時の観察やヒアリングを徹底するしかない。

県は、各案件の不正受給発見の遅延原因等を分析・調査し、今後の取組内容を示している。

不正受給等の発見・防止に向けて必要な管理が整備されているが、発見策が訪問調査時の観察

やヒアリングに限られるケース、又、訪問調査でも発見が困難なケースを峻別する必要がある。

イ 児童扶養手当返納金（こども未来課）

（ア）制度の概要

ａ 制度の目的

父と同一生計にない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶

養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的にしている。

ｂ 制度の特徴

① 支給対象は、父と同一生計にない児童を監護する母又は母以外で、当該児童を養育する者

である。

② 返納金の発生は、受給者の婚姻、年金受給、扶養義務者との同居、養育する児童の施設入

所等の資格喪失事由の発生により生じるものであり、返納金は不当利得性格を有する。

③ 未収件数は多く、１人当たりの債権は少額である。

④ 滞納者の財産を差し押さえ、強制的に徴収することはできない。

⑤ 公債権であるため時効の援用を要せず、時効完成により自動的に消滅する（時効期間：５

年）。

⑥ 児童扶養手当の支給月額は、児童１人の場合の満額は４１，７２０円であり、所得額に応

じて減額される（最低額９，８５０円）。児童が２人目は５，０００円加算され、３人目から

は１人増すごとに３，０００円加算される。
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ｃ 最近５年間の未収金残高の推移

（単位：円）

区 分 調定額 収入済額 収入率（%） 不納欠損額 収入未済額

17

年

度

現 年 3,839,500 757,080 19.7 0 3,082,420

過 年 21,703,800 207,000 1.0 4,917,190 16,579,610

計 25,543,300 964,080 3.8 4,917,190 19,662,030

18

年

度

現 年 4,852,490 1,189,670 24.5 0 3,662,820

過 年 19,536,030 516,000 2.6 1,833,230 17,186,800

計 24,388,520 1,705,670 7.0 1,833,230 20,849,620

19

年

度

現 年 3,285,150 924,150 28.1 0 2,361,000

過 年 20,698,510 244,700 1.2 6,430,880 14,022,930

計 23,983,660 1,168,850 4.9 6,430,880 16,383,930

20

年

度

現 年 1,304,280 1,016,280 77.9 0 288,000

過 年 16,383,930 253,000 1.5 222,000 15,908,930

計 17,688,210 1,269,280 7.2 222,000 16,196,930

21

年

度

現 年 2,046,360 191,000 9.3 0 1,855,360

過 年 16,196,930 341,000 2.1 4,269,670 11,586,260

計 18,243,290 532,000 2.9 4,269,670 13,441,620

最近５年間における児童扶養手当返納金の発生額（現年調定額）は、減少傾向にあり、それ

に応じて収入未済額（未収入金）も減少している。不納欠損額が毎年生じているのは、当債権

が公債権であるため時効の援用を要せず、時効完成により自動的に消滅する（時効期間：５年）

からである。

ｄ 実施した監査手続

児童扶養手当返納金の管理が適正に実施されているかを確かめるため、平成２１年度末にお

ける滞納者について、滞納整理票等の閲覧及び職員への質問等により、次の事項を主に検討し

た。

① 県の対応方針は明確にされているか。

② 時効中断の手続は適切にされているか。

③ 債権管理の役割分担は明確にされているか。

④ 債権価値の評価は適切か。

（イ）監査の結果及び意見等

ａ 県の対応方針の明確化（指摘）

（現状の対応）

平成２１年度末の滞納者のうち３５名は生活困窮者であり、ほとんどの滞納者が日中留守で、

電話催告にも無反応（無視）であり、接触することが困難な状況にある。福祉の観点から強く

出られないこともあり、現在、電話催告や戸別訪問、財産調査等は行われていない。

（問題点）

しかし、児童扶養手当返納金は、受給者の資格喪失事由により発生するものであり、不当利
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得の性格を有する。従って、滞納者の現状が生活に困窮していても、納付交渉を粘り強く行い、

時間をかけてでも全額返還に努める必要があるが、現状の県の対応には明確な方針がない。

（改善案）

不当利得の性質を有する債権に見合った対応方針を明確にするため、独自のマニュアル作成

を検討すべきである。

ｂ 時効中断措置の必要性（指摘）

（時効中断の必要性）

児童扶養手当が福祉目的であるとはいっても、児童扶養手当返納金の発生は、資格喪失事由

の発生により生じるものであり、返納金は不当利得的性格を有する。従って、１件当たりの未

収額が少ないため、コストのかかる法的手続は現実的でないとして、回収可能性がある限り、

少しずつでも回収し、時間をかけて粘り強く交渉し、完済を目指すのが正義に適う。

そして、長期にわたる未収金の回収を図るためには、時効の中断が重要となる。なぜなら、

当該返納金は公債権であり、時効の完成に当たって援用は要しないため、５年の時効期間の成

立により自動的に消滅するからである。

（現状の問題点）

現状は、督促状の送付及び年２回の訪問が行われている程度である。債務承認及び一部納付

等の時効中断の措置については、個々の管理台帳において償還指導の詳しい状況が記録されて

いない。

（改善案）

時効中断管理の適切な遂行を図るため、債務者ごとの償還指導記録を充実させ、時効期間が

成立しないよう管理する必要がある。

ｃ 債権管理の役割分担の明確化（意見）

（現状の問題点）

現在、児童扶養手当返納金に係る業務の担当者は、職務分掌上は１名であるが、担当者は休

職中のため、「保育・家庭福祉班」が業務を手分けして行っている。通常の事務処理は１名、償

還指導は複数で分担して行っていること等から、個々の滞納者への接触が確実に行われていな

い状況である。

（改善案）

滞納者への接触等を確実に行うためには、担当者の役割分担を明確にする必要がある。従っ

て、一時的に、休職中の担当者の業務を班内で手分けして行うのであれば、その役割分担を明

確にしておく必要がある。そして、このような対応状態が続くようであれば、新たに専任の担

当者を置くことを検討する必要がある。

ｄ 債権価値の評価（意見）

生活状況が困窮している滞納者で、将来、返済能力が大きく回復しないことが明らかであれ

ば、会計上は徴収不能額を計上して、債権価値を減額する必要がある。時効期間の成立により

自動消滅するような債権を決算に含めると、県の財政状態の判断を誤る可能性があるからであ

る。
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ウ 補助金等返還金（健康増進課）

（ア）制度の概要

ａ 補助金返還請求の内容

返還の対象となっている補助金は、主として平成１４年度に交付されたＡ学校法人に対する

医療施設等施設整備費補助金５８，５６９千円（うち国庫補助金は４４，８３４千円）である。

平成２０年１２月に、Ａ学校法人が平成２０年度末に解散するとの公表の後、県に無断で補助

事業により取得した財産に抵当権を設定していたことが判明した。そのため、平成２１年３月

に、当該補助金の交付要綱に基づき交付決定を取り消し、返還命令を出したものである。

Ａ学校法人は、平成２１年３月末で閉校し、同年６月３日に破産の申立てを行った。破産手

続きは平成２２年１２月に終結した。通常、補助金等の返還金については未収金が発生しない

ことから、回収マニュアルは整備していない。

ｂ 補助金返還・未収金発生までの経緯

平成３年４月 Ａ学校法人設立

設立～平成８年 福祉専門学校の入学者は定員を上回っており、事業遂行に苦慮しない状態。

平成９年～１３

年

平成８年頃、県内各地域に競合する専門学校が設立され、次第に定員を下回

る学生数しか確保できなくなった。ただ、設備投資が不要な新たな学科の増

設により、採算ラインの定員はかろうじて確保していた。

平成１４年 入学者の増加が期待できる歯科衛生士の養成学科を併設するため、医療施設

等を２億２１１９万円（うち国庫補助金４，００８万円、県補補助金１，３

３６万円）で取得した。

平成１５年以降 歯科衛生士科を開設したことに伴う設備投資費用と経費増加により、年間

５，０００万円程度の資金不足を生じるようになった。

平成１８年ころ 金融機関からの新たな借入れができない状態に陥っていた。

平成１９年４月 社会福祉学科を閉鎖した。

平成２０年１２

月

県に対し学校法人の解散認定申請を行った。

県は、補助対象施設に、県の承認なく根抵当権を設定している事実を確認。

平成２１年３月 県から解散認定を受ける。県はＡ学校法人への施設整備費補助金等の交付決

定を取り消した。理由は補助事業により取得した財産について、県の承認を

得ずに担保に供していることが判明したからである。既に交付された５，０

２２千円については平成２１年４月２０日までに返還することとなる。

平成２１年４月 補助金等返還金５８，０２２千円が未収金として発生している。

ｃ 未収金発生から現状までの経緯

平成２１年５月 Ａ学校法人に対し、補助金未返納のため督促状を送付した。

平成２１年６月 破産手続開始の申請に伴い、Ａ学校法人に対し、債権届出書を送付。

平成２１年７月 県の債権は租税等の請求権には該当せず、一般破産債権となる。そして、

破産管財人から、財産約１，０００万円程度に対して、労働債権が約２，

４００万円あり、一般破産破産債権には配当見込みなしとの説明受ける。

平成２１年９月 第１回債権者集会で配当予定等の説明を受ける。

平成２２年３月 第５回（最終）債権者集会において、県への配当金がないと報告を受ける。

平成２２年１２月 山口地裁より破産手続終結通知が送付された。

平成２３年１月 山口地裁より県には配当がない旨の証明書が送付された。
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ｄ 実施した監査手続

補助金等返還金の管理が適正に実施されているかを確かめるため、平成２１年度末の滞納者

について、滞納整理票等の閲覧及び職員への質問等により、次の事項を検討した。

① 不納欠損処理が必要となっていないか。

② 違反行為の防止策が分析されているか。

エ 監査の結果及び意見等

ａ 不納欠損処理の検討必要性（事実）

（現状）

裁判所における破産手続の状況を注視し、債権者として可能な取組み（債権者集会への参加

等）を適切に実施した。又、破産手続終結に伴い、県への配当金がないことが明確になったこ

とから、収入未済となる債権については不納欠損として処理した。

（問題点）

当該債権については、破産手続が開始された時点で、強制的に徴収することはできなくなっ

た。又、破産手続中の段階では配当は確定していなかったが、補助対象施設には根抵当権が設

定されており、実質的に回収可能性は低かった。実際に、平成２２年３月の債権者集会におい

て、県への配当がないとの報告を受けている。

このように、法律上又は事実上、徴収不能であることが明らかな債権について、債権が法的

に存在しているからと言う理由だけで、不納欠損処理しないと、会計上価値のない債権が県の

財産として示されてしまう。

（事実）

県は、平成２１年７月に、当該債権が租税等の請求権には該当せず、一般破産債権への配当

可能性がないと言う説明を破産管財人から受けており、その時点で、事実上、徴収不能である

ことは明らかであり、会計上、不納欠損処理する必要があったと言える。債権管理の効率化の

観点からも、このような債権は早期に管理の対象から外すべきであったと言える。

県としては、債務者であるＡ学校法人の破産手続が開始された時点からは、未納の督促をす

る必要はなく、裁判所において実施される債権の確定・配当の実施を待つだけであり、債権管

理上の事務負担はなかった。しかし、会計上価値のない債権が県の財産として示されてしまう

ため、破産手続の終結を待つことなく、議会の議決を経て不納欠損処理すべきであった。

ｂ 違反行為の防止（意見）

当未収案件のように、補助対象施設に県の承認なく根抵当権を設定されているような場合、

補助金交付決定を取り消しても、補助金の返還は困難であると思われる。従って、県に無断で

補助対象物件に根抵当権が設定されないように、まず、従来指導監査の反省を踏まえ、指導監

査でのチェックを厳格に行う必要がある。

又、補助対象施設には担保設定ができないように、銀行側に何らかの働きかけが必要である

と考える。当案件では、根抵当権の設定は銀行からの融資条件とされているが、当該行為が、

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に抵触しないかどうか、融資の専門家で

ある銀行が当然確認すべき事項と思える。銀行として当然確認すべき事項であるとすれば、銀

行側にも違反行為の一端を担いだ責任があり、補助金の一部返還が可能ではないかと考える。

更に、当該違反行為については、理事長個人の責任追及を検討すべきである。そうでないと、

補助金を受けるに見合った責任になっていないと考える。
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（４）中小企業振興目的の貸付に起因する未収金

監査対象として選定した未収金（私債権）のうち、その起因となる貸付金の目的が中小企業

振興であるものは、中小企業高度化資金貸付金及び中小企業従業員住宅資金貸付金である。

ア 中小企業高度化資金貸付金（経営金融課）

（ア）概要

ａ 制度の目的

高度化事業とは、中小企業者が連携して組合等を設立し、経営基盤の強化や環境改善を図る

ため、工場団地・卸団地・ショッピングセンターなどを建設する事業や、第三セクター又は商

工会等が地域の中小企業者を支援する事業に対して、独立行政法人中小企業基盤整備機機構（以

下「機構」と言う。）と各都道府県が一体となって、貸付けやアドバイスにより支援する制度で

ある。

代表的な高度化事業としては、中小企業者が市街地に散在する工場や店舗などを集団で移転

し、公害問題などのない適地に工場団地や卸団地を建設する事業、商店街を街ぐるみで改造し

て街全体の活性化を図る事業などがある。なお、高度化事業の体型は、次のとおりである。

ｂ 制度の特徴

① 政策性の高い制度

組合などによる集団化、共同化、協業化などの事業や第三セクター等が中小企業者を支援

する事業など、政策性の高いものが対象とされている。

② 貸付条件の優遇

貸付条件は、長期・低利の固定利率となっており優遇されている。又、特別の法律に基づ

く事業などは無利子となっている。

なお、貸付期間は２０年以内で、都道府県が適当と認める期間とされている。

③ コンサルティングの実施

貸付けを行うにあたっては、事前に事業計画について専門的な立場から適切なアドバイス

が行われる。そのため、過大な投資などが避けられるだけでなく、他の成功事例を踏まえた

集 団 化 形 態

集 積 整 備 ・

再 開 発 形 態

共 同 化 形 態

事業統合形態

経営基盤強化

支 援 形 態

商店街整備等

支 援 事 業

－例：郊外での工場団地建設

－例：商店街の個店整備等

－例：物流効率化のための共同施設

－例：中小酒造メーカーが共同設置する醸造工場

－例：インキュベータの整備

－例：駐車場、コミュニティ施設の整備

実
施
す
る
事
業

中
小
企
業
者
が

が
実
施
す
る
事
業

第
三
セ
ク
タ
ー
な
ど
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助言が受けられ、事業の円滑な実施が可能となる。又、診断助言は貸付後も随時行われる。

④ 都道府県が窓口

高度化資金は、一般的に都道府県が貸付けの窓口となっており 、都道府県と機構が協調し

て貸付けを行うこととされている。

⑤ 各種税制の特例措置

集団化事業等で、現在の施設を売却して移転しようとする場合、その施設売却に伴う譲渡

益に対しては、課税が繰り延べられる（買換資産の特例）など、税制面で多くの優遇措置が

用意されている。

ｃ 貸付方式

高度化資金の貸付けの方式には、Ａ方式とＢ方式がある。Ａ方式は１つの都道府県内での事

業、Ｂ方式は２つ以上の都道府県にまたがる広域の事業に対する貸付方式で、両方式の資金の

流れは、次の図のとおりである。

方式 資 金 の 流 れ 貸付窓口

Ａ

（財源追加）

中小機構 → 都道府県 → 中小企業者

（財源貸付） （資金貸付）

各都道府県の商工担当課

Ｂ

都道府県

（財源追加）

(財源貸付） 中小機構 → 中小企業者

都道府県 （資金貸付）

中小機構（商工組合中央金庫に業

務委託）

ｄ 貸付総額、貸付残高及び未収金の状況

昭和４２年以降、１７６組合等に８１６，７００千円を貸し付け、これまで１４０組合に対

する６７６，０９０千円を償還している。残りの３６組合等に対する１４０，６１０千円は、

平成２２年３月末現在の貸付金残高である。

又、その債権区分ごとの明細は、次のとおりである。

（単位：百万円）

債権区分 貸付先組合等の数 残高

正常債権 １８ ５，７３８

条件変更債権 ８ ４，５９６

延滞債権 １０ ３，７２７

合 計 ３６ １４，０６１

ｅ 実施した監査手続

① 条件変更債権に区分されている貸付先全部について、条件変更及び現在に至るまでの経緯

を分析し、それまでの県の対応が適切であったかどうか、又、今後の対応方針の妥当性を検

討した。

② 延滞債権に区分されている貸付先全部について、延滞及び現在に至るまでの経緯を分析し、

それまでの県の対応が適切であったかどうか、又、今後の対応方針の妥当性を検討した。
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（イ）条件変更債権区分の貸付先（８組合等）

平成２１年度末の条件変更債権区分の貸付先（８組合等）に対する貸付金残高は、４，５９

６，０１５千円であり、貸付先別明細は下表のとおりである。

（単位：千円）

貸付先 貸付金残高

Ａ ２１６，３２５

Ｂ ３８，９７０

Ｃ １，５８１，１７３

Ｄ １７，１２０

Ｅ ５２７，２００

Ｆ １，６０５，３４８

Ｇ ７１，５１２

Ｈ ５３８，３６７

合計（８組合等） ４，５９６，０１５

条件変更債権区分の貸付先の代表的事例として、５つの案件を挙げる。

ａ 貸付先Ａ（条件変更債権）

（ａ）経緯

（高度化資金の貸付状況）

資金種別 小売商業店舗等共同化

貸付年度・貸付額 平成２年度（一部平成４年度） ３６４，１７０千円

当初貸付条件 最終償還期限：平成２２年９月

金利：無利子

貸付残高 ２１６，３２５千円（残高割合５９．４％）

（貸付条件変更に至った経緯）

本組合は、町内の小売業者が経営の近代化、効率化を図るため、共同でショッピングセンタ

ーを運営するために設立したものであり、平成３年３月にオープンした。しかし、その後、近

隣市町や町内への大・中規模店の出店・増床等により、売上は平成３年の開業当時をピークに

減少傾向で推移している。平成１２年度に核店舗である事業者が倒産したため、売上は更に減

少した。

そのため、県は、平成１２年度から１９年度において毎年、貸付条件の変更を承認している。

更に、平成２０年度複数年猶予を認めている。その変更内容は下表のとおりであり、平成２０

年９月及び平成２１年９月の約定償還額７２，４４１千円を５００千円に猶予し、最終償還期

限の平成２２年９月に全額償還すると言うものである。

（単位：千円）

年度 変更前 変更後

平成２０年度 ７２，４４１ ５００

平成２１年度 ７２，４４１ ５００

平成２２年度 ７２，４４１ ２１６，３２５
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（ｂ）貸付条件変更の正当性確保（意見）

（現状の問題点）

「山口県中小企業高度化資金貸付金管理取扱要領」によれば、貸付条件変更の要件として、

経済事情の著しい変動といった特別の事情だけでなく、条件変更によって償還が確実であるこ

とが挙げられている。前者の要件は県の分析により満たしていると考えるが、問題は後者の償

還確実性である。県は平成１２年～２０年度まで毎年、条件変更を認めている。この間、組合

も毎年専門家の経営指導を受け、経営改善に向けて努力されている。

しかし、毎年の条件変更が９年間も繰り返される状況では、償還させるためと言うより、元

金の延滞を表面化させないために安易な条件変更がされているとしか思えない。中小企業振興

と言う貸付目的からみて、県が債権回収より組合支援を優先するのは合理的理由があるが、そ

の支援も債務者間の公平性を著しく害しない範囲で正当性をもつと考えるべきである。

結果的に、組合の経営改善を図るための核店舗の誘致努力は実らず、代替手段として誘致予

定の土地及び空店舗を賃貸しているものの、家賃収入は高度化資金返済財源に結びついていな

い。担保の保全状況には問題はないが、現状の対応のままでは今後の返済見込みはない。

（今後の対応）

県は、平成２２年度中に連帯保証人等の資産調査等を行い、平成２３年度から連帯保証人等

との交渉を、債権回収会社に委託して行う予定である。県が示す今後の対応は適切であり、債

権回収への効果が期待できる。

（意見）

繰り返すが、結果的には、当債権は平成１２年当時すでに延滞債権化していたと見ることが

できる。ただ、県としても、機構と十分協議し、承認を得た上、高度化資金が目的とする中小

企業及び地域経済の振興等も加味して、条件変更に応じてきている。安易な条件変更ではない

とのことである。

しかし、当制度は、県と機構が協調して貸付けを行うこととされており、機構の承認は条件

変更の正当性を裏付けるものではない。県は、「山口県中小企業高度化資金貸付金管理取扱要領」

が示す償還確実性（条件変更によって償還が確実であること）があることを具体的に説明する

ことにより、初めて条件変更の正当性を確保できると考える。今後、同じようなケースでは留

意する必要がある。

ｂ 貸付先Ｂ（条件変更債権）

（ａ）経緯

（高度化資金の貸付状況）

資金種別 小売商業店舗等共同化

貸付年度・貸付額 昭和６３年度・２１４，０００千円

貸付条件 最終償還期限：平成２０年９月３０日（条件変更により９年延長）

貸付残高 ３８，９７０千円（残高割合１８．２％）

（返済期限延長に至った経緯）

昭和６３年１２月に、経営の近代化・合理化を図るため、町内の小売業者が中心となって共

同店舗をオープンした。しかし、平成元年６月に近隣に大型店がオープンしたため、共同店舗

の核店舗（食品）である組合員の売上が減少し、組合全体の経営が厳しくなった。リニューア

ルや新業種取入れ等の対策をとったものの効果はなく、平成１１年１２月、各店舗（食品）の

企業は閉店した。その後、閉店した食品部門に替わる食品業者が入店したものの、いったん離

れた顧客を取戻すことは難しく、長引く不況も重なり売上が伸びない状況は打開できなかった。



67

そのため、県は、平成１１年度以降、毎年、返済期限の延長を繰返し承認している。そして、

平成２０年９月には、９年間の返済期限の延長を承認している。

（ｂ）貸付条件変更の妥当性

（現状）

「山口県中小企業高度化資金貸付金管理取扱要領」によれば、貸付条件変更の要件として、

経済事情の著しい変動といった特別の事情だけでなく、条件変更によって償還が確実であるこ

とが挙げられている。前者の要件は県の分析により満たしていると考えるが、問題は後者の償

還確実性である。県は平成１１年～１９年度まで、９回の条件変更（償還猶予）を認めている。

この間、県は、組合に高度化アドバイザーを派遣し経営指導を行うと共に、ほぼ毎年、貸付条

件変更に先立つ運営診断に基づく事後助言を実施している。

又、抵当権の補強を図るため、ショッピングセンターの底地の一部となっている土地を追加

担保として提供を求めている。そのため、平成２１年４月における担保物件（土地・建物）評

価額は６０，６８２千円と評価されており、平成２２年３月末の条件変更債権３８，９７０千

円を上回り、担保不足は生じていない。

（問題点）

当債権については、債権保全の状況に問題はないとしても、今後の償還見込みはない。幾度

と繰り返されている条件変更は、償還を確実にするために行う本来の条件変更とは言えず、延

滞の実態を見えなくしている。そのため、連帯保証人への請求及び法的措置の検討等、本来と

るべき対応がタイムリーにされていない。

この点、県としては、中小企業診断士の診断を受け、機構の承認を得た上で、条件変更に応

じており、今後の償還見込みがないと言う認識をもっていない。今後も、約定どおりの償還が

できるよう、組合の意向の掌握に努めているとのことである。

しかし、中小企業診断士の診断結果及び機構の承認は、貸付条件変更の正当性を直接裏付け

るものではない。条件変更の正当性を裏付けるのは、償還確実性があると言う具体的裏付けに

基づく県の最終判断であるが、９回の条件変更（償還猶予）は常識的にみて異常である。今後、

償還確実性があることを合理的に説明することは、大きな状況変化が認められない限り、無理

であると考える。

（意見）

貸付条件の変更要件の一つである今後の返済見込み又は償還確実性については、厳格に適用

し、分析・調査による客観的な裏付けを確保する必要がある。

その結果、今後の償還が確実と評価できない場合には、連帯保証人への請求及び法的措置等

の検討を行う必要がある。

ｃ 貸付先Ｃ（条件変更債権）

（ａ）経緯

（高度化資金の貸付状況）

資金種別 小売商業店舗共同化

貸付年度・貸付額 平成３年度 ２，４９４，０００千円

貸付条件 最終償還期限：平成２４年９月３０日

（平成１１年～２１年分償還猶予）

貸付残高 １，５８１，１７３千円（残高割合６３．４％）
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（貸付条件変更に至った経緯）

業績不振の原因は、核店舗である衣料品事業者の売上不振に、景気低迷の長期化が重なった

こと、同業者との競争が激化したこと、組合員の脱退等による空店舗が発生したことである。

組合としても、専門家の診断、リニューアル及び経費削減等できるだけの努力はしているが、

経営改善には結びついていない。

そのため、県は、平成１１年度から２２年度まで、毎年、単年度の償還猶予を承認してきた。

（ｂ）貸付条件変更の妥当性（指摘）

（現状の問題点）

県は平成１１年度から２２年度まで、１２回の単年度猶予を認めている。この間、県は、運

営診断に基づく事後助言を実施し、組合の自助努力を支援している。しかし、今後の償還見込

みはない。幾度と繰り返されている単年度猶予は、延滞債権の実態を見えなくしているため、

連帯保証人への請求及び法的措置の検討等、本来とるべき対応がタイムリーにされていない。

（改善案）

貸付条件の変更要件の一つである今後の償還確実性については、厳格に適用し、分析・調査

による客観的な裏付けを確保する必要がある。その結果、今後の償還が確実と評価できない場

合には、連帯保証人への請求及び法的措置等の検討を行う必要がある。

なお、現在、「経営改善支援協議会」において、市、商工会議所、金融機関、中小企業診断士

等の参加を得て、抜本的対策の検討をしているとのことである。

（ｃ）債権保全手続の適切性（指摘）

「山口県中小企業高度化資金貸付金管理取扱要領」によれば、担保権の管理として、担保物

件の価格が減少し、債権保全上支障があると認められる時は、追加担保を徴する等の必要な措

置を講ずる旨定められている。

① 追加担保

しかし、平成２１年４月の担保物件（土地・建物）評価額は９８３，１４７千円であり、

平成２２年３月末の条件変更債権１，５９４，０２１千円を下回っており、担保不足６１０，

８７４千円が生じているにもかかわらず、追加担保の提供は要求されておらず、必要な債権

保全手続がされていない。

② 担保物件の評価

又、評価に際して、土地は固定資産税評価額を０．７で割戻し、建物は固定資産税評価額

に０．８を乗じているが、他の担保物件では固定資産税評価額に０．７を乗じている。仮に、

０．７を乗じた場合、担保物件の評価額は７９７，１４２千円となり、担保不足は７９６，

８７９千円となる（担保不足は約１８６，０００千円増加）。

掛け目は、地域性・個別性を勘案し、県において妥当と判断した比率を用いるとはいって

も、当担保別件の掛け目が地域制・個別性を反映したことの裏付けはない。他の担保物件の

掛け目と大きく違う場合には、その根拠を具体的に示す必要がある。

（ｄ）債権の評価（意見）

決算において債権の価値を正しく示すためには、連帯保証人への請求、財産調査等の実施に

より、債権の回収可能額を見積もる必要がある。そして、連帯保証人からの回収見積額が担保

不足額を補えない場合には、その額を徴収不能額に計上し、会計上債権価値を減額する必要が

ある。
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ｄ 貸付先Ｆ（条件変更債権）

（ａ）経緯

（当初の貸付状況）

資金種別 企業合同（構造改善高度化）

貸付年度・貸付額 平成４年度 ２，９９２，０００千円

貸付条件 据置２年の１５年（最終償還日は平成１９年９月３０日）

無利息

貸付残高（残高割合） １，６０５，３４８千円（４６．３％）

（償還猶予及び条件変更に至った原因分析）

バブル経済の崩壊後における景気の低迷や個人消費の低下を背景として、平成４年１２月の

開業当初から、設備規模に見合う計画通りの売上が確保できず、業績不振となった。平成９年

度に償還猶予を行い、親会社の人的及び資金的支援を受けながら、売上の拡大及び経費の削減

等に努めてきた結果、平成９年度以降当期利益を計上するまでは回復した。しかし、約定どお

りの返済を行えるまでの回復はできず、平成１１年度以降、毎年、償還猶予を行っている。

親会社（連帯保証人）も経営が厳しく、当貸付先Ｆに対し十分な支援が行えない状況である。

そのため、平成１９年９月、最終償還期限の１０年延長を行っている。

（ｂ）単年度猶予の繰返し実施（指摘）

（現状の問題点）

「中小企業高度化資金 債権管理事務処理の手引き」によれば、「単年度猶予は、突然の事故

等による資金ショートに陥った時の救済措置と言う位置付けになるため、単年度猶予を行った

翌年度は正常償還に戻ることが原則となる。従って、翌年の償還見込みが立たないままでの単

年度猶予は認められず、その場合は「複数年度の猶予を検討する」とある。

しかし、実際には、翌年の償還見込みが立たないまま、平成９年度から平成１８年度まで、

単年度猶予が１０回も繰り返されている。複数年度猶予を行う場合は、単年度猶予に加え、貸

付元金の２分の１以上が償還済みと言う要件を満たす必要があり、そのため単年度の猶予を繰

り返していたものと思われる。

又、単年度猶予の要件の一つに「担保評価額が貸付元金残高を上回っていること」とあるが、

この要件は満たしていることの確認はされていない。

（改善案）

毎年の償還猶予を長期間繰り返すのは、債権の延滞債権化を防ぐためであり、不良資産隠し

と言える。このような状態が１０年間続いたと言うことは、県には、債権の実態を正しく報告

するための管理体制が整備されていないと言える。条件変更はあらかじめ定められたルールに

従って厳格に行う必要があり、所管課の恣意性が入らないように、管理体制を見直すべきであ

る。

（ｃ）最終償還期限の１０年延長（意見）

（条件変更後の償還計画）

平成１９年９月の最終償還期限での完済は困難との理由により、平成１９年度の最終償還期

限を、平成２９年度まで１０年延長した。

「貸付元金の２分の１以上が償還済みであること」と言う償還期限の延長条件を、グループ
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企業の支援等によりクリアしたため、県は、償還期限を１０年延長する条件変更を承認し

た。条件変更後の償還計画は以下のとおりである。

（単位：千円）

返済期日 条件変更後の返済予定額

Ｈ１９．９．３０ ３２２，９７１

Ｈ２０．９．３０ １，３２６

Ｈ２１．９．３０ １，３２６

Ｈ２２．９．３０ ６，６２９

Ｈ２３．９．３０ １９，８８７

Ｈ２４．９．３０ ３３，１４６

Ｈ２５．９．３０ ４６，４０４

Ｈ２６．９．３０ ４６，４０４

Ｈ２７．９．３０ ５３，０３３

Ｈ２８．９．３０ ５３，０３３

Ｈ２９．９．３０ １，３４６，８１２

（平成２２年償還額分納の申し出）

親会社が平成２１年１０月に民事再生手続の開始を申し立てたため、親会社の支援を得なが

ら償還計画を履行することができなくなった。そのため、償還期限である平成２２年９月３０

日までに約定償還額６，６２９千円を償還できず、７回の分納をしたい旨申し出があった。

（問題点）

「山口県中小企業高度化資金貸付金管理取扱要領」によれば、貸付条件変更の要件として、

経済事情の著しい変動といった特別の事情があること、条件変更によって償還が確実であるこ

とが挙げられている。前者の要件は県の分析により満たしていると考えるが、後者の償還確実

性については、変更後の償還計画を見る限り、その要件を満たしているとは言えない。償還計

画上、最終年度（平成２９年度）の償還額は１，３４６，８１２千円であり、返済予定額の約

９７％となっている。これは、貸付条件変更を認めることだけを目的にした非現実的な償還計

画である。条件変更の時点で既に償還確実性は返済計画に織り込まれておらず、本来、条件変

更できる要件は満たされていない。

（意見）

県は、今後の対応として、分納計画の確実な履行を見守り、貸付先親会社の民事再生手続の

動きを注視すると共に、貸付先の意向を確認しながら、対応を検討するとしている。条件変更

契約を交わし、一部分納も認めている以上、平成２９年までの６年間、この対応方針でやむを

得ないが、今後、仮に、償還の一部が未履行になった場合には、財産の差押え等の法的措置を

とることを検討する必要がある。

（ｄ）債権回収見込額の算定（指摘）

下表に示すとおり、平成２２年１０月１日に評価された担保物件の額は全体で５３２，５０

６千円であり、そのうち県の債権回収見込額は４１６，７００千円である。

（単位：千円）

評価額 山口県 Ａ銀行 Ｂ銀行

物件 No.①～⑤ 416,700
順位 ① － －

抵当権設定金額 1,607,674
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債権回収見込額 416,700

物件 No.⑥～⑩ 35,931

順位 ② ①

抵当権設定金額 1,607,674 139,000

債権回収見込額 0 35,931

物件 No.⑪～⑭ 43,555

順位 ② ①

抵当権設定金額 1,607,674 100,000

債権回収見込額 0 43,555

物件 No.⑮～⑰ 36,320

順位 ③ ①

抵当権設定金額 1,607,674 79,000

債権回収見込額 0 36,320

532,506
債権回収見込額の合

計
416,700 79,875 35,931

現時点の貸付額１，６０５，３４８千円から担保評価額４１６，７００千円を控除した９６

９，９５２千円については、徴収不能額に計上すべきである。

ｅ 貸付先Ｇ（条件変更債権）

（ａ）経緯

（当初の貸付状況）

資金種別 共同施設（構造改善等高度化事業）

貸付年度・貸付額 平成５年度 ２１７，０００千円

貸付条件 据置５年の２０年（最終償還日は平成２４年９月３０日）

無利息

貸付残高（残高割合） ７１，５１２千円（３３．０％）

（貸付条件変更に至った原因分析）

延滞の主な原因としては、大店舗改正以来、大型店進出等により商店街が衰退し、駐車場の

利用客数の減少により収益が落ち込んだこと、及び脱退組合員が増加し、脱退組合員からの預

り金の返還を金融機関からの融資により賄ったこと等が挙げられている。

平成１３年度に県の指導により専門家の診断を受け、これに基づき経営改善に努めると同時

に、県は、平成１７年度まで償還準備金積立制度の積立額の減額を認めた。

平成１８年度及び平成１９年度に単年度猶予、平成２０年度に２年間の複数年度猶予を認め

た。

７１，５１２千円の未収金については、平成２２年度に、２年間の複数年度猶予を認め、平

成２２年９月からの２年間は年間４，７１３千円返済することとした。

（ｂ）貸付条件変更の妥当性（意見）

（現状）

延滞発生後、県は組合に対し、専門家診断を指導し、又、組合の自助努力による経営立直し

のため、できる限りの努力がされている。結果的に、平成１８年度の貸付条件変更及び平成２

０年度の複数年度猶予になってはいるものの、条件変更に至った原因分析もされており、中小

企業振興的性格を有する貸付けから生じた債権管理として、できる限りの対応がされている。
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（問題点）

ただ、「山口県中小企業高度化資金貸付金管理取扱要領」によれば、貸付条件変更の要件とし

て、経済事情の著しい変動といった特別の事情だけでなく、条件変更によって償還が確実であ

ることが挙げられている。前者の要件は県の分析により満たしていると考えるが、後者の償還

確実性については、組合収入の増加等について客観的な分析・評価がされたことの記録がない

ため、条件変更の要件を満たしていたか不明である。結果的に、組合の駐車場収入は減少傾向

が止まらず、平成２２年９月の約定償還額２３，８３７千円の履行は無理と判断している。

（意見）

この案件では、県としての対応状況からみて、貸付条件変更を安易に受け入れたと言うこと

はなく、管理課の責務を果たそうと言う姿勢がみてとれる。

今後の対応としても、組合に対して負債圧縮を条件に償還猶予に応じる姿勢を示す一方で、

負債圧縮のための提案を行っており、県として適切な対応がされている。従って、仮に負債圧

縮がされないまま貸付条件変更に応じる場合には、償還確実性についての客観的な分析・調査

の実施をする必要がある。

（ｃ）連帯保証人への請求（指摘）

この案件については、駐車場の任意売却等、時間をかければ全額回収の可能性があり、中小企

業支援の観点から、法的措置を採らず、長期回収を容認することの合理性はある。ただ、連帯保

証人への通知・請求は公平性の観点から行う必要があると考える。

（ウ）延滞債権区分の貸付先（９組合）

平成２１年度末の延滞債権区分の貸付先（９組合）に対する貸付金残高は、３，６５４，１

８４千円であり、貸付先別明細は下表のとおりである。

（単位：千円）

貸付先 貸付金残高

ＡＡ １，０９６，５００

ＢＢ ８８８，８０５

ＣＣ １２，７４４

ＤＤ ５３７，６０４

ＥＥ ７８，４２７

ＦＦ ３０６，１７８

ＧＧ ２９８，０６１

ＨＨ １１６，５９８

ＩＩ ３１９，２６５

合 計 ３，６５４，１８４

滞債権区分の貸付先の代表的事例として、６つの案件を挙げる。
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ａ 貸付先ＡＡ（延滞債権）

（ａ）経緯

（高度化資金の貸付状況）

資金種別 共同店舗の建設及び運営（特定小売商業店舗共同化資金）

貸付額 ２８億５，８７０万８千円（昭和５１年～昭和５３年）

貸付条件 償還期限：平成３年５月１日（償還期間は２年据置の１２年）

利息：無利子

延滞額 １０億９，６５０万円（延滞率３８．４％）

（延滞金の状況）

延滞金が昭和６１年度から平成３年度にかけて毎年発生し、平成８年２月時点の連帯保証人

による債務引受時の延滞金は２億７，０００万円となっている。

理由は、事業計画の過大、過剰な設備投資及び立地条件の悪化による業績不振であり、共同

店舗は昭和６３年８月に閉店した。具体的には、①競合店が昭和５２年にオープンしたこと、

②駅前の交通体系の再編成による等店舗が離れ小島的な位置関係になり、人の流れが変わった

こと、及び③売上不振により、開店後しばらくして、組合からの脱退や休業が相次いだことで

ある。

平成８年２月の連帯保証人の債務引受により、延滞金は分割返済され、これまで１６億３５

０万円が回収された。しかし、平成１２年度以降、返済計画の変更を繰り返し、平成２１年度

末現在、未だ１０億９，６５０万円の延滞金が残ったままである。

（ｂ）今後の対応策（指摘）

（現状）

県は、連帯保証人の債務引受による高度化資金の代位弁済について、組合の負担内容、他の

債務者の状況等を確認し検討した結果、現実的な対応として、平成８年～１３年までの６年間

で元金２億７，０００万円を分割返済し完済することを認めた。

そして、平成１１年度までは連帯保証人の代位弁済は当初計画通りなされたが、当初計画の

返済は困難となり、平成１２年９月に契約変更した。結果的に、当初計画の返済期限の平成１

３年９月において、返済額は１５億８，６２０万円（回収率５８．７％）となり、１１億１，

３８０万円は計画未達成となった。

（問題点）

未返済額の１１億１，３８０万円について、平成１４年９月以降、毎年、変更契約を交わし

ているが、事実上は不定額の分納となっている。結果的に、平成２２年２月までの約７年間で

回収されたのは１，７３０万円（回収率１．６％）に過ぎない。平成２１年度末現在の延滞金

は１０億９，６５０万円であり、このままの返済状態が続けば、全額返済するのに約４４４年

かかる。現時点において債権のほとんどが回収不可能である。

（改善案）

① 客観的調査

まず、回収に長期間かかる現状を打開するため、少額償還の解消の見通しがないか検討する

必要がある。現状は、毎年の変更契約を繰り返しているが、事実上不定期分納がされており、

その裏付けとなる客観的調査をする必要がある。償還額の大幅な増額が将来的にできないこと

が明らかであれば、法的措置を検討すべきである。

② 法的措置をとらない理由明確化
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契約変更を毎年形式的に繰り返している現状は、契約不履行として財産差押等の法的措置へ

移行するのを回避しているとしか思えない。財産差押等の法的措置をとらないのであれば、そ

の合理的理由を明らかにすべきである。

③ 不納欠損処理の検討

分納の大幅増額が期待できず、又、担保物件の処分が事実上できないのであれば、債権のほ

とんどを不納欠損処理することを検討すべきである。

④ 債権価値の減額

会計上は、回収可能性のない債権が県の財産として計上されるという問題がある。不納欠損

処理しない場合でも、徴収不能額を計上し、会計上債権価値を減額する必要がある。

（ｃ）担保不足（指摘）

平成８年に担保物件（土地）は６７５，４５１千円と評価されている。地価公示価格の変動

率により、平成２２年３月末の担保物件の評価額は、平成８年に比して２９．３％減少してお

り、４７７，５４４千円と推計される。平成２２年３月末の延滞金は１，０９６，５００千円

であるから、平成２２年３月末にあっては６１８，９５６千円の担保不足が生じていることに

なる。

「山口県中小企業高度化資金貸付金管理取扱要領」によれば、担保権の管理として、担保物

件の価格が減少し、債権保全上支障があると認められる時は、追加担保を徴する等の必要な措

置を講ずる旨定められている。従って、必要な債権保全の手続きをとる必要がある。

ｂ 貸付先ＢＢ（延滞債権）

（ａ）経緯

（高度化資金の貸付状況）

資金種別 共同施設 共同施設 共同公害防止等 合計

貸付日 平成５年９月２日 平成６年４月１５

日

平成６年４月１５

日

償還期限 平成２０年９月１

日（償還期間は据置

２年の１５年）

平成２１年３月１

４日（償還期間は据

置２年の１５年）

平成２６年４月１

４日（償還期間は据

置３年の２０年）

利率 年利２．７％ 年利２．７％ 無利子

貸付額 408,185 千円 294,974 千円 670,425 千円 1,373,584 千円

償還済額 231,062 千円 96,368 千円 158,349 千円 484,778 千円

延滞額 177,123 千円 199,606 千円 512,076 千円 888,805 千円

延滞率 ４３．４％ ６７．６％ ７６．４％ ６４．７％

（延滞に至るまでの経緯）

平成１０年度

～１４年度

（貸付条件の変更）

ＢＢ組合は、県内最大級の住宅関連製材・加工施設を有する事業者であるが、

平成９年度以降、下記理由により業績不振に陥った。このため、高度化資金を

含む長期借入金返済の償還財源を確保することはできず、平成１０年度から１

４年度にわたり、組合からの申請を受けて、県は貸付条件の変更承認を行った。

（業績不振の理由）

① 新設住宅着工戸数の大幅な減少による木材需要の減少・低迷
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② 安価な製品輸入材の増加等により製品の販売価格が下落・低迷

② 販路拡大による経費の増加

③ 原油価格の高騰

平成１５年１月 （再生手続の開始決定）

その後も資金繰りが逼迫する中、平成１５年１月支払期日の手形調達資金約８

千万円の資金調達が困難となったため。

（繰上償還請求）

ＢＢ組合が再生手続開始申立を行ったことから、金銭消費貸借契約特約条項の

規定に基づき、県は、高度化資金貸付金全額の繰上償還請求（償還期限は平成

１５年１月１７日）を行った。

平成１５年４月 （再生計画案の提出）

再生計画案によると、ＢＢ組合は再生債権元本の９５％の免除を受け、残りの

５％を５年間で弁済する。連帯保証人は再生債権元本の９０％の免除を受け、

残りの１０％を１０年間で弁済する。利息・違約金は１００％免除を受けるこ

ととしている。

平成１９年度以降 経済情勢の悪化等により組合の売上が大きく減少したため、弁済協定の変更を

行った。今後、再生計画及び別除権弁済協定の確実な履行がされるよう注視す

ると共に、さらなる債権回収に向け努力する。

又、連帯保証人への追及については、弁護士の指導を得ながら、今後も効果的

に行うこととする。

（ｂ）債権の回収可能性（指摘）

平成１５年９月、県は、県内中小企業の振興、雇用の維持・確保の立場から、長期（３０年

間）の分割返済計画を認め、又、再生手続中の抵当権の実行を見合わせることを、ＢＢ組合と

の間で協定を締結した。別徐権価格金６６８，８２９千円の最終償還年度は平成４５年である。

しかし、次のとおり、平成１５年度から平成１８年度までは、再生計画案通り年間２８，０

０３千円の償還がされていたものの、平成１９年度以降、償還額は減額し不定額となっている。

これは、経済情勢の悪化等により組合収入が大きく減少したため、弁済協定の変更を行ったも

のである。このままの償還額が続けば、全額償還されるまで６０年以上かかる。債権全額を回

収可能と評価するのは困難な状況にある。

従って、回収可能額を見積り、回収不能額から担保価値を控除した部分について徴収不能額

を計上すべきである。

（ｃ）担保不足（指摘）

平成２１年４月に担保物件（土地・建物）は４５２，２０１千円と評価されている。平成２

２年３月末の延滞債権は８８８，８０６千円あり、担保不足は４３６，６０５千円生じている

ことになる。

「山口県中小企業高度化資金貸付金管理取扱要領」によれば、担保権の管理として、担保物

件の価格が減少し、債権保全上支障があると認められる時は、追加担保を徴する等の必要な措

置を講ずる旨定められている。従って、必要な債権保全措置をとる必要がある。

（ｄ）抜本的対応策の必要性（意見）

高度化資金の貸付目的は、県内中小企業の振興、雇用の維持・確保であるから、県が抵当権
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の実行による債権回収よりも、当該組合の再生を優先するのは妥当な判断である。しかし、そ

れでも許容できる債権回収期間は、債務者間の公平性を考えると、当初計画の３０年が限界で

はないかと考える。現状のままでは、延滞債権の全額回収に長期間を要し、限界を超えている

ため、抜本的な打開策を検討する必要がある。

この点について、担当課は、今後、再生計画及び別除権弁済協定の確実な履行がされるよう

注視すると共に、さらなる債権回収に向け努力する方針を掲げているが、対応策の客観的ルー

ルを示さないと、弁済協定の変更だけが繰り返され、債権の回収可能性がますます困難になる

可能性がある。

① 客観的ルールに基づいた法的措置の検討

中小企業振興等の公益目的と債務者間の公平性とのバランスを図るためには、許容できる

債権回収期間（例えば当初計画の３０年間）と許容できる不履行期間を明確化し、許容範囲

を超えた場合には抵当権の実行による債権回収を図るのが正義に適うと考える。

許容範囲を超えてもなお、抵当権の実行による債権回収をとらないのであれば、その合理

的理由を明らかにし、県としての正当性を確保するため、税務課等の債権管理統括部署の承

認を得るようにすべきである。合理的理由のない案件については、定めた基準に従って法的

措置をとる必要がある。

② 連帯保証人への請求の検討

又、担当課は、連帯保証人への請求については、弁護士の指導を得ながら、今後も効果的

に行うことを方針として掲げている。連帯保証人への効果的請求に関して、参考にし実行し

た弁護士の意見については、全庁的な対応策として具体化し、今後の類似案件に活かすこと

が望まれる。

ｃ 貸付先ＣＣ（延滞債権）

（ａ）経緯

（高度化資金の貸付状況）

資金種別 特定商店街共同施設（カラー舗装）

貸付日・貸付額 昭和６０年５月２１日 １１０，７８４千円

貸付条件 償還期限：平成１２年５月２０日（償還期間は据置３年の１５年）

利息：無利子

延滞額 １２，７４４千円（延滞率１１．６％）

（延滞の原因）

昭和６０年にカラー舗装が完成し、集客力は高まった。しかし、商店街の近隣に進出した大

規模店の影響を受け、組合員の工事負担金の未払いや空店舗の増加が生じ、返済賦課金が予定

通り徴収できなくなった。このため、平成７年度から延滞が生じた。

（ｂ）延滞発生後の県の対応（事実）

延滞発生の平成８年７月から平成１２年５月まで、不定額ながらも毎月分納されている状

況にある。この間、県は、返済負担金の増額を検討したが実施していない。理由は、各組合

員の売上は、大規模小売店出店前の半分程度となっており、組合員は返済負担金の増額に耐

えられる状況にないと判断したからである。又、一般賦課金の償還財源への充当も検討した

が、一般賦課金は販売費・一般管理費に充当されている。販売費の削減は商店街の活力の低
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下となり、一般管理費の削減も限界と判断されている。

平成１２年８月の最終期限到来後は、毎月６９千円（年間８２８千円）の分納が行われ、

平成１３年７月には１，１００千円を上乗せして償還されている。県は、このような状況に

ついて、償還の意欲及び誠意が感じられるとしながらも、年間８２８千円の償還では元金完

済までに２４年間も要することから、毎月の償還金額を少しでも増額するよう、組合に強く

求めてきた。その結果、平成１５年８月から毎月８２千円、平成１７年６月から毎月１００

千円の返済となっている。平成２１年度は、年間８００千円の返済となっている。

担当課は、高度化資金貸付の目的である中小企業振興を尊重しながら、最大限の債権回収

に努めていると言える。

ｄ 貸付先ＤＤ（延滞債権）

（ａ）経緯

（高度化資金の貸付状況）

資金種別 共同店舗の建設及び運営（特定小売商店舗共同化資金）

貸付年度・貸付額 昭和６０年 ７６９，０９５千円

最終期限 平成１３年５月

延滞額 ５３７，６０４千円（延滞率７０％）

（延滞金の発生原因）

平成３年頃に近隣に大規模小売店がオープンしたことにより、売上が減少し、組合員の脱退

が相次いだためである。平成１７年１２月に核店舗の閉店により全館休館となり、平成１８年

４月に新規テナント出店により施設営業は再開したが、全館賃貸としたため組合への収入は賃

料のみとなり、それを毎月の返済財源に充てている状況である。

当初滞納発生の平成４年度以降、償還期限の平成１３年度まで、毎年延滞が生じている。そ

れ以降の償還は、平成５年度に５，０００千円、平成９年度に１２，０００千円、平成１１年

度に６７８千円である。その後の償還は、平成１２年度から１５年度まで年間約１，０００千

円であったが、平成１６年１０月以降毎月２２０千円、平成１８年４月以降毎月３００千円の

償還がされている。

（連帯保証人への対応状況）

平成１７年７月 協同組合理事長に対し、連帯保証人の状況把握と、協同組合の経営状況、高

度化資金の返済状況を連帯保証人全員に通知することの徹底を依頼。

協同組合に対し、調査不可能な組合員（連帯保証人）を除き、連帯保証人の

状況を調査してもらうよう依頼。（結果的には１件も調査報告されていない。）

平成１７年８月 ＤＤセンターに対して、組合員（連帯保証人）の決算書の提出を求めた。

平成１７年１１月 県は、連帯保証人の資産等の調査はあくまで任意であり、現状では困難であ

ると判断している。

平成１８年１月 ＤＤセンターが休館となり、県としては、担保物件の処分、連帯保証人への

請求により、債権回収を図るしかないことを借受者に報告。

平成１８年２月 連帯保証人への負担を組合員賦課金として徴収することの履行を指導。

平成１８年３月 借受者に対し、テナント料からの返済だけでなく、連帯保証人からの可能な

限りの上乗せを要求。
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平成１９年１月 県からの連帯保証人への直接的な対応は困難であり、当面は組合を通じて連

帯保証人からの償還を求めていく方針。

平成１９年２月 現状の返済額（毎月３００千円）の増額を要求。組合から連帯保証人への返

済負担を求めるよう依頼すると共に、連帯保証人の誠意が見られない場合は、

県から直接請求することを説明。

平成１９年５月 協同組合から連帯保証人に返済依頼をしているが、生活状況に経済的余裕が

ないとの理由で、応じる者はいないとの説明を受ける。これを受けて、県か

ら直接連帯保証人に現状を文書で通知することを説明。

平成１９年７月 現状返済（年間３，６００千円、償還１５０年）の大幅な短縮を図り、連帯

保証人と連携して２０年又は３０年償還を目標とする返済計画を設定するた

め、下記

事項の依頼を行う。

①協同組合に、連帯保証人の資産状況資料の提出を依頼。

②債権回収専門会社を活用した連帯保証人の資産調査の実施依頼。

④ 亡した連帯保証人の法定相続人に対して連帯保証債務を通知依頼。

平成２１年度 協同組合に対し、連帯保証人の資産状況等の取りまとめを依頼。

債権回収専門会社を活用して連帯保証人の資産調査を実施した。

（ｂ）連帯保証人に対する県の対応（意見）

（現状）

当初滞納の平成４年から長期にわたり、県から直接の連帯保証人への通知・請求はされてお

らず、又、借受者及び連帯保証人（組合員）の償還能力を把握するための調査もされていない。

県としても、延滞金解消に必要な連帯保証人への対応は放置していたわけではなく、平成１７

年７月以降、協同組合に対して連帯保証人への返済負担の説明依頼等を何度も繰り返している。

延滞金を少しでも解消しようとする県の努力は大いに窺われる。

（問題点）

ただ、平成１７年７月において、連帯保証人からの調査票の回収が１件もなく、誠意がない

ことから、協同組合を通しての連帯保証人への返済負担の実現は困難な状況が予想できたと思

われるにもかかわらず、その後も、県から連帯保証人に直接、債務の現状を通知し、又、協同

組合に再度連帯保証人の資産状況資料の提出依頼がされているが、効果的な対応とは思えない。

その結果、平成２１年度末の延滞金が５億３，７００万円であり、現状年間４３８万円の償

還では、完済するまで１２３年以上要する状況に陥っていると言える。

（改善案）

当該資金貸付の目的は中小企業振興であるが、当初組合事業は廃止されている以上、債務者

間の公平性、債権管理事務の効率性の観点から、連帯保証人（組合員）に対する請求、法的措

置等の抜本的な回収策を講じる必要がある。又、法的措置をとらないのであれば、それが債権

回収上有利であることを明確に示す必要がある。

なお、県は、平成２１年度に、交渉可能な組合員の償還能力を把握するための財産調査等を、

債権回収専門会社を活用して実施しており、今後、その結果を踏まえて担保物件の任意売却を

含む債権回収を図ることが予定されている。

（ｃ）担保不足（指摘）

平成２１年１０月に担保物件（土地・建物）は１億１，５４０万円と評価されている。平成
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２２年３月末の延滞金は５億３，７６０万円あり、担保不足は４億２，２２０万円生じている

ことになる。

「山口県中小企業高度化資金貸付金管理取扱要領」によれば、担保権の管理として、担保物

件の価格が減少し、債権保全上支障があると認められる時は、追加担保を徴する等の必要な措

置を講ずる旨定められている。従って、必要な債権保全策を講じる必要がある。

ｅ 貸付先ＨＨ（延滞債権）

（ａ）高度化資金の貸付状況

資金種別 共同施設（特定小売商店舗共同化資金）

貸付年度 昭和５２年度

貸付条件 償還期限：日（償還期間は据置２年の１２年）

利息：無利子

充当率：貸付対象事業費の８０％

貸付額 １２６，２６１千円

延滞額 １１６，５９８千円（９２．３％）

（延滞後の県の対応）

昭和５２年の事業開始後４カ月で、多額の欠損金（１１，５１８１千円）が生じ、業績は不

振を極め、借入金はもちろん、租税、電気代等の支払不能に陥っている。

高度化資金その他の債権回収が滞ったため、県は指導してきたが、業績が改善せず、中小企

業診断士による診断においても、営業続行は不可能とされたため、他の債権者と協議し、昭和

５７年に任意売却（清算）させることで合意した。そして、県は、昭和５８年４月に貸付金９

３，７６３千円全額の繰上償還命令を行った。

（問題点）

① 資金償還据置期間（２年）の間に、既に破綻している。しかし、県の対応は通常の指導で

あり、財産調査等による返済能力の評価、連帯保証人への通知・請求及び差押え等の法的措

置は検討されていない。

② 延滞金の回収は、平成元年に３８千円、平成４年に４００千円がされ、その後平成１４年

度から少額の返済が毎年されているに過ぎない。平成１９年の競売配当７，７９７千円を除

けば、現時点まで１，８６６千円しか回収されていない。２０年近くの間、延滞金のごく一

部しか回収されていないのに、連帯保証人に対する請求はされていない。

（意見）

連帯保証人への請求、差押え等の法的措置を検討する必要がある。なお、県の今後の方針と

して、連帯保証人の相続調査を開始し、連帯保証人及びその相続人からの債権回収に関する事

務を弁護士に委託することが決められている。

ｆ 貸付先ＩＩ（延滞債権）

（ａ）経緯

（高度化資金の貸付状況）

資金種別 共同施設（構造改善等高度化）

貸付日・貸付額 昭和５９年５月２５日 ７１２，０００千円

貸付条件 償還期限：平成８年５月２４日（償還期間は据置２年の１２年）
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利息：無利子

延滞額 ３１９，２６５千円（延滞率４４．８％）

（延滞から現状に至るまでの経緯）

平成８年～１０年 最終償還期限後の償還は２４，０００千円。

平成１１年７月 Ａ社が破産宣告（負債総額約９，２００，０００千円）を受けた。

平成１１年１０月 組合は事業継続の見込みがなくなったと判断し、臨時総会を開催して、

組合事業の停止を決定した。

平成１１年１２月 組合資産の売却により、５１，０００千円を回収

平成１４年６月 Ａ社の破産手続が終結

平成１４年９月 抵当物件である組合所有地の競売申立ての実施

平成１６年１０月 組合所有地の不競落が続いたため、競売申立を取り下げた。

平成１８年８月 競売申立取下げ後、任意売却の方向で手続きを進めていた組合所有地

が売却され、約１４，０００千円回収した。

（ｂ）延滞の原因分析（指摘）

（現状の問題点）

組合の共同事業は、その全てをＡ社が組合へ発注すると言う前提で組み立てられているが、

当初からＡ社からの受注額が期待額２５０，０００千円を下回っていたことから、経営不振に

陥った。延滞の原因は、組合の共同事業が当初からＡ社の業績に大きく左右される計画となっ

ていることにある。

（改善案）

高度化資金の貸付趣旨（中小企業振興）から、ある程度のリスクを県が負うことはやむを得

ない。しかし、結果的に貸付金が延滞に陥った場合、県として原因分析を行い、対応可能原因

と対応不能原因に分類し、対応可能原因については今後の貸付審査等に反映させる必要がある。

イ 中小企業従業員住宅貸付制度（経営金融課）

（ア）制度の概要

ａ 制度の目的

従業員住宅を建設したい中小企業に対して、県が当該中小企業の敷地に従業員住宅を建設し、

当該企業に賃貸することにより、中小企業従業員の福祉の向上と雇用の促進を図り、もって中

小企業の生産性を向上させることを目的とする。

ｂ 制度の特徴

① 私債権であり、強制徴収することはできない（時効期間：１０年）。

② 既にこの制度は終了しており、新規貸付は行われていない。現在は、３件の未収金管理回

収業務のみが残っている。

③ 貸付料の完済後、建物を無償譲渡する制度であり、借受人の資産形成に寄与している面が

ある。

④ 人的担保として連帯保証人を２人とする（物的担保なし）。

⑤ 従業員住宅は県が建設し、中小企業に２４年間賃貸し、賃貸期間満了後に無償譲渡する。

そのため、実質的に、賃貸料を割賦料とする割賦販売となり、債権額は建設費相当額の賃貸

料合計となる。
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⑥ 従業員住宅の建設用地については、貸付対象者となる中小企業者が県に無償提供する。

ｃ 最近５年間の未収金残高の推移

（単位：千円）

企業名 Ｈ１７年度末 Ｈ１８年度末 Ｈ１９年度末 Ｈ２０年度末 Ｈ２１年度末

Ａ社（注１） ３，４１５ ３，４１５ ３，４１５ ３，４１５ －

Ｂ社（注２） １５，５９９ １５，５８９ １５，５８９ １５，５６９ １１，５２９

Ｃ社 ６，８７１ ６，８７１ ６，８７１ ６，８７１ ６，８７１

Ｄ社 １１，２５９ １１，２５９ １１，２５９ １１，２５９ １１，２５９

合計 ３７，１４４ ３７，１３４ ３７，１３４ ３７，１１４ ２９，６５９

（注１）Ａ社の未収金残高３，４１５千円については、平成２１年度に全額不納欠損処理している。

（注２）最近５年間で、僅かではあるが回収されているのはＢ社のみである。

ｄ 実施した監査手続

債権管理が適正に実施されているかを確かめるため、平成２１年度末の滞納者について、滞

納整理票等の閲覧及び職員への質問等により、次の事項を検討した。

① 連帯保証人への請求等、債権管理に適切に行われているか。

② 債務者区分は適切に行われているか。

③ 実施した不納欠損処理のタイミングは適切であるか。

④ 不納欠損処理の検討が必要なものはないか。

⑤ 違約金の取扱いは方針として定められているか。

（イ）監査の結果及び意見等

ａ 債権管理の不備（指摘）

（現状）

現在、従業員住宅を建設した事業主自体が、和議や破産確定、清算手続中といった状況にあ

り、支払能力がないことから、不良債権の回収が進んでいない。

連帯保証人契約を結んでいるものの、当該未収対象となっている建設制度は昭和４０年代の

ものであり、当時の連帯保証人の現住所等を把握することが難しく、事実上回収は困難となっ

ている。

（問題点）

現在保証人を調査していると言うことは、数十年に渡ってその都度追跡できていないことの

裏返しであり、過去の債権保全措置に不備があったと言える。

今後の回収作業について、所管課内部では、連帯保証人の追跡調査の上での請求、弁護士と

の協議などある一定の方針が決まっているが、県として承認されたものとなっていないため、

所管課単独で回収事務をスムーズに行えるか疑問である。

（改善案）

現在、契約関係を整理している途上にあるとのことであるが、主たる債務者及び連帯保証人

の現況や、保証人の異動状況（※１）など、可能な限りの書類から追跡調査を早急に進め、県

として誰に回収を請求するかを明確にする必要がある。又、回収困難案件として税務課へ移管

することも検討する必要があると考える。

（※１）貸付要領上も、第１３条２項において、『借受事業主は連帯保証人が死亡、解散し又は居所

不明となり、若しくは資産要件を欠くに至った時は、連帯保証人変更申請書を知事に提出し、

承認を受けなければならない』と規定されている。
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ｂ 債務者区分の見直し検討（指摘）

（現状の問題点）

全庁的なガイドラインによる債権分類において、以下のように債務者分類が行われている。

債務者 債権金額 債権分類（※２） 内容

Ｂ社 １５，５２９千円 要注意 建設費

Ｃ社 ６，８７１千円 回収困難 建設費

Ｄ社 １１，２５９千円 回収困難 建設費

合計 ３３，６５９千円

上記のうち、Ｃ社及びＤ社の債権分類は回収困難債権に区分されている。しかし、Ｃ社につ

いては清算手続中、Ｄ社については破産が確定している。又、Ｄ社については、現時点で連帯

保証人の追跡等も整理ができていない。

（改善案）

従って、両社は、実質的には回収困難債権ではなく、回収不能債権に分類され、相応の対応

方針がとられるべきと考えられる。この分類の違いにより、回収に向けた対応方針が異なるた

め、債権分類は厳格に行う必要がある。

（※２）回収困難債権は、ガイドラインの判定基準上は以下のようになっている。

・償還方法が未解決又は交渉が中断しているもの

・債務者、連帯保証人が無資力のもの

・法人である債務者が事業を休止し、将来再開の見込みもなく、かつ差押えできる財産の価

額が強制執行費用を超えないもの（連帯保証人がいる場合は、更に、連帯保証人の所在が不

明でかつ差押えできる財産の価額が強制執行費用を超えないもの）

又、回収不能債権は以下の判定基準となっている。

・債務者、連帯保証人及びその相続人に弁済能力がなく、将来その者の弁済能力が全く回復

する見込みがないと認められるもの

・債務者、連帯保証人及びその相続人が所在不明で、公簿等によっても追跡調査が不可能な

もの

ｃ 不納欠損処理のタイミングの妥当性（指摘）

（不納欠損処理の理由）

Ａ社については、平成２１年度に不納欠損処理（３，４１５千円）されている。不納欠損処

理の理由は、A 社は昭和５５年に破産宣告を受け、昭和５８年に破産終結している。又、連帯

保証人２名のうち１名は既に死亡し、相続人全てが昭和５８年３月１６日に相続放棄しており、

もう１名は昭和５８年１２月２１日に破産終結している。以上のことから、山口県会計規則第

２２６条第１項第３号に定める「法令の規定に定める権利の消滅」に該当したためとのことで

ある。

（問題点）

しかし、不納欠損処理する時期がなぜ平成２１年度なのか、その根拠は上記の理由の中には

見当たらない。昭和５８年において、当時の状況から回収可能性は全くないのであるから、不

納欠損処理すべきであったと言える。

ｄ 不納欠損処理の検討必要性

Ｂ社未収金においては現在も回収を続けているものの、平成２１年度の回収額は４０千円に

すぎず、債務償還年数は単純計算でも３００年を超える。実質的に回収可能性はない。
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残りのＣ社（地上権のみが県の財産）及びＤ社の未収金についても、全額回収可能性はほと

んどなく、議決による債権放棄等の選択により、欠損処理を進めるなどの措置をとることを検

討すべきである。当債権がそのまま放置されると、会計上価値のない債権が県の財産に含まれ、

又、当該債権に対する無駄な管理コストが発生することとなる。

ｅ 潜在的違約金の存在

違約金（延滞利息）は、実際に収納された日に、延滞日数に対応して年率１４．５％で計算

される。従って、未収残高に対しては将来の潜在的違約金が存在しており、それが顕在化した

場合には、元金の未収残高より膨大な未収債権が回収不能となるリスクがある。債権管理とし

ては、元金の未収残高のみならず、潜在的な違約金の未収債権を踏まえた管理を行い、相応の

対応方針を定める必要がある。

（５）農林水産業改善目的の貸付に起因する未収金

監査対象として選定した未収金（私債権）のうち、その起因となる貸付金の目的が農林水産

業改善であるものは、農業改良資金貸付金、林業・木材産業改善資金貸付金及び沿岸漁業改良

資金貸付金である。

ア 農業改良資金貸付金（農業経営課）

（ア）制度の概要

ａ 制度の目的

農業者に無利子資金の貸付けを行うことにより、農業経営の改善を目的とした合理的な農業

生産方式の導入、農家生活の環境整備を推進し、農業後継者等の確保・育成を図る。

ｂ 制度の特徴

① 当該事業は平成２２年１０月より貸付主体が㈱日本政策金融公庫に移管されており、県の

貸付事業は廃止されている。

② 県の直貸を受けた借受者は、経営状況の報告を、委託機関の長及び農林事務所長を経由し

て県に提出する

③ 平成１７年に貸付けされたのを最後に現在まで貸付実績はない。制度自体は廃止されてい

ないが、事実上、貸付金の債権管理及び返還事務が行われている状態である。これは、近年、

燃油・飼料価格高騰などの経営環境の悪化により、当該資金の対象となるチャレンジ性の高

い取組みへの資金需要が減退していることが主な要因であり、全国的な傾向とのことである。

ｃ 最近５年間の債権残高の推移

（単位：千円）

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

貸付額

（件数）

65,493

(7 件)

0 0 0 0

貸付残高

（件数）

301,879

（122 件）

253,115

（126 件）

210,796

（121 件）

168,597

（111 件）

134,236

（108 件）

未収金残高

（件数）

46,574

（56 件）

53,984

（66 件）

61,546

（62 件）

66,218

（81 件）

61,132

（84 件）



84

（注）未収金の件数については、同一貸付の場合でも償還期限ごとに１件として計上。

農業改良資金は、昭和５０年以降の貸付総件数は２，９８５件、貸付総額は４，４７１，

６５９千円である。これまで貸付け２，９５１件の４，３３７，４２３千円（約９７％）を

償還している。残りの貸付け１０８件に見合う１３４，２３６千円（約３％）は、平成２２

年３月末現在の貸付金残高である。又、平成２２年３月末現在の未収金残高は６１,１３２千

円である。

ｄ 実施した監査手続

債権管理が適正に実施されているかを確かめるため、平成２１年度末の大口滞納者について、

「農業改良資金償還記録簿」・「交渉記録」等の閲覧及び職員への質問等により、次の事項を検

討した。

① 交渉記録の内容は、必要十分なものとなっているか。

② 財産調査等は適切になされているか。

③ 連帯保証人への連絡・請求は適時になされているか。

④ 債権の回収可能性に問題はないか。

（イ）監査の結果及び意見等

大口滞納者の代表的事例として、３つの案件を挙げる。

ａ 延滞者甲

（ａ）経緯

（貸付状況）

貸付時期と貸付額 貸付①：平成１０年３月 １３，７５５千円

貸付②：平成１２年１月 ７，８７５千円

合計 ２１，６３０千円

償還期間 貸付①：平成１２年１月～２１年１月（９年間）

貸付②：平成１４年１月～２３年１月（９年間）

償還方法 貸付①：毎年１，３７５千円（初回１，３８０千円）

貸付②：毎年７８７千円（初回７９２千円）

償還済金額 ４，０８５千円

貸付残高（延滞額） １７，５４５千円（１６，７５８千円）

期限未到来額が７８７千円ある。

不良債権率 ８１．１％（期限未到来額を含む）

（滞納金発生から現状までの経緯）

（単位：千円）

年度 延滞金

発生額

回収額 未収金残高 主な交渉内容等

Ｈ13 2,167 0 2,167 本人は１年間の支払猶予の申立てあり。県は、金融機

関等借入金の借換えの検討を依頼。

Ｈ14 2,162 0 4,329 収支がマイナスであり。償還計画が立てられない状況。

Ｈ15 2,162 150 6,341 今後の償還計画を作成。内容は奇数月に１０万円ずつ
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支払う。

Ｈ16 2,162 300 8,203

Ｈ17 2,162 400 9,965

Ｈ18 2,162 200 11,927

Ｈ19 2,162 0 14,089 金融機関等の借入金償還の目途が立つことから、可能

な範囲で少額の返済を行いたいとの申立てがあり、２

万円の納付書を送付。

Ｈ20 2,162 0 16,251

Ｈ21 787 120 16,918 県以外の借入金の解消後は分納額の増額を要請。違約

があれば、本人及び連帯保証人に法的手続をとる旨説

明。

現地での営農状況の確認。

Ｈ22 － 160 16,758 違約金の状況等を説明し、分納額の増額（毎月５万円）

を要請。その結果、分納額を増額し、納税誓約書を入

手。

（ｂ）問題点

① 交渉記録に不備がある。即ち、平成１６年度からの３年間は予定通りの分納がされていな

いにもかかわらず、交渉内容は何ら記載がされていない。

② 財産調査等がされていない。具体的には、平成１５年度に、事実上の分納を認めているが、

財産及び収入の調査はされておらず、分納額の客観的裏付けはされていない。平成１９年度

にも、県は２万円の納付書を送付することにより、変動的な少額分納を事実上認めているが、

財産及び所得調査はされていないため、分納容認の客観的裏付けがない。

平成２１年度は、毎月２万円の分納がなされ、平成２２年度には分納の増額をしているが、

財産調査等を行っていないため、分納額増額の客観的裏付けがされていない。

③ 連帯保証人への連絡を県から直接行っていない。

④ 現地確認は平成２１年度にされているが、延滞後から８年間一度もされていない。

⑤ 回収可能性に問題がある。即ち、増加後の分納額は毎月５万円であり、このままでいくと

全額返済までに約２８年かかることとなるので、分納額を増額させるなど、滞納額の圧縮を

図る必要がある。

ｂ 延滞者乙

（ａ）経緯

（貸付状況）

貸付時期と貸付額 貸付① 平成５年１月 １３，６０８千円

貸付② 平成５年３月 １，２８３千円

貸付③ 平成５年１１月 ２，７００千円

合計 １７，５９１千円

償還期間 貸付①と② 平成６年１月～１５年１月（９年間）

貸付③ 平成６年１１月～１１年１１月（５年間）

償還方法 貸付①と② 毎年１月に１，４８８千円（初回のみ１，４９９千円）

貸付③ 毎年１１月に４４９千円（初回のみ４５９千円）
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償還済金額 １１，４８７千円

延滞額 ６，１０４千円（延滞率３４．７％）

（滞納金発生から現状までの経緯）

（単位：千円）

年度 発生額 回収額 未納額 主な交渉内容等

Ｈ ９ 1,360 0 1,360

（償還記録簿に交渉記録なし）Ｈ１０ 1,936 0 3,296

Ｈ１１ 1,936 0 5,232

Ｈ１２ 1,488 0 6,720 平成１３年１月から分納（毎月１００千円）を約束。

Ｈ１３ 1,488 1,360 6,848 平成１３年５月に２００千円、７月に７６０千円の償還

を約束し、７月に１，３６０千円を償還

Ｈ１４ 1,488 832 7,504 当面８００千円借入により償還し、残額については分納

（毎月１００千円）を約束。

Ｈ１５ 433 7,071 約束が順守されていないため電話催告を数回実施。

債務承認書を受領。

自ら社長となる有限会社へ３，０００千円を出資したた

め、支払できないと説明を受ける。

滞った場合には連帯保証人に請求する条件で、分納を見

直す（毎月１２５千円）。

Ｈ１６ 927 6,144

（償還記録簿に交渉記録なし）Ｈ１７

Ｈ１８

Ｈ１９ 平成２０年３月、償還を再開することを約束する。

Ｈ２０ （償還記録簿に交渉記録なし）

Ｈ２１ 平成２１年１０月、乳価の低迷、飼料の高騰により利益

を確保できず、早期の償還再開は困難と判断。

Ｈ２２ 40 6,104 平成２２年４月に、連帯保証人の１人に接触。

平成２２年１０月に、分納（毎月２０千円）を認める。

（ｂ）問題点（指摘）

① 交渉内容の記録に不備がある。即ち、当初の滞納発生日は平成１０年１月であるが、交渉

記録の始まりは平成１２年９月となっている。それまでの２年８ヶ月は償還記録簿への記録

がされていない。又、平成１６年３月において、滞った場合には連帯保証人に請求する条件

で、分納の見直し（毎月１２５千円）を行っているが、平成１６年途中から納入はストップ

したままである。交渉内容も、平成１６年～２０年３月まで記録されていない。予定通りの

分納がされていないにもかかわらず、交渉内容は何ら記載がされていない。

更に、償還を再開する旨の連絡があった平成２０年３月から、償還を困難と判断した平成

２１年１０月までの約１年半、交渉記録は残されていない。

② 財産調査等がされていない。具体的には、平成１３年１月に、事実上の分納（毎月１００

千円）を認めているが、財産及び収入の調査はされておらず、分納額の客観的裏付けはされ

ていない。本人及び連帯保証人の財産調査等も実施する必要があった。



87

③ 連帯保証人への連絡・請求はされていない。即ち、当初の延滞発生時に連帯保証人も交え

て今後の償還計画を検討する必要があった。又、平成１６年３月に、滞った場合には連帯保

証人に請求する条件で、分納を見直し（毎月１２５千円）、その後予定通りの分納がされてい

ないにもかかわらず、連帯保証人への請求はされていない。

④ 平成１６年１２月以降、県との約束が守られてないにも関わらず、法的措置等の検討がさ

れていない。

ｃ 延滞者丙

（ａ）経緯

（貸付状況）

貸付時期と貸付額 貸付① 平成８年７月 １，５５０千円

貸付② 平成９年５月 ６，９３５千円

合計 ８，４８５千円

償還期間 貸付① 平成１２年７月～１８年７月（６年間）

貸付② 平成１３年５月～１９年５月（６年間）

償還方法 貸付① 毎年７月に２２１千円（初回２２４千円）

貸付② 毎年５月に９９０千円（初回９９５千円）

償還済金額 ２，１６０千円

延滞額 ６，３２５千円（延滞率７４．５％）

（滞納金発生から現状までの経緯）

（単位：千円）

年度 発生額 回収額 未納額 主な交渉内容等

Ｈ１４ 1,432 271 1,161 ・延滞分の償還計画提出を要求。

・償還の見込みを確認。

・死亡した連帯保証人（借受人の父）の変更を依頼。

・分納（２か月ごとに５０千円）を約束。

Ｈ１５ 1,211 260 2,112 ・分納開始を１年猶予の申し出があり、償還計画の提出を

要求。

・電話催告１０回、文書催告２回実施した後、平成１６年

３月に本人と面談。

・分納（毎月６０千円）を約束。

Ｈ１６ 1,211 60 3,263

（償還記録簿に交渉記録なし）Ｈ１７ 1,211 0 4,474

Ｈ１８ 1,211 0 5,685

Ｈ１９ 990 0 6,675 平成２０年３月、本人と面談し、借金状況、仕事状況等を

把握し、違約金増加防止のため、連帯保証人と相談して償

還の方策を立てるよう依頼。

Ｈ２０ 6,675 （償還記録簿に交渉記録なし）

Ｈ２１ 6,675 平成２１年１１月から、連帯保証人の援助を受けて分納

（毎月５０千円）開始を約束。

約束未実行のため、このままでは次の段階に移らざるを得

ない旨通告。
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Ｈ２２ 350 6,325 平成２２年８月の面談の際に、連帯保証人に対しても納付

交渉を行い、借受人と連名で分納誓約書を徴求。

（ｂ）問題点

① 交渉記録に不備がある。即ち、平成１６年３月に、新たな分納（毎月６０千円）の約束を

交わしたが、１回履行されただけで終わっている。その後の交渉内容は、平成２０年３月ま

で記録されていない。

② 財産調査等がされていない。具体的には、平成１４年の滞納発生後、事実上の分納（毎月

１００千円）を認めているが、財産及び収入の調査はされておらず、分納額の客観的裏付は

されていない。本人及び連帯保証人の財産調査等も実施する必要があった。

ｄ 改善案（大口滞納者３名に共通）

（ａ）交渉記録の不備（指摘）

交渉内容の記録は、担当者又は管理監督者が現在の進捗状況を確認するためだけでなく、滞

納解消に向けての今後の取組内容を具体的に決めていくために必要なものである。償還記録簿

へ交渉記録を残すことにより、延滞者に対する効率的かつ公平な対応が確保できると考える。

（ｂ）財産調査等の必要性（指摘）

適切な滞納処分を可能とするためには、財産調査をタイムリーに実施すると共に、財産調査

の対象範囲については、安易に分納や徴収停止、欠損処理とならないよう、滞納者の属性を考

慮して適切に定める必要がある。

又、財産調査には相当な事務負担がかかるため、延滞案件の内容を勘案し、優先順位を付し

て、計画的・効率的に実施する必要がある。

（ｃ）連帯保証人への連絡・請求等の必要性（指摘）

連帯保証人への連絡及び請求等は、ほとんどされていない状況にあるが、大口延滞者丙の場

合、タイミングとしては遅いものの、平成２２年８月の面談の際に借受人と連名で分納誓約書

も収受している。以降、連帯保証人と共同で約定どおりの償還が行われており、一定の成果を

生んでいる。

延滞発生後、即座に、延滞金の状況連絡及び請求予告を文書で行うことを徹底する必要があ

ると考える。一定期間反応がない時は、連帯保証人への請求を行うべきである。

（イ）その他の延滞者

ａ 貸付手続（指摘）

① 申請書等に、申請年月日がないものが見受けられた。

② 委託機関の長及び農林事務所長は、県の直貸を受けた借受者から経営状況の報告を受け、

それを県に提出することとなっている。しかし、委託機関の長及び農林事務所長において、

経営状況の現地確認の状況や事務所として判断をした結果等の記録が残されていない。

当制度はすでに廃止されているが、今後同様の制度が創設された時には留意する必要があ

る。

ｂ 回収困難事案の税務課引継ぎの検討

山口県の農業者の経営安定など、農業者の基盤の安定確保等の重要性は理解できるが、償還

開始当初から延滞が始まっている者や、長期にわたり延滞している者に対しては、税務課への

引継ぎ等について、検討をする必要があるのではないかと考える。山口県の農業の安定とのバ

ランスもあるが、税務課への引継ぎを検討している旨を本人に知らしめることも必要と考える。
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イ 林業・木材産業改善資金貸付金（森林企画課）

（ア）制度の概要

ａ 制度の目的

林業従事者等が林業経営者若しくは木材産業経営の改善、又は林業労働に係る労働災害の防止

若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営

を開始し、林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入し、又は林業労働に係る安全衛生施設

若しくは林業労働に従事する者の福利厚生施設を導入することを支援するため、林業従事者等に

対して林業・木材産業改善資金の貸付けを行い、林業経営及び木材産業経営の健全な発展、林業

生産力の増大並びに林業従事者の福祉の向上に資することを目的とする。

ｂ 制度の特徴

① 貸付対象者は、森林所有者、林業労働従事者、木材製造業、木材卸売業又は木材市場業を営

む者等である。

② 貸付資金の主な使途は高性能林業機械であり、借受人の資産形成に寄与している面がある。

③ 一林業従事者等に対する貸付限度額は、個人にあっては１５，０００千円、会社にあっては

３０，０００千円、会社以外の団体にあっては５０，０００千円である。ただし、木材製造業、

木材卸売業又は木材市場業にかかる事業を実施する場合は１００，０００千円まで貸付可能で

ある。

④ 現在の１人当たりの実際貸付額は３，５９６千円であり、比較的大きいと言える。

⑤ 借受者には担保を提供させ、又は連帯保証人を立てさせなければならない。

ｃ 最近５年間の債権残高（件数）の推移

最近５年間の貸付額（件数）、貸付残高（件数）及び未収金残高（件数）の推移は、下表のとお

りである。

（単位：千円）

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

貸付額（件数） 26,200 （3） 13,800 （2） 10,400 （2） 2,000 （1） 6,000 （1）

貸付残高（件数） 136,207（36） 129,393（35） 116,427（31） 97,020（29） 79,126（22）

未収残高（件数） 62,973（17） 62,629（17） 62,133（18） 60,948（17） 54,866（15）

新規の貸付額及び貸付残高が逓減傾向にあるのに対し、未収金残高は、ほぼ横ばいの状態が

続いている。平成２１年度末における貸付残高は７９，１２６千円（２２件）で、このうち納

期未到来債権が２４，２６０千円、未収金残高が５４，８６６千円（１４件）であり、貸付残

高に占める未収金の割合は６９．３％である。

又、下表により過去５年間の未収金残高（現年度・過年度）（件数）の推移を見ると、過年度

発生の未収金が長期化していることが分かる。

（単位：千円）

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

現年度（件数） 400（1） 350（1） 350（1） 350（1） 350（1）

過年度（件数） 62,573（16） 62,279（16） 61,783（17） 60,598（16） 54,516（14）

合計 62,973（17） 62,629（17） 62,133（18） 60,948（17） 54,866（15）



90

２２年３月末時点の延滞者は１４名であり、延滞金（未収金）５４，８６６千円の当初貸付

額８０，０８５千円に対する延滞割合は６８．５％とかなり高い。

ｄ 実施した監査手続

債権管理が適正に実施されているかを確かめるため、平成２１年度末の大口滞納者について、

債権管理台帳等の閲覧及び職員への質問等により、次の事項を検討した。

① 貸付手続きは適切になされているか。

② 過去の外部監査のフォローアップは適切になされているか

（イ）監査の結果及び意見等

滞納者の代表的事例として、１つの案件を挙げる。

ａ 延滞者Ａ

平成１１年３月に滞納金が発生している。事業実績報告書の提出がなく、事業完了が確認で

きないため、平成１１年３月を償還期限とする期限前償還請求を行った。その後、主債務者が

事実上倒産し代表者が行方不明・死亡したため、２４，０００千円全額未納となっている。

（ａ）貸付手続の妥当性（事実）

林業・木材産業改善資金の貸付手続を検証した結果、適正にされていると判断する。なお、

適正であると判断した主な理由は、以下のとおりである。

① 平成２１年度における林業・木材産業改善資金運営協議会の記録には、資金に係る貸付資

格の設定の適否に関する林業振興上の見地からの意見がされている。

② 保証意思確認記録には、確認方法や顛末の記載がされている。

③ 保証人の自己申告書には、市県民税の（所得）証明書、納税証明書及び給与所得の源泉徴

収票が添付されている。

④ 貸付資格について各協議会委員意見の提出がされている。

⑤ 事業実施状況等の調査記録が事務所長に提出され、確認されている。

（ｂ）過去の外部監査のフォローアップ（事実）

林業・木材産業改善資金については、平成１２年度の包括外部監査において指摘されている

ところであるが、その後は、指摘に基づき保証人等の調査など改善されており、平成１４年度

以降は、滞納が発生していない。監査の結果、措置実行の確実性・継続性は確保されており、

措置効果は生じているものと認められることから、いずれも「措置済み」判定は妥当と判断す

る。
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ウ 沿岸漁業改善資金貸付金（水産振興課）

（ア）制度の概要

ａ 制度の目的

沿岸漁業者に対し、水産業普及指導員の指導の下で無利子の資金を貸し付けることによって、

新しい生産技術の導入、漁家生活の改善及び青年漁業者等の養成確保等を助長することを目的

としている。昭和５４年度にスタートし、制度自体はスタート当初から基本的に変わりはない。

ｂ 制度の特徴

① 沿岸漁業改善資金については、平成２１年度から適用の「沿岸漁業改善資金債権回収マニ

ュアル」が作成されている。

② 貸付事務の一部については、山口県漁業協同組合に委託されている。

③ 一沿岸漁業者に対する貸付限度額は２８，０００千円である。現在の１人当たりの実際貸

付額は６，６９３千円であり、貸付額は比較的大きいと言える。

④ 物的担保は原則として徴収しない。人的担保として、個人申請の場合は連帯保証人を２人

以上、団体申請の場合は原則として役員全員の連帯保証とする。

⑤ 貸付資金の主な使途は船舶の購入であり、借受人の資産形成に寄与している面がある。

⑥ 貸付対象者は、現に沿岸漁業に従事しているか、又は近く沿岸漁業に従事することが確実

な者である。

⑦ 平成２１年末の貸付金残高１１７，０６４千円（貸付者数３９名）に対し、滞納額は９，

７０８千円（滞納者数７名）である。滞納者７名については事実上の分納状態にあるが、元

金の完納までには長期間を要する。なお、支払猶予及び回収停止はこれまでに実績がなく、

税務課へ引き継がれた徴収困難事案もない。

ｃ 最近５年間の債権残高の推移

（単位：千円）

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

貸付額 39,050 8,577 11,000 19,713 0

貸付残高 200,272 172,947 152,136 143,527 117,064

未収金残高 5,744 7,214 6,668 9,228 9,708

最近５年間において貸付額は減少傾向にあるのに対し、未収金残高は逆に増加傾向にある。

かかる状況からみて不良債権の長期化が懸念される。

ｄ 延滞者別の状況一覧（平成２２年３月末現在）

（単位：千円）

延滞者 当初貸付額
貸付残高

違約金
調定未到来分 未収金

Ａ 6,000 1,311 1,311 0

Ｂ 8,000 5,119 3,200 1,919 584

Ｃ 3,500 3,340 1,500 1,840 563

Ｄ 5,000 2,440 1,000 1,440 539

Ｅ 13,440 7,364 5,376 1,988 406

Ｆ 8,900 280 0 280 268

Ｇ 10,000 2,360 1,430 930 161

合 計 54,840 22,214 12,506 9,708 2,521
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２２年３月末時点の延滞者は７人であり、延滞金（未収金）９，７０８千円の当初貸付額に

対する割合（延滞率）は１７．７％である。しかし、この時点の延滞者の調定未到来分１２，

５０６千円は潜在的延滞金であり、これを含めた延滞率は４０．５％にもなる。

ｅ 実施した監査手続

債権管理が適正に実施されているかを確かめるため、平成２１年度末の大口滞納者について、

管理台帳等の閲覧及び職員への質問等により、次の事項を検討した。

① 貸付審査は適切になされているか。

② 財産調査等は適切になされているか。

③ 連帯保証人に対する請求は適時になされているか。

（イ）監査の結果及び意見等

ａ 延滞情報の把握（事実）

滞納原因として分析されている主な内容は、漁獲量の減少、漁価の低迷、燃油等経費の高騰

による漁業経営の悪化である。水揚げ等の収支は漁協を通して行われることから、漁協から経

営状況や生活実態等の情報提供を受けて現状を把握している。

又、出先事務所の水産普及指導員による巡回や、漁協からの情報入手を適宜行い、状況に応

じて電話での指導や面談を行うことにより、未収金の回収遅延に係る情報把握はタイムリーに

行われている。

ｂ 貸付審査の妥当性（指摘）

（現状の問題点）

貸付当初の審査において、貸付けの必要性や収支計画等が綿密に審査されており、それ自体

に延滞原因となるところはない。延滞原因は外部的要因による漁業経営の悪化によるところが

大きい。

ただ、延滞の個別的事情として、サラ金への多額の返済及び父親の多額借金の肩代わりとい

うケースもあり、収支計画に反映されていない資金利用があったことが窺われる。そこで、事

前の貸付審査において、以下に示す事項について、改善に向けた検討が必要であると考える。

（改善案）

① 貸付けにかかる直接の事業費だけしか返済計画に記載されていない。例えば、中古船を購

入するために貸付金を利用する場合、中古船購入費を事業費として計上しているだけである。

貸付申請者の支払能力（支出）を審査する際には、漁業開始に必要となる直接の経費のほか、

それに関連する事業費も含めた返済計画を評価する必要がある。

② 保証人２名が担保されているが、財産調査又は所得調査等はされていない。漁協の意見書

ではその妥当性について簡単な検討がされているのみである。貸付時に保証人の支払能力を

裏付けるための財産調査等の必要性を検討する必要がある。

ｃ 滞納者の債務支払能力の評価（指摘）

（現状の問題点）

当該債権の回収マニュアルによれば、「延滞の期間が６ヶ月を経過しても支払誓約書を提出し

ない場合、又は、支払誓約書に従って支払を行わずその期間が３ヶ月を超える場合には、延滞
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者の財産及び収入等の調査を行う」とある。しかし、現状、当該延滞者から支払誓約書の提出

を受けていないものが多く、分割納付等が順調な場合は財産又は収入等の調査はされていない。

これでは、客観的にみて分納が徴収上有利かどうか不明である。

（改善案）

延滞金については一括払いが原則であるから、分割払いを認める場合には、漁協からの情報

提供と本人との面談だけで判断せず、滞納者の納付能力について客観的な裏付調査を実施する

必要がある。今後は、当該債権の回収マニュアルに沿って具体的な財産又は収入等の調査を行

う必要がある。

ｄ 連帯保証人に対する弁済請求（指摘）

連帯保証人の保証能力は当初貸付時の審査以降はされていない。又、延滞金の状況及び請求

の予告を文書で通知しているが、延滞者の分割納付の状況などを勘案し、連帯保証人への請求

に至っていないものが多い。

平成２１年度から適用開始の債権回収マニュアルには、長期延滞者への対応として連帯保証

人への請求が記載されている。今後は、独自の債権回収マニュアルに沿って、連帯保証人への

請求を行う必要がある。

ｅ 強制執行の対象債権の具体化（意見）

（現状の問題点）

当債権について強制執行の手続は一度も実施されていない。これは、延滞者である漁業者を

結果として廃業に追い込むことになり、担い手の育成、新規就業者の確保を進める貸付目的に

矛盾すると言うのが県の考えである。

そのため、分割納付を中心にした対応がされてきた。今後は、債権管理マニュアルに従って

行う方針とのことである。

しかし、当債権の回収マニュアルには、長期延滞債権で債務者本人又は連帯保証人への支払

督促申立て後の事務処理は、民事訴訟法第３８３条に定める手続きにより行うとあるだけで、

具体的な内容記載がされていない。

そのため、強制執行の判断にバラツキが生じ、債務者間の公平性が図れない可能性がある。

（改善案）

そのため、債権回収の公平性と効率性のバランスを図る観点から、強制執行の対象となる債

権の具体的状況も明記する必要がある。

例えば、支払督促により債務名義を取得した場合で、債務者が任意に弁済する姿勢を示さな

い時は、原則として強制執行の手続きをとること等、マニュアルの中に具体的に明記する必要

があると考える。
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（６）学生貸与的性格の貸付に起因する未収金

監査対象として選定した未収金（私債権）のうち、その起因となる貸付金の性格が学生貸与

的なものであるのは、看護師等修学資金返還金及び高等学校等進学奨励費である。

ア 看護師等修学資金貸付金(医務保険課「地域医療推進室」）

（ア）概要

ａ 制度の目的

この修学資金は、保健師、助産師、看護師及び准看護師（以下「看護職員」と言う）になる

ため養成施設に在学する者や大学院の看護に関する研究科の修士課程に在学する者で、将来、

山口県内の診療施設等において、看護職員の業務に従事しようとする者に対し、修学上必要な

資金を無利息で貸付けるものである。昭和３７年に国庫補助事業として開始され、平成１７年

度から、県独自の事業として実施している。

ｂ 制度の特徴

① 当該貸付金は、金銭消費貸借契約に基づいて発生する私債権であり、返還金請求権の消滅

時効期間は１０年である。

② 貸付対象者は学生であり、本人の預金口座に毎月振り込まれる。

③ 連帯保証人が２名必要である。

④ 修学資金の貸付月額は、国立又は公立の学生には３２千円（准看護師は１５千円）、私立の

学生には３６千円（准看護師は２１千円）である。又、国内の大学院生には８３千円、国外

の大学院生には２００千円である。

⑤ 返還の免除制度があり、卒業後、免許を取得し、山口県内の２００床未満の診療施設等で

５年間継続して就業した場合は、貸付金の返還が全額免除される。

⑥ 返還の猶予制度があり、卒業後、更に看護師等の養成施設に進学した時、及び山口県内の

返還免除対象施設において看護業務に従事している時は、修学資金の返還を猶予することが

できる。

⑦ 返還する場合、一括、半年賦及び月賦のうちいずれかの方法で、貸付期間に相当する期間

内に行う。

ｃ 最近５年間の貸付額等の推移

下表は、最近５年間の貸付額、返還免除額、貸付残高及び未収金残高の推移を示したもので

ある。最近５年間の貸付額及び未収金残高は、共にほぼ横ばい状態にあることから、未収金残

高の異常な増減はないと判断する。

（単位：千円）

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

貸付額 53,541 43,128 38,508 46,700 53,232

返還免除額 62,952 93,912 67,500 12,696 11,064

貸付残高 346,459 263,574 207,046 215,160 240,310

未収金残高 6,659 7,353 7,625 8,945 7,774

又、未収金残高（件数）の最近５年間の現年度、過年度別の推移は、下表のとおりである。

若干ではあるが、過年度発生の未収金残高が増える傾向にあり、長期化した回収困難な未収案

件が存在することが窺われる。
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（単位：千円）

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

現年度（件数） 2,633 (11) 1,994 (9) 1,564 (8) 2,531 (13) 980 (7)

過年度（件数） 4,026 (9) 5,359 (10) 6,061 (13) 6,414 (16) 6,794 (15)

合計 6,659 (20) 7,353 (19) 7,625 (21) 8,945 (29) 7,774 (22)

ｄ 実施した監査手続

債権管理が適正に実施されているかを確かめるため、平成２１年度末の大口滞納者について、

債権管理簿等の閲覧及び職員への質問等により、次の事項を検討した。

① 未収金解消に向けた今後の取組内容は適切に定められているか。

② 延滞利息の取扱いはルールに基づいて行われているか。

（イ）監査の結果及び意見等

ａ 未収金解消に向けた今後の取組内容（事実）

（返還理由及び現状の対応）

平成２１年度末における、看護師等修学資金返還金の発生理由、返還状況又は対応状況は、

下表に示すとおりである。

氏名 返還理由 現状の返還又は対応状況
貸付総額

（千円）

未納額

（千円）

Ａ 免許未取得
母が月々返還中。（５千円／月）。本人とは連

絡が取れない。
１，２９６ １，０４５

Ｂ 免許未取得
本人が５千円ずつ分納予定だが、不定期。な

かなか連絡が取れない。
７６８ ４９５

Ｃ 免許未取得 返還があるものの不定期。 １，２９６ １，０４４

Ｄ 退学
父が月々返還中だが、不定期。両親が自己破

産している。
８６４ ４５８

Ｅ 退職
退職後県内に勤務。督促に応じて返還があ

り、今年度中には返還される見込み。
１，２９６ １８

Ｆ 退職

本人は県外の医療機関に勤務しており、母が

本人への連絡を拒み、代わりに月々３千円ず

つ返還している。

増額又は、本人への返還を求める。

１，８００ １，６５０

Ｇ 退学
本人、母とは連絡が取れず、保証人が返還し

ているが、不定期。
３５７ ２３１

Ｈ 退職

出産し、現在未就業であるが、定期的に毎月

納入している。

全額一括返還するとの申し出あり。

１，１５２ １５２

Ｉ 退学 ２か月に１回の間隔で返還中。 ３６０ ７２

Ｊ 退職 分納で返還中。 １，２９６ ７４

Ｋ 退職
ボーナス後にまとめて納入するとの申し出

あり。
１，２９６ １０８
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Ｌ 退学 返還の意思を示すものの、返還がない。 ２３１ ６３

Ｍ 対象外就業

本人は自己破産しており、保証人とは連絡が

つかない。

税務課へ引継ぎ予定。

１，１５２ ５９２

Ｎ 対象外就業 ２か月に１回の間隔で返還中。 ５０４ １２６

Ｏ 未就業 分納の申し入れあり。 ５０４ １８９

Ｐ
対象外就業 東京都の医療機関に勤務。

妹が返還している。
１，２９６ ５０４

Ｑ 対象外就業 病気療養中。兄が月々分納にて返済中。 １，１５２ ６７２

Ｒ 対象外就業 分割で返還中。 １，１５２ ６０

Ｓ 対象外就業 分割で返還中。 ５０４ １１

Ｔ 対象外就業
本人死亡。

連帯保証人の母と今後調整予定。
５０４ ２１０

合 計 １８，７８０ ７，７７４

未収金残高の約９割に相当する６，９７２千円（１８件）については、債務者が納付意思を

示し、このうち６，９０９千円（１７件）については、債務者が定期又は不定期に返済履行中

であり、平成２２年９月末時点で４９５千円（７件）の未収金が解消されている。

一方、未収金残高の約１割に相当する８０２千円（２件）については、今後、連帯保証人を

含む債務者との納付交渉に着手する予定とのことである。

このように、現状において、返還理由、返還状況・対応状況が分析されており、未収金解消

に向けて必要な管理体制が整備され、又、その取組がなされていると言える。

（今後の取組内容の明確化）

今後の課題としては、未収金解消のための具体的取組内容を個々の案件ごとに計画化・明確

化すると共に、取組みに期限を設ける必要がある。期限ごとに実際の取組内容と計画内容とを

比較し、計画に向けて実際の取組内容をコントロールしていく必要がある。又、返還金の回収

に効果がない時には計画内容を見直す必要がある。

そこで、看護師等修学資金返還金について、今後の必要な取組内容を確かめるため、滞納者

のうち大口の２名について、個別分析を実施した。

ｂ 大口滞納者（Ｆ）

（ａ）返還金の発生・回収状況等

発生年度 発生金額（千円） 回収額（千円） 未収金（千円）

返還金の発生・回収

状況

Ｈ１５年度 ２７３ １５０ １２３

Ｈ１６年度 ２６７ ０ ２６７

Ｈ１７年度 ４３２ ０ ４３２

Ｈ１８年度 ４３２ ０ ４３２

Ｈ１９年度 ０ ０ ０

Ｈ２０年度 ３９６ ０ ３９６

合計 １，８００ １５０ １，６５０

返還金の発生事由 返還免除対象者の退職
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返還金発生後の県

の対応

滞納発生後から本人と連絡が取れない状況が続いている。本人は県外の

医療機関に勤務しているが、母親が本人へ連絡することを拒み、平成１

９年１月より月々３千円ずつ返還している。

（ｂ）今後の取組内容（意見）

貸付金総額１，８００千円に対する平成２１年度末の返還金未収残高は１，６５０千円であ

る。調定期限未到来（潜在的未収金）はなく、当初の滞納発生から７年経過しているが、１０％

しか回収されていない。

税務課引継ぎの協議対象となる案件は滞納期間１年以上であり、この案件は平成１９年１月

以降、連帯保証人である母親から毎月３千円ずつの入金があるため、対象外になっている。し

かし、このままでは全額回収するのに約４５年かかる。

債務者は県外の医療機関に勤務しているのであるから、本人に対して償還能力に応じた金額

を毎月の償還額とすることを要求していく必要がある。

医務保険課としては、今後、増額又は本人への返還を求めるとのことであるが、全額回収に

約４５年かかる分納状況が改善されないようであれば、税務課への引継ぎを検討すべきである。

（ｃ）延滞利息の取扱い（指摘）

延滞となっている返還金が一部回収されているが、延滞利息の請求はされていない。実質的

に免除されている。

延滞利息の取扱いについては、「保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸付規則第１

２条」において、「修学資金の貸付けを受けた者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき

日までにこれを返還しなかつた時は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、

返還すべき額につき年１４．５パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならな

い。」旨定められている。

しかし、これまで延滞利息を徴収した事例は見当たらず、又、徴収しないこととした根拠に

ついても明らかでない。延滞利息は徴収するのが原則であり、今後、延滞利息を徴収しないこ

ととする場合には、まずはそのルールを明確化し、更に、個々の事案ごとに徴収しないことと

した理由を明らかにする必要がある。

ｃ 大口滞納者（Ａ）

（ａ）返還金の発生・回収状況等

返還金の発生と回収

状況

発生年度 発生金額（千円） 回収額（千円） 未収金（千円）

Ｈ１２年度 ４３２ ２５１ １８１

Ｈ１４年度 ４３２ ０ ４３２

Ｈ１６年度 ４３２ ０ ４３２

合計 １，２９６ ２５１ １，０４５

返還金の発生事由 免許未取得。

滞納金発生後の県の

対応

本人と連絡が取れないまま、母親が月々５千円ずつ返還している状況に

ある。

（ｂ）今後の取組（意見）

貸付金総額１，２９６千円に対する平成２１年度末の返還金未収残高は１，０４５千円であ
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る。調定期限未到来（潜在的未収金）はなく、当初の滞納発生から１０年近くが経過している

が、２０％しか回収されていない。

税務課引継ぎの協議対象となる案件は滞納期間１年以上であり、この案件は平成１７年８月

以降、連帯保証人である母親から毎月５千円ずつ返還があるため、対象外になっている。しか

し、このままでは全額回収するのに約１７年かかる。

医務保険課は、今後、増額又は本人と連絡を取るとのことであるが、全額回収に約１７年か

かる今の分納状況が続くようであれば、税務課への引継ぎを検討すべきである。

イ 高等学校等進学奨励費（教育庁人権教育課）

（ア）制度の概要

ａ 制度の目的

高等学校等進学奨励費とは、「地対財特法」に規定されていた対象地域に住んでいた関係者の

子弟で、高校・大学等に在学する経済的に困窮している者に貸与した無利息の奨学金である。

ｂ 制度の特徴

① 当該進学奨励費は昭和４１年に給付制度として創設され、昭和５７年度から国の制度変更

に伴い、貸与に切り替わっている。

② 平成１４年３月末に「地対財特法」が失効したことにより、当該奨学金制度も廃止された。

③ 県においては、経過措置による受給者が平成１８年３月に大学を卒業したことにより貸与

は終了しており、現在は、奨学金の返還事務が行われている状況である。

④ 奨学金の返還については、貸与を受けた者が高校、大学等を卒業後、半年経過した月から

２０年間、均等に月賦・半年賦・年賦のいずれかの方法による。

⑤ 高等学校等進学奨励費については、独自の債権管理マニュアルとして「山口県地域改善対

策奨学金等債権管理マニュアル」が作成されている。

ｃ 最近５年間の未収金残高の推移

（単位：千円）

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

現年度 21,732 22,780 23,621 24,134 24,115

過年度 92,337 111,058 132,408 151,894 172,500

計 114,069 133,838 156,029 176,028 196,615

平成２１年度末現在、昭和５７年貸与開始以降の高等学校等進学奨励費の貸与者総数は１，

３８４人、貸与総額は２，０６１，０００千円である。又、これまでの返還総額は４４７，０

００千円、免除総額は８８０，０００千円であり、平成２１年度末現在の貸与残高は７億３，

４００万円（貸与者数９７９人）である。そのうち１９５，０００千円（貸与者数５０３人）

は未収金である。

未収金残高は、平成１７年度の１１４，０６９千円から平成２１年度１９６，６１５千円に

急増していることから、未収金が長期化し回収困難となっている可能性が高い。
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ｄ 実施した監査手続

債権管理が適正に実施されているかを確かめるため、平成２１年度末の大口滞納者について、

債権管理台帳等の閲覧及び職員への質問等により、次の事項を検討した。

① 未収金解消に向けた今後の取組は、適切な内容となっているか。

② 独自に作成されている債権管理マニュアルの内容は適切か。

③ 連帯保証人への請求は適時になされているか。

④ 不納欠損処理は適切になされているか。

（イ）監査の結果及び意見等

ａ 未収金解消に向けた今後の取組内容（意見）

（未収金の発生原因）

平成２１年度末の高等学校等進学奨励費の未収金発生原因は、次のように分析されている。

① 免除制度があり、１回の申請で５年間免除となるが、借受者の多くが返還当初に免除申請

を１回行い、それで全額免除になったと誤解している。

② 借受者が住所等を変更しても変更届を提出しないため、所在不明となり、納付書や督促状

等が届かない。

（現状の取組内容）

そして、平成２２年４月に債権管理協議会が設置され、税外未収金の全庁的な回収対策が取

り組まれている。当該進学奨励費についても、未収金の回収と発生防止の具体的な検討がされ

ており、平成２１年度の取組内容と成果は、以下のとおりである。

未納者の区分 未納者数 未納額 具体的取組 成果

これまで１回も返

還・免除申請をして

いない者

５２人 ３２，９０７千円

出張相談会の実施 相談者３人から２２

３千円返還。相談者２

人に９８５千円免除。

返還当初に免除申請

を１回行い、その後

免除申請をしないた

め返還義務が生じて

いるが、返還をして

いない者

２１２人 ８４，７９５千円

相談専用電話・免

除制度の周知徹底

８人から６３３千円

返還。

５人に１，８２５千円

免除。

出張相談 相談者４人に１，９３

０千円免除。

免除中であるが、過

去に未納がある者、

又は遅れながら返還

しているが途中返還

が滞っている者

２１４人 ４９，６２１千円

相談専用電話・免

除制度の周知徹底

５０人に１８，２８０

千円免除。

ボーナス時等の返

還通知

５２人から１，５３７

千円返還。

遅れながらも定期的

に返還している者
８人 ５，４５５千円

ボーナス時等の返

還通知

８人から２４０千円

返還。

所在不明者
９人 ３，２５０千円

住民票や現地調査

による確認

所在判明者へ個別指

導中。
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（今後の取組内容の明確化）（意見）

今後の課題としては、未収金解消のための具体的取組内容を個々の案件ごとに計画化・明確

化すると共に、取組みに期限を設ける必要がある。

期限ごとに実際の取組内容と計画内容とを比較し、計画に向けて実際の取組内容をコントロ

ールしていく必要がある。又、返還金の回収に効果がない時には計画内容を見直す必要がある。

ｂ 債権管理マニュアルの見直し（指摘）

（現状の問題点）

高等学校等進学奨励費については、独自の債権管理マニュアルが作成されている。当該債権

管理マニュアルには、奨学金等の収納未済金を確認した時は、収納未済者に対して、①督促状

の送付、②「返還のお願い」の送付、③電話による指導及び④戸別訪問による指導の手続きを

行う旨定められている。更に、⑤法的措置等を検討することが示されている

しかし、実際の対応は、督促状の送付、「返還のお願い」の送付及び父母への接触にとどまっ

ている。しかも、督促、返還のお願いの送付は借受者指定の住所にされている。

一方、電話及び個別訪問による指導については、その実行が難しいため、マニュアル通りに

は実施されていない。

（改善案）

独自の債権管理マニュアルを作成しているものの、実際の運用においては、プライバシーへ

の配慮が求められており、県から借受人本人への能動的な接触が難しい状況にある。それが県

の方針であれば、マニュアルに反映させ、債権管理の具体的基準として明確にする必要がある。

ｃ 対応履歴の管理（指摘）

（現状の問題点）

債権管理簿はソフトで作成され、債務者毎の債権状況は情報システムに登録されている。シ

ステム集計結果から、督促状を送付し、督促送付したものの中から納入されなかった債権者に

ついては、「返還のお願い」を毎月送付している。

しかし、基本的に、督促状及び「返還のお願い」の送付以外に、県が債務者に対して能動的

に行っている手続きはない。対応履歴は、原則としては債務者側からの接触があったもののみ

が資料として保管されているだけであり、誰にどのような対応をしているのかが台帳上は不明

瞭である。

（改善案）

債権管理を適切に行うため、各債務者への対応・交渉記録の全体を明らかにする必要がある。

何らかの事情により、相手先から連絡があった時だけ折衝資料等を作成し保管しているのであ

れば、その事実及び理由を債権管理簿上明らかにする必要がある。
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ｄ 長期延滞債権の発生時期及び理由の管理（意見）

（現状の問題点）

台帳はシステム利用で作成されているが、現状のシステムには、債務者ごとの延滞金発生及

びその回収時期が一覧できる資料をアウトプットする機能は備わっていない。

債務者個々の延滞状況及び回収可能性は、１人１人の台帳を見ていかないと把握できないた

め、延滞者が１，０００人近くいる状況では、延滞者を絞り込んだ重点的・効果的な債権管理

が困難な状況にある。現状は、重要な債権管理行為がされていないと言える。

（改善案）

債務者全体の延滞金発生及びその回収時期は、債権管理の基本的方針を決めるのに必要な重

要情報であり、担当課の責任者が定期的にその状況を分析することは重要な債権管理行為であ

る。現状、システム対応ができないのであれば、手作業により延滞状況の分析表を作成する必

要がある。

又、未収管理の効率性の観点からは、既存システムの改修等を検討する必要がある。

ｅ 連帯保証人に対する請求（指摘）

（現状の問題点）

保証人は、(旧)山口県地域改善対策奨学金等貸与条例施行規則第７条によって保証人を立て

ることとなっている。

しかし、保証人に対する履行請求については、平成２１年度に作成された債権管理マニュア

ルにおいても、積極的に実施するような位置付けになっていない。実際にも、連帯保証人に請

求された実績はない。

（改善案）

連帯保証人に対する履行請求については具体的基準をマニュアル化して、債務者間の公平性

を確保する必要がある。ただ、現実的対応として債務者の個別事情を考慮する必要がある場合

には、その理由を明らかにして、マニュアルに従った画一的処理をしないことに合理性がある

ことを示す必要がある。

ｆ 返還免除の規定の有無と適用状況の把握（意見）

（現状）

免除については、地対財特法経過措置事業経費実施要綱第１０条に規定されている。

① 貸与を受けた者が死亡・重度障害者になった場合は全額免除される。

② 市町村民税所得割非課税の者又は、所得が生活保護基準により算定した基準額の１．５倍

以下の生活困窮者は最長５年分の返還を免除される。

最大５年の期間の免除が行われる。これについての基準はある。

平成２１年度末実績（平成２６年度まで免除）は、８８０，０００千円となっている。年間

約７０件の免除申請となっている。

（問題点）

生活保護基準等により、生活困窮者については最長５年分の返還免除を行う。しかし、免除

されるのは将来約定分のみであり、過去分の免除はない。
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過去の部分については、分割の話し合い個別的に対応していくことになるが、回収可能性の

ない未収金が残ったままになっている。

（改善案）

生活保護基準等により将来約定分の返還免除を行った場合、過去分について回収可能性があ

るとは思えない。制度上は、粘り強く回収する努力を続けていくにしても、会計上は相当額の

未収金価値の減額を行う必要がある。この場合の未収金の評価について一定の基準を設けるこ

とを検討する必要がある。

ｇ 不納欠損処理（意見）

（現状）

所在不明者は、平成２１年度末時点で９人であり、平成２２年９月時点で２８人となっている

が、所在確認調査はされていない。

所在不明者に対しては、回収可能性は不明の状況にある。

又、２２年３月末において、時効期限が完了している債権は７，０００千円（３百件）ある。

（問題点）

収入率が６０％を切っており、これから未収入金が増加していくことが想定される。回収努

力も大事ではあるが、回収可能性のない債権が県の保有する財産に含まれないよう留意する必

要がある。

過去、不納欠損処理は３名されているが、免除事由は全て死亡である。これでは、実質的に

回収できない債権が県の財産に含まれたままとなる。

（改善案）

不納欠損処理については要件を規定する等、客観的に行える仕組みを整備することを検討する

必要がある。

実務的に不納欠損が無理であれば、会計上、所在不明者及び時効期限完了の債権は全額、徴

収不能額とする必要がある。



103

（７）福祉目的の貸付に起因する未収金

監査対象として選定した未収金（私債権）のうち、その起因となる貸付金の目的が福祉であ

るものは、母子寡婦福祉資金貸付金、高齢者住宅整備資金貸付金、障害者住宅整備資金貸付金

及び心身障害者扶養共済制度である。

ア 母子寡婦福祉資金貸付金（こども未来課）

（ア）概要

ａ 制度の目的

配偶者のない女子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、合わせてその扶養している

児童の福祉を増進することを目的としている。

ｂ 制度の特徴

① 金銭消費貸借契約に基づいて発生する私債権であり、消滅時効期間は１０年である。

② 貸付対象者は資力の乏しい母子家庭であり、約定償還期を迎えても生活の状況に変化がみ

られない場合が多いことから、滞納に結び付きやすい。

③ 貸付金は１２種類あり、種類ごとに貸付条件（貸付利率、貸付限度額、据置期間、償還期

間等）を規定している。

④ 就学支度資金・修学資金については、児童を連帯借主として一連の債務者に加えている。

⑤ 滞納件数は多く、滞納者１人当たりの滞納額は比較的大きい。

⑥ 独自の債権管理マニュアルが作成されている。

ｃ 最近５年間の調定収納状況の推移

年 度 調定額（円） 収納額（円） 収納率（％） 不納欠損（円）

現
年
度

平成１７年度 300,507,141 254,659,050 84.7 0

平成１８年度 269,627,306 225,169,660 83.5 0

平成１９年度 278,571,137 235,448,252 84.5 0

平成２０年度 279,813,882 235,242,239 84.1 0

平成２１年度 263,794,113 219,164,003 83.1 0

過
年
度

平成１７年度 434,508,445 20,910,375 4.8 0

平成１８年度 459,436,994 18,718,533 4.0 0

平成１９年度 484,441,489 25,580,123 5.2 691,668

平成２０年度 501,984,251 25,317,996 5.0 0

平成２１年度 521,237,898 29,315,049 5.6 0

ｄ 実施した監査手続

① 過去に実施した包括外部監査の結果に基づく措置済みの内容について、措置実行の確実

性・継続性が確保され、又、措置効果が生じているかどうか確かめた。

② 各健康福祉センターにおける償還指導等の現状を把握し、その適切性が確保されるような

管理体制が整備されているかどうか確かめた。

③ 滞納が生じている債権については、滞納状況に応じた債権区分ごとに抽出し、滞納及び現

在に至るまでの経緯を分析し、それまでの県の対応が適切であったかどうか、又、今後の対

応方針の妥当性を検討した。
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（イ）過去に実施した包括外部監査の結果に基づく措置状況

ａ 「貸付手続」についての措置状況

（ａ）監査結果に基づく措置内容の判定

母子寡婦福祉資金の貸付手続に関する、過去（平成１２年度）の外部監査の指摘事項と、そ

れに対する措置内容は、以下のとおりである。

監 査 結 果 区分 措置公表 措置の内容 判定

貸付審査のチェックを貸付実行日

後に行っている事例があった。 指摘
平成１５年

３月７日

実行内容と決定内容が同一である

かのチェックは、貸付実行前に漏

れなく行うよう、徹底を図った。

措置

済み

住宅資金において、特別貸付の扱

いがされているが、該当する理由

は明確にされていないものがあっ

た。

指摘
平成１５年

３月７日

申請書、添付書類における貸付理

由の欄に、特別貸付となる理由を

明記させるよう、徹底を図った。

措置

済み

事業継続資金で、経営指導員等の

専門家の診断書を添付していない

ものがあった。
指摘

平成１５年

３月７日

地元商工会議所等の経営指導員等

の専門家による診断を受けさせ、

適切な計画を立てさせるように、

徹底を図った。

措置

済み

（ｂ）措置状況の分析

措置内容は具体的で、指摘の趣旨に沿っている。今回の監査において、各健康福祉センター

で抽出した大口滞納案件のうち、措置公表（平成１５年３月７日）後に貸付けがなされたもの

は４件である。この４件の大口滞納案件は全て修学資金であり、貸付審査のチェックを貸付実

行日後に行っているものは検出されていない。

又、住宅資金及び事業継続資金については、平成１５年３月以降の貸付金の大口滞納案件と

して該当がないことから、措置内容の貸付手続が適正にされていると判断することができる。

（ｃ）分析結果

以上の分析により、措置実行の確実性・継続性は確保されており、措置効果は生じているも

のと判断する。

ｂ 「延滞債権」についての措置状況

（ａ）監査結果に基づく措置の内容についての判定

指摘事項等 区分 措置公表 措置内容 判定

長期滞納債権のうち、時効年数が

経過したものについては、不納欠

損処分をすべきか検討する必要が

ある。
指摘

平成１５年

３月７日

長期滞留債権の実態を詳細に調査

し、不納欠損処分の基準を定めた。

平成１３年度において、該当する

債権のうち４件について時効の援

用の申立てがあり、不納欠損処分

した。

措置

済み

長期滞納債権のうち、回収可能な

債権については、厳格な収納対策

を実施すると共に、時効中断の措

置をとるべきである。

指摘
平成１５年

３月７日

従来から鋭意償還指導に努めてい

るが、債務者の経済状況等を十分

調査し、回収可能な債権について

は一部弁済を指導し、債務承認に

措置

済み
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よる時効中断を図ると共に、計画

的な償還がなされるように、関係

機関に対して徹底を図った。

償還指導台帳が作成されていない

事例があった。
指摘

平成１５年

３月７日

該当事務所を個別に指導し、償還

指導台帳の作成を徹底させた。

措置

済み

保証人に接触することにためらい

があるようだが、延滞が発生した

場合は保証人に接触すべきであ

る。

指摘
平成１５年

３月７日

借主が債務を履行しない場合は、

直ちに連帯保証人に対して償還指

導を行うよう、関係機関に徹底を

図った。

措置

済み

（ｂ）措置状況の分析

① 不納欠損処理の状況について

不納欠損処理の取扱いについては、こども未来課から各健康福祉センターあて周知徹底が

されている。この結果、全ての債務者から時効を援用する旨の申し出があった事案について

は、法令の規定により権利が消滅することとなることから、不納欠損処理を行っている。た

だし、この貸付金は、債務者の数が他の債権に比べて多いこともあって、実際に不納欠損処

理を行うことができた事例は、ごく僅かにとどまっている。

（税外未収金対策としての全庁的な取組み）

時効中断を徹底して不納欠損処理を防止すると言う視点から、平成２２年８月１０日付け

「税外未収金に係る不納欠損防止及び時効中断の徹底等について（依頼）」（税務課長通知）

をはじめ各種通知が発出され、適切な時効中断措置を講ずることなく、債務者の支払能力を

掌握しないまま消滅時効期間を経過することによる不納欠損処理を極力抑制するとの趣旨を

徹底すると共に、不納欠損処理を行う場合には、その理由の如何にかかわらず、当分の間、

税務課への事前協議を要するものとしている。

不納欠損処理の類型（２号事由(①)に該当する事案を極力抑制する取組みが進行中）

理 由 左 の 説 明

１号事由に該当 ・議会の議決を得て行う所謂債権放棄

２号事由(①又は②)に

該当

次のいずれかの理由による。

① 消滅時効の完成

② 消滅時効の完成（滞納処分の執行停止後）

３号事由(①、②又は③)

に該当

次のいずれかの理由による。

① 執行停止が３年間継続（地方税法§１５の７）

② 履行延期の特約又は処分（無資力等の状態）が１０年間継続

（自治令§１７１の７）

③ 法人の清算結了、限定承認、破産法等による免責

② 厳格な収納対策及び時効中断措置の実施

厳格な収納対策及び時効中断措置の実施については、こども未来課から各健康福祉センタ

ーあて周知徹底されている。更に、平成２２年度からは、税務課が納付交渉の実践例及び時

効中断措置の実際を各担当部局に対して通知文書により周知した上で、弁護士を講師に招い

て時効管理の意義を主なテーマとした債権管理研修会を開催し、出先機関を含む全ての担当
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部局に出向いて巡回指導を実施すると共に、機会があれば償還指導にも同席（同行）して、

納付交渉を実践して見せているとのことである。こうした取組みはまだ始められたばかりで

あり、十分な効果が現れるまでには時間がかかるものと思われるが、これらの取組成果に期

待したい。

③ 償還指導台帳の作成

償還指導台帳の作成については、こども未来課が該当する健康福祉センターを個別に指導

し、徹底させているものの、記録の漏れや記載の不備が多い。しかしながら、平成２２年度

から税務課による巡回指導等が行われていることも踏まえ、今後の取組成果に期待したい。

④ 連帯保証人

借主が債務を履行しない場合、直ちに連帯保証人に対して償還指導を行うよう、こども未

来課から各健康福祉センターあて周知徹底されている。更に、平成２２年度から税務課によ

る巡回指導等が行われていることも踏まえ、今後の取組成果に期待したい。

（ｃ）分析結果

措置の内容は監査結果に沿って具体的に示されており、同時に、近年における税外未収金対

策の取組みも踏まえると、いずれも措置実行の確実性・継続性が確保されており、措置の効果

も生じているため、「措置済み」とした判定は妥当と言える。

ｃ 貸付金管理システムに関するフォローアップ状況（指摘）

（ａ）監査結果に基づく措置の内容についての判定

貸付金管理システムに関して、過去（平成１２年度）の外部監査の指摘事項と、それに対す

る措置内容は、以下のとおりである。

指摘事項等 区分 措置公表 措置内容 判定

貸付金管理システムと財務会計シ

ステムとの間で数値の誤差が生じ

ていることから、その解消と貸付

金管理システムの再構築が必要で

ある。

指摘

平成１５年

３月７日

（１）現行システム上での対応

①誤差の発生原因を分析し、修正

入力等により誤差の是正を行っ

た。

②詳細な事務処理マニュアルを作

成すると共に、記録様式の統一化

を図った。

（２）システムの再構築入力内容

のチェックや修正等をタイムリー

に行うため、本庁と出先をオンラ

イン接続するシステムに再構築

し、平成１５年度から運用を開始

する予定である。

平成１６年

６月２５日

平成１４年度に貸付金管理システ

ムの再構築を行い、平成１５年度

から運用を開始した。新システム

によって、児童家庭課及び県社会

福祉事務所からの随時入出力、照

会等が可能となり、処理業務が迅

速化された。

措置

済み
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（ｂ）指摘の背景

母子寡婦システムは財務会計システムとリンクしていないため、貸付け・調定データについ

ては、各健康福祉センターが入力したものをこども未来課が集約し、それを会計課へ登録依頼

している。一方、収納については、会計課から収納データを取得し、こども未来課にてそのデ

ータを母子寡婦システムに反映させている。財務会計システムと母子寡婦資金貸付金システム

における出力データ間に差異が生じる基本的原因は、次のとおりである。

① システムに起因する差異

貸付対象外になった場合や貸付後に辞退を申し出た場合等の修正は、母子寡婦資金貸付金

システムでは管理しないが、財務会計システムでは返還額（戻入金）として管理されるため、

その分だけ差異が生じる。

② 処理漏れに起因する差異

過年度収入については、母子寡婦資金貸付金システムでは現年収入と同様、５月末で締め切

るが、財務会計システムでは３月末で締め切る。そのため、財務会計システムへの調定登録

後にその変更が生じた場合、母子寡婦資金貸付金システムでの修正を、財務会計システムに

反映させなければならないが、これを失念しているケースがある。

（ｃ）措置内容の検証

（措置状況の検証結果）

過去の外部監査（平成１２年度）の指摘は、「貸付金管理システムと財務会計システムとの間

で数値の誤差が生じていることから、その解消と貸付金管理システムの再構築が必要である。」

という内容である。平成１６年に措置済みとなっているが、今回のフォローアップ監査におい

ても、システムに起因する差異及び処理漏れに起因する差異は解消されていないことが確認さ

れた。

たとえば、周南健康福祉センターにおいて、財務会計システムから出力された、定期監査資

料「債権管理状況調」の増加欄と、母子システムから出力された、「母子福祉資金貸付状況」「寡

婦福祉資金貸付状況」の合計金額との間では、金額に相違が見られた。

定期監査資料 ９８，９１８，６９６円

母子システム ９９，２１２，７７５円

差引 △ ２９４，０７９円

（措置状況の問題点）

システムに起因する差異は、未だ解消されていない。毎年度、この部分の差異が生じている

ことを分析する必要がある。

問題は、処理漏れによる差異が生じていることである。財務会計システムとの整合性のチェ

ックが統制業務として整備されていないことが根本的原因であり、平成１６年度の措置済み判

定は過去の指摘の趣旨に沿ってなされていない。措置済み判定は取り消すべきである。

（改善案）

① 処理漏れの発見・防止については、各健康福祉センターでは、処理ごとに修正依頼資料

と処理結果との照合を行い、その都度、責任者の承認を受けるようにする必要がある。

② 現状の人員配置では携わる人間が限られ、特に人事異動で担当者が変わると、処理漏れ

に気づかない可能性があるため、両システムの差異原因分析を定期的に行い、責任者の承
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認を受けるようにする必要がる。

③ システムに起因する差異（戻入金）については、当面解消はできないため、定期的に両

システムのデータ照合を行い、差異の原因分析を行い、内容が戻入金だけであることを確

認する必要がある。

④ こども未来課においては、各健康福祉センターの合算数値が全体合計数値と合致するか

確認する必要がある。

（ウ）各健康福祉センターの共通的事項

ａ 償還指導台帳の整備状況（指摘）

（現状）

償還指導台帳には、債務者別に対応履歴が記載されている。しかし、各健康福祉センターでの

対応履歴の作成については、貸付件数が多いことからその精度にバラツキがあるだけでなく、記

録の漏れ（指導時期、指導履歴等）や、記載内容の不備（滞納理由、借受人等の生活状況、納付

能力及び今後の対応方針等）が多い。

（問題点）

① 償還指導記録の作成方法の未整備

たとえば、周南健康福祉センターでは、償還指導の記録について整備方法を明確にしてお

らず、平成２０年度に償還指導の担当者が他の健康福祉センターから「償還指導台帳」の様

式を入手し、これを使用している。

又 柳井健康福祉センターでは、滞納者について電話、訪問、督促の状況、相手の回答等、

その経過を記録している。しかしながら、滞納者のうち金額の大きい相手先３件のうち２件

について、平成２１年になるまで７年以上記録がないものがあった。その間、滞納者に対し

督促を行ったか否かも不明である。

② 市の指導員に対する償還指導記録の指導

たとえば、山口健康福祉センターでは、市の指導員が償還指導記録を作成しているが、２

市の指導員に対して、償還指導記録の整備方法について特段の指導や依頼をしていない。そ

のため、償還指導台帳及び償還指導記録が適切に作成されているとは言えず、滞納発生の要

因、事業の状況、督促、訪問、電話連絡、保証人への連絡等の指導記録自体が十分に残って

いない。

又、宇部健康福祉センターでは、市の指導員に対して、償還指導記録について指導が行わ

れておらず、そのため、各担当者で個々の対応がされている。その結果、指導記録が残って

いない、あるいは不十分の状況にある。償還指導が十分に行われているか不明である。又、

本人への督促の状況や現況、保証人への接触や現況について不明である。

（改善案）

① 償還指導記録等の履歴作成について、統一的な作成が可能となるよう既存のマニュアル

内容の見直しが必要である。

② 各健康福祉センターの責任者による、償還指導台帳の承認が必要である。

③ こども未来課による、定期的な償還指導台帳の検査が必要である。
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ｂ 貸付審査等の見直し

母子寡婦福祉資金貸付金は、福祉的性格が強く、もともと借受人の返済能力が充分でない面

があるため、連帯保証人の保証能力についての審査がその後の償還に重要となる。又、高額所

得者や子供夫婦との同居の場合など、貸付けが制限される留意事項があるものの、実際の貸付

時には実態に踏み込んだ調査まではできていない。そこで、貸付審査時において、連帯保証人

の保証能力及び年齢制限の引き下げについて、見直しを検討する必要があると考える。具体的

には、以下のとおりである。

（ａ）連帯保証人の保証能力（意見）

① 定期的な保証能力の確認

現状、貸付時における連帯保証人の保証能力の審査に関しては、所得証明を求めているが、

貸付後においても、定期的に所得証明等を求める等、保証能力を確かめる必要があると考え

る。

② 年齢制限の引き下げ

現状、保証人の年齢制限は６５歳を限度としている。６０歳以上６５歳未満又は償還中に

退職を迎える状態で連帯保証人になる者については、借受人等が償還困難になった場合の償

還財源を確認することで、保証能力を確かめているとのことである。

ただ、借主の親が保証人の場合は、元々年齢が高く、保証を求める時期には、収入が減少

している、死亡している等が見られる。保証人の年齢制限引き下げを検討する必要があると

考える。

（ｂ）借受人の実地調査（意見）

貸付時に所得証明等を入手しているものの、実際には、財産や遺産が多額にある場合や支援

者がいる場合など、本貸付制度を利用しなくとも資金確保ができる者に貸付けが実行される場

合が考えられる。審査件数が多いことから、基本的には申請内容をベースに貸付事務を進める

ことしかできないが、一部の借受申請者に対しては、豪華装飾品の有無や生活水準を把握する

ため、自宅訪問による実地調査も必要ではないかと考える。

ｃ 連帯保証人への対応（指摘）

① 連帯保証人を交えた協議

「債権管理マニュアル」には、Ｃ分類の場合は連帯保証人や連帯借受人等を交えて協議の

場を持ち、今後の償還について決定すると規定されている。

しかしながら、実際には償還指導記録において、連帯保証人を交えた協議は行われていな

い。「債権管理マニュアル」にも規定されているが、必要な場合には職権による償還能力の

最もある者を主償還人として変更し、請求を行っていくことも検討が必要である。

② 連帯保証人への履行請求のルール化

「債権管理マニュアル」には連帯保証人を交えて協議する対応策を規定しているが、保証

人への具体的な履行請求に関するルールは規定されていない。当該債務者についても、保証

人宛に指導文書は送付している記録は残っているが、先方からの反応がなく、結果として何

ら意味のない対応となっている。保証人に対する履行請求に関して具体的な取扱いをルール

化することが必要である。
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ｄ 時効中断管理の適切性（指摘）

（時効期間満了の債権）

平成２１年９月末現在、時効期間を迎えた債権は、下表のとおりである。

件数（件） 金額（千円）

岩国健康福祉センター ４７ ２２，９９２

周南健康福祉センター １５１ ５０，６３４

山口健康福祉センター ７９ １６，８４４

宇部健康福祉センター ８２ １２，９１８

柳井健康福祉センター ３３ ９，８１５

長門健康福祉センター ６ １，６３９

萩健康福祉センター ６ ７３

合 計 ４０４ １１４，９１５

平成２１年度末の母子寡婦福祉資金未収金５３６，５５２千円の中には、時効完成のものが

１１４，９１５千円含まれている。

（現状の問題点）

岩国健康福祉センターにおいて大口の長期滞納者５件を抽出し、状況を確認したところ、償

還が昭和６０年１月から始まっているが１回も償還がないものと、最終収納日が平成３年８月

とかなり古いものがあった。これら長期滞納の２件については、未だ償還の管理は市が行って

おり、県はその滞納者情報について詳細を把握していない状況にある。時効の問題も含め、県

が確実に対応を行うための情報が積極的に入手されていない。

他のセンターについても、ヒアリング等で確認した結果、現状、時効の管理については、各

市の支援員に任されているため、時効の中断に積極的に関与していない。時効についての認識

が薄く、現在まで時効中断の管理が行われていない。近いうちに時効を迎える貸付金もあり、

早期に対応が必要である。

（改善案）

時効の中断についての認識を高め、手続きを確実に行うため、こども未来課と各センターで

の役割分担を明確にする必要がある。

又、現在、税務課の指導により、滞納している借主を訪問し、債務確認書を入手する作業を

順次行っているが、貸付けが二口以上ある場合には、入金を各契約に分散させることも必要で

ある。

なお、こども未来課が調定を行った貸付金について、最終収納日から１０年以上経過してい

るものが多く見られる。各センターにおいても、これらは古いため、何ら対策を行っていない。

今後、これら時効満了債権に対し、どのように対応するのか、こども未来課と早急に打合せる

必要がある。

ｅ 法的措置検討の必要性（意見）

（現状の問題点）

保証人を含め、強制執行はとっていない。強制執行の措置を行っていない理由としては、制

度趣旨が福祉目的であり、現実的に強制執行を実行することは難しいためである。しかしなが

ら、一方で貸付金の徴収金が他の制度貸付利用者のための貸付原資となることを考えると、社

会的弱者救済と言う福祉目的であったとしても、強制執行を考慮する必要性はある。

（改善案）
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経済的な理由等止むを得ない理由以外の滞納者、特に悪質な滞納者については、法的措置等

も検討することが必要である。強制執行の対象となる債権の条件等を整理・明文化して、公平

性・透明性を確保しておくのが望ましい。

ｆ 償還指導等の適切性確保（指摘）

（現状）

基本的に継続的催告を実施しているが、福祉目的という母子寡婦資金の性質上、債務者に対

して強く踏み込めないのが現状である。

（問題点）

① 貸し付けが平成６年４月、未収発生が平成８年１１月の滞納者について、滞納発生後、平

成２１年９月に催告状を送付するまで、指導記録はなく、何ら指導を行っていないと思われ

るケースがある。

② 無意味な文書催告がただ繰り返されているだけで、必要な対応がなされていないと思われ

るケースが多い。たとえば、平成１３年１０月より償還が始まり、第１回目より未収が発生

している滞納者がいる。返済が１２０回であり、こども未来課から毎月催告状が送付されて

いるが、この借受人の指導記録はなく経過も不明である。又、連帯保証人が当センターの管

轄する市に居住しているにも関わらず、何ら接触を行っていない。

③ 滞納の結果連帯借主に連絡した理由が「本人に誠意がないため」、借主に償還指導を行っ

た際、訪問指導員を叱る、警察に訴える、と反省もなく手におえないとの記載があった。そ

の後、償還指導が行われた記録はなく、悪質な債務者への対応が放置されている。

④ 滞納者については、当初の返済条件では返済が困難な場合、返済条件の変更を行うことが

可能であるが、その実績はないとのことである。返済条件次第で支払うことが可能と考えら

れるが、条件の変更のための相談を受ける段階にすら至っていないのが実情とのことである。

このような対応が滞納額増加の１つの原因であると考える。

（改善案）

形式的・無意味な文書催告を繰り返すのではなく、訪問指導、所得・財産調査、返済条件

変更、連帯保証人への接触・請求、時効管理及び悪質な債務者への法的措置等を検討する必

要がある。

① 対応職員数の適正化

このような対応を確保するためには、まず、対応職員の数を適正なものにする必要があ

る。なぜなら、現状は、たとえば周南健康福祉センターでは、職員１名と３市の指導員３

名の合計４名で、又、山口健康福祉センターでは、職員２名と２市の相談員３名の合計５

名で、滞納者に対応している。しかし、市から毎月提出されている活動報告の膨大な件数、

内容からみて、現状の人員体制で必要な償還指導を行うことは困難であると考えられる。

② こども未来課による定期的検査

次に、各健康福祉センターの債権管理業務をこども未来課が定期的に検査する必要があ

ると考える。

債権管理マニュアルに従った督促・催告及び連帯保証人への接触等が行われているかど

うかチェックし、実態と合わないマニュアル内容がある場合には、マニュアル自体の訂正

を行うことになり、効果的な債権管理業務に向けて改善が可能となると考える。

ｇ 違約金の不徴収願（意見）
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（現状の問題点）

違約金については、こども未来課において計算されるものの、３ヶ月に１回のタイミングで

「不徴収願」を受け付けている。この「不徴収願」が承認されれば、違約金は発生しないこと

となる。「不徴収願」について、違約金を不徴収とするためには、「母子寡婦福祉貸付金違約

金不徴収に係る取扱いについて」第４条第２項に従い、「生活保護法の規定による被保護者と

なった時、又はこれと同等による場合」に該当するかどうか判断する必要がある。

しかし、現状は、県の担当者が直接面会するなどして生活水準等を把握した上で決定してい

るとのことであるが、決定過程が記録に残っていないため、生活保護者と同等との判断をどの

ように行ったかが不明である。

（改善案）

違約金の不徴収決定に担当者の恣意性が入らないようにするため、生活保護者と同等と判断

した内容を記録に残し、責任者の承認を受ける必要がある。

ｈ 不納欠損処理等の検討（意見）

（現状の問題点）

健康福祉センターでは、滞納者で違約金のみ残っているケースが多々見られるが、過去５年

間に不納欠損処理を行ったものはない。回収の可能性がないことが明らかな債権を県の管理す

る財産に含める合理的理由はない。今後、対応を検討する必要がある。

（改善案）

現行では債権分類はマニュアルに沿って行われているが、実質的に回収不可能かどうかとい

った観点では分類・評価されていない。債務者自身の資産状況や収入状況等に応じた分類であ

り、保証人を含めた回収の評価とまでは言えない。

債権分類に応じた回収事務の対応と言う観点だけではなく、回収できるのかどうかといった

実質的な評価を行うことが、強制執行や不納欠損処理といった措置をとる上では必要である。

ｉ 情報の共有化

各健康福祉センターの未収金データは、最終的に、こども未来課において残高データとして

吸い上げられるものの、個別に債権管理といった観点では行われていない。

債権管理を効率的・効果的に実施していくためには、回収業務の取組状況や未収発生の原因

及び対応策などについて、現場と管理側の県とが連携を図る必要がある。各健康福祉センター

とこども未来課との間の情報共有体制をより強化する必要がある。

（エ）滞納債権区分別の対応状況

「山口県母子・寡婦福祉資金貸付金債権管理マニュアル」では、次に示すとおり、滞納者の

状況に応じて、滞納債権を５つの区分に分類している。なお、滞納者の状況は、母子寡婦福祉

システム内で「延滞あり」・「延滞なし」の分類により示されている。又、債務者別の償還指

導記録により、未納までの経緯や債務者の状況が管理されている。債務者区分の見直しは、「母

子寡婦福祉資金に係る収納情報等資料」により、３ヶ月毎に行われている。

債権区分 内容

Ａ 新規滞納者及び少額滞納者（滞納月額３ヶ月以内）

Ｂ 毎月一定額を返済中であるが、当初の償還計画に全く追いつかない者、不定期納

入者
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Ｃ 償還意欲の欠如、失業、疾病等の理由により、半年以上納入していない者

Ｄ 生活困窮等の理由により、納入能力がない状態にある者（生活保護）、又はこれに

準じる状態にある者で、その状態が消滅時効完成時期以降も続くと認められる者

Ｅ 死亡している者、行方不明の者又は心身の著しい障害等により納入不可能な者

この分類を債権の回収可能性の観点から見直すと、回収可能性が全くないのは、Ｄ及びＥで

あり、不納欠損処理の検討が必要となるものである。債権全部の回収が懸念されるのはＢ及び

Ｃであり、会計上徴収不能額を計上する必要がある。

平成２２年９月末における、各健康福祉センターの滞納債権の区分別発生件数は、次のとお

りである。

（単位：件数）

岩国 柳井 周南 山口 宇部 長門 萩 合計 割合

Ａ ３０ ３４ １４２ ９６ ４５ ４ １５ ３６６ １７％

Ｂ ７３ ４７ １１０ １６０ １８４ ３１ ４３ ６４８ ３０％

Ｃ ２０７ １５ ７３ １９１ ２９６ ８ ７ ７９７ ３７％

Ｄ １３ ８ １７８ ２４ ２７ ０ ０ ２５０ １２％

Ｅ １０ ８ １１ ４４ １０ ０ ２ ８５ ４％

合計 ３３３ １１２ ５１４ ５１５ ５６２ ４３ ６７ ２，１４６ １００％

県全体の母子寡婦福祉資金の滞納は２，１４６件である。

以下、滞納債権の区分に応じた適切な対応がされているかどうか確かめるため、各健康福祉

センターで検討した大口滞納案件の中から代表的事案を抽出し、記載している。

ａ 債権区分Ａ（新規滞納者及び少額滞納者（滞納月額３ヶ月以内））

大口滞納案件の中に、債務者区分Ａに該当するものはない。

ｂ 債権区分Ｂ（不定期かつ少額の返済中であり、当初の償還計画に全く追いつかない者）

（ａ）大口滞納案件ａ

（滞納状況）

滞納額（滞納率） 現在の状況

２，９４９，６００円

（８０．９％）

当初滞納後の平成１２年１１月より少額かつ不定期の分納が続いてい

る。当案件は、平成１９年から市から受け継ぎ、市と共同で対応して

いるものである。

（県の対応）

県は、債務者本人の所在は確認できており、継続的に納入状況にもあることから、回収の可

能性は十分にあると判断している。保証人についても、現住所・生存状況も確認できており、

保証の観点からも問題ないと考えている。

（問題点）

① 連帯保証人に対する通知等（指摘）

しかし、滞納後、連帯保証人への通知はされていない。不定期納付の場合、マニュアルに

よれば、連帯保証人から借受人・連帯借受人への指導を依頼（電話・文書）することになる

が、されていない。特に、この案件の債務者は、現在、学校卒業後、看護師（正看）として
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仕事に就いており、償還意識の薄さ、不誠実さが滞納の原因である。このような滞納者に対

しては、福祉的配慮は不要であり、連帯保証人に対して分納増額の指導を要求すべきである。

そして、借受人・連帯借受人が分納額の増加等に応じない時には、連帯保証人に請求する

ことを検討する必要がある。

（ｂ）大口滞納案件ｂ

（滞納状況）

滞納額 現在の状況

１，２２６，１１３円

（滞納率８７．５％）

現在、債務者本人と保証人が協力して毎月３千円ずつ返済。

１回目の償還期日である平成１１年１０月から滞納が生じている。滞納金の発生原因は生活

困窮であり、連帯借主、保証人も同様の状況にある。１回目の滞納以降、予定通りの償還がほ

とんどされていない。平成１４年までは、少額かつ不定期であっても、年間１９，３７０円の

償還がされていたが、平成１５年以降は全く償還されていない。しかし、平成１９年から分納

による償還がされている。

（県の対応）

県は、滞納直後から、電話催告、自宅訪問による本人面会、保証人への通知等により、債務

者本人等の生活状況の把握に努め、無理のない範囲で分納の協議を重ねている。滞納者の納付

能力についても、本人から生活状況を聴取し、又、本人に通帳を見せてもらうなど収入状況の

確認がされており、適切な対応がされている。

（問題点）

① 徴収不能額の計上（指摘）

現在、分納により回収しているが、今の分納額では完済までに３４年かかり、県も全額回

収は困難と考えている。従って、徴収不能額の計上を検討する必要がある。

（ｃ）大口滞納案件ｃ

（滞納状況）

滞納額 現在の状況

３，４０１，２９２円

（滞納率７８．１％）

債務者本人は現在、仕事をしており、少額ではあるが返済している。

債務の承認書も最近受領した。保証人には通知はしているが、生活が

苦しいため、協力が得られない。

（県の対応）

滞納は平成５年２月から段階的に生じている。借主の返済能力以上に貸付けを行っていたこ

とが原因であり、４種類もの資金（事業開始資金、就学支度資金、修学資金及び住宅資金）が

貸付けされていた。即ち、既に修学資金及び就学支度金の貸付けがあるにもかかわらず、住宅

資金を貸し付け、更に事業開始資金を貸し付けている。

（現状の問題点）

① 貸付審査の適正性（指摘）

しかし、当該債務者は、母子寡婦福祉資金の貸付けの他に、金融機関からの融資も受けて

おり、貸付時において、債務者の生活水準が厳しいことや返済能力に疑義が生じることは、

市税を滞納していることからも明らかであったと言える。当時の貸付審査の適正性に問題が

あると言える。

② 徴収不能額の計上（指摘）
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又、僅かずつ償還されているものの、滞納額は多額であり、完済するまでには長期間を要

する。会計的には、一定期間を超える期間に相当する回収見込額は徴収不能額に計上すべき

である。

（ｄ）大口滞納案件ｄ

（滞納状況）

滞納額 最近の状況

３，２９０，３５０円

（滞納率９９．２％）

（期限未到来額２，２３

９，６５０円含む）

平成２１年１１月に、連帯保証人宛てに指導文書送付。平成２２年６

月に、借主来庁し、生活状況聴取。平成２２年６月と１０月に納付あ

り。

（問題点）

① 滞納直後の適切な対応（指摘）

償還記録台帳には、初回滞納時（平成１９年１０月）からの記録はなく、滞納発生後の詳

細な管理記録が記載されていないため、滞納発生の経緯・原因についての詳細な内容が不明

である。又、平成２０年８月の償還記録台帳への記録は、第１回目の催告状の送付から始ま

っているが、それは滞納発生の平成１９年１０月から約１年経過している。新規の滞納債権

について、当初１年間は早期解消のために必要な管理がされないまま、放置されている。

滞納債権を長期化させないため、滞納直後の対応が重要である。今後は、平成２１年８月

作成の債権管理マニュアルに従って、滞納直後の対応を適切に行う必要がある。なお、直近

の平成２２年においては、毎月の電話や文書での連絡、訪問などの対応が適切な頻度で実施

されている。

② 連帯保証人に対する通知・請求（指摘）

連帯保証人への通知はしていない。理由は、不定期ではあるが納付を続けているため、借

受人の納付意思を尊重し、借受人に納付指導をしているためである。しかし、「債権管理マニ

ュアル」にも記載されているように、「急に借受人が失業等の理由により分納が滞った場合、

その時点で連帯保証人へ連絡すると、滞納額がかなり大きくなっている場合」があり、納入

が困難になる可能性がある。

「債権管理マニュアル」に従って、滞納者が分納している場合であっても、その事実及び

滞納額を連帯保証人に連絡する必要がある。

（ｅ）大口滞納案件ｅ

（滞納状況）

滞納額 最近の状況

１，４６４，０００円

（滞納率５０．８％）

（期限未到来額１，２９

６，０００円を含む。）

少額ではあるが定期的な分納がされている。本人が努力し、償還を

続けている最中ではあるが、当初の償還計画に追いつかず、今後滞

納額が増える可能性がある。

（現状の問題点）

① 期限の利益の喪失（意見）

滞納金の発生時期は平成２０年４月の償還期限からである。滞納原因は、借主の弁済資力の
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欠如である。滞納後の対応については、償還指導記録が作成されていないため、督促内容及び

滞納者の状況は不明である。

平成２１年度末の未収金は１７３，４００円であり、比較的軽微に見えるが、この時点の期

限未到来額は１，２９６，０００円もある。滞納者区分はＢ評価であるから、分納はされてい

るものの少額であり、今後、滞納額（未収金）が徐々に増える可能性が高い。

従って、期限未到来額１，２９６，０００円に対しても請求できるような仕組みが必要であ

り、契約書等に滞納等が生じた場合には期限の利益を喪失させ、一括請求できる旨規定するこ

とを検討すべきである。

② 連帯保証人に対する通知・請求（指摘）

連帯保証人への通知はしていない。理由は、継続的に償還中であるからであり、借受人の納

付意思を尊重し、借受人に納付指導をしているためである。しかし、「債権管理マニュアル」に

も記載されているように、「急に借受人が失業等の理由により分納が滞った場合、その時点で連

帯保証人へ連絡すると、滞納額がかなり大きくなっている場合」があり、納入が困難になる可

能性がある。

従って、「債権管理マニュアル」に沿って、滞納者が分納している場合であっても、その事実

及び滞納額を連帯保証人に連絡する必要がある。

ｃ 債権区分Ｃ（償還意欲の欠如、失業、疾病等の理由により、半年以上納入していない者）

（ａ）大口滞納案件ｆ

（滞納状況）

滞納額 現在の状況

２，７３６，０００円

（滞納率１００％）

（期限未到来額６８，４０

０円を含む。）

これまで十分な対応がされていなかった。最近、借主が債務の承認

書を提出し、僅かずつではあるが、返済したい旨の申し出を行って

いるため、現在様子を見守っている。

（県の対応）

平成１２年１０月、一度も返済がされないまま滞納が発生している。平成２０年５月以前の

記録は一切ないため、滞納発生の経緯、滞納後の対応状況は不明である。現在の担当者になっ

てから対応履歴を作成している。

（問題点）

① 償還指導等の不備（指摘）

県は平成２２年９月に償還指導しているが、それまで一度も償還指導は行っていないとの

ことである。現在、僅かずつではあるが償還されている。債務承認書を提出しており、誠意

はあるものの、滞納額は多額であり、借主自身に返済能力が十分あるとは思えないので、回

収の可能性は不明な状況にある。従って、連帯保証人への対応も検討する必要がある。

（ｂ）大口滞納案件ｇ

（滞納状況）

滞納額 現在の状況

１，０８０，０００円

（滞納率１００％）

平成２０年７月２４日以降４回連絡している。又、周南市から文書

を送付しているが、連絡なし。
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期限未到来額６７５，００

０円を含む。

（問題点）

① 償還指導等の不備（指摘）

平成１８年１０月、１回も償還されないまま滞納が生じている。滞納後、こども未来課か

ら毎月督促状を送付している。しかし、平成２０年７月に借主に連絡するまで、借主との接

触が不十分であったため、連帯借主及び連帯保証人への連絡等されておらず、時効中断にも

対応していない。

（ｃ）大口滞納案件ｈ

（滞納状況）

滞納額 現在の状況

２，９６０，２２０円

（滞納率９５．０％）

平成１８年に２回、平成２２年に４回、不定期に少額の分納がされ

ている。

（県の対応）

初回償還期日より（平成１３年１０月～）滞納が生じている。滞納原因は借主の弁済資力の

欠如とのことであるが、経緯は不明である。県の対応は、平成１４年５月に催告状を送付した

が反応はない。その後、借主への電話や文書督促の手続きは、平成２１年度まで継続して行わ

れている。又、自宅訪問、連帯借主及び連帯保証人への通知等もされている。

（問題点）

① 違約金の計算（意見）

平成１８年１月３０日に、平成１７年１１月３０日納付期限分が引き落とされている。現

行の事務では、平成１７年１１月３０日納付期限分について引き落としたことから、このよ

うに取り扱っている。

しかし、平成１３年１０月３１日納付期限分が未納の状況であるため、最も古い未納額か

ら先に充当するべきである。そして、当該充当額について、平成１３年１０月３１日から平

成１８年１月３０日までの期間に応じた違約金が計算されるべきである。

適切な違約金計算の観点からは、最も古い未納額に対して違約金が計算されるように取扱

うべきである。

② 貸付審査の妥当性（指摘）

償還財源として、借主本人（母親）及び連帯借主（息子）で返済する旨を申請書にて記載

しているが、将来の不確定要素が多分に含まれており、償還財源の認定としては適切ではな

い。少なくとも、財源の具体的な内容を要求する必要があり、抽象かつ定性的な情報のみに

よって貸付けが行われた結果となっている。

又、貸付時に申請者である本人（母）は月収８０，０００円であり、返済がスタートする

と月５７，０００円が負担増となることは、当初から明白であった。収支バランスから、返

済が厳しいことは容易に判断がついたはずであり、毎月の償還額を抑えるなどの措置をとっ

ても良かったと考えられる。
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③ マニュアルの徹底（指摘）

債権管理マニュアルには、Ｃ分類の場合は連帯保証人や連帯借受人等を交えて協議の場を

持ち、今後の償還について決定すると規定されている。

しかしながら、実際には償還指導記録において連帯保証人を交えた協議は行われていない。

マニュアルにも規定されているが、必要な場合には職権による償還能力の最もある者を主償

還人として変更し、請求を行っていくことも検討が必要である。

④ 連帯保証人に対する履行請求のルール化（意見）

連帯保証人に対しては、平成１７年１０月に督促状が送付され、平成１８年１１月には借

主所在不明のため連絡している。しかし、平成１８年１２月に借主と交わした分納約束は全

く遵守されず、平成２１年１１月に連帯保証人へ指導文書が送付されている。今後は、平成

２１年８月に作成された「債権管理マニュアル」に従い、借受人・連帯借受人・連帯保証人

を交えて協議することが検討されるものと思われる。

ただ、「債権管理マニュアル」には、連帯保証人への具体的な履行請求に関するルールは

規定されていない。当該債務者についても、保証人宛に指導文書は送付している記録は残っ

ているが、先方からの反応がなく、結果として何ら意味のない対応となっている。

改善案として、保証人に対する履行請求に関して、具体的な取扱いをルール化することが

必要であると考える。

（ｄ）大口滞納案件ｉ

（滞納状況）

滞納額 現在の状況

１，８９６，９００円

（滞納率９１．８％）

最終納入日は平成１８年９月である。

（県の対応）

初回償還期日より（平成８年１０月３１日～）滞納が生じている。生活困窮が原因である。

県の対応は、平成９年１０月に、保証人宛てに催告状を送付し、平成１０年５月に、本人宛に

督促状を送付したが反応はない。その後、平成１２年まで、何度か本人宛に督促及び自宅訪問

を繰り返すも、連絡及び面会はできない状態が続いたため、連帯借受人への納付指導、保証人

への保証意志の確認を実施した。

平成１３年７月に、本人に再度督促状を送付するも反応がなかった。平成１６年１１月、連

帯借主と面接し、借主と連帯借主が協力して分納することを約束し、分納納付書を送付した。

（問題点）

① 償還指導等の不備（指摘）

現状の問題点は次のとおりである。第１回目の償還納付期限である平成８年１０月３１日

から、滞納が生じている。しかし、償還指導台帳には初回記録が９月２３日と記載されてお

り、平成何年の９月２３日に対応実施されたか不明である。又、償還指導台帳では２回目の

記録は平成１３年７月１３日であり、初回償還期限から約５年が経過している。

その間、継続的に督促等の償還指導に当たった形跡がなく、滞納者の生活状況を配慮した

上で、滞納債権の長期化防止策が何ら講じられていない。事実、現時点において将来の具体

的な返済計画はなく、回収の可能性は不明な状況にある。債権管理は適正にされていないと
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言える。現状、上長による償還指導台帳の承認がされていない。

なお、福祉事務所の時代に借主等への督促状況が記録された資料を入手したが、平成９年

１０月１３日に保証人宛に督促を実施している。本人への督促よりも前に保証人へ督促され

ており、適切とは言えない。

改善案としては、償還指導台帳には、指導時期、指導履歴を適切に記載する必要がある。

この記載があって初めて滞納理由、借受人等の生活状況及び納付能力等が明らかになり、今

後の対応方針が、滞納者の個別事情を反映した適正なものになる。福祉的資金と言う性格上、

滞納債権の長期化を防止するだけでなく、滞納者の生活状況への配慮も重要である。これら

を勘案した指導方針を立て、実際の償還指導を適正化に向けて管理するためには、その前提

となる指導履歴等の適切な記載が必要である。

② 貸付審査の不備（指摘）

貸付申請の審査資料に、償還の財源について、二女が卒業後に得る収入により返済予定と

ある。しかし、貸付審査時に二女の卒業後の就労状況は確実視できなかったはずであり、そ

れを財源として充てにすることは審査が十分であったとは言えない。結果的に、二女が月額

３，０００円ずつ返済すると言う償還指導記録はあるものの、それさえもされておらず、現

在まで償還は一度も行われていない。

③ 時効中断手続の不備（指摘）

償還期限は、最終償還日の平成１８年９月末である。時効中断措置として債務確認書など

をとったことはない。

（ｅ）大口滞納案件ｊ

（滞納状況）

滞納額 現在の状況

３，４３３，９１２円

（滞納率７７．２％）

平成１９年８月以降の償還指導記録がないため、債務者の現在の状況

は不明である。

（県の対応）

滞納は平成９年１０月から段階的に発生している。県の対応は、次のとおりである。

平成１０年５月に、一部初回償還分から支払猶予（１年間延期）。

平成１３年２月に、一部支払猶予申請（１年間延期）。

平成１４年及び１６年に、新しい職場への就職を確認。

平成１３年から１９年８月にかけて督促を継続して実施。

平成１６年９月に、分納を約束。

平成１８年８月に、分納額の増額を約束（５千円から２万円へ）

平成１９年８月に、借主に督促状を送付。

（問題点）

① 償還指導等の不備（指摘）

償還指導記録は平成１９年８月で終わっており、以降の記録はされていない。督促及び借

主等の状況把握が途切れており、債権管理が適正にされていない。理由は、新たな滞納者も

発生しており、過去の滞納者への催告まで手が回らなかったとのことである。
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② 回収可能性の検討（指摘）

回収の可能性はあるとのことであるが、現時点で具体的な返済計画はなく、回収の可能性

は不明である。償還指導記録でも、直近年度の平成２２年度でも返済計画等を協議した形跡

はなく、過去の償還約束を引き延ばし、事実上は回収作業が放置されているとも見える。

③ 貸付審査の妥当性（指摘）

現状、貸付申請書には、償還財源として本人及び娘で返済する旨記載されている。しかし、

将来の不確定要素が多分に含まれており、償還財源の認定としては適切ではない。結果的に、

滞納当初から支払猶予を申請しており、貸付時の審査の妥当性に疑念を持たれる状況となっ

ている。

改善案としては、貸付審査の妥当性を確保するため、抽象かつ定性的な情報のみでなく、

少なくとも、財源確保の具体的な内容を要求する必要がある。

④ 連帯保証人に対する通知・請求（指摘）

現状、連帯保証人への通知はしていない。理由は、借主が継続的に償還中であり、借受人

の納付意思を尊重し、借受人に納付指導をしているためである。しかし、「債権管理マニュア

ル」にも記載されているように、「急に借受人が失業等の理由により分納が滞った場合、その

時点で連帯保証人へ連絡すると、滞納額がかなり大きくなっている場合」があり、納入が困

難になる可能性がある。

改善案としては、「債権管理マニュアル」に従って、滞納者が分納している場合であっても、

その事実及び滞納額を連帯保証人に連絡する必要がある。

⑤ 違約金計算（指摘）

個人別貸付償還台帳を入手したが、元本償還の充当について、古い債権から順に充当処理

していない。返済があった都度、その時に償還すべき債権元本を消込みしている。そのため、

違約金の計算が本来の古い債権額の納期限から算定されておらず、違約金の算定方法が実態

と合っていない。

⑥ 時効中断手続（指摘）

当該債権の償還期限は平成２２年９月末であるが、償還台帳上では、１０年間収納がなく、

時効期間が満了している元本がある。古い債権からの充当処理を行っていないため、実際には

時効期間が成立した債権がいくらかは不明である。

ｄ 債権区分Ｄ（生活困窮等の理由により、納入能力がない状態にある者（生活保護）又はこれ

に準じる状態にある者で、その状態が消滅時効完成時期以降も続くと認められる者）

（ａ）大口滞納案件ｋ

（滞納状況）

滞納額 現在の状況

１，８６６，７６８円

（滞納率８２％）

平成１４年１１月に本人に直接連絡し、訪問を最後に、平成２１年ま

で本人の所在不明。平成２１年３月に、本人の所在が確認できたため、

同年１０月に、健康福祉センターより督促状を送付している。宛先不

明とはなっていない。

１回目の償還期日である昭和６１年７月から滞納が生じている。多額の借金返済による生活

困窮が原因である。滞納後の回収状況は、１回目の滞納以降、予定通りの償還がほとんどされ

ていない。平成１４年１１月の入金を最後に、現在まで入金はされていない。
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（県の対応）

１回目の滞納後の昭和６２年１１月に、本人自宅訪問、連帯保証人への文書催告を実施。そ

の後、平成１４年１１月まで、本人への自宅訪問等が繰り返されており、生活状況の把握と少

額分納に努力されていることが窺われる。平成２１年に債務者本人の所在が判明したので、今

後は税務課への引継ぎも検討する方針である。

（問題点）

① 償還指導の不備（指摘）

平成１４年～２１年までの償還指導の記録は、滞納者の所在が不明のため残されていない。

この間、所在調査がされたかどうか不明である。又、連帯保証人への通知は滞納当初だけで

あり、その後、債務者本人の所在が不明になってからも、連絡はされていない。

所在不明の事実及び接触していない理由を記録し、管理者の承認を受ける必要がある。

② 徴収不能額の計上等（指摘）

県は、本人の生活状況から資力の回復は困難と判断している。従って、会計上は徴収不能

額を計上する必要がある。又、所在不明のため、時効の中断には対応していないことから、

将来的には欠損処理を検討すべきである。

（ｂ）大口滞納案件ｌ

（滞納状況）

滞納額 現在の状況

２，２１９，８６８円

（滞納率１００％）

平成１３年９月から２１年３月までの本人の所在不明であったが、平

成２１年３月に、本人の住所を確認。

（県の対応）

１回も償還されないまま滞納となっている。事業不振と、返済意識が希薄であることが原因

である。

平成２年２月以降、本人と接触できず、母親等を通じて返済指導を実施した。以後、本人行

方不明のまま、自宅訪問により家族から情報入手を継続した。平成１０年４月に保証人（借主

の父親）を訪問し、翌日、本人がセンター来訪、平成１０年５月より毎月１０，０００円納付

を約束した。その後、平成１３年９月から２１年３月までの本人の所在は不明である。

（問題点）

① 所在不明者への対応（指摘）

平成１３年９月から平成２１年３月までの償還指導記録は、滞納者の所在が不明のため、

残されていない。この間、所在調査がされたかどうか不明である。本人所在不明の事実を記

録し、管理者の承認を受ける必要がある。

② 連帯保証人への対応（指摘）

平成４年８月に連帯保証人に面接した際に、「連帯保証人になった覚えはないと言ってい

る。」とのことである。その後も連帯保証人宅に訪問、電話しているが、債務者本人の所在が

不明になってからは、連絡はされていない。この事実を管理台帳に記載し、管理者の承認を

受ける必要がある。

③ 時効中断への対応（指摘）

本人所在不明のため、時効の中断には対応していない。所在が判明した現在も県は、本人

の生活状況から資力の回復は困難と判断している。今後も、時効中断に対応しないのであれ

ば、管理台帳にその旨記載し、管理者の承認を受けることにより、それが県の方針であるこ

とを明らかにする必要がある。
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ｅ 債権区分Ｅ（死亡している者、行方不明の者又は心身の著しい障害等により納入不可能な者）

（ａ）大口滞納案件ｍ

（滞納状況）

滞納額 現在の状況

元金１，４５２，０１３円

（滞納率９０．８％）

違約金１７５，８４４円

本人所在不明であり、保証人も死亡している。保証人の相続人から

も、平成２１年１２月に、保証人の相続人より時効の援用文書が届

いたため、請求ができなくなった。

（県の対応）

県の対応は妥当と判断する。滞納発生時期は昭和５８年９月であり、債務者本人への催告及

び連帯保証人への連絡等、適切な対応がタイムリーにされている。最終収納日平成９年１０月

であり、平成１２年から、債務者本人との連絡が取れなくなった。その後、保証人へ請求して

いるが、保証人の生活状況に余裕はなく、弁済はされていない。保証人も平成２１年１１月に

死亡が判明した。

（問題点）

① 徴収不能額の計上

会計的・実態的には、平成１２年以降、債権の回収可能性が困難な状況にあり、今後、同

様のケースでは徴収不能額を計上すべきことに留意が必要である。

（ｂ）大口滞納案件ｎ

（滞納状況）

滞納額 現在の状況

３，０２０，８９９円

（滞納率９６．７％）

（期限未到来分６５０，８

２５円含む）

自宅訪問時は債務者が常に不在であるため接触ができず、分納相談

等もできない状態。現状把握している住所宛の文書は返戻されてい

ないことから、居住地としては信頼できると考えている。このよう

に債務者本人の所在が不明のため、税務課への引継ぎもできない。

平成１４年１０月の第１回目の償還から、滞納が生じている。滞納原因は経済的困窮である。

滞納後の回収状況は、平成１４年～１５年にかけて、不定期の少額分納（合計９８，１０１円）

がされている。その後、分納がないまま、平成１８年３月に５，０００円回収したのが最後に

なっている。

（県の対応）

平成２１年７月に、岩国市との合同償還により、借主の自宅に訪問するものの応答がない。

平成２１年１１月に、保証人に指導文書を送付するものの返却されたため。同年１２月に、保

証人の新住所へ催告文書を送付し、平成２２年８月、借主への指導文書を送付した。又、滞納

者の納付能力については、貸付審査時には所得証明を徴しているが、滞納発生後は市への所得

の照会等による客観的な裏付調査・確認を行っていない。理由は、本人からの口頭、電話聴き

取り調査により生活情報を把握しており、又、マニュアル等で所得確認による裏付調査まで求

められていないからとのことである。

（問題点）

① 対応の不備（意見）

単に電話催告及び文書催告を継続しているだけでは根本的解決にならない。債務者の誠意
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のない対応が一定期間続く場合、財産調査等を実施し、法的措置をとることを検討すべきで

あり、法的措置をとらないのであればその理由を管理台帳に示して、管理者の承認を受ける

必要がある。

又、財産調査等の実行性を確保するため、契約書等に滞納が生じた場合には、債務者以外

から債権管理に必要な個人情報を入手できることに同意する条項を加えることを検討する必

要がある。

② 徴収不能額の計上（指摘）

債権評価の観点からは、債務者（保証人含む）の支払能力については不明の状況であり、

会計的・実態的には、債権の回収は困難と評価されるため、徴収不能額を計上する必要があ

る。今後、同様のケースでは、滞納が生じた時から徴収不能額計上の検討を行う必要がある。

（ｃ）大口滞納案件ｏ

（滞納状況）

滞納額 現在の状況

２，０００，０００円

（滞納率１００％）

債務者本人は現在、行方不明である。保証人である借主の実父も同じ

く行方不明である。

（県の対応）

滞納金の発生時期は昭和６１年１１月である。最終収納は昭和６３年である。平成１２年９

月に指導文書等を送付したが、宛先不明で返却された。平成１１年以前の記録がない。

（問題点）

① 不能欠損処理の検討（指摘）

本人、保証人共に行方不明のため、又、時効の中断には対応しておらず、回収の可能性は

ないため、欠損処理すべきである。

（ｄ）大口滞納案件ｐ

（滞納状況）

滞納額 現在の状況

９１６，５２０円

（滞納率７６．４％）

現在、借主が債務承認書を提出して少額返済したい旨の申し出を行っ

ているため、連帯保証人への通知も控え、様子を見守っているとのこ

とである。

（対応の状況）

今から約３０年以上も前の貸付けであり、当初滞納時期の昭和５８年８月以降、対応が適切

にされたかどうか、又、最終収納日の平成９年７月以降、時効中断が適切にされたかどうか、

償還管理台帳への詳細な記録がないため不明な状況にある。

（問題点）

① 対応の不備（指摘）

償還管理台帳への詳細な記載が見当たらないことから、必要な管理はされていないと見ざ

るを得ない、特に、連帯保証人への対応がされていないことは、当該滞納額を納入不可能（Ｅ

評価）と判断していることと整合しない。

福祉的性格の強い資金であり、時間をかけてでも完納に努めることが公平性に適うことで
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はあるが、このままでは、関係者が全員死亡するまで不良債権として放置され、債権管理の

効率性を著しく損ねる可能性がある。

今後の対応として、当該未収金は、実質的に納入不可能な債権として、不納欠損処分を検

討する必要がある。不納欠損しない場合には、借主及び連帯保証人の生活状態等を把握し、

納入の可能性が少しでもあることを客観的に説明する必要がある。

又、不納欠損に関係なく、会計的には徴収不能額を認識する必要がある。（決算において、

会計課にＥ評価事実が連絡される仕組みが必要である。）

（ｅ）大口滞納案件ｑ

（滞納状況）

滞納額 現在の状況

１，３２１，８９２円

（滞納率９９．１％）

第１回目の償還がされた後の、平成元年１１月に滞納が生じてから現

在まで、全く納入されていない。

（県の対応）

償還記録台帳を見ると、平成１６年度までは償還指導が定期的にされているものの、それ以

後は詳細な記録が見当たらない。この点について質問したところ、当該滞納案件は約２０年前

の貸付けであり、その間、新たな滞納者が多く発生しており、情報の少ない当該滞納者への催

告まで手が回らなかったとのことである。

（問題点）

① 納付交渉の不備（指摘）

長期にわたり納付交渉をした記録がないことから、この間、県の当該滞納案件への対応は

放置されていたものと思われる。県は、当該滞納案件を納入不可能なもの（Ｅ評価）と判断

していることから、納入効果の乏しい滞納者へ意味のない文書催告等を繰り返すことよりも、

納入が期待できる新規滞納者に労力を割くことは理解できる。

しかし、本来、福祉的性格の強い母子寡婦福祉資金は、少額でも時間をかけて納入に努め

るのが公平性に適う。それに向けて管理しないのであれば、納入不可能と言う事実を客観的

に裏付ける調査を行い、それに応じた対応をする必要があるが、管理されていない。又、滞

納のまま放置されると、債権管理効率には影響しなくても、価値のない債権額が県の財産と

して開示されてしまう。

従って、今後の対応としては、当該未収金の実質的な納入可能性を客観的に裏付けるため、

今後は、借主への納付交渉だけでなく、連帯保証人への通知・督促も行い、少額でも時間を

かけて納入されるかどうか、債務者の誠実性、所在明確性、生活状況及び財産状況等を調査

する必要がある。そして、納入可能性が客観的に裏付けられない場合は、不納欠損処理の検

討を行う必要がある。

（ｆ）大口滞納案件ｒ

（滞納状況）

滞納額 現在の状況

１，５１９，７３４円

（滞納率７７．５％）

平成１３年１０月までは、それまで生じた３回の滞納も全て解消され

ていたが、それ以降生じた滞納は、借主の事業経営の不調により、未

だ回収されることなく長期化している。
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（県の対応）

償還記録台帳には、「平成１６年１０月、自宅は売り家となっていた。」と言う記録を最後に、

詳細な記録がされていない。その間、連帯保証人へは通知のみで請求されておらず、時効の中

断にも対応されていない。

（問題点）

① 対応の不備（指摘）

詳細な記録がないのは、他の滞納者の債権管理業務に追われ、当該滞納者への催告まで手が

回らなかったことが理由である。連帯保証人及び時効中断への対応もされていないことから、

平成１６年１０月以降、滞納のまま放置されていたものと思われる。

現在、滞納者は所在不明であるため、本人からの回収は困難な状況にある。今後は、本人の

現住所確認を行うと共に、連帯保証人に督促する必要がある。少しでも回収の可能性があれば、

時間をかけてでも完納を目指して分納等の納付交渉を行うべきである。しかし、借主等の所在

不明、連帯保証人の生活状況・財産状況からみて、客観的に回収可能と評価できない場合には、

不納欠損処分を検討する必要がある。

イ 高齢者住宅整備資金貸付金(長寿社会課)

（ア）制度の概要

ａ 制度の目的

高齢者住宅整備資金貸付金の目的は、高齢者の居住環境の向上であり、次の全てに該当する

者を貸付対象者としている。

① ６０歳以上の者、又は６０歳以上の親族と同居しているか、同居予定の者

② 前年の収入が貸付資金の年間償還額の４倍以上ある者

③ 世帯の所得合計が、３，０００千円に同居家族１人当たり２，０００千円を加えた額を超

えないこと

ｂ 制度の特徴

① 金銭消費貸借契約に基づき発生する私債権であり、消滅時効期間は１０年である。

② 制度創設は昭和４７年であるが、平成２０年度末に制度が廃止されており、現在は貸付金

の債権管理及び返還事務が行われているだけの状況である。

③ 貸付限度額は４，０００千円である。実際の１人当たりの平均貸付額は約１，２８９千円

である。１人当たりの貸付額は比較的大きいと言える。

④ 貸付対象者は、貸付申込時に６０歳以上の者、又は６０歳以上の親族と同居し、もしくは

同居しようとする者（所得制限あり）である。

⑤ 貸付利率は、年３％以内の固定である。

⑥ 人的担保として連帯保証人を２人とする（物的担保なし）。

⑦ 貸付資金の使途は住宅の整備であり、借受人の資産形成に寄与している面がある。

ｃ 最近５年間の貸付額等の推移
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最近５年間の貸付額、貸付残高及び未収金残高並びに件数の推移は、下表のとおりである。

（単位：千円）

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

貸付額

（人数）

６０，６９１

（１８人）

１８，２１０

（７人）

２５，６０８

（９人）

１１，６５３

（６人）

０

（０人）

貸付残高

（人数）

６７２，９８４

（４０３人）

５６８，４６０

（３６８人）

４７５，１３９

（３２３人）

３９６，８４４

（２７３人）

３３４，２０８

（２４３人）

未収金残高

（人数）

１４９，７３４

（１３７人）

１６３，９５３

（１３７人）

１６７，６１５

（１３６人）

１７２，８８９

（１３４人）

１７１，２０５

（１２２人）

平成２１年度末時点の滞納事案１２２件のうち、６５件は分納を履行中であり、残る５７件

については、順次、納付交渉に着手しているところである（７名は納付交渉着手済）。なお、滞

納の理由として、生活困窮を挙げるケースが多いように見受けられる。

過去５年間の未収金残高（件数）の現年度、過年度別の推移は、下表のとおりである。

（単位：千円）

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

現年度

（人数）

２１，５１３

（１２人）

２０，６３９

（１１人）

１７，４６７

（１０人）

１３，６２６

（９人）

８，６４１

（８人）

過年度

（人数）

１２８，２２１

（１２５人）

１４３，３１４

（１２６人）

１５０，１４８

（１２６人）

１５９，２６３

（１２５人）

１６２，５６４

（１１４人）

合 計
１４９，７３４

（１３７人）

１６３，９５３

（１３７人）

１６７，６１５

（１３６人）

１７２，８８９

（１３４人）

１７１，２０５

（１２２人）

制度創設以降の貸付金総額（貸付件数）は、７，２７６，６６１千円（５，６４６件）であ

り、平成２１年度末の貸付金残高３３４，２０８千円は貸付総額の４．６％に相当する。その

約半分の１７１，２０５千円は未収金（滞納額）である。最近５年間の過年度発生分の割合が

増加していることから、残り半分の調定期限未到来分についてもその多くが未収金（滞納額）

になる可能性が高い。

ｄ 実施した監査手続

債権管理が適正に実施されているかを確かめるため、平成２１年度末の大口滞納者について、

管理台帳等の閲覧及び職員への質問等により、次の事項を検討した。

① 貸付手続は適正になされているか。

② 連帯保証人への対応は適切になされているか。

③ 財産調査は適切になされているか。

（イ）監査の結果及び意見等

ａ 貸付手続の適正性（指摘）

平成２１年度に生じた滞納５件について、貸付手続の適正性について検討した結果、以下の

問題が検出された。

① 本人確認

貸付審査の段階で、運転免許書等で本人確認をすることになっているが、１件ほど、本人
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確認を示す書類が見られなかった。社会福祉協議会からの同意があったので運転免許証等の

提示を省略したとのことである。本人確認の方法自体には問題はないが、運転免許証の提示

などあらかじめ定められた方法以外の方法で確認した場合には、その旨を記録に残す必要が

ある。

② 所得内容の検討

所得証明書の、給与所得の金額、雑所得の金額及びその他の所得の金額を比較したところ、

その他の所得の金額が、給与所得・雑所得の金額を上回っているケースがあった。内容確認

を依頼した結果、このケースは本人ではなく、同居する親族のものであり、貸付申請者の返

済資力には関係がなかった。

ただ、所得証明書により貸付申請者の返済資力を審査する際には、雑所得やその他の所得

が比較的多い場合、その所得が一時的なものでないか確認する必要がある。

この貸付制度は既に廃止されており貸付審査を行っていないが、今後、新たな制度を設ける

場合には、注意を要するものと考える。

ｂ 個別滞納案件の対応状況分析

大口滞納者の代表的事例として、２つの案件を挙げる。

（ａ）大口滞納案件（Ａ）

① 県の対応状況

滞納状況等 貸付時期 償還予定総額 最終入金日 滞納額 回収率

Ｈ９年８月 ３，９９４千円 Ｈ１１年１１月 ３，３９３千円 １５．０％

滞納原因 自己破産による生活困窮

県の対応状

況

滞納発生時 定期的な電話連絡や臨戸により、生活状況の把握等に努めてきた。

時効中断の手

続

督促状送付及び債務承認に基づく一部納付

連帯保証人へ

の対応

連帯保証人のうち１人は自己破産している、もう１人は、滞納発生

以降１年に２回催告状を送付している。調査権がないことから財産

の把握は困難である。

違約金の説明 平成２２年度末において、滞納額３，３９３千円に対して違約金が

２，０２８千円発生している。なお、この違約金については、これ

まで滞納者に説明されていない。

今後の県の

対応

督促状を送付していた連帯保証人が死亡していたことが平成２２年１１月に判明。唯

一の相続人は相続放棄を検討中。相続放棄を行った場合は、不納欠損処理する見込み

である。

② 連帯保証人への対応（意見）

この案件では、滞納発生後の債務者本人への対応としては、電話連絡や自宅訪問及び債務

承認書の収受等により、適切な対応がされている。連帯保証人に対しても、平成２２年まで

年２回の催告状の送付が続けられている。しかし、連帯保証人のうち１人は自己破産してお

り、もう１人は連帯保証人になった覚えはないと主張している状況にあり、催告状の送付が

形式化している可能性が高い。連帯保証人に対しても、文書催告だけでなく、定期的な電話

連絡や臨戸により生活状況の把握等に努める必要があると考える。
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なお、この案件は、状況を打破するため、税務課への引き継ぎを行ったところである。

（ｂ）大口滞納案件（Ｂ）

① 県の対応状況

滞納状況等 貸付時期 償還予定総額 最終入金日 滞納額 回収率

Ｈ１０年１０月 ２，１１１千円 Ｈ１９年８月 １，８２７千円 １３．５％

滞納原因 本人との接触は過去に２度しかなく、滞納累積に至った経緯は分析できていない。

県の対応状

況

滞納発生当時 平成１８年２月に自宅臨戸した際に、債務者本人から毎月１万円の

分納額を設定したにもかかわらず、返済がされなかった。その後、

定期的な電話連絡や臨戸により生活状況の把握等に努めてきた。

時効中断の手

続

督促状送付及び債務承認に基づく一部納付。

連帯保証人へ

の対応

滞納発生以降１年に２回催告状を送付している。

違約金の説明 平成２２年度末において、滞納額１，８２７千円に対して違約金が

１，１０９千円発生している。この違約金については、これまで滞

納者に説明されていない。

今後の県の

対応

状況を打破するため、税務課への引継ぎを行ったところである。

② 財産把握の困難性解消（意見）

（現状の問題点）

借受人自身は一定の給与を有している５人家族であり、財産の把握ができないことから、差

押えは不可と判断している。財産の把握が困難である理由は、私債権であり、任意の聞き取り

調査以外の調査権を有していないためである。財産把握が困難と言う問題は、税務課へ引き継

ぐことで少しは解決に近づくが、税務課でも財産調査の把握ができないことには変わりなく、

根本的解決にはならない。

（改善案）

当貸付制度は既に廃止されているが、今後新たに制度を創設する場合には、例えば、貸付申

請書及び契約書に、滞納が生じた場合には、財産把握に必要な個人情報を入手することに同意

する旨の条項を設ける等、財産把握が容易にできる仕組みを整備する必要がある。

ウ 障害者住宅整備資金貸付金（障害者支援課）

（ア）概要

ａ 制度の目的

障害者の居住環境の向上のため、障害者又は障害者と同居する世帯に対し、障害者の専用居

室等を増改築又は改造するために必要な経費を低利で貸し付けることにより、障害者の福祉の

増進を図ることを目的とする。

ｂ 制度の特徴

① 金銭消費貸借契約に基づき発生する私債権であり、消滅時効期間は１０年である。

② 貸付限度額は４，０００千円である。実際の１人当たりの平均貸付額は約３，０５６千円
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である。１人当たりの貸付額は比較的大きいと言える。

③ 貸付対象者は、貸付申込時に６０歳未満である障害者、又は障害者と同居し、もしくは同

居しようとする親族等である。

④ 貸付利率は、年３％以内の固定である。

⑤ 人的担保として連帯保証人を２人とする（物的担保なし）。

⑥ 貸付資金の使途は住宅の整備であり、借受人の資産形成に寄与している面がある。

⑦ 制度創設は昭和４７年であるが、平成２０年度末に制度が廃止されており、現在は債権回

収業務のみの状況である。

ｃ 最近５年間の貸付額等の推移

最近５年間の貸付額、貸付残高及び未収金残高の推移は、下表のとおりである。

（単位：千円）

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

貸付額 16,600 8,000 8,000 10,230 －

貸付残高 72,201 68,999 69,623 68,882 64,122

未収金残高 52,946 53,211 51,794 49,957 49,928

最近５年間の未収金残高（件数）の現年度、過年度別の推移は、下表のとおりである。

（単位：千円）

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

現年度（件数） 3,444（13） 3,313（11） 2,954（11） 2,300（10） 2,081（6）

過年度（件数） 49,502（49） 49,898（51） 48,840（49） 47,657（43） 47,847（50）

合 計（件数） 52,946（62） 53,211（62） 51,794（60） 49,957（53） 49,928（56）

平成２１年度末時点の滞納のうち、１２件が分納を履行中であり、残りについては、順次、

納付交渉に着手しているところである（１７件は納付交渉に着手済）。

なお、滞納の理由として、生活困窮を挙げるケースが多いように見受けられる。

ｄ 実施した監査手続

債権管理が適正に実施されているかを確かめるため、平成２１年度末の大口滞納者について、

債権管理台帳等の閲覧及び職員への質問等により、次の事項を検討した。

① 納付交渉は貸付制度の目的と整合しているか。

② 償還台帳の記録は必要十分な内容になっているか。

（イ）監査の結果及び意見等

滞納後の県の対応を分析・調査するため、大口滞納案件の中から、貸付時期及び最終入金日

が比較的古く、長期にわたり滞留額回収が滞っているもの４件を抽出した。

ａ 県の対応状況等

抽出した各借受人の滞納状況、県の最近の対応状況及び今後の対応方針は、次のとおりであ

る。
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① 大口滞納案件Ａ

滞納状況等 貸付時期 貸付額（千円） 最終入金日 滞納額（千円） 回収率

Ｓ６３年３月 ２，０００ Ｈ６年３月 １，０６３ ４６．８％

滞納者等の

生活状況

聞き取り調査により、借受人は死亡しており、妻の収入は年金のみで、毎月の手取り

収入は２１万円、資産は軽トラックのみであることが把握されている。

最近の県の

対応状況

借受人死亡のため、相続人や連帯保証人に納付交渉しているが、それぞれの生活状況

に余裕がなく、納付の決め手がない。亡くなった連帯保証人の妻に、月々１万円の返

済交渉をするため、来庁を呼びかけ、生活状況の把握に努めている。

今後の対応 亡くなった連帯保証人の妻との交渉で、未償還金の半額（約５０万円）を一括納付す

ることを条件に、亡き連帯保証人との連帯保証契約を解除する。又、残りの未償還金

（約５０万円）については、現在行方不明の連帯保証人（借受人の子供）の所在調査

を実施していく。

② 大口滞納案件Ｂ

滞納状況等 貸付時期 貸付額（千円） 最終入金日 滞納額（千円） 回収率

Ｓ６０年８月 １，８５０ Ｈ７年６月 ４４５ ７５．９％

滞納者等の

生活状況

聞き取り調査により、本人の借金や妻の入院による出費等のため、生活困窮であるこ

とが把握されている。

最近の県の

対応状況

交渉の中で、毎月の返済額の減額の提案を何度も行う。３千円と１千円の納付書を作

成し、毎月２千円以上の納付を約束している。

今後の対応 電話・臨戸等により滞納者の生活状況を適時、適切に把握する。

借受人に対する請求にとどまらず、連帯保証人に対しても請求することを検討してい

る。

③ 大口滞納案件Ｃ

滞納状況等 貸付時期 貸付額（千円） 最終入金日 滞納額（千円） 回収率

Ｓ６０年１０月 １，８５０ Ｈ６年５月 ６６７ ６３．９％

滞納者等の

生活状況

聞き取り調査により、事業の失敗による借金返済のため、生活困窮であることが把握

されている。現在、借受人の所在不明のため、財産状況の把握ができない状態。

最近の県の

対応状況

平成１４年２月から、借受人の希望に基づき、毎月５千円から１万円の少額返済を約

束したが、返済はされなかった。現在、借受人の所在の把握に努めている。

今後の対応 借受人の所在調査を続けると共に、所在不明の２人の連帯保証人に対しても所在を調

査する。

④ 大口滞納案件Ｄ

滞納状況等 貸付時期 貸付額（千円） 最終入金日 滞納額（千円） 回収率

Ｓ６０年１０月 １，８５０ Ｈ７年３月 ３３３ ８２．０％

滞納者等の

生活状況

聞き取り調査により、借受人の病気治療費等の支出のため、生活が困窮していること

が把握されている。

最近の県の

対応状況

平成７年３月を最後に入金はされていなかったが、平成２２年８月に、借受人の妻か

ら毎月１万円の返済を希望する電話があった。

今後の対応 借受人の妻からの１万円の分納の申し出を基に、税務課と連携して納付交渉を行って

いく。
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ｂ 県の納付交渉の状況（事実）

現状、どの滞納者に対しても強制執行の処置はとられていない。理由は、交渉継続を優先す

るためとのことである。この点について、抽出した４つの案件における障害者支援課の対応状

況を見ると、基本的に、滞納者の生活状況を適時・適切に把握し、それに合った少額返済額を

設定するよう努力している。又、滞納者の給付能力については、私債権のため財産調査をする

権限はないものの、任意の聞き取り調査により、収入や生活状況を把握している。

時間をかけてでも、納付交渉を粘り強く行い、全額返済させようと言う課の方針及び担当者

の姿勢が窺われる。

当該貸付金制度は、障害者福祉の増進を図るものであり、実際に、任意に抽出した４名の滞

納者は全て生活困窮者であることから、契約観念で割りきって法的手続をとることは、制度の

趣旨に反すると考える。現状の障害者支援課の滞納者本人への対応方針は、納付交渉を忍耐強

く行い、滞納者が抱えている問題を共に考え、滞納者と一緒になってできるだけ話し合いによ

り解決すると言うものであり、福祉的性格の強い貸付制度の目的に整合していると言える。

ｃ 償還台帳への対応記録（指摘）

次の表は、抽出した４つの案件について、滞納発生時、最終入金時及び連帯保証人等への通

知時期を示したものである。償還台帳への対応記録がなく、県の対応が放置された可能性のあ

る滞納期間があることがわかる。

滞納者 滞納発生時期 最終入金時期 連帯保証人等への通知時期等

Ａ
Ｈ２年５月 Ｈ６年３月 死亡した連帯保証人Ａの妻、平成７年６月に来庁。

死亡した連帯保証人Ｂ（借受人の息子）の所在調査中。

Ｂ
Ｓ６１年５月 Ｈ７年６月 平成１９年８月、連帯保証人Ｃの長男の妻から電話。

平成２２年１０月、連帯保証人Ｄに電話。

Ｃ
Ｓ６１年１０月 Ｈ６年５月 連帯保証人Ｅは所在不明。

連帯保証人Ｆは所在不明。

Ｄ
Ｓ６２年８月 Ｈ１２年５月 平成１６年３月、連帯保証人Ｇから電話。

平成２２年１１月、連帯保証人Ｈに電話。

即ち、滞納案件Ａについては、最終入金日（平成６年３月）から、死亡した連帯保証人の妻

に納付交渉（平成７年６月）するまで、１年と３カ月である。

その後、平成８年１２月に連帯保証人へ連絡（減額返済の約束）した後、平成２２年５月ま

で償還台帳上交渉履歴は記録されていないため、この間（約１４年間）県の対応は放置されて

いたと見ざるを得ない。

滞納案件Ｂについては、最終入金日（平成７年６月）から、借受人の妻と納付交渉（平成１

１年４月）するまで、３年と１０ヶ月である。

その後、減額返済を約束した後、連帯保証人関係者から連絡がされる平成１９年８月までの

約８年間、償還台帳上交渉履歴は記録されていない。

滞納案件Ｃについては、最終入金日（平成６年５月）以後、平成１４年３月までは定期的に

借受人との納付交渉がされているが、その後（減額返済依頼後）平成２２年１１月までの約８

年間、償還台帳上交渉履歴は記録されていない。特に連帯保証人が未だ所在不明のままであり、

早期に、連帯保証人への接触を始めていれば、所在不明と言う状況は回避できた可能性がある。
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滞納案件Ｄについては、平成１１年３月までは定期的に借受人との納付交渉がされているが、

その後（減額返済依頼後）平成２２年８月までの約１１年間、償還台帳上交渉履歴は記録され

ていない。

以上より、抽出した４つの案件のうち、最終入金時から連帯保証人等への連絡時期が迅速に

されていないもの、又は不明のものが３件ある。又、どの案件も、償還台帳上に交渉履歴が記

録されていない。実際には、その間も借受人等との話合いは継続されていた可能性はあるが、

その履歴が記録されていない以上、県の対応が放置されていたと見ざるを得ない。

ｄ 連帯保証人への請求（指摘）

① 福祉的性格の強い債権とはいっても、単に借受人本人と話合い継続中と言うだけで滞納をそ

のまま放置することは、債権徴収の公平性・効率性からみて妥当ではない。

借受人本人からの回収が困難であると判断した時点で、即座に、連帯保証人へ請求し、連帯

保証人に対して粘り強い納付交渉を始める必要がある。

② 担当者間で、連帯保証人への履行請求時期にバラツキが出ないようにするため、借受人への

督促後一定の未履行期間が経過した場合、原則として、連帯保証人に対する請求を行う必要が

ある。

エ 心身障害者扶養共済制度（障害者支援課）

（ア）制度の概要

ａ 制度の目的

障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、

保護者に万一（死亡・重度障害）のことがあった時、障害のある方に終身一定額の年金を支給

することを目的とする。県では、制度発足の昭和４５年から現在までの約４０年間において、

約３，８００人の保護者が加入し、約１，２００人の障害のある方々に年金を支給してきてい

る。

ｂ 制度の特徴

① この障害者扶養共済制度において、加入者は、実施主体である県と扶養共済契約を締結し、

掛金支払の義務を負う。又、県は加害者が死亡又は所定の重度障害状態となった場合に年金

を支給し、加入者より先に障害者が亡くなった場合に弔慰金を支給する。未収金は、加入者

の掛金の収納未済、過支給年金の返納未済により生じる。

② 平成２１年度末の未収金残高は、３８，７６４千円（滞納者数２８０人）である。１人当

たり滞納金額は比較的少ないが、滞納者数は多い。

③ 加入対象者は、障害のある方を現に扶養している保護者である。

④ 独自の債権管理マニュアルはなく、「共通的な債権ガイドライン」により管理している。
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ｃ 最近５年間の未収金残高の推移

（単位：千円）

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

現年度 1,022 514 1,007 1,844 1,138

過年度 36,807 36,617 36,481 36,732 37,626

合 計 37,829 37,131 37,488 38,576 38,764

過年度の未収金残高が横ばいであることから、長期化した回収困難な案件が多いことが想定される。

（イ）監査の結果及び意見等

ａ 債権管理マニュアル（指摘）

（現状の問題点）

現在、当該未収金の回収処理に関する独自のマニュアルや規程は存在していない。全庁的な

共通ガイドラインとして「債権管理ガイドライン」が存在しているが、一般的な回収事務等の

作業標準に過ぎず、必ずしも心身障害者扶養共済制度に適ったものとなっていない。実際、当

未収金の管理については、次の問題が生じている。

① 財産調査は行われていない。

② 督促状の送付に留まっており、時効中断の措置はとられていない。

③ 制度加入者については、督促手続をとっているが、制度脱退者については何ら有効な回収

策が講じられておらず、明確な対応方針が定まっていない。

④ 未収金の多くについて消滅時効が完成しているが、不納欠損処理は行われていない。

（改善案）

障害者福祉施策における共済制度であることから、強制執行に踏み切るのは困難であるとし

ても、掛金納付者との公平性を図るため、時効中断を図り、債務弁済能力に見合った返済を、

時間をかけてでも粘り強く求めていく必要がある。又、年齢等から回収可能性がない場合には、

不納欠損処理を検討する必要がある。

このような債権管理方針を明確にし、回収事務を公平に進めていくためには、心身障害者扶

養共済制度に適った独自の未収金管理マニュアルを作成する必要があると考える。

ｂ 督促手続の妥当性（指摘）

（現状の問題点）

当該未収金の大部分は、既に制度を脱退した者の未納掛金である。当該未納者は、未納掛金

を納付しても、今後、何らの給付を受けることができないなど、納付のメリットがないため、

納付の理解を得ることが難しいと言う構造的な課題がある。そのため、現在、督促が実施され

ているのは、共済制度の加入者だけであり、制度脱退者に対しては掛金未納分を支払うよう督

促はされていない。しかも、加入者への督促についても、督促履歴が「滞納整理記録表」にフ

ァイルされているが、督促等の記録が未記載のものもあり、督促履歴の有無が不明な滞納者が

見受けられる。又、共済制度加入者への督促は、何らかの反応があるまで督促状の送付を形式

的に繰り返しているケースが大半である。先方の反応を待つしかない文書督促のみでは、有効

な督促とは言えない。

（改善案）

制度脱退者からの回収には、大きな課題はあるが、未収金のほとんどが制度脱退者であるこ

とを考えると、制度加入者と脱退者とで督促手続に差が生じている現状管理を改め、公平に督
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促を継続して行い、回収対策を講じる必要がある。

又、文書督促が形式的に繰り返されないように、訪問、面会、電話といった滞納者との直接

的な接触は図る必要がある。そして、これら督促の履歴を債権管理簿へ正確に記載する必要が

ある。

ｃ 不納欠損処理等の検討必要性（意見）

（現状の問題点）

平成２１年度末現在の未収金３８，７６４千円のうち、２９，７１８千円（７７％）は私法

上の時効期間である１０年を経過しており、ほとんど回収可能性のない未収金が消滅しないま

ま、県の財産に含まれている。

（改善案）

現状、滞納者の中心である共済制度脱退者は、高齢化しており、回収困難な状況にある。時

効が成立しているもの、及び実質的に回収が困難ないし不可能なものについては、議会での説

明・承認により不納欠損処理を検討する必要があると考える。

又、何らかの理由により不納欠損処理しない場合でも、会計的には消滅時効が完了している

未収金については、全額、徴収不能額を計上し、債権額を正しく示す必要がある。
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３ 貸付金の管理

（１）監査対象の選定基準等

ア 監査対象の選定基準

監査対象として選定したのは、平成２１年度末の貸付金残高のうち、残高ほぼ１千万円以上

のもの、及び、年度末に残高のない貸付金のうち年度内の貸付額の比較的大きいものである。

選定した貸付金は、次のとおりである。

（単位：千円）

貸付金の名称 所管課 年度末残高

地域総合整備資金貸付金（ふるさと融資） 地域政策課 1,406,844

山口宇部空港ビル対策事業貸付金 観光交流課 131,000

広域最終処分場整備促進対策事業貸付金 廃棄物・リサイクル対策課 469,113

研修医研修資金貸付金 医務保険課 18,800

医師及び歯科医師修学資金貸付金 医務保険課 126,000

水産都市しものせき活性化支援資金 農林水産政策課 －

就農支援資金貸付金 農業経営課 177,775

森林組合林産事業貸付金 森林企画課 －

椎茸生産対策事業貸付金 森林企画課 －

木材産業等高度化推進資金貸付金 森林企画課 228,510

獣医学生修学資金貸付金 畜産振興課 116,400

漁船漁業短期運転資金貸付金 水産振興課 －

（注）年度末残高がゼロの貸付金は、４月１日に貸し付け、３月３１日に償還を受けるものであ

る。

イ 実施した監査手続

① 貸付手続が法令及び要綱等に従って適正に行われているか確かめる。

② 貸付審査の手続が適正に行われているか確かめる。

③ 貸付先から県への報告が適切になされているか確かめる。

④ 貸付金制度の有効性を確かめる。

（２）地域総合整備資金貸付金（ふるさと融資）（地域政策課）

ア 制度の目的

地域振興に資する民間事業活動等に対し、地方公共団体が財団法人地域総合整備財団（ふる

さと財団）の支援を得て、無利子の融資を行う。ふるさと財団（昭和６３年設立）が貸し付け、

徴収等の事務を地方公共団体から受託する。そして、総合的な調査・検討を実施し、その結果

を地方公共団体に通知する仕組みである。

イ 制度の特徴

① 制度創設以来、８件の融資実績があるが、返済遅延（未収金）は発生していない。

② 県単独の貸付金制度ではなく、協調融資である。

③ 貸付対象費用は、設備の取得等に係る費用及び付随費用である。

④ 貸付限度額は、原則として２４億円かつ借入総額の２０％（協調融資の為）である。

⑤ 市町でも融資を行うことが出来るため、県案件は、市町案件の原則的な貸付限度額である
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６億円を超え、市町の区域を越えた広域的な波及効果が期待される事業等への貸付けとなる。

⑥ 直接貸付だが、民間金融機関等の連帯保証がなされるため、県として貸倒れのリスクは全

くない。

⑦ 「山口県地域総合整備資金貸付要綱」が定められている。

ウ 過去からの貸付状況

（ア）制度創設以降の貸付残高の推移

次のグラフは、制度創設以降の貸付金残高（千円）の推移を示すものである。なお、予算額

は貸付額と一致している。これは、貸付けを決定した後に、地域政策課で貸付予算の計上を行

い、担当課に対して貸付予算の付替えを行う。そして、予算計上に基づいて財政課が金融機関

から県債の発行により資金調達を行うからである。

平成２１年度末の貸付金残高は１，４０６，８４４千円である。

（イ）県案件の貸付状況

これまでの県案件については、総貸付額４，９９３，０００千円のうち３，５８６，１５６

千円が償還され、平成２１年度末の貸付金残高は１，４０６，８４４千円である。当該貸付制

度は、市町でも貸付限度額内であれば貸付けを行えるため、貸付金額が市町案件の貸付限度額

を超え、市町の区域を越えた広域的な波及効果が期待される事業等が県の対象となり、制度が

創設された平成５年度から２１年度までの１７年間における県案件の貸付実績は、８件となっ

ている。

エ 事業報告書等の提出

毎年、償還状況について報告を受けているとのことであり、提出された報告書全てに平成２

１年分の決算書は添付されている。

契約書裏面の「一般約款」第９条には「毎決算期ごとに、決算書類を」提出するように記載

があるが、要綱には提出期限についての記載はない。

これは、総務省及び財団法人地域総合整備財団が全国一律に取り扱っている貸付制度である

ため、山口県のみ要綱及び約款を変更することは困難であるとのことである。
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オ 貸付制度の有効性（事実）

（予算消化率）

予算と実際の貸付額が異なることはなく、過去の予算消化率も１００%となっている。これは、

当該貸付金については、原則として、融資が行われることが決定して予算措置がなされるため

である。従って、当貸付制度において予算額は県が示した活動目標額ではなく、目的達成度を

測る指標にはならない。

（貸付制度利用率）

そこで、当貸付制度の利用率を、実際の貸付件数で見ることとする。平成５年度に制度が創

設されてから平成２１年度までの１７年間において、実際の貸付件数は、放送、病院、輸送、

観光業からなる事業者への８件にすぎない。

平均すると、２年当たりに１件の貸付けとなっている。県案件の貸付けが低利用となってい

る原因として、①民間事業者等が事業主体であり、新規雇用１０人以上の見込み、貸付対象事

業費２，５００百万円超等の要件があること、②単純な営利行為ではなく、県が重点的に推進

する施策と密接な関連を有する事業に対して資金を貸し付けていることが、挙げられる。

財団法人地域総合整備財団からＰＲ等を行っているが、協調融資が必要なこと等を加味する

と、一般の融資よりも敷居が高い融資であり、利用実績件数としては低利用となっている。た

だし、活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するための政策的な貸付事業であるため、単に

貸付件数を増やすことを目的とするものではない。

（利用促進策の検討）

① 貸付条件の緩和による制度利用率向上の可能性については、貸付条件が国の貸付要綱に基

づくため、変更・緩和は難しい。

② 情報提供方法の見直しについては、現時点において財団法人地域総合整備財団と県のＨＰ

等で情報提供されているが、協調融資等の貸付条件が入るため借入れの敷居は高い。又、県

が手掛けるものは市町の区域を越えた広域的な波及効果が期待される事業で、かつ、貸付額

が６億円超のものであるため、案件が潤沢にあるとは言えない。

③ 対象事業費限定の見直しについては、対象事業費が国の貸付要綱によって、設備の取得等

に係る費用、試験研究開発費等の費用に限定されているため、拡大・緩和は難しい。

（貸付目的の達成度）

地域振興民間能力活用事業計画を作成の上、県が重点的に推進する施策と密接に関連してい

ることが確認されており、公益上必要な企業、団体が実施する事業に必要額の資金が貸し付け

られていると言える。

又、貸付金の対象となる事業が成功し、貸付政策の目的が有効に達成されているかについて

は、当初作成された地域振興民間能力活用事業計画と比較し、関連する施策の進捗状況と共に

確認されている。



138

（３）山口宇部空港ビル対策事業貸付金(観光交流課「交通運輸対策室」）

ア 制度の目的

平成１１年の台風１８号により損傷を受けた山口宇部空港ターミナルビルの復旧費用に充て

るために、県が直接３３１百万円を融資したものである。

イ 制度の特徴

① 制度的な融資ではなく、県の出資団体であること、又、公共的側面を考慮して、県が直接

的に貸し付けたものである。

② 金利は２%であり、貸付当時の県の調達コストに等しい。

③ 保証等はなく、県が負う貸倒れリスクは１００%である。

④ 被災によるスポット融資であるため、類似する他の融資制度はない。

ウ 過去からの貸付状況

平成１２年３月３１日に３３１百万円貸し付け、平成３２年３月３１日に一括返済する契約

であるが、平成２１年度において２００百万円の繰上償還が実施されている。

利息については、毎年３月３１日までに入金することとなっており、延滞の実績はなく未収

入金の問題は生じていない。

エ 貸付手続に係る要綱等の作成（指摘）

（現状の問題点）

県の「財務会計事務マニュアル」では、県が直接貸し付ける時には、「法令等の根拠規定、又

は県単独の施策に基づき取扱要綱等を作成」することになっているが、災害復旧と言う資金貸

付の特殊性・非反復性、又、特定の団体への貸付けであることから、当該貸付に係る規定・要

綱等は作成されていない。

（改善案）

今後発生する可能性のある災害復旧のための貸付けに迅速・公平に対応できるよう、要綱等

の作成を検討する必要がある。

オ 貸付制度の有効性（事実）

貸付目的は、平成１１年の台風１８号災害を受けて、山口宇部空港ターミナルビル復旧工事

費用に充てるためである。県民の交通利便性や県外からの交通面の円滑化を考慮し、冠水した

ビルの改修費用に充当する貸付金であり、政策目的としては住民福祉の増進に適った公益性の

あるものである。

当時の状況としては、新ビル建設のために民間金融機関から融資を受けた直後であったため

に、民間からの調達が難しかったこと、公共性を有する事業者であること等から、県が貸し付

ける合理性はあることは十分理解できる。
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（４）広域最終処分場整備促進対策事業貸付金（廃棄物・リサイクル対策課）

ア 制度の目的

財団法人山口県環境保全事業団（以下、事業団と言う。）が行う整備事業への無利子による貸

付金である。具体的には、産業廃棄物の排出の抑制、再生利用等による産業廃棄物の減量その

他適正な処理の促進のために、山口県産業廃棄物適正処理基金から事業団に対して、広域最終

処分場の設計並びに建設設備資金の貸付けが行われている。

事業団が運営している広域最終処分場は、宇部東見初の処分場（稼働済み）及び現在建設中

の新南陽処分場（建設中）の２ヶ所である。なお、県は、事業団に対して設計資金の全額、設

備資金の約２割を貸し付けている。

イ 制度の特徴

① 事業団への無利子貸付の財源は、産業廃棄物税を積み立てた基金である。

② 事業団への貸付金は、処分場設計等のソフト面での貸付けは無利子貸付であり、処分場設

備のハード面での貸付けは２割を限度に無利子貸付として、残りは事業団が民間金融機関か

らの融資を受けている。

③ 平成２１年度末において、未収金残高は生じていない。

④ 無担保・無保証での貸付けのため、貸倒リスクは県が負担している。なお、事業団に対す

る債務保証は行っていない。

⑤ 貸付金の根拠となる県の要綱として、宇部・小野田地域広域最終処分場整備促進対策事業

貸付要綱、周南地域広域最終処分場整備促進対策事業貸付要綱が作成されている。

ウ 制度創設以降の貸付残高の推移

次のグラフは、制度創設以降の貸付金残高（千円）の推移を示すものである。

全て５年間償還据置きの条件による長期貸付である。平成２１年度の返済額は５６２千円、

平成２１年度末の貸付金残高は４６９，１１３千円である。又、各年度の貸付額はほぼ予算ど

おりである。
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エ 貸付手続の合規制・経済性・効率性

（ア）業務報告書の提出期限の遵守（指摘）

要綱においては、貸付後の業務報告書は５月末までに知事に提出することとなっているが、

平成２１年度の事業報告書の実際の提出日は、平成２２年６月２８日となっており、５月末ま

でに提出するように事業団を指導する必要がある。

オ 貸付金評価の妥当性（意見）

（過去における貸付金の回収状況）

平成２１年度中に生じた一回目の貸付返済（５年間据置きの為）について、納期限から７日

後に返済されたが、遅延金についても適切に計算、調定され、納入されている。なお、これ以

降の返済については、全て納期限までに納入されており、平成２１年度末の状況で回収遅延と

なっている残高はない。

（貸付先法人の決算書の妥当性）

平成２１年度末において、事業団の決算書の正味財産の部はマイナスとなっている。具体的

には、一般正味財産△１５８，７７１千円と出損金１１０，６９５千円の差額である正味財産

合計額は、４８，０７６千円のマイナスであり、債務超過となっている。

平成２１年度の処分場収入の実績額２１６，７２０千円は、当初予算３０９，６００千円に

対して３０％下回っており、処分場収入が予定より９２，８８０千円減少しているが、平成２

２年９月から産業廃棄物の受入対象地域を県内全域に拡大し、処分場収入の増加を図っている。

現時点の営業キャッシュフローは借入返済のために十分なものであるが、処分場収入が減少す

るようであれば、貸付金の回収が困難となる可能性がある。貸付金の回収可能価額が低下する

と、営業キャッシュフローが不足して返済原資が生まれないことも考えられる。特に、新南陽

処分場についてはこれから設備資金の貸付けが発生するため、貸付金の回収可能価額について

は留意を要する。

（５）研修医研修資金貸付金(医務保険課「地域医療推進室」）

ア 制度の目的

小児科、産婦人科、麻酔科、救急科の４診療科（特定診療科）における医師不足が顕著であ

り、特定診療科医師の養成・確保を図るために研修資金を貸し付け、更に貸付終了後に一定の

要件を充足した者には返済免除を付すものである。特定診療科の診療に従事する意思のある医

師に対して、専門医研修資金を県が貸し付けるものである。これにより、即戦力となる専門医

を確保することが狙いである。

イ 制度の特徴

① 研修医研修資金貸付金については返済義務の開始した案件はなく、未収金の発生はない。。

② 貸付けは山口県研修医研修資金貸付規則に従って行われる。

③ 貸付対象者は、山口県内の公的医療機関等において特定診療科の専門医研修を行っている

医師である。

④ 連帯保証人は２名要求している。

⑤ 特定診療科医師の県内定着を図る代わりに、返済免除を規定している。返済免除要件は、

貸付終了後、貸付期間と同期間、公的医療機関等の特定診療科に勤務することとされている。

現時点で返済免除の実績はない。
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ウ 制度創設以降の貸付状況

制度創設の平成２０年度の貸付額は９２０万円であり、平成２１年度の貸付額は９６０万円

である。返済期限を迎えている債権はないため、平成２１年度末の貸付金残高は貸付総額の１，

８８０万円となっている。

エ 貸付金の回収保全策（事実）

契約上、連帯保証人を２名要求しており、又、貸付額は月額２０万円と上限設定ルールがあ

るため、債権の保全策としては問題ない。

オ 貸付制度の有効性（意見）

当該制度貸付が行われることは、県内に特定診療科医師が定着することを意味し、公益上必

要と言える。しかし、年間の募集人数５名に対する新規応募者数は、平成２０年度は４名、平

成２１年度は１名及び平成２２年度は１名の状況にある。この３年間での平均応募率は４０％

にすぎない。応募率が低い原因は、そもそも特定診療医の研修医師が少なく、制度開始後間も

ないからとのことである。確かに、制度開始後まだ２年であり、貸付事業が成功したか否かの

判断はできないが、小児科、産婦人科、麻酔科、救急科の４診療科（特定診療科）における医

師不足解消は、緊急性を有する公益上の問題であると考える。

募集人数に達せず予算消化率が低いと言うことは、対象者に制度が完全に周知されていない

か、又は、周知されていても制度の利用に不便さがある可能性がある。県内の特定診療医師の

定着に向けて、貸付政策の目的がより有効に達成されるように、応募率の更なる向上のための

県内外にわたる一層の周知徹底に取り組む必要がある。

（６）医師及び歯科医師修学資金貸付金(医務保険課「地域医療推進室」）

ア 制度の目的

将来、県内で医師として地域医療に従事しようとする医学生に対して、修学資金を貸し付け、

卒業後に県内の公的医療機関等に一定期間勤務した場合に返還債務を免除することにより、県

内定着の促進に資するものである。

イ 制度の特徴

① 医師及び歯科医師修学資金貸付金については、返済義務の開始した案件がないため、未収

金は発生していない。

② 制度開始は平成１８年度であり、修学期間をベースとした長期貸付金制度である。

③ 「山口県医師及び歯科医師修学資金貸付規則」が作成されている。

④ 県単独による貸付けである。

⑤ 連帯保証人は２名要求している。

⑥ 貸付対象者は、山口大学医学部に在籍する者、山口大学以外の大学医学部在籍者で県内高

校を卒業した者、山口大学医学部医学科推薦入学「地域枠」合格者及び山口大学医学部医学

科推薦入学「緊急医師確保対策枠」入学者全員である。

⑦ 返還免除の条件は、臨床研修終了後、知事指定の公的医療機関等で貸付期間の１．５倍の

期間を医師として勤務することである。現在、返還免除条件となる勤務の満了者はなく、免

除の発生はない。
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ウ 過去からの貸付状況

次のグラフは、制度創設以降の各年度の貸付額の推移である。貸付額は年々増加する傾向に

ある。制度創設の平成１８年度以降、貸付金の免除及び返還はなく、貸付総額１２６百万円が

そのまま平成２１年度末の残高になっている。

エ 貸付金管理の合規制（事実）

貸付金管理は、以下の理由により、法令及び要綱等に従って適正に行われていると判断する。

① 貸付金管理に係る要綱・規則等が整備されている。

② ２名の連帯保証人について、要件を定め、主たる債務者（借受人）の情報に添付されてお

り、貸付取消事由に該当した場合等を想定した債権保全策を講じている。

③ 債権管理簿は各人別に残高管理されている。

④ 毎月の融資額には最大限度額を設定しているが、借受人に応じた与信管理ではなく、制度

上の限度額である。ただし、学生への貸付けは医療従事者確保が趣旨であり、保証人も有る

ことから、各人の与信限度額の設定がなくても問題はない。

オ 貸付制度の有効性（事実）

貸付制度の目的は、県内医師の定着確保であるから、主に山口大学医学部所属の学生が臨床

研修を修了し、医師として県内の公的医療機関等に勤務することで達成される。現在、制度開

始後の融資を受けている学生はまだ修学中であり、貸付目的の達成状況を直接確認することは

できない。

ただ、下表に示すとおり、毎年募集人数の上限まで利用され、又、必要な人材に必要な融資

が実行されていることから、貸付制度の利用率は高く、貸付政策の目的は有効に達成されてい

ると見ることはできる。

（単位：人）

Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

募集人数 ５ １０ １０ １５

貸付人数 ５ １０ １０ １５
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（７）水産都市しものせき活性化支援資金（農林水産政策課）

ア 制度の目的

水産都市しものせきの中心をなす下関市南部３水産市場における、卸売人の生鮮水産物の集

荷拡大や買受人の購買力強化に必要な資金の融通を円滑にし、近年、市場取扱量の減少等に伴

い市場機能の低下が著しい下関市南部３水産市場の活性化を図り、市場の復活を目指すもので

ある。

イ 制度の特徴

① 当貸付金については、「水産都市しものせき活性化支援資金融資要綱」が作成されている。

② 当貸付金は預託金方式であり、貸付審査は金融機関が実施している。

③ 預託額は、県と取扱金融機関との協議により決定しており、預託期間は毎年４月１日から

翌年の３月３１日までであり、年度末の残高はゼロとなる。

④ 貸付対象者は卸売業者、買受人等であり、利率は１．６％、貸付限度額は１人当たり

１，０００万円である。

⑤ 保証については、金融機関と直接の関係に立つ借受人との間でその要否を決定する。

ウ 貸付実態（事実）

預託金は毎年４月１日に金融機関へ預けられ、３月３１日に償還されている。毎年当該預託

制度に基づいて金融機関へ預託される点では、実質的に長期融資とみなせる。ただ、現実に資

金の預託・償還実績があり、又、業者への融資は金融機関から行われるため、信用リスクを負

うのは金融機関である。県は最終借受人の業者から分断されており、年度末に県の長期貸付と

して開示されなくても問題はないと言える。

エ 貸付制度の有効性（意見）

（現状の予算消化率）

平成２１年度の預託額は県と市を合わせて８億円であり、金融機関の融資は４倍協調により

３２億円となる。融資要綱においては、預託金の４倍に相当する金額以上を目標として資金の

貸付けを行う旨規定されている。しかし、このうち実際に貸出しが行われている金額は、平成

２１年度平均残高で約１８億円であり、消化率は５７％である。過去３年間の予算消化率は、

平成１９年度は４６％、平成２０年度は３５％である。実際の融資額は預託金の４倍に満たな

い金額であり、要綱の定めと貸付実態が乖離した状態となっている。

（予算消化率の低い原因）

予算消化率が低いのは、当制度は金融機関から要請のある保証料が高いため、他の利率が低

く、県実施の中小企業のための各融資制度を選択しているケースが多いとのことである。予算

消化率アップに向けて、県としては、毎年利用促進のために各卸業者や買受人への意見聴取に

出向いているが、効果は出ていない。

（改善案）

予算額は県が示した活動目標額であり、政策達成度を測る指標と言える。従って、現状のま

までは、貸付制度は目的を有効に達成しているとは言えず、制度の存在意義が問われる状況に

ある。制度利用の低い原因が保証料以外にないか検討すべきである。例えば、現状の資金使途

は卸売人や買受人の決済運転資金に限定されているが、資金使途を拡大する必要がないか、又、

取扱金融機関を拡大する必要がないか検討する必要がある。
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今以上の利用拡大が期待できないのであれば、預託金自体の金額を減少させて貸付金額の総

額枠を抑えることで、効率的な融資消化を図るか、もしくは、預託金方式でも一定額を予め預

託するのではなく、必要に応じて資金を預託する方式に変更すること等を検討する必要がある。

（８）就農支援資金貸付金（農業経営課）

ア 制度の目的

平成１２年に制度創設された就農支援のための貸付けであり、新たに就農する者に対し、農

協又は（財）やまぐち農林振興公社が貸付主体となり貸付けを行う。その貸付けの資金を県が

融資枠の範囲内で農協又は（財）やまぐち農林振興公社へ貸付けを行うものである。なお、現

在、（財）やまぐち農林振興公社への貸付実績はなく、農協のみとなっている。

イ 制度の特徴

① 就農者への貸付けの審査は、山口県就農支援資金貸付審査会が行う。即ち、農協、県、農

業信用基金協会、市町、農林振興公社等が共同で審査を行う。

② 貸付金については、県はリスクを負わず、仮に就農者から農協への返済がなくとも、返済

条件に従い返済を受ける。

③ 貸付けの根拠は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法等である。

④ 当該貸付金については、「山口県就農支援資金県貸付金貸付要綱」、「就農支援資金（就農施

設等資金）事務取扱要領」、「山口県就農計画認定実施要領」及び「山口県就農支援資金貸付

審査会設置要領」が作成されている。

⑤ 県単独の貸付金制度ではなく、貸付額の３分の２は国から資金を受け入れている。

⑥ １人当たりの融資の限度額は３７，０００千円である。

⑦ 現在、貸付先は農協のみであり、貸倒リスクは実質的に農協あるいは山口県農業信用基金

協会が負っている。

ウ 制度創設以降の貸付残高の推移

次のグラフは、制度創設以降の貸付金残高の推移を示すものである。

（単位：千円）
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制度創設以降の総貸付額（総貸付件数）は２５６，２２９千円（３９件）、総償還額は７８，

４５４千円であり、平成２１年度末の貸付金残高（貸付件数）は１７７，７７５千円（３８件）

となっている。

エ 貸付制度の有効性（意見）

就農支援を目的に農協が就農者へ貸し付ける。県は融資枠の範囲内で農協へ貸付けを行うも

のであり、公益上必要な貸付けと言える。

（現状の問題点）

次の表は、最近５年間における融資枠（予算額）に対する貸付実績額の割合（予算消化率）

を示したものである。なお、融資枠は、１人当たりの融資限度額が３７，０００千円であるこ

とから、畜産関係など、大口の資金需要が複数発生した場合も想定し、こうした場合にも新規

就農者の資金需要に円滑に対応できる融資枠を確保しているとのことである。

（単位：千円）

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

融資枠（予算額） 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

新規貸付額 25,000 14,605 24,496 46,577 9,326

（新規貸付件数） （２件） （３件） （４件） （８件） （４件）

予算消化率 20.8% 12.2% 20.4% 38.8% 7.8%

最近５年間の予算消化率はどの年も低い。特に、平成２１年度においては、国の補正予算の

影響もあり、融資枠１２０，０００千円に対して貸付実績は９，３２６千円にとどまっている。

制度創設時から予算消化率の低い状態が続いている。

（改善案）

予算額は県が示した活動目標額であり、政策達成度を測る指標と言える。従って、現状では、

貸付実績は、貸付目標額に達しておらず、目標が達成されるよう、制度利用の低い原因を分析

し、利用促進策を検討する必要がある。利用促進策の検討の結果、今以上の利用拡大が期待で

きないのであれば、融資枠の見直しを検討するなど、効率的な予算消化を図る必要がある。

（９）森林組合林産事業貸付金（森林企画課）

ア 制度の目的

森林組合が、森林所有者から素材生産の受託又は素材生産を目的とした立木の買取りを行う

ために、森林組合に対し必要な資金を貸し付けることにより、林業生産の増大及び森林更新の

推進による公益的機能の保持を図るものである。県が山口県森林組合連合会（以下、「県森連」

と言う。）に貸し付け、連合会は各森林組合へ転貸する。各森林組合は、この資金を持って、森

林所有者へ立木代金の支払い、又は前渡金を払う。

イ 制度の特徴

① 貸付金は、毎年１００，０００千円を４月１日に貸し付け、翌年３月３１日償還を受ける

ため、未収金はなく、年度末に残高は残らない。

② 「山口県森林組合受託林産事業資金貸付要綱」が作成されている。

③ 県単独の貸付制度であり、貸付対象者は県森連である。県森連はこの資金を各森林組合に
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転貸している。

④ 貸付限度額は１０，０００千円、貸付利率は１％である。

⑤ 連帯保証人は、県森連の理事全員となっている。

ウ 貸付リスクと開示（指摘）

現状は、貸付金を４月１日に貸し付け、翌年３月３１日に償還を受ける短期貸付金であるた

め、年度末には残高はゼロになる。しかしながら、過去の運用実態からみて実質的には長期貸

付金であると推認される。

改善案としては、県の決算書に、貸付実態に整合するよう長期貸付金として開示を検討する

必要がある。

エ 貸付制度の有効性（指摘）

「山口県森林組合受託林産事業資金貸付要綱」によれば、「県森連は、貸付けを受けた資金を

この要綱に定める目的及び用途に従い善良な管理者としての注意をもって運用しなければなら

ない。」とある。しかし、県は県森連から貸付資金の運用状況の報告書の提出を受けているが、

運用状況が分かる記載がされていない。

貸付制度の目的は、森林組合に対し必要な資金を貸し付けることにより、林業生産の増大及

び森林更新の推進による公益的機能の保持を図ることにある。従って、その目的を有効に達成

するため、県は県森連に貸し付けた資金の運用状況を注視する必要がある。

（１０）椎茸生産対策事業貸付金（森林企画課）

ア 制度の目的

山口県椎茸農業協同組合が行う販売事業及び購買事業に必要な資金を貸し付けることにより、

椎茸生産の増大を促進し、林業の振興を図る。県が山口県椎茸農業協同組合に貸付けを行い、

組合は生産者に対し椎茸の前渡金支払や生産資材の購入の資金に使用している。

イ 制度の特徴

① 毎年、４月１日に貸し付け、３月３１日に償還を受けるため、未収金はなく、年度末に残

高はゼロになる。

② 抵当権については、貸付期間が１年であることから、毎年、抹消と設定を繰り返している。

③ 県単独の貸付金である。

④ 貸付利息は１％である。

⑤ 理事全員が連帯保証人であり。不動産に抵当権を設定している。

⑥ 「山口県椎茸生産促進資金貸付要綱」が作成されている。

ウ 過去からの貸付状況

毎年、４月１日に貸し付け、３月３１日に償還を受ける。毎年の貸付額は、平成２年度から

平成２０年度までは８０，０００千円、平成２１年度は７８，０００千円である。

エ 貸付リスクと開示（指摘）

現状は、貸付金を４月１日に貸し付け、翌年３月３１日に償還を受ける短期貸付金であるた

め、未収金はなく、年度末には残高はゼロになる。しかしながら、過去の運用実態からみて実

質的には長期貸付金であると推認される。
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改善案としては、県の決算書に、貸付実態に整合するよう長期貸付金として開示を検討する

必要がある。

（11）木材産業等高度化推進資金貸付金（森林企画課）

ア 制度の目的

木材の生産及び流通を円滑にすることや効率的・安定的な林業経営を育成することを目的に、

造林・育林、素材生産、製材、木材卸売等の事業を行う組合、会社等に対して低利な融資を行

うものである。

イ 制度の特徴

① 県は合理化計画等に記載された資金需要額を元にして、借受者に必要額をヒアリングの上、

決定した額を、取扱金融機関に預託している。預託期間は毎年４月１日から翌年の３月３１

日までであり、年度末の残高はゼロとなる。

② 金融機関（山口銀行、西京銀行、農林中金）への貸付け（預託）のため、審査は行われて

いない。

③ 合理化計画、改善計画等の認定は森林企画課で行っている。

④ 「山口県林業産業等高度化推進資金貸付要綱」が作成されている。

ウ 最近５年間の貸付残高の推移（単位：千円）

（各年度末時点）H17：379,800 千円、H18：326,630 千円、H19：289,610 千円、H20：232,970 千円、

H21：228,510 千円

エ 貸付制度の有効性（意見）

高度化推進資金について、借受者の改善計画等による必要資金額を積上げ及び翌年度に発生

すると想定される額を森林企画課で集計している。この金額を金融機関に通知し、金融機関は

森林企画課集計の金額について借入申請を山口県に行うことになる。平成２１年度の金融機関

の融資枠合計額は、４８０，０００千円の設定であるが、月末残高の最大額は２５０，９９０
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千円となっている。融資枠に対して寄託額を設定するため、融資枠自体が過大になると寄託額

も過大になるため、資金効率の観点からは必ずしも好ましいとは言えない。

（12）獣医学生修学資金貸付金（畜産振興課）

ア 制度の目的

獣医科大学を卒業する学生の多くは、小動物診療への就業者が多く、産業動物診療や家畜衛

生、公衆衛生分野等の公務員獣医師は全国的に不足傾向にあるため、将来、県内の産業動物診

療及び公務員獣医師を志す学生に修学資金を貸し付け、これらの分野に従事する獣医師の確保

を図る。

イ 制度の特徴

① 創設以来、滞納者はなし。連帯保証人も必ず２名。リスクは低い。

② 貸付金の根拠として「山口県獣医学生修学資金貸付規則」

③ 貸付対象者から県への報告については、学生は「学業成績表」「健康診断書」を継続交付の

際に提出する。卒業して県に従事している人は毎年「従事状況報告書」を提出する。

④ 県単独の貸付制度である。

ウ 平成２１年度末の貸付金残高

平成２１年度の貸付額は、貸付枠（８人）に１２０万円を乗じた９，６００千円であり、年

度末残高は１１６，４００千円である。

エ 貸付台帳の記載（指摘）

「獣医学生修学資金貸付（対象）者名簿」と「獣医学生修学資金貸付台帳」には、返還の場

合に「返還期日」を記載する欄があるが、返還期日を記載しているものもあれば、実際の入金

日を記載しているものもある。返還期日を記載している場合は、実際に入金したか否かが分か

らないし、又、実際の入金日を記載している場合は返還期日内に入金があったか否かわからな

い。使用方法を統一して「返還期日」と「入金日」の両方を記載すべきである。

オ 連帯保証人の保証能力（指摘）

連帯保証人は申請書に住所、氏名、職業、押印があるが、裏付資料としては住民票と印鑑証

明書が添付されるだけであり、収入等の裏付資料がない。所得証明を求める等の検討が必要で

ある。

カ 貸付関係書類の保存期間（指摘）

貸付金関係書類の保管状況を確認したところ、制度創設以来の書類は保存期限の延長をして

保管している。

しかし、文書管理規程上は１０年となっており、実態に合っていない。貸付関係書類の保存

期間を実態に合うように定める必要がある。
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（13）漁船漁業短期運転資金貸付金（水産振興課）

ア 制度の目的

金融情勢の厳しい中、総トン数１０トン以上の漁船を使用する中小企業的漁業者への運転資

金の融通を円滑化し、漁業経営の安定を図る。

イ 制度の特徴

① 預託金方式であり、預託金１５０，０００千円は、県漁協へ年度当初貸付、年度末返還と

なるため、未収金は生じていない。

② 予算枠１５０，０００千円が預託額であり、県漁協への貸付上限額である。

③ 県漁協は、この資金の４倍以内の額を借受者に対して融資する。

④ 中小企業的漁業者への短期運転資金貸付としての制度融資は、当制度だけである。

ウ 最近５年間の貸付状況

（単位：千円）

最近５年間の貸付額では、平成２１年度の１８５，０００千円が最高であるが、預託額

１５０，０００千円の４倍協調である６００，０００千円には大きく届いていない。

エ 貸付リスクと開示（指摘）

現状は、貸付金を４月１日に貸し付け、翌年３月３１日に償還を受ける短期貸付金であるた

め、未収金はなく、年度末には残高も残らない。しかしながら、過去の運用実態からみて実質

的には長期貸付金であると推認される。

改善案としては、県の決算書に、貸付実態に整合するよう長期貸付金として開示を検討する

必要がある。

オ 貸付金制度の有効性（意見）

漁船漁業支援を目的に山口県漁協が漁場従事者へ貸し付ける。県は融資枠の範囲内で山口県

漁協へ貸付けを行うものであり、公益上必要な貸付けと言える。

（現状の問題点）

次の表は、最近５年間における、県漁協の融資枠に対する漁場従事者への貸付額の割合（貸
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付利用率）を示したものである。

（単位：千円）

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

県の預託額（予算額） １５０，０００ １５０，０００ １５０，０００ １５０，０００ １５０，０００

県漁協の融資枠 ６００，０００ ６００，０００ ６００，０００ ６００，０００ ６００，０００

漁場従事者への貸付額 ２９，０００ １１３，５００ １６５，５００ １５１，５００ １８５，０００

貸付利用率 ４．８％ １８．９％ ２７．６％ ２５．３％ ３０．８％

融資枠は、制度開始当初の資金需要を加味し、６００，０００千円としており、これに対す

る預託額は、県漁協へ４倍協調を要請していることから、１５０，０００千円としている。

理由は、融資機関の貸付態度が非常に消極的になっている中で、融資枠を確保するために、

系統機関である県漁協に要請しているものであり、その預託額（県負担）は、県漁協の人件費

など実質的な負担、預託金の利回り、不振経営体へのリスク、借入者への貸付利率などを加味

しているため。

（改善案）

中小企業的漁業者に対する融資枠は、県が示した活動目標額であり、政策達成度を測る指標

と言える。従って、現状のままでは、貸付制度は目的を有効に達成しているとは言えず、制度

利用の低い原因を分析し、例えば、資金使途を拡大する必要がないか、又、貸付条件を緩和す

る必要がないか等、利用者が使いやすい制度とする検討が必要である。

その結果、今以上の利用拡大が期待できないのであれば、融資枠を減少させて効率的な貸付

利用を図る必要がある。
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４ 基金の管理

（１）監査対象の選定基準等

ア 監査対象の選定基準

監査対象として選定した基金は、先に選定した債権を所管する課において、管理しているも

のである。その結果、選定した基金は、次のとおりである。

（単位：千円）

基金の名称 所管課 年度末残高

山口県災害救助基金 厚政課 843,352

山口県国民健康保険広域化等支援基金 医務保険課「地域医療推進室」 －

山口県後期高齢者医療財政安定化基金 医務保険課「地域医療推進室」 891,043

山口県医療施設耐震化臨時特例基金 医務保険課「地域医療推進室」 2,650,196

山口県妊婦健康診査支援基金 医務保険課「地域医療推進室」 521,106

山口県地域自殺対策緊急強化基金 健康増進課 135,255

山口県地域福祉基金 長寿社会課 －

山口県介護保険財政安定化基金 長寿社会課 4,890,169

山口県介護職員処遇改善等臨時特例基金 長寿社会課 6,454,758

山口県介護基盤緊急整備等臨時特例基金 長寿社会課 3,800,228

山口県中山間地域等直接支払基金 農業経営課 14,686

山口県安心こども基金 こども未来課 2,778,047

山口県障害者自立支援対策臨時特例基金 障害者支援課 3,209,441

山口県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金 障害者支援課 1,176,051

山口県ふるさと雇用再生特別基金 労働政策課 2,628,933

山口県緊急雇用創出事業臨時特例基金 労働政策課 7,308,296

山口県産業廃棄物適正処理基金 廃棄物・リサイクル対策課 479,307

イ 実施した監査手続

① 基金の規模は事業充当額からみて適切かどうか確かめる。

② 基金の利用状況から、基金の有効活用策を検討する必要がないか確かめる。

③ 基金の利用状況を確かめ、基金自体の必要性を検討する。
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（２）山口県災害救助基金（厚政課）

ア 基金の概要

基金設置時期 昭和３８年度

基金の目的 都道府県は、災害救助法第３７条により、災害救助法による救助に要する費

用等の支弁の財源に充てるため、災害救助基金の積立てを義務付けられてい

る。災害救助法による救助は、災害により市町の人口に応じた一定数以上の

住家の滅失等がある場合に適用される。事業の内容は直接的に不特定多数の

県民を救済するものである。

最近５年間の基

金増減及び残高

（単位：千円）

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

積立額 2 0 76,446 85,641 106,215

取崩額 68,252 0 6,653 0 57,868

期末残高 639,572 639,572 709,365 795,006 843,352

災害救助法による救助のあった年度において救助費用の発生に応じ基金の取

崩しを行い、設置目的である事業に充当し、又、年度最低積立額に達するま

で積立てを行っている。

基金充当事業の

実績

基金設置の昭和３９年３月以降、平成２１年度までの約４５年間において、

実際に災害に使用された基金総額は約１億６千万円（発生年度件数８回）で

ある。又、年間最高使用額は平成１７年度（台風１４号災害）の約７千万円、

災害発生年度件数８回の平均使用額は約２千万円である。

財源負担割合 救助に要する費用が１００万円以上となる場合、その額の県の普通税収入見

込額の割合等に応じて、国が５０％、８０％、９０％を負担する。

基金資産の運用 基金の現金は大口定期預金として預金され、その利息は災害救助基金に積み

立てられている。

イ 救助給与品の管理の妥当性（事実）

災害救助基金については、災害救助法による救助に要する給与品の事前購入により備蓄物資

とすることができる。過去５年間の救助給与品の残高推移は下表のとおりである。

（単位：千円）

Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度 Ｈ20 年度 Ｈ21 年度

現金・預金 601,614 601,614 678,059 763,700 813,678

救助給与品 37,958 37,958 31,306 31,306 29,674

合計 639,572 639,572 709,365 795,006 843,352

又、平成２１年度末の救助給与品の内訳は次のとおりである。

毛布 １３，３９５千円

タオルケット ８，１６２千円

防水シート ６，９４６千円

給水ポリ袋 １，１７１千円

２９，６７４千円

救助給与品は県内各健康福祉センターなど１０ヶ所に備蓄保管されている。保管場所ごとの

備蓄量は受払管理されており、棚卸報告も年１回実施され、厚政課に報告されている。なお、

備蓄物資の廃棄処分実績はなく、救助給与品の管理は適切にされていると認められる。



153

ウ 基金規模の妥当性（意見）

（現状）

災害救助法第３８条により、過去３年間における県普通税収入額決算額の平均年額の０．５％

相当額を積み立てる義務が課せられている。山口県の過去３年間の普通税収入額の平均年額は

約１，６８６億７千万円であり、その０．５％相当額は約８億４千万円になる。現状の災害救

助基金の積立額は約８億４千万円であり、ほぼ義務額相当額である。

ただ、県として独自の被害想定額を算出しているわけではなく、義務額相当額の積立てで十

分であると言う根拠は示されていない。

（基金の利用状況）

基金設置の昭和３９年３月以降、平成２１年度までの約４５年間において、実際に災害に使

用された基金総額は約１億６千万円（災害発生８件）である。又、年間最高使用額は平成１７

年度の約７千万円、災害発生１件数当たりの平均使用額は約２千万円である。

従って、法律で最低の基金積立額が義務付けられているのでやむを得ないが、基金残高と過

去の使用実態からみて、今後も基金が有効活用されない状況が続く可能性があり、現状の基金

残高約８億４千万円が妥当かどうか検証する必要がある。

（災害救助基金の広域化）

山口県の災害に県だけが備えるのではなく、例えば中国地方全体の必要額を１つの基金とし

て設けることができないか等、広域的な検討を始める時期に来ていると考える。

実際、国の要請を受けて他県の災害救助に使用しているケースがある。これを中国５県、も

しくはより広い範囲の県等で１つの基金を創設できれば、災害救助資金及び救助給与品を効果

的に運用できるのではないかと考える。

（３）山口県国民健康保険広域化等支援基金（医務保険課「地域医療推進室」）

ア 基金の概要

基金創設時期 平成１４年度

基金の目的 県が当該基金を条例で設置する目的は、国保事業の運営の広域化又は国保財政の

安定化に資するためである（国民健康保険法第７５条の２）。具体的には、市町

合併に伴う資金不足等に対応し、国民健康保険の市町格差を解消し、保険料平準

化等を支援することを目的とした貸付事業を行うためである。

基金残高の推

移

（単位：千円）
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基金充当事業

の実績

基金設置の平成１５年３月以降、平成２１年度までに使用された基金は、平成１

７年７月の周南市への貸付け（市町合併に伴うもの）３億７千万円の１件のみで

ある。

財源負担割合 基金造成のための財源としては国と県が半分ずつ負担する。

基金資産の運

用

大口定期預金で運用されており、リスクの高い金融資産での運用はない。

イ 基金規模の妥当性

次に示すとおり、基金設置の平成１５年３月以降、平成２１年度までの６年間において使用

された基金は平成１７年７月の周南市への貸付け３億７千万円で、平成１４年度～１６年度ま

での間に積み立てた金額約５億６５０万円の７３％に当たり、概ね目標を達成したと言える。

又、平成１８年以降、基金貸付がないまま平成２１年度の基金解散に至っている。これは、

県央部などの広域合併が決着しない地域が残っていたこと、周南市からの償還が平成２１年度

まであったことによるものであり、解散時期としては妥当なものと判断できる。

（単位：千円）

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

受 積立額 165,374 169,633 171,494 1 292 802 741
高 償還額 123,334 123,333 123,333

払 貸付額 370,000
高 一般会計繰入 508,337

期末残高 165,374 335,007 506,501 136,502 136,502 260,128 384,263 0

（注）平成２１年度に当該基金は解散しているため、期末残高はゼロとなっている。

ウ 基金の必要性（意見）

「国民健康保険法」では、広域化等支援基金を設けることができると規定されているが、「で

きる規定」により基金を創設する場合は、県として創設する必要性及び基金規模の根拠等を明

確にしておく必要がある。
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（４）山口県後期高齢者医療財政安定化基金(医務保険課「地域医療推進室」）

ア 基金の概要

基金創設時期 平成２０年度

基金の目的 「高齢者の医療の確保に関する法律」第１１６条により、平成２０年４月１日、

各都道府県に財政安定化基金を設置し、広域連合における給付費の見込み違いや

保険料の未納による財政不足に対する資金の貸付け等を行うこととされた。基金

は法律設置であり、貸付け及び交付事業に充てることを目的とする。

（貸付事業）

各年度において、給付費の増大や保険料の未納による財政不足額について無利子

の貸付けを行う。貸付金は次期財政運営期間で償還することとし、償還費用を保

険料に上乗せする。

（交付事業）

財政運営期間を通して、保険料収納率の悪化により財政不足が見込まれる場合に

おいて、未納分の２分の１を財政安定化基金から最終年度に資金を交付する。

基金増減及び

残高

（単位：千円）

Ｈ２０年度（実績） Ｈ２１年度（実績） Ｈ２２年度（見込）

積立額 445,576 445,467 480,485

取崩額 0 0 0

残高 445,576 891,043 1,371,528

基金充当事業

の実績

基金設置の平成２０年１２月以降、貸付実績又は交付実績はない。

財源負担割合 国：１／３ 県：１／３ 広域連合：１／３

基金資産の運

用

基金残高はリスクの高い金融資産での運用はされていない。

イ 基金の利用状況（意見）

当該基金設置の経緯については、「高齢者の医療の確保に関する法律」第１１６条に基づき、

平成２０年４月１日、各都道府県に財政安定化基金を設置し、広域連合における給付費の見込

み違いや保険料の未納による財政不足に対する資金の貸付け等を実施することとされた。基金

は法律設置であり、基金積立額も国が示した算出基準により定められている。

基金事業の内容は直接的に不特定多数の県民に利益を与えるものであり、公益性の高いもの

である。

ただ、基金の利用状況については、基金設置の平成２０年１２月以降、貸付け又は交付実績

はない。これは、広域連合において想定外の支出がないこと、又、保険料の未納も想定内とな

っていることによるものである。

しかしながら、国が定めた積立額とはいえ、基金財源の３分の１は県負担である以上、基金

の必要性及び基金規模の根拠等について何らかの説明が必要であると考える。
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（５）山口県医療施設耐震化臨時特例基金(医務保険課「地域医療推進室」）

ア 基金の概要

基金設置時期 平成２１年度

基金の目的 災害拠点病院等の耐震化整備について国が医療施設耐震化臨時特例交付金

を交付して費用を助成するものであり、対象事業は、未耐震の災害拠点病院、

救命救急センターを有する病院、二次救急医療機関が行う耐震化のための新

築、増改築、耐震補強工事である。又、助成の上限額は、災害拠点病院、救

命救急センターは２３．８億円、二次救急医療機関は１４．２億円である。

補助率は５０％（５０％は自己負担）、補助期間は平成２３年３月末までで

ある。

基金残高 ２，６５０，１９６千円

財源負担割合 国：１００％

基金資産の運用 基金残高はリスクの高い金融資産での運用はされていない。

イ 基金の有効活用（意見）

今後、補助金を希望する医療機関候補先が出てこなかった場合、国へ交付金を返還すること

となるが、県としては耐震基準を満たしていない医療機関(災害拠点等機関)へ積極的に働きか

けることが重要な課題であり、又、基金制度の有効活用及び県民の安全性の確保観点からも必

要である。

（６）山口県妊婦健康診査支援基金(医務保険課「地域医療推進室」）

ア 基金の概要

基金設置時期 平成２０年度

基金の目的 厚生労働省の妊婦健康診査臨時特例交付金８２０，７０１千円を原資として

基金を造成したものである。妊婦が健診費用の心配をせず、必要な回数（１

４回程度）を受けられるよう、地方財政措置されている５回分を除く９回分

の健診費用を市町に補助し、妊婦健診の公費負担の拡充を図り、安心して妊

娠・出産ができる体制を確保することを目的にしている。

最近の基金増減

及び残高

（単位：千円）

平成２０年度 平成２１年度

積立額 ８２０，７０１

運用益 ２，５３７

取崩額 １，０３７ ３０１，０９５

残高 ８１９，６６４ ５２１，１０６

基金充当事業の

実績

平成２０年度に基金から補助金支給した市町は、周防大島町、上関町、萩市

及び阿武町である。

財源負担割合 国：１００％

基金資産の運用 基金残高はリスクの高い金融資産での運用はされていない。
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イ 基金規模の妥当性（事実）

厚生労働省の「交付要綱」に基づいて、「交付要綱」の計算額（６３，７９０円×平成１８年

度の妊娠届出数×２年２ヶ月＋厚生労働大臣が必要と認めた額）と「基金管理運営要領」に基

づく金額の、少ない方を申請している。なお、「基金管理運営要領」に基づく金額は平成１８年

度の妊娠届出数をベースに算定している。

基金の規模としては平成１８年度の妊婦届出数をベースに算定しているので、平成１８年度

よりも妊娠届出数が少なければ規模は過大、多ければ規模は過小となる。基金がなくなれば市

町への交付金がなくなるが、国から交付された補助金単価６３，７９０円が実際よりも若干高

めであることから、基金が不足することはないと考えられている。

実際的にも、基金造成のための交付金申請段階における市町補助金の支給見込み額と、実績

額との比較は下表のとおりであり、ほぼ見込みどおりの支給となっている。

（単位：千円）

Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度

見込 ６３，１３１ ３７８，７８５ ３７８，７８５

実績 １，０３７ ３０１，０９５ （未確定）３５６，２７５

基金からの補助金交付対象事業の期限である平成２４年３月３１日までにおいて、補助金と

して消化されなかった基金の一部は、国へ返還されることになる。

県としては、事業終了後の平成２４年度以降も、実施主体である市町が必要な財源を確保で

きるよう、国に対し事業の継続を要望する予定とのことであり、基金の有効活用は十分意識さ

れていると言える。

（７）山口県地域自殺対策緊急強化基金（健康増進課）

ア 基金の概要

基金設置時期 平成２１年度

基金の目的 内閣府の地域自殺対策緊急強化交付金１４１，８９４千円を原資として、県

で基金を造成したものである。自殺を考えている人の個々のニーズに応じた

きめ細かな相談や支援等を行うため、各地方公共団体が事業を実施すると共

に、民間団体への委託、補助又は助成等により事業を展開することを目的と

する。

基金充当事業の

実績

人材養成事業 １，４５９千円

普及啓発事業 ５，１００千円

市町補助金 １５１千円

合計 ６，７１０千円

財源負担割合 国：１００％

基金資産の運用 基金残高はリスクの高い金融資産での運用はされていない。
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イ 基金規模の妥当性

（基金の使用実績）

平成２１年度の基金増減及び残高は、下表のとおりである。

（単位：千円）

平成２１年度

積立額 １４１，８９４

運用益 ７１

取崩額 ６，７１０

残高 １３５，２５５

平成２１年度当初の事業計画による支出予定額は２６，４２０千円であったが、それに対する実績

報告による支出額は６，７１０千円にすぎず、基金は活用されているとは言い難い状況にある。ち

なみに下表は、平成２１年度の事業について、予定実績比較を行ったものであるが、特に県事業と

しての実績が少ないことが分かる。

（単位：千円）

山口県 市

予定 実績 予定 実績

対面型相談支援事業 ５００

人材養成事業 ５，４００ １，４５９

普及啓発事業 １６，６００ ５，１００ ４２０ １５１

強化モデル事業 ３，５００

合計 ２６，０００ ６，５５９ ４２０ １５１

又、平成２２年度の事業の予定実績比較は、以下のとおりである。

（単位：千円）

山口県 市町

予定 実績 予定 実績

対面型相談支援事業 ６００ ０ ４２４ ４７１

人材養成事業 ３，１９８ ３，７０８ １，０４７ １，２４３

普及啓発事業 ９，１８０ １０，９２６ ３，２９２ ５，１９４

強化モデル事業 １５，０４７ ７９４ ２ ３６

合計 ２８，０２５ １５，４２８ ４，７６５ ６，９４４

（注）実績は最終確定額ではない。

（問題点）

県は、内閣府の「地域自殺対策緊急強化交付金要綱」に基づいて交付金を申請し、基金を創設して

いる。将来の基金充当事業について具体的な実施時期と金額を示した計画がないため、基金残高が

必要かつ十分な額かどうか判断できない状況にある。平成２１年度の支出予定額と実績額及び平成

２２年度の支出予定額と実績額（見込み）を見る限り、交付申請時の支出予定額は過大であったと

言わざるを得ない。

（意見）

基金の財源負担が１００％国であったとしても、県としては基金を創設した以上、計画に沿って有

効活用する必要がある。予定通りの基金使用がされていない原因を分析し、基金活用に向けた方策

を検討する必要がある。
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（８）山口県地域福祉基金（長寿社会課）

ア 基金の概要

基金設置時期 平成２年度

基金の目的 地域福祉基金の設置目的は、高齢化の進展に応じた地域福祉の増進を図るた

めの経費の財源に充てることである。

平成２年度～１１年度にかけての高齢者保険福祉推進１０カ年戦略（ゴール

ドプラン）に基づき、地域主導による高齢者保険福祉施策を促進するため、

「高齢者保健福祉推進特別事業」として、地域福祉基金が創設された。

その後、基金の助成対象事業としては、高齢者の保健福祉の推進に限らず、

広く障害者及び児童の保健福祉等地域福祉の増進のための活用であること

が、国からの通知で明らかにされている。

基金残高の推移 （単位：千円）

平成１３年度までは、運用益のみで事業を行っていたため、基金残高は減少

していない。

平成１４年度より基金を取り崩して事業に充てている。なお、平成２１年度

において基金は解散している。

基金充当事業の

実績

① 福祉の輪づくり運動プラットフォーム構築推進事業

② 福祉後見サポート事業

③ 福祉相談支援事業

④ 介護保険苦情処理体制整備事業

⑤ 全国障害者スポーツ大会準備事業

⑥ 心身障害児（者）デイ・ケア推進事業

⑦ その他

財源負担割合 国：１００％

基金資産の運用 基金残高はリスクの高い金融資産での運用はされていない。
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イ 基金の有効活用

（平成１４年度以降の基金増減・残高の状況）

基金創設後、平成１３年度までは運用益のみで事業を行っていたため、基金残高は減少していない

が、平成１４年度からは基金を取り崩して事業に充てている。平成１４年度～２１年度までの基金

の増減及び残高は、下表のとおりである。

（単位：千円）

Ｈ１４年度 Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

積立額 0 0 0 0 0 0 0 0

取崩額 80,482 85,766 81,568 76,700 73,250 90,398 215,606 1,091,783

残高 1,715,071 1,629,305 1,547,737 1,471,037 1,397,787 1,307,389 1,091,783 0

（平成１４年度以降の基金取崩額の推移）

次のグラフは、平成１４年度以降の毎年の基金取崩額（千円）の推移を示したものである。平成１

４年度～１９年度までの基金取崩は、基金残高の５％を目途に行われている。

（疑問点）

平成１９年度までの６年間で使用された基金合計は４８８，１６４千円であり、取崩前の基金残高

（平成１４年度当初の基金残高１，７９５，５５３千円）の２７．２％に過ぎない。この間、果実

運用型でありながら、これまで、必要な事業量を確保するために、基金残高の５％を目処に毎年取

崩を行ってきたが、基金取崩額と比較して残高が多かったと言える。

平成２１年度において残りの基金のほとんどを使用し、平成２２年４月１日に基金の解散をして

いるが、その間は大口定期預金により運用益を得ているものの、基金が有効に使用されることなく、

過剰に保有されていたと言える。

平成２１年度において条例を改正し基金を解散したのは、当該基金は元々ゴールドプランに基づ

いたものであり、一定の役割を終えたため、かつ、当時の金利情勢等の結果を踏まえた結果とのこ

とである。

しかし、なぜこのタイミングでの基金解散なのか、又、なぜ廃止直前に約１０億円の取崩しが生

じるのか疑問がある。そこで、平成２１年度の基金取崩の内容を検討することとした。
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（平成２１年度の基金取崩の内容）

平成２１年度の基金充当事業の内容は、以下のとおりである。

（単位：千円）

充当先事業名 事業費 基金充当額

ユニバーサルデザイン推進事業 ６６９ ２００

乳幼児医療対策費 ８５６，５９８ ８５６，５９８

ひとり親医療対策費 ３４９，３８８ １４４，８９１

福祉後見サポート事業 １，８３２ １，８３２

福祉の輪づくり運動プラットフォーム

構築推進事業

２，２０７ ２，２０７

地域福祉活性化事業 ８，４１５ ７１７

福祉相談支援事業 ７，０１８ ７，０１８

生涯現役社会づくり推進事業 ４１，４６４ ４，８１２

介護保険苦情処理体制整備事業 ７，８０１ ３，０２７

保育所機能強化推進事業 ２７９，１９１ ２４，８７５

心身障害児（者）デイ・ケア推進事業 ４３，０９０ ４３，０９０

全国障害者スポーツ大会準備事業 ２，５１５ ２，５１５

合計 １，６００，１８８ １，０９１，７８２

平成２１年度の充当先事業のうち、基金充当額の大きいものとして乳幼児医療対策費、ひと

り親医療対策費、保育所機能強化推進事業があり、これら事業費への充当額は１，０２６百万

円（２１年度取崩額の９４％）である。

当該基金の助成対象事業が、高齢者の保健福祉の推進に限らず、広く障害者及び児童の保健

福祉等地域福祉の増進のための活用であることから、基金目的に沿った使用には違いないが、

平成２２年４月１日で基金が廃止となるため、平成２１年度に基金を使い切った形に見える。

（問題点）

平成２１年の基金解散は、基金の役割を達成したと言うより、当時の金利情勢等から、もは

や存続の必要性が乏しいと県が判断したからと推察できる。それまでの基金使用状況からみて、

基金残高に対する運用益は少額であることから、基金保有額の適正について、検証する必要が

あったと言える。

（意見）

そもそも基金創設時において、将来の基金充当事業について具体的な実施時期と金額を示し

た計画がないため、その時の基金残高が必要十分な額かどうか判断できない状況にあった。基

金事業の公益性自体について問題はなくても、基金の額に見合った効果があるかどうかの検証

がされていなかったと言える。

今後、他の基金においても、基金の財源負担が１００％国であるとしても、県として基金を

設置する以上、基金の有効活用又は基金目的の達成度について、評価し説明する必要があると

考える。
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（９）山口県介護保険財政安定化基金（長寿社会課）

ア 基金の概要

基金設置時期 平成１２年度（介護保険制度と同時にスタート）

基金の目的 市町の介護保険財政の安定化を図り、その一般会計からの繰入れを回避でき

るよう、通常の努力を行ってもなお生ずる保険料収納率の悪化や給付費の見

込みを上回る増大に起因する財政不足に対し、資金の交付及び貸付けを行う

ものである。

事業内容 保険料収納額について、計画期間（３年間）における市町の予定する額と実

績額に差（不足額）が生じた場合、基金から貸付けを行う。

又、貸付けとは別に、保険料未納による不足が生じた場合には、当該不足額

の２分の１について、基金から交付を行う。

基金残高の推移 （単位：千円）

平成１２年度～１４年度までは第１期計画期間であり、拠出率は０．５％に

より基金を造成したが、資金需要はなく基金残高は急増している。平成１５

年度以降の第２期及び第３期の計画期間においても、拠出率を０．１％と下

げてはいるものの、基金残高は増え続けている。

平成２１年度以降は拠出率をゼロにしているため、基金残高の増加は止まっ

ている状態にある。

財源負担割合 国、県及び市町それぞれ１／３ずつ

基金資産の運用 基金残高はリスクの高い金融資産での運用はされていない。

イ 基金規模の妥当性（意見）

（基金の利用状況）

平成２１年度末の基金残高約４９億円については、過去１０年間の貸付金等基金需要額が約２０億

円であることから、明らかに過剰と言える。

平成１２年度の基金創設以来、基金の増加、減少及び残高は下表のとおりであり、市町における介

護保険財政不足額が見込みよりも少なかったため、基金規模に見合う利用になっていないことが分

かる。

（単位：千円）
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Ｈ１２～Ｈ１４ Ｈ１５～Ｈ１７ Ｈ１８～Ｈ２０ Ｈ２１

増加 積立金 3,256,942 799,761 911,412 ０

償還金 0 818,466 970,109 42,491

運用収益 2,067 94 32,599 14,987

減少 貸付金 339,604 1,479,426 86,878 10,100

交付金 42,751 0

残高 2,919,405 3,015,549 4,842,791 4,890,169

（過剰基金の発生原因）

県は、平成１２年度～２０年度までの３期（１期３年間）にわたる計画において、管内市町におけ

る３年間の介護給付費見込額に対して、国が示した標準拠出率を使用して基金への拠出金を算定し

ている。

しかし、各期の計画期間において拠出率の根拠は明確にされていない。即ち、将来の基金需要に見

合う基金規模が明らかにされていないまま、国が示した標準拠出率を使用したため、将来の基金需

要を反映しない過剰な基金残高になっている。

特に、第１期（平成１２年度～１４年度まで）は、資金需要の予測困難性から、国が示した標準拠

出率０．５％を使用することはやむを得ないとしても、第２期及び第３期においてもなお、下がっ

たとはいえ標準拠出率を使用し続けたことが、今日の過大な基金残高を招く原因になっている。

平成１５年度の第２期計画当初において、県として必要な資金需要に見合う基金規模を計画し、

拠出率をゼロにするか、標準より大きく下げていれば、国、県及び管内市町が拠出した財政資金は、

基金需要に対応した規模を大きく上回ることはなかったと考えられる。

（過剰基金解消の方策）

制度上、基金規模に余裕があっても拠出者に返還等ができないことから、県は、平成２１年度以降、

拠出率をゼロにすることで対応している。

しかし、いったん造成した基金額、基金貸付金は次年度以降必ず償還されることから、拠出率をゼ

ロにしても基金額が減少することはなく、根本的解決にはならない。

この点につき、平成２０年５月の会計検査院の検査において、基金規模を縮小できるような制度に

改めるよう厚生労働大臣に対して改善の処置を要求したことが報告されている。県としても、将来

の資金需要に必要な基金額を明確にし、再度、拠出者への返還による基金調整が可能となるように、

国に働きかける等の努力が必要である。

（10）山口県介護職員処遇改善等臨時特例基金（長寿社会課）

ア 基金の概要

基金設置時期 平成２１年度

基金の目的 介護職員の雇用環境を改善し、今後増加する人材需要に応えるため、介護職

員の賃金の確実な引上げなど、介護職員の処遇改善に取組む事業者に助成を

行う。又、特別養護老人ホーム等の円滑な開所のため、開業準備に要する経

費について助成を行い、開設時から安定した、質の高いサービス提供を行う

体制整備を支援することを目的にしている。
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基金増減及び残高 平成２１年度の基金積立額は ６，４５４，７５８千円であり、その事業別

内訳は、次のとおりである。

介護職員処遇改善交付金 ５，４１７，７２２千円

施設開設準備経費 ８８６，９３５千円

運用益 １５０，１０１千円

合 計 ６，４５４，７５８千円

財源負担割合 国：１００％

基金資産の運用 基金残高はリスクの高い金融資産での運用はされていない。

イ 基金規模の妥当性（事実）

県は、平成２１年度に国から受けた介護職員処遇改善等臨時特例交付金により、基金を造成

し、平成２１年度～２３年度の３年間に実施される対象事業の財源として活用することとして

いる。

交付額については、各県の所要見込額の比率に応じて、国予算額を配分する方法がとられて

いることから、県が報告した所要額と国の交付決定額には乖離が生じているものの、現在、基

金を原資とした事業の執行状況は下表のとおりとなっており、国からの交付額の範囲内で活用

されていると言える。

（単位：千円）

項 目 平成２１年度 平成２２年度

積立額（運用益含む） ６，３０４，７５６ ３，７５８

事業費（会計年度ベース） ７３３，１９０ ２，３２６，１５３

差 引 ５，５７１，５６６ ３，２４９，１７１

（注）平成２２年度の事業費は見込額

（11）山口県介護基盤緊急整備等臨時特例基金（長寿社会課）

ア 基金の概要

基金設置時期 平成２１年度

基金の目的 地域の介護ニーズに対応するため、施設整備交付金（ハード交付金）を拡充

し、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所等を緊急

に整備すると共に、消防法施行令の改正により、新たにスプリンクラーの設

置が義務付けられた既存の特別養護老人ホーム等に対して、設置に要する費

用の助成を行うことを目的にしている。

基金積立の状況 （単位：千円）

積 立 備 考

平成２１年１１月 ３，６３５，１８０ 受入金

平成２２年３月
２００ 運用益

５１０，４０３ 受入金

合 計 ４，１４５，７８３

基金充当事業の

実績

平成２２年４月 ３４５，５５５千円

（内訳）

介護基盤の緊急整備特別対策事業 ３４０，９０２千円
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スプリンクラー整備特別対策事業 ４，６５３千円

財源負担割合 国：１００％

基金資産の運用 基金残高はリスクの高い金融資産での運用はされていない。

イ 基金規模の妥当性（事実）

県は、平成２１年度に国から受けた介護基盤緊急整備等臨時特例交付金により、基金を造成

し、平成２１年度～２３年度の３年間に実施される対象事業の財源として活用することとして

いる。

交付額については、各県の所要見込額の比率に応じて、国予算額を配分する方法がとられて

いることから、県が報告した所要額と国の交付決定額には乖離が生じているものの、現在、基

金を原資とした事業の執行状況は下表のとおりとなっており、国からの交付額の範囲内で活用

されていると言える。

なお、平成２２年度に、当該基金の事業内容が追加されており、本格実施は平成２３年度か

らとされているが、この追加事業分の原資として国交付金が１，０４１，４２２千円追加交付

されている。

（単位：千円）

項 目 平成２１年度 平成２２年度

積立額（運用益含む） ４，１４５，７８３ １，０４３，３２９

事業費（会計年度ベース） ３４５，５５５ １，８８５，６７８

差 引 ３，８００，２２８ ２，９５７，８７９

（注）平成２２年度の事業費は見込額

（12）山口県中山間地域等直接支払基金（農業経営課）

ア 基金の概要

基金設置時期 平成１２年度

基金の目的 中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保するた

め、５年間以上の農業生産活動を行う農業者等に対して交付金を交付する。

このため、直接支払にかかる経費については、①事業実施期間にわたり安定

的な財源を確保できること②地域の実情に応じた機動的な対応が可能となる

ことが必要であることから、資金を造成したうえで、毎年資金に対する助成

と取崩しを行うこととされた。

事業主体は、市町村であり、県は「山口県中山間地域等直接支払基金」を造

成し、その取崩しに県負担分を加えることにより市町村へ交付している。

平成２１年度末に基金制度は廃止され、残額１４，６８６千円は平成２２年

度中に国に返還される予定である。
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基金残高の推移

平成１６年度に取崩額が大きく増加し、基金残高は平成１７年度以降毎年減

少している。平成２１年度末に基金制度が廃止となるため、それまでに基金

をほぼ使い切っている。

財源負担割合 国：１００％

基金資産の運用 基金残高はリスクの高い金融資産での運用はされていない。

イ 基金の目的達成度（意見）

基金創設以降の増減及び残高の推移は下表のとおりであり、毎年ほぼ安定的に基金取崩によ

る市町村への交付がされている状況にある。

（単位：百万円）

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

積立 1,280 1,280 1,135 900 720 874 170 596 612 672

支払 676 803 826 834 1,332 739 749 753 757 756

残高 604 1,082 1,391 1,457 845 980 401 244 99 15

平成２２年度国予算の成立に伴い、国の方針により、これまでの資金積立方式を廃止し、単

年度ごとの所要額交付方式により実施することとされたことから、「山口県中山間地域等直接支

払基金」を廃止することとなった。

基金積立は廃止されたが、単年度ごとの所要額交付方式として、制度は継続実施されるとの

ことである。今後は、事業目的の達成度の評価についての手法等を検討する必要がある。

（13）山口県安心こども基金（こども未来課）

ア 基金の概要

基金設置時期 平成２０年度

基金の目的 山口県安心こども基金を活用し、保育所等の整備や保育の質を高める研修を

実施すると共に、ひとり親家庭等への支援を拡充することにより、子どもを

安心して育てることができるよう体制整備を行う。

基金積立額等 平成２１年度までの基金積立額は３，１３７，５９８千円、取崩額は３６２，

６７７千円であり、年度末の基金残高は２，７７８，０４７千円（運用益を
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含む）となっている。

基金充当事業の

実績

① 保育サービス等の充実 ７５，３６５千円

② 全ての子ども・家庭への支援 １４８，８７７

③ ひとり親家庭等への支援の拡充 ５６，９０８

④ 社会的養護の拡充 ８１，０７７

⑤ その他事業 ４５０

合 計 ３６２，６７７千円

財源負担割合 国：１００％

基金資産の運用 基金残高はリスクの高い金融資産での運用はされていない。

イ 補助金使用の正当性確保（指摘）

市町事業について監査した範囲では、補助金の多く（９０％～５０％）は備品購入に充てら

れている。これが、正当な補助金使用であることを保証するため、カタログや設置場所写真等

を添付させる必要があると考える。又、購入の事実を示す書類、例えば、見積書や請求書など

の添付も必要であると考える。

特に、市の定めた交付要綱では対象経費を定めており、「…空気清浄機等の感染症の防止に資

する機器の購入に要する費用」で、「平成２１年５月２９日以降に支出した費用に限る。」とあ

るが、この事実を示す領収証やカタログ等の添付が必要である。

ウ 基金の有効活用（事実）

当該基金の平成２３年度までの事業充当額の見込みは、次のとおりである。

（単位：千円）

当初事業計画 計画延長

Ｈ２０年度

（実績）

Ｈ２１年度

（実績）

Ｈ２２年度

（見込み）

Ｈ２３年度

（見込み）

Ｈ２４年度以降

（見込み）

積立 884,342 2,253,256 685,065 － －

運用益 － 3,126 1,664 1,017 469

取崩 － 362,677 1,330,316 1,957,150 178,796

残高 884,342 2,778,047 2,134,460 178,327 －

（注）平成２０年度は、２１年３月３１日に積立てを行ったため、取崩しはない。

当初の基金事業の期限である２３年３月末において、積立基金額の３分の２程度は残る見込

みになっており、事業の計画段階から有効利用されているとは言えない状況にある。基金の設

置目的に応じた有効利用が困難な理由として、①地方負担（事業者、市町）が従来の補助事業

のままであること、②国の用意した事業メニューの中には既存の県独自事業への充当が予定さ

れていないこと、③新たに県に負担を求める部分があること等が挙げられている。

なお、これら基金使用に関する問題については、県から国に対して要望が出されていたが、

平成２２年１２月に、国が１年間の当基金の延長を決め、平成２３年度にはほとんど基金を使

用する予定とのことである。

基金積立額は国からの割当額であるため、県としては、国の用意したメニューから県の実態

にあったものを選択し、それを活用してもらうために、市町を通じて事業者に情報提供するし

かない。
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（14）山口県障害者自立支援対策臨時特例基金（障害者支援課）

ア 基金の概要

基金設置時期 平成１８年度

基金の目的 障害者自立支援法の円滑な実施を推進するため、平成１８年度に国の障害者

自立支援対策臨時特例交付金を財源として基金を造成したものである。当初

は平成２０年度に基金終了の予定であったが、平成２３年度まで事業実施が

延長されている。

基金増減及び残高 （単位：千円）

Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

基金受入 1,264,731 1,087,690 2,072,461

利息受入 310 7,866 3,730

基金取崩 50,331 614,275 562,383

残高 1,264,731 1,214,700 1,695,633 3,209,441

基金充当事業の実

績

（平成１８年度～２１年度までの主な事業実績）

①小規模作業所緊急支援事業 ７９，６５９千円

②障害者自立支援基盤整備事業 ６６２，２７７千円

③障害者地域移行体制強化事業 ９１，７４８千円

④制度改正に伴う緊急的な支援 ３２０，７３４千円

財源負担割合 国：１００％

基金資産の運用 基金残高はリスクの高い金融資産での運用はされていない。

イ 基金規模の妥当性（意見）

基金創設以降の積立額（利息を含む）は合計で４，４３６，７８８千円であり、これに対す

る基金取崩による事業への交付は１，２２６，９８９千円（約２７．７％）である。従って、

平成２１年度事業実施後の基金残高３，２０９，４４１千円は、それまでの利用実績から見る

限り過大と言える。

平成２２年度末に国の追加交付を受けて、事業計画上は、平成２２年度及び２３年度におい

て２，６２９，２３４千円の支出が見込まれているが、これまでの使用実績から見てその実現

には疑問が残る。

将来の基金充当事業について具体的な実施時期と金額を示した計画はあるが、平成２１年度

末までの支出実績からみて、現在の基金残高は必要な額とは言えない。

なぜ、基金の使用実績が計画よりも少ないのか、その原因を分析し、事業メニューに問題が

あるのであれば、県の実態に合った事業への使用ができるよう国に改正等の働きかけをする必

要があると考える。

（15）山口県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金（障害者支援課）

ア 基金の概要

基金設置時期 平成２１年度

基金の目的 社会福祉施設等の耐震化等を促進するため、平成２１年度に国の社会福祉施

設等耐震化等臨時特例交付金を原資として基金を造成したものである。基本

的な事業は耐震化整備事業とスプリンクラー整備事業であり、事業期間は、

平成２１年度～２３年度までの３年間である。
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基金充当事業の

実績

平成２１年度の充当実績は、全て社会福祉法人４件のスプリンクラー整備事

業である。

財源負担割合 国：１００％

基金資産の運用 基金残高はリスクの高い金融資産での運用はされていない。

イ 基金使用の正当性確保（意見）

実質的な現地調査については、補助基本額が５千万円以上の大規模な建設工事が対象となっ

ており、小規模な補助事業に対しては、現地調査が行われていない。基金使用の正当性を確保

するため、小規模な補助事業については書類上での審査をより厳格に行う必要がある。

なお、平成２１年度の基金使用４件について合規制の観点から監査した結果、入手すべき書

類はすべて入手されており、書類上の審査事項（交付申請書、事業計画書、見積書、歳入歳出

予算書、請負契約書、入札結果報告書等の提出及び審査）についても適正であると認められる。

ウ 基金の有効利用策の検討（意見）

平成２１年度の基金使用実績及び平成２２年度の基金の使用見込は、下表のとおりである。

（単位：千円）

Ｈ２１年度（実績） Ｈ２２年度（見込み）

積立 １，２１３，３７８

取崩 ３７，３２７ ３３０，５８５

残高（利息含まず） １，１７６，０５１ ８４５，４６６

基金造成のための国からの交付決定額１，２１３，３７８千円に対し、平成２１年度の使用

額は３７，３２７千円（３．１％）にすぎない。平成２２年度の基金利用予定額は３３０，５

８５千円（対象施設１１件）であり、基金残高は８４５，４６６千円である。平成２２年度末

において、基金使用は３１％にすぎない。

所管課としては、今後の基金使用見込について、平成２３年度の当初予算においては全て消

化する方向で予算計上がされている。今後、対象事業者に対し整備要望の確認を行い、予算の

適正な執行に努めるとのことである。

しかし、これまでの基金消化率から見て、平成２３年度に全て消化されるとは思えない。過

去２年間の基金消化率の低い原因については、事業者負担分が対象経費の４分の１あることが

ネックとなっているとの分析がされている。

しかし、事業者負担がネックとなって基金使用程度が著しく低くなっているのであれば、そ

もそも今の事業メニューが事業者の要望に合っていない可能性もある。事業者にとって真に必

要な事業であれば、自己負担がネックになるとは思えない。

当基金が社会福祉事業の状況から必要なものとして臨時に創設されたものである以上、県は、

事業者負担以外に理由がないか再度検討し、もし事業メニューに問題があるのであれば、県の

実態に合った事業への使用ができるよう国に働きかける必要がある。
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（16）山口県ふるさと雇用再生特別基金（労働政策課）

ア 基金の概要

基金設置時期 平成２０年度

基金の目的 地域の実情に応じて、独自の創意工夫に基づき、地域の雇用再生のために、

地域求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する事業を実施し、地域に

おける継続的な雇用機会の創出を図る。

基金の積立及び取

崩の状況

（単位：千円）

平成２１年度

基金積立額 ３，４１０，８８０

基金取崩額 ７８１，９４７

残高 ２，６２８，９３３

基金総額３４億円（配分割合 県：市町＝１：１）

基金充当事業の実

績

介護福祉分野での障害者ジョブサポーター設置事業

子育て分野での児童養護施設児童養護サービス強化事業

産業振興分野での若者離職者等緊急雇用対策事業

観光分野での県内周遊観光促進事業

農林漁業分野での就農促進事業

財源負担割合 国：１００％（ふるさと雇用再生特別交付金）

基金資産の運用 基金残高はリスクの高い金融資産での運用はされていない。

イ 事業の妥当性（意見）

ふるさと雇用再生特別基金事業は、国交付金により県において造成された基金を活用した雇

用創出事業であるが、基金の取崩時期及び事業計画は明らかにされており、基金自体の必要性

も確保されていると言える。

雇用の創出が目的であり、直接的に県民に効果を及ぼすものであるから、今後は、県におけ

る雇用実績等について効果を検証していく必要がある。

県としては、国によって示された額の基金をもとに、継続的な雇用を創出するという目的に

沿って、人件費５０％以上という要件の中で事業を行っていることから、雇用人数をもって、

基金目的の達成度を示す指標と見ていくとの考えである。

（17）山口県緊急雇用創出事業臨時特例基金（労働政策課）

ア 基金の概要

基金設置時期 平成２０年度

基金の目的 企業の雇用調整により離職を余儀なくされた非正規労働者等の失業者に対し

て、緊急的に次の雇用までのつなぎの雇用・就業機会の提供を行い、生活の

安定を図る。

基金の積立及び

取崩しの状況

（単位：千円）

平成２０年度 平成２１年度

基金積立額 ２，０３４，０９３ ７，４１９，０９３

基金充当額 － ２，１４４，８９０

残 高 ２，０３４，０９３ ７，３０８，２９６
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基金総額 ９４．５億円（平成２１年度末時点）

雇用創出事業分 ８７．８憶円

住まい対策拡充支援事業分 ６．７億円

基金充当事業の

実績

成年後見制度活用促進事業

介護現場体験事業 等

財源負担割合 国：１００％（緊急雇用創出事業臨時特例交付金）

基金資産の運用 基金残高はリスクの高い金融資産での運用はされていない。

イ 基金目的の達成度（意見）

緊急雇用創出事業については、直接的に県民に効果を与えるものであり、平成２０年度以降、

経済対策により数回の基金積増及び要件緩和等が図られており、今後も更に事業の拡充に応じ

た基金積立が予定されている。将来の基金の取崩時期及び具体的事業内容が明らかにされ、基

金自体の必要性が確保されていると言える。

しかし、国の交付金により県において造成された基金を活用した雇用創出事業であるが、県

における雇用実績等について効果を検証していく必要がある。

なお、県としては、国によって示された額の基金をもとに、一時的な雇用を創出すると言う

目的に沿って人件費５０％以上と言う要件の中で事業を行っていることから、雇用人数をもっ

て基金目的の達成度を示す指標と見ていくとの考えである。

（18）山口県産業廃棄物適正処理基金（廃棄物・リサイクル対策課）

ア 基金の概要

基金設置時期 平成１６年度

基金の目的 産業廃棄物の排出の抑制、再生利用等による産業廃棄物の減量その他その適

正な処理の促進を図ることを目的とする。

平成１６年４月の山口県産業廃棄物税の施行に伴い、基金を設置し、産業廃

棄物税の税収を新たな廃棄物施策に活用すると共に、将来の事業費の平準化

を図る。

平成２１年度末

の基金残高

４７９，３０７千円

基金充当事業の

実績

（平成１６年度～２１年度までの基金充当実績額）

①環境インフラ整備の支援 ４７０，０６４千円

②適正処理の推進 ８５，６８３千円

③産業活動の支援 ２９７，８９９千円

④普及啓発 ６，７４７千円

合計 ８６０，３９３千円

財源負担割合 県：１００％

基金資産の運用 基金残高はリスクの高い金融資産での運用はされていない。

イ 基金規模の妥当性（事実）

平成１６年度～２１年度までの基金充当実績額の累計は８６０，３９３千円であり、年平均

は１４３，３９９千円である。又、平成２２年度の基金充当予定額は１７６，６０６千円とな

っている。従って、過去の使用実績及び使用予定からみて、現在の基金規模は適正と言える。
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５ 出資金の管理

（１）監査対象の選定基準等

ア 監査対象の選定基準

監査対象として選定した出資金は、先に選定した債権を所管する課において、管理している

ものである。その結果、選定した出資金は、次のとおりである。

（単位：千円）

出資金の名称 所管課 年度末残高

瀬戸内海リゾート㈱への出資金の管理 地域政策課 13,000

（財）やまぐち角膜・腎臓等複合バンクへの出資金の管理 医務保険課（地域医療推進室） 100,000

錦川鉄道㈱への出資金の管理 観光交流課（交通運輸対策室） 20,000

山口宇部空港ビル㈱への出資金の管理 観光交流課（交通運輸対策室） 96,000

（財）山口県環境保全事業団への出資金の管理 廃棄物・リサイクル対策課 22,000

財団法人やまぐち農林振興公社への出資金の管理 農業経営課 24,000

（財）山口県漁業被害救済基金への出資金の管理 水産振興課 33,800

山口県漁業信用基金協会への出資金の管理 水産振興課 531,500

山口県健康福祉財団への出資金の管理 厚政課 1,520,000

山口県更生保護協会への出資金の管理 厚政課 10,000

財団法人山口県老人クラブ連合会への出資金の管理 長寿社会課 80,000

（財）山口・防府地域工芸・地場産業振興センターへの出資金の管理 経営金融課 4,000

（財）周南地域地場産業振興センターへの出資金の管理 経営金融課 7,500

（社）無角和種振興公社への出資金の管理 畜産振興課 50,000

（財）山口県栽培漁業公社への出資金の管理 水産振興課 293,035

山口県信用保証協会への出資金の管理 経営金融課 3,774,833

イ 実施した監査手続

① 県による出資金の評価が適切になされているか確かめる。

② 出資法人の事業活動に公益性があり、出資目的に適合しているか確かめる。

③ 出資金は出資法人において有効に活用されているか確かめる。

（２）瀬戸内海リゾート㈱への出資金の管理（地域政策課）

ア 出資額・出資比率の根拠

県の出資目的 リゾート計画の推進による県勢の振興が出資の目的である。県内で唯一の

総合保養地整備法（リゾート法）に基づく指定候補地に、民間と一体にな

ってリゾート計画を推進するために、地元とともに応分の出資を行った。

出資年度・出資額 平成元年 １３，０００，０００円（出資比率１０．４０％）

県出資は、ゆとりある県民生活の実現と県民活力の導入による新たな地域振興策の展開を図

るうえで必要であると判断し、予算措置に当たっては、知事の方針決定を受け、平成元年２月

議会の議決を得ている。県の出資割合は、地元自治体の出資相当額（１３，１００千円）と応

分の負担が妥当と判断し、決定されたものである。県は、県及び町が出資することで、第三セ

クターの信頼度を付与する効果があり、又、引続き一出資者として指導・助言することが必要
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であることから、現在の出資は継続すべきと考えている。

イ 出資法人の経営状況等（平成 21 年度）

監査役の監査報告書が計算書類に添付されており、瀬戸内海リゾート㈱の会計及び業務の信

頼性は確保されている。出資法人の過去４年間の営業成績及び債務超過の状況は、下表のとお

りである。

（単位：千円）

本来、周防大島町が指定管理者制度を導入した背景には、施設運営面でのサービス向上によ

る利用者の利便性の向上、管理運営経費の削減による負担の軽減のためであるが、指定管理料

は事実上、営業赤字の補てん額と見なすことができる。

従って、赤字は土地や施設の所有者である周防大島町が負担していると見なすことができる。

指定管理料（営業赤字相当分）は平成１８年度以降、減少傾向にあるとはいっても、土地や

施設の取得費及び維持費を含めると、当該事業から生じる実質の赤字はさらに膨らむことにな

る。

ウ 県による有効性評価

県は、毎年、決算書及び事業報告書を入手して出資後効果の測定を行っている。出資目的の

達成度については、リゾート計画の推進による県勢振興という目的は達成中と考えており、今

後も出資は継続するとの判断が示されている。なお、事業報告書には、指定管理施設である「グ

リーンスティながうら」と「長浦スポーツ海浜スクエア」の営業の経過及び効果について、以

下の記載がされている。

（グリーンスティながうら）

グリーンスティながうらの利用状況（Ｈ21.10～H22.9）は、次のように報告されている。

「部門別の利用統計は以下のとおりでありますが、利用の総数では９１５人の増となってお

ります。ただし、今期６月に、開設以来初めての潮風呂保養館大規模改修工事が行われ、この

間、潮風呂入浴料の売上が減少する事態に直面しました。潮風呂の休館はその他の施設の利用

についても同様に利用が減少する連鎖が起こりますので、改修期間中においてはレストランで

バイキング企画を行うなど、売上の減少を最小限に食い止める方策を講じました。」

（単位：人）

テニスコート ミニサッカー マウンテンバイク ローラースケート 休憩 宿泊棟

(3,316)

3,628

(0)

0

(757)

760

(502)

534

(29)

38

(5,898)

6,685

研修室 潮風呂 レストラン グランドゴルフ アーチェリー 合計

(589)

842

(63,222)

62,308

(43,603)

43,707

(995)

1,162

(925)

1,087

(119,836)

120,751

（注１）上段（ ）は、前年度の利用人数

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

指定管理料 28,356 21,258 15,285 14,600

営業売上高 99,045 102,900 105,956 107,688

売上高合計 127,401 124,158 121,241 122,288

当期利益 1,913 2,559 1,034 203

純資産 △59,805 △57,246 △56,211 △56,008
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（長浦スポーツ海浜スクエア）

長浦スポーツ海浜スクエアの利用状況（Ｈ21.10～H22.9）は、次のように報告されている。

「本施設は敷地が広大な中に、全面芝グラウンドの施設とテニスコート 12 面を配しており、そ

の施設管理も手間暇のかかる面もありますが、グリーンスティながうらとの一体的な利用効果

になくてはならない施設で、スポーツ競技力の向上に貢献しています。」

（単位：人）

テニスコート 総合グランド等 合 計

(4,333)

4,332

(7,425)

6,915

(11,758)

11,247

（注）上段（ ）は、前年度の利用人数

エ 出資金管理の見直し案（意見）

（出資法人の事業活動の公益性）

当該出資法人においては債務超過の状態が継続している。債務超過の状態が継続しているよ

うな会社に、県が出資継続する理由は公益性しかない。公益的効果を有しているのであれば、

会計的に赤字であっても、県が出資継続する意義はあり、その事業目的達成に向けて財務基盤

を強化する必要がある。

出資先である瀬戸内海リゾート㈱は、周防大島町の施設が完成した当初から管理委託を受け、

平成１８年４月からは、指定管理者として運営業務にあたっており、事業内容は、周防大島町

より指定管理者として受託している宿泊施設（グリーンステイながうら）、スポーツ施設（長

浦スポーツ海浜スクエア）の管理運営のみである。

当該施設は、町が健康志向型保養施設として建設し、町民のみならず、島外から訪れる来島

者との交流の場として、不特定多数の利用者を受け入れ、地域振興に大きく貢献している。そ

ういった役割を担う施設の運営業務に当たっていることから、当該出資法人の事業活動には公

益性が認められる。

県は、民間事業者の創意、工夫を最大限に生かす観点から、一出資者として側面的な指導、

助言する立場を出資当初から一貫しており、出資目的は意義を失っているとは認められない。

（出資解消の必要性）

平成２１年度末は、純資産△５６，００８千円の債務超過である。過去３期を見ると、徐々

に改善しているとはいえ、債務超過であり、今後の回復可能性は不透明である。

万一当該会社が破綻した場合、県の出資金１３，０００千円は全額減損処理しなければなら

ない。従って、現時点の出資者としての県の負担は、法的には有限責任としての出資金１３，

０００千円になる。

ただ、県としての立場を考えると、債務超過についての負担が発生することも考えられる。

このため、これ以上債務超過が拡大しないよう、これまで以上に、一出資者としての立場から、

周防大島町とも連携し、経営状況を注視するとともに、必要に応じて指導・助言していく必要

がある。
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（３）（財）やまぐち角膜・腎臓等複合バンクへの出資金の管理(医務保険課「地域医療推進室」）

ア 出資額・出資比率の根拠

県の出資目的 県民の健康及び福祉の向上に寄与するものであり、公益性が高いことから

出資したものである。

出資年度 平成５年度～平成７年度

出資額 １００，０００千円（出資比率３３．５４％）

イ 出資法人の財政状態及び事業活動収支状況（平成２１年度）

監事の監査報告書が財務諸表等に添付されており、（財）やまぐち角膜・腎臓等複合バンク

の会計及び業務の信頼性は確保されている。当該出資法人の平成２１年度末の財政状態は、下

表のとおりである。

（単位：千円）

流動資産 ６，０６８ 流動負債 ２，２７８

基本財産 ２９９，０２３ 固定負債 ３，０００

その他資産 ８，７５４ 正味財産 ３０８，５６７

基本財産のほとんどは、有価証券（国債）で運用されており、県からの出資金１億円も含ま

れている。

又、当該出資法人の平成２１年度の事業活動収支の状況は、下表のとおりである。

（単位：千円）

基本財産運用収入 ５，６７７

県補助金収入 ４，９６６

県委託金収入 １，４０５

その他の事業活動収入 ４，６１４

事業活動支出 １６，９２４

事業活動収支差額 △２６２

基本財産運用収入５，６７７千円の単純運用利回りは約１．９％である。県出資金（１億円）

の寄与額は約１，９００千円となる。

県との関わり合いについては、事業活動収入に占める県補助金収入及び委託金収入の割合は

約３８％であり、県事業と深い関係があることが窺われる。

ウ 出資目的の適合性（事実）

出資法人の目的は、角膜、強膜の提供希望者及び移植希望者の登録制度を設け、提供あっせ

んを行うことにより、視覚障害者の機能回復に資すると共に、又、腎臓等臓器移植や骨髄移植

に関する保健衛生上の知識の普及啓発を図り、もって県民の健康及び福祉の向上に寄与するこ

とにある。当該事業目的は、県の事業と深い関わりがある（県からの補助金、委託がある）だ

けでなく、明らかに公益性が高い、つまり直接不特定多数の県民に利益を与えるものと評価で

きる。

問題は、この目的を達成するために行うべき事業内容（寄付行為第４条）が、実際に行われ

ているかどうかである。そこで、それを確かめるため、下表に示すとおり、事業内容を検証し

た結果、寄付行為で定めた事業が基本的に実施されており、現在の活動は事業目的、従って県

の出資目的に適合していると考える。
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行うべき事業内容 活動実績

角膜、強膜、腎臓等

臓器及び骨髄移植

等に関する知識の

普及啓発

角膜・腎臓・骨髄の提供登録者（ドナー）、移植者（レピシエント）の確

保に関する事業

・提供登録用紙や臓器提供意思表示カード等の配布や登録会の実施等

啓発資料の作成

・複合バンクだより第１６号（３４，０００部）

・人から人へ愛のプレゼント（３１，０００部）

・ポケットティッシュ（３５，０００個）

・ウェットハンディティッシュ（３，０００個）

・ドライメガネ拭き（７，０００個）

角膜、強膜及び腎臓

提供希望者の募集

及び登録管理

角膜、強膜及び腎臓

移植希望者の調査、

相談及び登録管理

角膜及び強膜のあ

っせん

角膜の移植・あっせん

組織適合検査の実

施及びその助成

移植推進事業

・眼摘出待機、眼保存、摘出事務等の業務委託

委託先 山口大学医学部眼科

金 額 ８００，０００円

角膜、強膜、腎臓及

び骨髄移植に関す

る調査、研究及び助

成

普及啓発事業関連団体への運営費補助

・骨髄バンクを支援する山口の会 １１９，０００円

・ＮＰＯ法人山口県腎友会 １１９，０００円

・角膜関連研修会

（財）日本アイバンク協会主催

会議 １回 ワークショップ １回

・骨髄関連研修会 県主催 １回

移植医療従事者及

び医療機関相互の

協力体制確立に関

する援助

臓器移植コーディネーターによる活動

・医療機関への定期訪問により、院内における臓器移植推進体制整備のサ

ポート

・不定期訪問病院での普及活動等

・院内コーディネーターとの情報交換及びミーティング

・透析施設にて、腎移植希望者に対する手続説明

・臓器提供施設、警察署へ臓器提供を円滑に進めるための支援要請

臓器移植コーディ

ネーターの設置

臓器移植コーディネーターの設置・活動

・医療機関への定期訪問により、院内における臓器移植

推進体制整備のサポート

・不定期訪問病院での普及活動等

・院内コーディネーターとの情報交換及びミーティング

・透析施設にて、腎移植希望者に対する手続説明

・臓器提供施設、警察署へ臓器提供を円滑に進めるための支援要請（社）

日本臓器移植ネットワーク西日本支部主催

中国四国臓器移植コーディネーター会議 ６回
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その他、この法人の

目的を達成するた

めに必要な事業

普及啓発活動

・ホームページ、カタログスタンド、行政窓口の活用

・イベント等を活用したパンフレットの配布

・関係団体等によるパンフレット、臓器提供意思表示カードの配布展示

・やまぐち複合バンクだより第１６号の配布

・移植医療をテーマにした映画の活用

・講演会の開催

エ 出資金管理の見直し案（意見）

（出資額の効果分析の必要性）

上記において、出資法人の活動内容に公益性があり、その事業目的達成には県出資による財

務基盤の強化が必要であることは確認できた。行政目的を実施する上で重要な役割を担ってい

る出資法人に対して、県は適切に関与してその経営健全化を支援し、出資法人の事業目的達成

を効果的に図っていく必要がある。

従って、次に問題となるのは、出資額１億円がその効果に見合ったものであるかどうかであ

る。出資目的（財務基盤の強化による事業活動支援）が事業目的に適合していても、出資金が

効率的に運用されていなければ、出資を見直し、補助金等による事業活動支援を検討する必要

が出てくる。

（出資金１億円の効果分析）

当該出資法人において、基本財産約３億円のほとんどは有価証券（国債）での運用であり、

その中に県の出資金１億円も含まれている。出資法人における平成２１年度の基本財産運用収

入は５，６７７千円であり、その単純運用利回りは約１．９％となる。県出資金（１億円）の

寄与額は約１，９００千円になるが、平成２１年度の県補助金が４，９６６千円であるから、

出資金１億円は効率的に運用されているとは言えない。

（改善案）

従って、県は、当該出資法人に対して、出資金相当額の寄付を求める等の検討と同時に、事

業活動の支援手段を出資金から補助金に切り替える等の検討も必要である。これにより、出資

金運用の不効率性が解消され、公益性の高い事業に対する県支出の効率的な運用が図られると

考える。

（４）錦川鉄道㈱への出資金の管理(観光交流課「交通運輸対策室」）

ア 出資額・出資比率の根拠

県の出資目的 錦川鉄道は、地域住民の生活路線として大きな役割を担うと共に、沿線に

豊富な自然、観光資源等を抱える地域の活性化のための貴重な地域資源で

あることから、県として地元市町と共に出資したものである。

出資年度 昭和６２年度

出資額（出資比率） ２０，０００千円（１６．６７％）

出資引受や出資割合の決定に関する決裁書類等が監査時点では確認できず、出資決定の経緯

は不明である。又、県が出資する必要性等が具体的に示されていないため、効果の測定もでき

ず、出資（額・比率）の見直しもできない状況である。
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イ 出資法人の財政状態及び経営状況

監査役の監査報告書が財務諸表等に添付されており、錦川鉄道㈱の会計及び業務の信頼性は

確認されている。出資法人の財政状態等は、下表のとおりである。

（単位：千円）

流動資産 １５１，５４６ 流動負債 ５２，９３７

固定資産 ４０，６２３ 固定負債 －

純資産 １３９，２３１

（うち当期純利益） （△８，９６２）

流動資産のうち、約９０，０００千円は現金預金であるが、それは固定資産の減価償却によ

る内部留保であり、将来の再投資に充当される資金と思われる。従って、県出資金２０，００

０千円については、出資法人において効率的に使用されていると見ることができる。

他方、出資法人の平成２１年度の最終利益は、補助金収入約９５，０００千円（県補助金は

約５，３００千円）を含めても、約９，０００千円の赤字である。営業収入が約１億円である

から、事業活動の半分が補助金で賄われていることになる。

現在、平成１７年度に沿線旧市町村と共に策定した鉄道事業の「再生計画」に基づき、一層

の経営改善を図ることを目指しているが、平成１７年度以降経常損失が続いており、補助金収

入でカバーしている状態は続いている。

ウ 出資金管理の見直し案（意見）

（出資法人の事業活動の公益性）

国鉄民営化により、不採算路線が廃止になっていく中で、県と地元が一体となって第３セク

ターを設立し、路線の存続を図ってきたところであり、少子・高齢化等による沿線人口の減少、

マイカーの普及等による厳しい経営環境の中、開業から２０年以上、地域住民の貴重な生活路

線や観光路線として、維持・存続されている。

鉄道事業は地域振興と言う県事業に関わりが深い事業であり、錦川鉄道㈱の事業目的達成に

向けて財務基盤を強化する必要はある。県の出資は、当初において当該法人の事業目的に適合

していたと言える。錦川鉄道㈱の活動は、地域振興や地域住民の生活の向上などの行政目的を

実施する上で、重要な役割を担っており、その事業目的達成に向けて、県出資による財務基盤

の強化が必要であったと言える。

しかし、県がある団体に出資するのは、その団体の事業目的に公益性があり、その事業目的

達成には財務基盤の強化等が必要だからである。今日、公益法人改革で明らかなように、社会

の公益性に対する考え方は従来とは大きく変化しているが、当該出資法人は、錦川清流線とい

う公共交通機関を現在も運営し、県民の生活維持や観光振興に貢献していることから、県が出

資者として関与すべき公益的役割は依然として高いと判断される。

（改善案）

当該出資法人については、近年、経常損失が続き、補助金収入でカバーしている状態であり、

県は、当該出資法人が地元市や地域住民等と連携して、利用促進を図るなど、今後の経営改善

や効率化を進めるよう指導する必要がある。
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（５）山口宇部空港ビル㈱への出資金の管理(観光交流課「交通運輸対策室」）

ア 出資額・出資比率の根拠

県の出資目的 山口宇部空港ビル㈱は、山口県の空の玄関として空港ターミナルビルの管理

運営を目的としている法人であり、空港利用者の利便性の向上を図ると言う

公共性を確保する必要があることから、設立当初から県が出資したものであ

る。

出資額 ９６，０００千円（出資比率３０．００％）

イ 出資法人の財政状態及び経営状況等（平成２１年度）

所管課入手の財務諸表等に監査役の監査報告書が添付されており、山口宇部空港ビル㈱の会

計及び業務の信頼性は確保されている。出資法人の財政状態等は、下表のとおりである。

（単位：千円）

流動資産 ５４９，６５５ 流動負債 ４５１，３８１

固定資産 ２，３３６，６７８ 固定負債 １，２０２，７１４

純資産 １，２３２，２３８

（うち当期純利益） （７９，０６１）

固定資産のほとんどは建物等の有形固定資産であるが、子会社株式が５，２５０千円含まれ

ている。又、県から融資を受けるなど、県事業との関わりが強いことが分かる。

利用状況は、新幹線や他空港との競争激化、長引く景気低迷によるビジネス客の減少等によ

り、定期国内線の利用客は前期比９．５％の大幅減となっている。一方、チャーター便は過去

最多となっており、売上高は前期比１．３％の減少にとどまった。経費削減に努めているもの

の、修繕費、広告宣伝費等の増加により当期純利益は前期比１０．４％の減収となっている。

航空業界を取り巻く環境が厳しい中、県・市・地元経済団体と連携して各種イベントの実施、

国際チャーター便の拡充運航など、経営安定化に向けて積極的な取組みがされている。

ウ 所管課による有効性評価

ターミナルビルの管理・運営については、企業収益を図りつつ、最適なサービスを空港利用

者に提供することが求められているところであり、山口宇部空港ビルにおいては、平成１０年

度から１３年度にかけて、航空会社２社による運航体制（ダブルトラック化）に向けてターミ

ナルビルを整備したところである。

その後の平成１４年度に、ダブルトラック化が実現されるなど、県と共同して空港利用者の

利便性の向上や空港の利用促進を図っているところである。

県では、出資法人によるターミナルビルの環境整備等により利用者へ快適性、利便性を提供

することや各種イベントの実施などを通じて、空港の活性化を図っており、空港の利用促進を

県と共同して推進していることをもって、出資効果と考えている。

又、県としては、今後、地方空港間の競争が激化する中、魅力ある空港づくりを進める上で、

山口宇部空港ビルの役割はますます重要となっており、引続き、県と共同で空港利用者の利便

性の向上や空港の利用促進を図る必要があることから、出資を続けていく方針である。

エ 出資金管理の現状（事実）

山口宇部空港ビル㈱の事業目的には明らかに公益性（直接不特定多数の県民に利益をもたら

す）があり、経営が安定しない現状において、県出資による財務基盤の強化はその事業目的達

成に不可欠と言える。出資法人の活動内容は、出資目的に適合している。
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又、出資額に見合った効果（空港利用者の利便性や空港の利用促進）があることは、空港利

用者数により定量的に評価されており、県として出資継続の県民への説明責任は果たされてい

ると考えられる。

なお、子会社への投資金額５，２５０千円は大きくはないが、子会社の運営状況によっては、

親会社である出資法人が多大な損失を被る可能性がある。従って、県は出資法人の子会社に対

しても、定期的にその状況を把握する必要がある。

（６）（財）山口県環境保全事業団への出資金の管理（廃棄物・リサイクル対策課）

ア 出資額・出資比率の根拠

県の出資目的 産業廃棄物の適正な処理処分が当面重要な課題となっているところであ

り、行政の積極的な施策はもとより各種業界をはじめ民間団体等がそれぞ

れの立場で社会的責任を自覚し、あらゆる努力を講ずることが必要である

ことから、公益性が高い事業団に出資するものである。

出資年度及び

出資額（出資比率）

昭和５５年度 １０，０００千円

平成１１年度 ６，０００千円

平成１４年度 ６，０００千円

合 計 ２２，０００千円（１９．８７％）

各年度の出資引受や出資割合の決定に関する決裁書類等により、出資決定の経緯は明らかに

されている。

イ 出資法人の財政状態及び事業活動収支状況（意見）

監事の監査報告書が財務諸表等に添付されており、（財）山口県環境保全事業団（以下、「事

業団」という。）の会計及び業務の信頼性は確保されている。当該出資法人の平成２１年度末

の財政状態は、下表のとおりである。

（単位：千円）

流動資産 １８１，５５３ 流動負債 ２９，９５１

基本財産 １１０，６９５ 固定負債 １，０９６，３５９

特定資産 ３２，６６９ 正味財産 △４８，０７６

その他の固定資産 ７５３，３１７

基本財産は全て定期預金で運用されている。基本財産運用収入は４４２千円であり、運用利

回りは約０．４％である。県の出資金２２，０００千円の寄与額は８８千円にすぎない。正味

財産はマイナスであり、財務的基盤は弱いと言える。

ただ、現金預金が１３１，５２９千円あり、流動資産に占める割合は７２．４％である。流

動負債が２９，９５１千円であるから、現金預金は必要以上に保有されている可能性がある。

このため、将来の資金需要を精査し、定期預金等による運用や長期借入金の返済等による効率

的な資金管理を図ることで、財務内容も改善されると思われることから、県は出資者として財

務内容の改善に向けて意見するべきである。
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ウ 出資目的の達成度（事実）

（ア）所管課による有効性評価

県では、公共関与による産業廃棄物最終処分場の設置状況により、出資後の効果を評価して

いる。具体的には、宇部・小野田地域において東見初処分場が平成２０年１１月に供用開始さ

れており、又、周南地域において新南陽処分場が平成２５年度中に供用開始予定となっている。

従って、当該出資目的の達成度については、定量評価が可能な状況にある。

（イ）出資目的の有効性分析

ａ 出資法人の活動実績の目的適合性

事業団は、産業廃棄物の模範的な適正処理及び環境保全に関する各種事業を行うことにより、

本県の快適な生活環境の保全と産業の健全な発展に寄与することを目的としている。

この目的を達成するために行うべき事業内容（寄付行為第４条）が、実際に行われているか

どうか確かめるため、実際の活動内容とを比較したものが、下表である。

行うべき事業内容 現在の運営方針

① 産業廃棄物最終処分場の設

置運営に関する事業

② 産業廃棄物の適正処理に関

する理解の促進に寄与する普及

啓発等の環境保全事業

③ その他事業団の目的を達成

するために必要な事業

①他の模範となる最終処分場の運営

②企業の実態と要望を配慮した運営

③処分単価の抑制と健全運営

④ 環型社会形成を踏まえた運営

⑤社会構造の変化等に柔軟に対応できる運営

寄付行為で定めた事業が基本的に実施されており、当該出資法人は、民間による産業廃棄物

最終処分場の設置が困難な状況の中、生活環境の保全と産業活動の健全な発展の確保のため、

公共関与による住民に信頼されるモデル的な広域最終処分場を整備するものであり、事業目的

及び内容は、直接的に不特定かつ多数の県民の利益になっていると考えられる。従って、県の

当初出資目的に適合していると言える。

（７）財団法人やまぐち農林振興公社への出資金の管理（農業経営課、森林企画課）

ア 出資額・出資比率の根拠

県の出資目的 農山漁村の振興及び県民福祉の向上への寄与を目的としており、公共性が

高いことから、財団法人やまぐち農林振興公社（以下、「公社」と言う。）

へ出資するものである。

出資年度 昭和４１年度

出資額（出資比率） ２４，０００千円（６４．８６％）

出資引受や出資割合の決定に関する決裁書類等は監査時点では確認できず、出資決定の経緯

は不明である。しかしながら、寄附行為で定めた事業が実施されており、現在の活動は事業目

的に沿って実施されている。従って、県の出資目的に適合していると言える。

イ 出資の効率性（意見）

（出資法人の財政状態）
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監事の意見書が決算書等に添付されており、公社の会計及び業務の信頼性は確認されている。

当該出資法人の平成２１年度末の財政状態は、下表のとおりである。

（単位：千円）

流動資産 ９００，４７０ 負債総額 ４６，０５２，５９２

固定資産 ４５，７８８，１４０ 正味財産 ６３６，０１８

特定資産の中に、強化基金引当資産２９７，５９８千円と、緑の基金積立資産２４７，２２

８千円が含まれている。

（緑の基金積立資産）

まず、緑の基金積立資産は、その運用益を緑化推進事業に充当することを目的にしており、

幼稚園や小学校をはじめとした公共施設の緑化を中心に県の緑化活動を推進する貴重な財源と

なっている。

（今後の方針）

本基金は、県が平成元年に財団法人山口県緑化推進財団を設立し、県民総参加のもとに緑化

推進をさらに進めるために、約３，０００の企業や個人（出資額約９，０００万円）の協力の

もとに造成した基金であり、基金総額は平成２１年度末で約２億４，７００万円となっている。

県が進める緑豊かで快適な環境づくりは、県政の重要課題であり、行政だけでなく県民一人

ひとりの積極的な参加と協力による実践活動を行っていくという趣旨で設置した基金であるこ

とから、本基金目的達成のため、県としては今後とも存続したいと考えている。

（強化基金引当資産）

次に、強化基金引当資産は、その運用益を農地保有合理化事業に充当することを目的にして

おり、その財源は国と県が半分ずつ負担して積み立てている。県は出資金ではなく、交付金と

して支出している。

しかし、強化基金引当資産については、①基本的に取崩しができないこと、②県への払戻条

件があること、③公社が解散した時に県への寄付が可能であること等から、県の出資金の場合

と取扱いが同じである。従って、出資金と同様、資金効率性の観点からは交付金相当額の寄付

を要請すると共に、当該事業に必要な資金を補助金等により賄うことを検討すべきである。

ウ 出資の有効性

（ア）出資目的の適合性（事実）

寄附行為には、農業経営基盤の強化促進並びに農林水産業の担い手の確保育成及び農山漁村

への定住の促進並びに森林の整備及び緑化の推進等の事業を行うことにより、農林水産業の持

続的かつ健全な発展並びに農地及び森林の有する多面的機能の発揮を図り、もって農山漁村の

振興及び県民福祉の向上を寄与することを目的とする、と掲げられている。

実際の活動内容として、農地保有合理化事業、畜産担い手育成総合整備事業、担い手支援事

業、森林整備事業及び緑化推進事業が実施されている。寄附行為で定めた事業が基本的に実施

されており、現在の活動は事業目的に従っており、県の出資目的に適合していると言える。

（イ）出資目的の達成度（事実）

出資目的の達成度については、事業実績報告を受けることにより、定量評価が行われている。

即ち、農地保有合理化事業については、平成２１年度の新規借入及び新規買入の件数・面積が

他の都道府県と比較されている（全国３位）。又、分収造林事業については、作業別・地域別
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の事業実績（回数、面積、工事費、補助金）について経年比較がされている。更に、緑化木の

配賦事業についても、配布本数及び配布施設数が経年比較されている。

出資効果に係る間接的な指標を抽出し、その有効性を評価することで、出資額に見合う効果

を県民に説明が可能となり、又、定期的に有効な出資額の見直しを行うことが可能となってい

る。

（８）（財）山口県漁業被害救済基金への出資金の管理（水産振興課）

ア 出資額・出資比率の根拠

県の出資目的 当時頻発していた赤潮被害に対し、行政の強い指導の下、赤潮その他原因

が判明しない水質汚濁により突発的に発生した被害（以下、「漁業被害」

と言う。）の救済を目的としている。

出資年度 昭和５０年度～５９年度

出資額（出資比率） ３３，８００千円（１２．３４％）

出資引受や出資割合の決定に関する決裁書類等は監査時点では確認することができなかった

が、当時の行政・漁業団体・企業の３者が協力し、各々が応分の負担をしたことが確認できた。

イ 出資法人の財政状態及び事業活動収支状況（平成２１年度）

監事の監査報告書が財務諸表等に添付されており、（財）山口県漁業被害救済基金の会計及

び業務の信頼性は確保されている。当該出資法人の平成２１年度末の財政状態は、下表のとお

りである。

（単位：千円）

流動資産 ２９，０１３ 流動負債 ３

基本財産 ２７４，０００ 固定負債 ２０，０００

その他の固定資産 ２０，０００ 正味財産 ３０３，０１０

流動資産は全て預金であり、流動負債３千円からみて必要以上の額となっている。これは近

年、大規模な漁業被害がないことが理由であるが、今後、効率的な運用の検討が必要である。

又、基本財産は全て金融資産であり、内訳は有価証券が２４９，７８２千円、定期預金が２

４，２１８千円である。

ウ 出資目的の達成度

（ア）所管課による有効性評価

（出資後の効果の測定方法）

漁業被害に対する救済事業の適切な実施について、毎年度５月頃開催の理事会での業務報告

により判断している。

（出資目的の達成度）

設立から今日に渡り、公平公正な立場から、被害認定審査会の審査に基づき漁業被害の認定

を行い、円滑な救済金又は見舞金の支給を実施しており、内容的には当初目的を１００％達成

していると言える。

（今後の方針）

平成２１年度は本基金の対象となる事案はなかったものの、平成１３年度から毎年のように

漁業被害が発生し、本基金により救済金・見舞金が支給され、漁業者の社会的、経済的地位の
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安定に寄与している。県としては、今後とも本基金を存続させたいと考えている。

（イ）出資目的の有効性分析（事実）

ａ 出資法人の活動実績の目的適合性

この目的を達成するために行うべき事業内容（寄附行為第４条）が、実際に行われているか

どうか確かめるため、それと実際の活動内容を比較したものが、下表である。

行うべき事業内容 活動実績

基金は、山口県知事が免許した共同漁業権に係る漁場の区

域の沖出線内の海域において、赤潮その他のその原因者が

判明しない水質汚濁により突発的に発生した被害（油濁に

よる被害を除く。以下「漁業被害」と言う。）について、

その被害を受けた漁業者に対する救済措置を講ずることに

より、当該被害漁業者に迅速な救済を図り、もって漁業者

の社会的、経済的地位の安定と地域の調和的発展に寄与す

ることを目的とする。

①漁業被害による被害漁業者に対す

る救済金又は見舞金の支給

⑤ の他基金の目的を達成するため

に必要な事業

寄附行為で定めた事業が基本的に実施されており、現在の活動は事業目的に従っており、県

の出資目的に適合していると言える。

（９）山口県漁業信用基金協会への出資金の管理（水産振興課）

ア 出資額・出資比率の根拠

県の出資目的 中小漁業者への資金調達を円滑にするための債務保証制度として、「中小

漁業融資保証法」が制定され、国、県、漁業者及び金融機関が一体となっ

て基本財産を構築したものである。

出資年度 昭和５１年度

出資額（出資比率） ５３１，５００千円（４５．０３％）

出資引受や出資割合の決定に関する決裁書類等により、出資決定の経緯は明らかにされてお

り、県が出資する必要性も具体的に示されている。

イ 出資法人の財政状態及び事業活動収支状況（平成２１年度）

監事の監査報告書が財務諸表等に添付されており、山口県漁業信用基金協会の会計及び業務

の信頼性は確認されている。当該出資法人の平成２１年度末の財政状態は、下表のとおりであ

る。

（単位：千円）

流動資産 ５６２，４２１ 流動負債 ３５７，３６９

固定資産 ６，９１２，１８３ 固定負債 ５，１７８，５０６

保証債務見返 ２，８４０，５８６ 保証債務 ２，８４０，５８６

その他の負債 １３，８１７
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ウ 出資目的の達成度（意見）

（ア）県による有効性評価

当該出資目的について定量評価は行われていない。

しかし、県として多額の出資を継続する以上、出資額に見合う効果を県民に説明する責任があ

り、又、定期的に有効な出資額の見直しを行う必要がある。従って、目的達成度の定性的評価

は、可能な限り避けるべきである。

出資効果を直接測定できないのであれば、間接的な指標を抽出し、その有効性を評価する必

要がある。

県としては、継続出資の必要性及び出資額の妥当性を確かめるため、出資法人の活動実績の

中から、出資目的に関連する公益的活動を抽出し、指標化して、その有効性を定量的に評価す

る必要があると考える。

（今後の方針）

現在、平成２４年度を目標に全国的な組織再編の検討が行われ、本県においては中国５県で

の再編が模索されており、この動きを踏まえ、出資金も含めた組織の在り方についての方針を

検討したいとのことである。

（10）山口県健康福祉財団への出資金の管理（厚政課）

ア 出資額・出資比率の根拠

県の出資目的 健康づくり及び社会福祉に従事する者の養成確保等のため必要な事業を行

うなど、県民の福祉の向上に寄与することを目的としており、公共性が高

いことから出資するものである。

出資年度 昭和４６年度

出資額（出資比率） １，５２０，０００千円（９９．７５％）

出資引受や出資割合の決定に関する決裁書類等により、出資決定の経緯は明らかにされてお

り、県が出資する必要性も具体的に示されている。効果の測定もでき、出資（額・比率）の見

直しも可能な状況にある。

イ 出資法人の財政状態及び事業活動収支状況（平成２１年度）

監事の監査報告書が財務諸表等に添付されており、山口県健康福祉財団の会計及び業務の信

頼性は確認されている。当該出資法人の平成２１年度末の財政状態は、下表のとおりである。

（単位：千円）

流動資産 ９６，４８８ 流動負債 ４０，１４０

基本財産 １，５２３，８４０ 固定負債 ８，０９４，７４０

特定資産 ８，６７３，４８１ 正味財産 ２，１６２，７８６

その他の固定資産 ３，８５７

流動資産の約９６％に当たる９２，７３６千円は現金預金及び金銭信託である。正味運転資

産（流動資産－流動負債）が５６，３４８千円であることから、流動資産に含まれている現金

預金は過剰資金と見ることができる。

基本財産のうち、１，４８３，３３８千円（９７．３％）は投資有価証券での運用である。

残りは、普通預金４０千円及び金銭信託４０，４６２千円である。

特定資産のうち、財政安定基金資産５０，０００千円は、将来の支出目的のない資産であり、
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又、福利厚生事業資産５２８，７４１千円は支出時期が不明である。これらは近い将来、財団

の事業に使用される可能性が小さいものである。

又、当該出資法人の平成２１年度の事業活動収支の状況は、下表のとおりである。

（単位：千円）

基本財産・特定資産運用収入 １３３，９０６

その他の事業活動収入 １，３１７，８６３

事業活動支出 １，０３０，４５８

事業活動収支差額 ４２１，３１１

基本財産・特定資産運用収入１３３，９０６千円の単純運用利回りは約１．３％である。県

出資金１，５２０，０００千円の寄与額は約２０，０００千円となる。

ウ 出資目的の適合性（事実）

出資法人の目的は、健康づくり及び社会福祉の業務に従事する者の養成・確保及び福祉を増

進するために必要な事業を行い、合わせて県民の介護に関する関心と理解を深めると共に健康

の保持・増進を図り、もって福祉の向上に寄与することにある。当該事業目的は、社会福祉事

業に関わるものであり、明らかに公益性がある。つまり、直接不特定多数の県民に利益を与え

るものと認められる。

又、この目的を達成するための実際の事業内容は、①福祉マンパワー基金事業、②福利厚生

事業、③退職共済事業、④健康づくり事業及び⑤指定管理者事業である。寄付行為で定めた事

業が基本的に実施されており、現在の活動は事業目的に従っており、県の出資目的に適合して

いると言える。

エ 出資金管理の見直し案（意見）

（出資額の効果分析の必要性）

上記において、出資法人の活動内容に公益性があり、その事業目的達成には県出資による財

務基盤の強化が必要であることは確認できた。

行政目的を実施する上で重要な役割を担っている出資法人に対して、県は適切に関与し、そ

の経営健全化を支援し、出資法人の事業目的達成を効果的に図っていくことが認識されている。

従って、次に問題となるのは、出資額１，５２０，０００千円がその効果に見合ったもので

あるかどうかである。出資目的（財務基盤の強化による事業活動支援）が事業目的に適合して

いても、出資金が効率的に運用されていなければ、出資を見直す必要が出てくるからである。

県として多額の出資を継続する以上、出資額に見合う効果を県民に説明する責任がある。

（出資金額の効果分析）

当該出資法人において、基本財産１，５２３，０００千円のほとんどは投資有価証券での運

用であり、県の出資金１，５２０，０００千円も含まれている。出資法人における平成２１年

度の基本財産・特定資産運用収入の単純運用利回りは約１．３％であるから、県出資金の寄与

額は約２０，０００千円になる。この２０，０００千円と言う金額は、出資法人の事業活動収

支差額が４２１，０００千円であることから、多額の県出資金を金融資産で運用する効果はな

い。出資金１，５２０，０００千円は効率的に運用されているとは言えず、出資金運用益によ
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る事業の充実・拡大は困難な状況にあるものと考えられる。

（改善案）

従って、県は、当該出資法人に対して出資金相当額の寄付を求めるなど、出資金運用の不効

率性を解消する必要がある。

なお、既に出資法人については、保有財産の効率的な活用を図る観点から、県の方針を踏ま

え、本年度中に当該出資額を県へ寄付し、県において効率的な事業実施を図る方向で調整が進

められているとのことであり、適切かつ妥当な対応と考えられる。

（11）山口県更生保護協会への出資金の管理（厚政課）

ア 出資額・出資比率の根拠

県の出資目的 県下の更生保護活動の中心的役割を果たす県更生保護協会に対し、財政基

盤の確保を図ることを目的にしている。

出資年度 平成４年度～平成５年度

出資額（出資比率） １０，０００千円（１７．８４％）

出資引受や出資割合の決定に関する決裁書類等により、出資決定の経緯は明らかにされてお

り、県が出資する必要性も具体的に示されている。

イ 出資法人の財政状態及び事業活動収支状況（平成２１年度）

監事の監査報告書が財務諸表等に添付されており、山口県更生保護協会の会計及び業務の信

頼性は確保されている。当該出資法人の平成２１年度末の財政状態は、下表のとおりである。

（単位：千円）

流動資産 ６，７１４ 流動負債 －

基本財産 １３７，０５０ 固定負債 ２００

その他の固定資産 ５０ 正味財産 １４３，６１４

流動資産は、全て現金預金である。基本財産の内訳は、預金４２，０５０千円及び有価証券

９５，０００千円である。

又、当該出資法人の平成２１年度の事業活動収支の状況は、下表のとおりである。

（単位：千円）

財産収入 １，２３４

補助金等収入 １，５５０

寄付金収入 １，２６０

会費収入その他 ３，０７０

事業活動支出 ６，７９８

事業活動収支差額 ３１６

財産収入１，２３４千円の単純運用利回りは約０．８６％である。県出資金１０，０００千

円の寄与額は約８６千円となる。県からの出資金以外の財政的支援はない。

ウ 出資目的の適合性（事実）

出資法人の目的は、山口県内における更生保護に関する事業の充実発展に寄与すると共に、

更生保護事業法第２条第２項各号に掲げる者に対し、その自立更生に必要な保護を行うことに

ある。具体的には、①更生保護事業を営む者に対する連絡、調整又は助成、②保護司活動に対

する連絡、調整又は助成、③更生保護に関する民間協力組織に対する連絡、調整又は助成、④
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犯罪予防を図るための世論の啓発その他の活動及び⑤更生保護事業法第２条第２項各号に掲げ

る者に対する金品の給与等である。

即ち、当該法人は、県内の更正保護に関する事業の充実発展に寄与すると共に、更生保護事

業法による要保護者の保護を実施しており、その目的には公益性があると評価できる。平成２

２年度事業計画において、寄付行為で定めた事業が基本的に実施される予定となっている。出

資法人の活動は事業目的に従っており、県の出資目的に適合していると言える。

エ 出資金の見直し案（意見）

（出資額の効果分析の必要性）

しかし、出資法人の活動が県の出資目的に適合しているといっても、県としては出資を継続

する以上、出資額に見合う効果があることを県民に説明する責任がある。又、定期的に有効な

出資額の見直しを行うためにも、県の出資金が効率的に使用されているかどうか分析する必要

がある。

（出資金１０，０００千円の効果分析）

現在の単純運用利回りは０．８６％であるから、県出資金１０，０００千円の寄与額は８６

千円にしかすぎない。この８６千円と言う金額は、事業活動収入７，１１４千円からみて、県

出資金１０，０００千円を金融資産で運用する効果はない。従って、出資金１０，０００千円

は効率的に運用されているとは言えず、県が出資により財政基盤を強化すると言う役割は既に

達成されていると見ることができる。

（改善案）

従って、県は、当該出資法人に対して出資金相当額の寄付を求めるなど、出資金運用の不効

率性を解消する必要がある。

（12）財団法人山口県老人クラブ連合会への出資金の管理（長寿社会課）

ア 出資額・出資比率の根拠

県の出資目的 村おこし町おこし運動は、高齢者自らが積極的に生きがいを高め、地域社

会に貢献しようとするもので、今後、急速に進展する高齢化社会に対処す

るうえで、極めて重要な意味をもつものである。

この運動は、高齢者自らが出資したシルバー基金の果実により実施される

ことが特色であるが、出資にも限界があり不足する資金を補う必要がある。

出資年度及び

出資額（出資比率）

昭和６１年度 ２０，０００千円

昭和６２年度 ２０，０００千円

昭和６３年度 ２０，０００千円

平成元年度 ２０，０００千円

合計 ８０，０００千円（３９．８４％）

出資引受や出資割合の決定に関する決裁書類等により、出資決定の経緯は明らかであり、県

が出資する必要性も具体的に示されている。

イ 出資法人の財政状態及び事業活動収支状況（平成２１年度）

監事の監査報告書が財務諸表等に添付されており、（財）山口県老人クラブ連合会の会計及

び業務の信頼性は確保されている。当該出資法人の平成２１年度末におけるの財政状態は、下
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表のとおりである。

（単位：千円）

流動資産 ２，６５８ 流動負債 １，３５９

基本財産 ３００ 固定負債 －

その他の固定資産 ２００，７８２ 正味財産 ２０２，３８１

その他の固定資産の中に、県出資金８０，０００千円が定期預金として運用されており、そ

の運用果実は、新「村おこし町おこし運動」（市町老連活動活性化事業）に充当されている。

なお、県からは、別途、各種事業費に対する補助を行っている。

ウ 県出資目的の適合性（事実）

山口県における老人クラブの普及と正常なる発展を図り、老人の生活を健全で豊かなものに

し、老人福祉の増進に寄与することを目的としている。出資法人の活動実績は以下のとおりで

あり、寄付行為で定めた事業が基本的に実施されており、現在の活動は事業目的に従っており、

県の出資目的に適合していると言える。

重点事業 ① 新「村おこし町おこし運動」の推進強化

② 「住みやすさ日本一元気県づくり加速化プラン」県民運動の展開

③ 地域の安全・安心を支える支援活動の推進強化

④ 若手高齢者（ヤングオールド）の加入促進と女子部の活動強化

⑤ 「おいでませ！山口国体・おいでませ！山口大会」県民 運動の展開

⑥ 平成２１年度「活動賞」の推薦

一般事業 ① 調査・広報事業

② 高齢者福祉推進事業

③ 表彰・弔尉事業

④ 会議・セミナー開催事業

⑤ 運営に関する事業

⑥ 各種大会等の開催事業

⑦ 老人クラブ傷害保険・会員章等の普及促進

⑧ 各関係機関・団体との協働・連携

エ 出資目的の達成度

（ア）所管課による有効性評価（事実）

（出資効果の測定方法）

出資金の運用果実の充当事業として、当該団体は高齢者自らが生きがいを高め、地域社会に

貢献しようとする「村おこし町おこし運動」の推進のため、健康づくり、仲間づくり、地域づ

くり等の事業を行っている。

これらの事業は、地域における高齢者の社会参加を促し、生涯現役社会の推進基盤としての

役割を果たしており、出資の効果については、「生涯現役社会づくり県民意識調査」における

「社会活動に参加している高齢者の割合」を採用している。

（出資目的の達成度）

社会活動に参加している高齢者の割合

平成 ８年 ５２．５％

平成１５年 ５７．９％

平成２０年 ６２．４％
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生涯現役社会の実現のため社会活動に参加している高齢者の割合は、増加傾向にある。又、

具体的な事業としては、スポーツ大会やサロン開催等による健康づくり、仲間づくりを行うと

共に、孤立した高齢者をなくし、地域活動への参加を進める活動を行い、昭和６１年以降、実

績を積み、高齢者の生きがいづくりに貢献していると考えられる。

（今後の方針）

基金の運用果実は、事業を実施するうえで、貴重な財源となっている。又、山口県老人クラ

ブ連合会の事業費は、近年縮小の状況にあり、出資金の引上げは、当団体の財政基盤の脆弱化

につながるため、出資を存続させる方針である。

当該出資目的について定量評価は行われている。

県として多額の出資を継続していることから、出資額に見合う効果を県民に説明する工夫がさ

れている。又、継続出資の必要性及び出資額の妥当性を定期的に見直すことができる。

（13）（財）山口・防府地域工芸・地場産業振興センターへの出資金の管理（経営金融課）

ア 出資額・出資比率の根拠

県の出資目的 工芸・地場産業の健全な育成及び発展を図るため必要な事業を実施し、も

って地域経済の発展等に寄与することを目的としている。

出資年度 昭和６３年度

出資額（出資比率） ４，０００千円（１９．６４％）

出資引受や出資割合の決定に関する決裁書類等により、出資決定の経緯は確認することがで

き、その中で県が出資する必要性も具体的に示されている。

イ 出資法人の財政状態及び事業活動収支状況（平成２１年度）

監事の監査報告書が財務諸表等に添付されており、（財）山口・防府地域・工芸地場産業振

興センター（以下「地域振興センター」という。）の会計及び業務の信頼性は確保されている。

当該出資法人の平成２１年度末におけるの財政状態は、下表のとおりである。

（単位：千円）

流動資産 １１，９２９ 流動負債 ３，３４０

基本財産 ７１１，４５１ 固定負債 １５０

特定資産 １３０，１５４ 正味財産 ８５５，３１５

その他の固定資産 ５，２７１

流動資産の約６０％に当たる７，２０１千円は現金預金である。減価償却引当預金が別途積

み立てられていること、又、正味運転資産（流動資産－流動負債）が８，５８９千円であるこ

とから、流動資産に含まれている現金預金は過剰資金と見ることができる。基本財産に含まれ

ている定期預金２０，３７０千円と共に、低金利の経済状況において効率的な資産運用がされ

ていない。

特定資産である振興基金積立資産９５，０００千円は、支出時期が不明である。これらは財

団の事業に使用される可能性が小さいものである。

又、当該出資法人の平成２１年度の事業活動収支の状況は、次のとおりである。
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（単位：千円）

基本財産・特定資産運用収入 ６２６

補助金等収入 ７５，４５７

負担金収入 １，２１６

その他の事業活動収入 ３０，７９４

事業活動支出 ７９，０３１

事業活動収支差額 ２９，０６２

基本財産・特定資産運用収入６２６千円の単純運用利回りは、約０．４％である。県出資金

４，０００千円の寄与額は約１６千円となる。

ウ 県出資目的の適合性（事実）

センターは、工芸・地場産業の健全な育成及び発展を図るため必要な事業を行い、もって地

域経済の発展、地域住民の生活文化の向上及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

県においては、効果を測定するための指標等はないものの、出資目的に沿って事業が進捗し

ていると判断している。現在、振興センターにおいて公益財団法人への移行申請に向けて準備

を進めており、今後も存続していくとのことである。

この目的を達成するための実際の事業内容は、①地域資源活用新事業展開支援事業、②ふる

さと産業振興支援事業、③地域産業育成支援事業、④自主事業及び⑤直営事業である。寄付行

為で定めた事業が基本的に実施されており、現在の活動は事業目的に従っており、県の出資目

的に適合していると言える。

エ 出資金の見直し案（意見）

（出資額の効果分析の必要性）

しかし、出資法人の活動が県の出資目的に適合しているといっても、県としては出資を継続

する以上、出資額に見合う効果があることを県民に説明する責任がある。又、定期的に有効な

出資額の見直しを行うためにも、県の出資金が効率的に使用されているかどうか分析する必要

がある。

（出資金４，０００千円の効果分析）

当該出資法人において、支出時期が不明で、近い将来、財団の事業に使用される可能性が小

さい金融資産（現金預金及び振興基金積立定期預金）が約１０２，０００千円ある。これとは

別に、県の出資金４，０００千円があり、利回りの低い金融資産で運用されていると見ること

ができる。現在の単純運用利回りは約０．４％であるから、県出資金４，０００千円の寄与額

は約１６千円にしかすぎない。

（改善案）

県がある団体に出資するのは、その団体の事業目的に公益性があり、その事業目的達成には

財務基盤の強化等の必要性があるからである。当該出資法人の場合、公益財団法人に移行する

予定にあるとはいっても、県からの補助金はなく、県事業との関係は薄いのであるから、出資

金が効率的に運用されていない現状においては、財務基盤の強化と言う県の役割は既に達成し

ていると見ることができる。

従って、県は、当該出資法人に対して出資金の効率的運用を求めていく必要がある。
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（14）（財）周南地域地場産業振興センターへの出資金の管理（経営金融課）

ア 出資額・出資比率の根拠

県の出資目的 財政的基盤の強化による事業目的達成の支援を通して、地場産業の健全な

育成及び発展を図るため必要な事業を実施し、もって地域経済の発展等に

寄与することを目的としている。

出資年度 昭和６２年度

出資額（出資比率） ７，５００千円（２０．８２％）

出資引受や出資割合の決定に関する決裁書類等は監査時点では確認することができず、出資

決定の経緯は不明である。県が出資する必要性が具体的に示されていないため、効果の測定も

できず、出資（額・比率）の見直しもできない状況にある。

イ 出資法人の財政状態及び事業活動収支状況（平成２１年度）

監事の監査報告書が財務諸表等に添付されており、（財）周南地域地場産業振興センター（以

下「センター」という。）の会計及び業務の信頼性は確保されている。当該出資法人の平成２

１年度末における財政状態は、下表のとおりである。

（単位：千円）

流動資産 １６，９４６ 流動負債 ６，１７６

固定資産 １，０８３，０４９ 固定負債 ３９，２１３

正味財産 １，０５４，６０６

特定資産の中に、支出時期や目的の不明なものがある。即ち、振興基金（自主事業基金積立

金）６４，８１８千円及び振興基金積立金２５０，０００千円は、支出時期が不明である。こ

れらはセンターの事業に使用される可能性が少ないと考えられ、県の出資金７，５００千円も

この中に含まれていると見るのが妥当である。従って、出資の目的が出資法人の財政基盤の強

化にある以上、出資金の返還を検討するケースであると考える。

又、当該出資法人の平成２１年度の事業活動収支の状況は、下表のとおりである。

（単位：千円）

基本財産・特定資産運用収入 ４，１９０

受託事業収入 ８，０６３

負担金収入 ５６，７９８

その他の事業活動収入 １５，２２０

事業活動支出 ７９，９０３

事業活動収支差額 ４，３６８

基本財産・特定資産運用収入４，１９０千円の単純運用利回りは約１．１３％である。県出

資金７，５００千円の寄与額は約８５千円となる。

ウ 県出資目的の適合性（事実）

センターは、地場産業の健全な育成及び発展を図るため必要な事業を行い、もって地域経済

の基盤強化と地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

県においては、効果を測定するための指標等はないものの、出資目的に沿って事業は進捗し

ていると判断している。現在、センターにおいて公益財団法人への移行申請に向けて準備を進

めており、今後も存続していくとのことである。
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この目的を達成するための実際の事業内容は、①ものづくり支援、②測定機器の活用、③受

託事業、④人づくり支援（人材育成事業）、⑤ネットワークづくり支援（情報収集・提供事業）

及び⑥相談事業である。寄付行為で定めた事業が基本的に実施されており、現在の活動は事業

目的に従っており、県の出資目的に適合していると言える。

エ 出資金の見直し案（意見）

（出資額の効果分析の必要性）

しかし、出資法人の活動が県の出資目的に適合しているといっても、県としては出資を継続

する以上、出資額に見合う効果があることを県民に説明する責任がある。又、定期的に有効な

出資額の見直しを行うためにも、県の出資金が効率的に使用されているかどうか分析する必要

がある。

（出資金７，５００千円の効果分析）

当該出資法人において、支出時期が不明で、近い将来、財団の事業に使用される可能性が小

さい特定資産（自主事業基金積立金及び振興基金積立金）が約３１４，０００千円ある。県の

出資金７，５００千円もこの中に含まれ、利回りの低い金融資産で運用されていると見ること

ができる。現在の単純運用利回りは約１．１３％であるから、県出資金７，５００千円の寄与

額は約８５千円にしかすぎない。

（改善案）

県がある団体に出資するのは、その団体の事業目的に公益性があり、その事業目的達成には

財務基盤の強化等の必要性があるからである。当該出資法人の場合、公益財団法人に移行する

予定とはいっても、県からの補助金や委託はなく、県事業との関係は薄いのであるから、出資

金が効率的に運用されていない現状においては、財務基盤の強化と言う県の役割は既に達成し

ていると見ることができる。

従って、県は、当該出資法人に対して出資金の効率的な運用を求めていく必要がある。

（15）（社）無角和種振興公社への出資金の管理（畜産振興課）

ア 出資額・出資比率の根拠

県の出資目的 山口県固有の品種である無角和種の維持・増殖を図り、特産牛としてのブ

ランド化を推進し、地域の個性を生かした肉用牛づくりの振興を目的とし

ている。

出資年度 平成６年度

出資額（出資比率） ５０，０００千円（３１．３５％）

出資引受や出資割合の決定に関する決裁書類等により出資決定の経緯は明らかであり、県が

出資する必要性も具体的に示されている。

イ 出資先の会計及び業務の信頼性

監事の監査報告書が財務諸表等に添付されており、（社）無角和種振興公社の会計及び業務

の信頼性は確保されている。

ウ 出資目的の達成度（事実）

（ア）県による有効性評価

出資後の有効性は、無角和種の安定供給で評価されており、又、出資目的の達成度は、出荷
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頭数で行っている（平成２１年度は４４頭）。現在、無角和種の７割（１６２／２２１頭）を

保有しており、今後も県民への安定供給のために存続する方針である。

当該出資目的について定量的評価は行われている。県として多額の出資を継続していること

から、出資額に見合う効果について県民に対する説明責任が果たされている。

（イ）出資目的の有効性分析

ａ 出資法人の活動実績の目的適合性（事実）

出資法人の目的は無角和種の安定供給であり、この目的を達成するために行うべき事業内容

（寄付行為第４条）が、実際に行われているかどうか確かめるため、実際の活動内容とを比較

したものが、下表である。

行うべき事業内容 主な活動実績

① 殖牛群の整備 繁殖雌牛の保留更新と子牛生産性の向上（飼養頭数 繁殖牛５８頭、育

成牛７頭、子牛２０頭、肥育牛４３頭 計１２８頭）

②肥育牛増体成績の向上 早熟早肥である品種の特性を活かすため、粗飼料の給与等、飼育管理改

善による増体

⑤ 給飼料の確保 飼料畑の活用による自給飼料の確保（１８ヘクタール）と、耕作放棄地

等を活用した放牧の実施による省力化、低コスト化（１５カ所、２１ヘ

クタールに４０頭放牧）

⑥ 通・消費対策の推進 「無角和種産直拡大協議会」の評価購買方式による流通システムを母体

とした安定供給と無角牛祭り等によるＰＲ

⑤低コスト生産技術開発 低コスト生産技術開発プロジェクト会議の定期開催と、「経営改善計画」

の実行

寄付行為で定めた事業が基本的に実施されており、現在の活動は事業目的に従っており、県

の出資目的に適合していると言える。

ｂ 出資金の必要性

出資法人の平成２２年３月期の財政状態は、次のとおりである。

（単位：千円）

流動資産 ２６，８４０

基本財産 １５５，５００

償却資産 ５４，０１５

流動負債 ２，４５０

正味財産 ２３３，９０４

出資の目的は、山口県固有の品種である無角和種の維持・増殖を図り特産牛としてのブラン

ド化を推進し、地域の個性を生かした肉用牛づくりの振興であり、県が関与すべき公益的な事

業を担っており、無角和種の維持・増殖のためには出資を継続する必要がある。
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（16）（財）山口県栽培漁業公社への出資金の管理（水産振興課）

ア 出資額・出資比率の根拠

県の出資目的 山口県の漁業の振興を図ることを目的としており、公益性が高いことから

出資するものである。

出資年度 昭和５９年度～平成５年度

出資額（出資比率） ２９３，０３５，７２０円（２９．２８％）

出資引受や出資割合の決定に関する決裁書類等は監査時点では確認することはできなかった

が、当時の関係機関が協議・協力し、漁業者を含め、県内の業界全体が応分の負担をしたこと

が確認できた。

イ 出資先の会計及び業務の信頼性

監事の監査報告書が財務諸表等に添付されており、（財）山口県栽培漁業公社の会計及び業

務の信頼性は確保されている。

ウ 出資目的の達成度（事実）

（ア）所管課による有効性評価

（出資後の効果の測定方法）

栽培漁業推進基金は、次の事業の実施を主な目的として造成されており、その各事業の実施

量により効果を測定することとなる。

・栽培漁業推進に関する普及・啓発

・放流種苗の円滑な需給調整と安定供給

・栽培漁業実施地域に対する経済的・技術的援助

・新魚種を含めた実用種苗の生産

（出資目的の達成度）

近年は果実が減少しているが、資源状況の悪化している重要資源（マダイ・ヒラメ）につい

て、放流効果実証事業による種苗の大量放流を行うための貴重な財源となっている。

（今後の方針）

本基金は漁民総参加運動を通じ、県、市町、漁協系統団体、漁協（漁民分含む）が協力して

造成した基金であり、県内栽培漁業推進上の貴重な財源となっている。

県としては、今後も存続させたいと考えており、基金の管理者である（社）山口県栽培漁業

公社及びその構成員も同様の考えである。

当該出資目的について定量評価は行われている。

県として多額の出資を継続しており、出資額に見合う効果について県民に対する説明責任は果

たしていると考えられる。

（イ）出資目的の有効性分析

ａ 出資法人の活動実績の目的適合性（定性的評価）

この法人は、栽培漁業の推進及びこれに関連する必要な事業を行い、県における漁業の振興

を図ることを目的とする。

この目的を達成するために行うべき事業内容（寄付行為第４条）が、実際に行われているか

どうか確かめるため、それと実際の活動内容を比較したものが、下表である。
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行うべき事業内容 活動実績

①栽培漁業の推進に関する事業

②栽培漁業に関連する事業及び啓発普及事業

③水産振興に関する調査研究及び研修指導事

業

④県から指定を受けて行う栽培漁業センター

の管理に関する事業

⑤その他この法人の目的を達成するために必

要な事業

放流効果実証事業（種苗の中間育成、放流等）

（外海地域）

トラフグ、ヒラメ、マダイ

（瀬戸内海中部以東地域）

マダイ、ヒラメ

寄付行為で定めた事業が基本的に実施されており、現在の活動は事業目的に従っており、県

の出資目的に適合していると言える。

ｂ 出資法人の経営成績等の分析

出資法人の平成２２年３月期の財政状態は、次のとおりである。

（単位：千円）

流動資産 ７０，２２５

基本財産 １，０００，８６０

特定資産 ３７，４６０

その他の固定資産 １１，１８３

流動負債 ２４，１９０

固定負債 ３７，４６０

正味財産 １，０５８，０７８

基本財産は全て金融資産である。内訳は定期預金が９９７千円、投資有価証券が９９９，８

６３千円である。

県の出資は、出資法人の栽培漁業を推進するための諸事業の財源捻出を目的としたものであ

る。又、法人の事業に関し、他県では公益法人移行認定申請をした事例で、公益目的事業とし

て認定される先例が出ており、公益的役割は高く、出資は妥当であると考える。

（17）山口県信用保証協会への出資金の管理（経営金融課）

ア 出資額・出資比率の根拠

県の出資目的 信用保証協会の経営基盤である基本財産を強化することにより、県内中小

企業が必要とする資金の融通の円滑化を図ることが目的ある。

出資年度 昭和２４年度から適時

出資額（出資比率） ３，７７４，８３３千円（２１．４９％）

信用保証協会は、信用保証協会法に基づき設立された公益的法人であり、戦後の国の経済復

興対策に呼応する形で、戦後復興と地域社会の再建に資するため、中小企業金融の円滑化を図

ることを目的に、全国の地方公共団体が中心となって都道府県ごとに設立されたものであり、

こうした経緯の下、県による出資が行われたものと思慮される。

イ 出資先の会計及び業務の信頼性

監事の監査報告書が財務諸表等に添付されており、山口県信用保証協会の会計及び業務の信

頼性は確保されている。
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ウ 出資目的の達成度

（ア）所管課による有効性評価

（出資後の効果の測定方法・出資目的の達成度）

効果を測定するための指標等はないものの、県内中小企業のための信用保証業務を行い、こ

れらの者に対する金融の円滑化を図るため、県制度融資にも積極的に保証が行われている。ち

なみに、平成２１年度の保証承諾の状況は、次のとおりである。

件 数 金額（千円）

協会全体 １０，４０６ １５２，３０３，０００

県制度融資 ３，９７２ ５５，０３８，０００

当該出資目的について定量的評価は行われていないが、当該協会の行う信用保証業務は、個

別中小企業者への融資と直結していることから、県として、個別案件の積み上げである数値的

な評価を行うことは極めて困難であると理解できる。

目的達成度の検証手段としては、監督官庁として、国とともに定期的な検査を実施し、業務

運営状況、法令遵守の状況、危機管理体制、財務状況などチェックしているが、県としては、

出資及び監督者として、当該法人の活動等に対して、厳正にチェックするとともに、出資の有

効性については、説明責任の観点からも、可能な限り、定量的な指標を抽出・設定し、評価し

ていく努力が必要であると考える。

（イ）出資目的の有効性分析（事実）

ａ 出資法人の活動実績の目的適合性（定性的評価）

本協会は、中小企業等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円

滑化を図ることを目的とする。

この目的を達成するために行うべき事業内容（寄付行為第４条）が、実際に行われているか

どうか確かめるため、それと実際の活動内容を比較したものが、下表である。

行うべき事業内容 活動実績

① 小企業者等が銀行その他の金融機関から

資金の貸付け又は手形の割引を受けるこ

と等により金融機関に対して負担する債

務の保証

②中小企業者等の債務を銀行その他の金融機

関が保証する場合における当該保証債務の保

証

③銀行その他の金融機関が株式会社日本政策

金融公庫の委託を受けて中小企業者等に対す

る貸付けを行った場合、当該金融機関が中小

企業者等の当該借入による債務を保証するこ

ととなる場合におけるその保証をしたことと

なる債務の保証

④中小企業者が発行する社債（当該社債の発

行が金融商品取引法（昭和２３年法律第２５

号）第２条第３項に規定する有価証券の私募

によるものに限り、社債、株式等の振替に関

平成２１年度は、平成２１年度から平成２３年度ま

での３ヶ年間における中期事業計画の初年度とし

て同計画及び年度経営計画の基本方針に基づき、依

然として非常に厳しい経営環境に置かれている県

内の中小企業者の金融の円滑化と経営の安定を支

援するため、関係諸団体及び金融機関等と連携を保

ちながら業務を行いました。

経営環境が大きく変化する中、当協会は時代変革に

対応した業務体制を構築していくため、年度経営計

画に掲げた次の諸事項に重点を置いて業務の運営

を行いました。

①支援体制の強化

②事務体制の改善

③内部体制の充実

又、政府が講じた「緊急保証制度（全国緊急）」、

同制度拡充による「景気対応緊急保証制度」及び中

小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨
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する法律（平成１３年法律第７５号）第６６

条第１号に規定知る短期社債を除く。）のう

ち銀行その他の金融機関が引き受けるものに

係る債務の保証

⑤前各号に掲げる業務に付随する業務

⑥前項各号の債務の保証をするに当たり行う

当該債務の保証に係る中小企業者が発行する

新株予約権の引受け

⑦前項各号の債務の保証に基づき求償権を取

得した場合における当該債務の保証に係る中

小企業者に係る次に掲げる業務

イ債権管理回収業に関する特別措置法（平

成１０年法律第１２６号）第２条第１項第

１号から第３号までに掲げる債権（以下こ

の号において「特定金銭債権」と言う。）、

特定金銭債権を担保する保証契約に基づく

債権及び信用保証協会その他信用保証協会

法施行令（昭和２８年政令第２７１号）で

定める者が特定金銭債権を担保する保証契

約に基づく債権に係る債務を履行した場合

に取得する求償権並びにこれらの債権に類

し又は密接に関連するものとして同施行令

で定めるものの譲受け

ロイの規定により譲り受けた債権の管理

（当該債権の管理のために必要な一切の裁

判上又は裁判外の行為を含む。）

ハイ及びロに掲げる業務に関連して必要な

交渉及び調査並びに当該中小企業者に対す

る助言

時措置に関する法律（中小企業金融円滑化法）に基

づき創設された「条件変更対応保証制度」並びに同

法の趣旨に沿った既往借入金に係る条件変更等、国

等が進める政策保証等についても積極的に取り組

みました。

寄付行為で定めた事業が基本的に実施されており、現在の活動は事業目的に従っており、県

の出資目的に適合していると言える。


